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１．調査目的 
 

これまでの水産関係公共施設の整備の進捗によって、公共施設のストック量は年々

増大している。これに伴い、改良すべき施設量や耐用年数の経過により更新すべき施

設量が増加しており、予算に占める改良・更新のための費用の増大が予想されている。

安全で安心な水産物供給体制づくりを強力に推進していくためには、水産関係公共施

設の機能強化が不可欠ではあるが、厳しい国と地方の財政状況の中で、従来に比べ、

より効果的で効率的な施設改良・更新によるストックの有効活用が強く求められてい

る。 
こうした中、その対応策として、適正なる老朽化診断手法の開発や施設の長寿命化

技術に基づく適切な改良・更新によるライフサイクルコスト（以下、LCCと言う。）の
縮減などアセットマネジメントの概念を導入した検討が強く求められているところで

ある。 
以上から、本調査は、水産関係公共施設の代表的施設（漁港施設）について、アセ

ットマネジメントシステムの概念を導入し、施設の老朽化診断手法の検討やLCC縮減
手法の検討を行うことで、より効果的で効率的な既存ストックの維持更新等について

検討し、老朽化診断手法とLCCを加味した施設の補修更新方法等を含めた維持更新手
法を提示するものである。また、併せて、水産関係公共施設にアセットマネジメント

を導入するに当っての技術上及び制度上等の課題・問題点及びその対応策等を整理し、

施設維持更新手法（アセットマネジメント（指針案））としてまとめることとする。 
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アセットマネジメント指針案の作成 

1.資料収集 

 水産関係公共施設の既存ストックの考え方 

 他分野のアセットマネジメントの資料等 

２.アセットマネジメントの整理 

３.水産関係公共施設における 

アセットマネジメント

(1)ライフサイクルマネジメントの整理 

(2)LCM目標の検討           
（漁港単位、個別単位等） 
①優先度の考え方 

 ②管理レベルの考え方  

(3)老朽化診断 

①老朽化現地調査 

②老朽化判定手法検討調査 

(5)老朽化対策工法の整理 

(4)老朽化進行予測検討 

(6)LCC算定手法検討 

(7)施設の補修更新手法の検討 

 （補修更新計画等の作成） 
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３．調査結果 
 
Ⅰ．水産関係公共施設のおけるアセットマネジメント指針（案） 
 Ⅰ-１．水産関係公共施設のおけるアセットマネジメント指針（案） 
Ⅰ-２．付属資料 補修更新計画適用事例 

 
Ⅱ．水産関係公共施設における老朽化診断手法マニュアル（案） 
 Ⅱ-１．水産関係公共施設における老朽化診断手法マニュアル（案） 
 Ⅱ-２．参考資料 評価事例 
 



 
 
 
 
 
 

水 産 関 係 公 共 施 設 における 

アセットマネジメント指針（案）  
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1. はじめに 
これまでの水産関係公共施設の整備の進捗によって、公共施設のストック量は年々蓄

積の一途をたどっている。これに伴い、改良すべき施設量や耐用年数の経過により更新

すべき施設量が増加しており、予算に占める改良・更新のための費用の増大が予想され

ている。安全で安心な水産物供給体制づくりを強力に推進していくためには、水産関係

公共施設の機能強化が不可欠ではあるが、厳しい国と地方の財政状況の中で、従来に比

べ、より効果的で効率的な施設改良・更新によるストックの有効活用が強く求められて

いる。 
こうした中、その対応策として、適正なる老朽化診断手法の開発や施設の長寿命化技

術に基づく適切な改良・更新によるライフサイクルコスト（以下、LCC と言う。）の縮
減などアセットマネジメントの概念を導入した検討が強く求められているところであ

る。 
本指針は、水産関係公共施設の代表的施設（漁港施設）について、アセットマネジメ

ントシステムの概念を導入するに当たっての課題・問題点及びその対応策などを整理し

取りまとめたものである。 
 

 
    

 
図-1 既存ストックの更新投資の増加 
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（適用範囲） 

  本指針は、漁港の各施設が、その供用期間にわたって保持すべき機能の水準を満

足するためにおこなうべき補修更新計画策定のための方向性を示すものである。 
  本指針が対象とするものは、漁港施設のうち、係留施設、外郭施設のコンクリー

ト構造物および鋼構造物であり、「漁港構造物標準設計法 （(現)漁港漁場の施設の設
計の手引）｣に準拠して設計された構造物を対象としている。 

  また、老朽化の原因として、鋼構造物に対しては腐食が主な原因である。コンク

リート構造物に対しては、塩害、凍結融解、アルカリ骨材反応、海水によるコンク

リート老朽化などがあるが、このうち、塩害に焦点をあてている。 
   
（用語の定義） 

  本指針で用いる用語を以下のように定義する。 

 

老朽化   ：経年的に構造物、部材、材料の機能・性能が低下していくこと。 

老朽度   ：構造物、部材、材料の機能・性能の低下程度。 

老朽化診断 ：簡易調査による老朽度の判定を行い、必要に応じて詳細調査を行 

う一連の行為を示す。  

簡易調査  ：主に目視により構造物の老朽化の規模を把握する行為。 

詳細調査  ：目視に加えて各種機器を用い、構造物の老朽化の状況を把握する行

為。 

老朽化予測 ：簡易調査や詳細調査をもとに、将来の老朽化度の予測をおこなう行

為。 

ライフサイクルコスト(LCC) 

：施設の供用期間に生ずる全ての費用とする。但し、既設構造物の維

持管理を取り扱う場合には、点検、補修・補強、改良、更新に要す

る費用を考慮することとする。 

   ライフサイクルマネジメント（LCM）  

         ：LCCの最小化（または、平均費用の最小化）を目的とした補修更新

の最適化を目指すものである。ある一定の性能目標を満たしながら

各年度の予算とLCC最小化のバランスを図る。 

管理目標   ：漁港施設ごとの補修更新すべき性能と補修更新レベル。 

維持管理  ：構造物に備わった初期の性能及び機能をある水準以上で保持してい

くための保守・点検行為。通常の一般的な維持管理を指す。 

補修・補強 ：物理的、機能的に性能が低下した構造物を部分的に造り替えて所要

の機能や構造に回復させる行為。  

改良    ：施設の機能、性能を増加させる行為。 

更新    ：施設を全面的に作り替える行為。 

延命化   ：施設の補修・補強を行い、耐用期間を当初予定した期間より延ばす

こと。 
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補修更新計画：水産基盤整備事業において、LCMを実施するために、設計供用期間

内にLCCを最小化する補修・補強、改良、更新のための対策工法を

まとめた事業計画を指す。 

供用期間  ：構造物を供用する期間。 

耐用期間  ：構造物がその目的とする機能を十分果たさなければならないと規定

した期間。 
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2. アセットマネジメントの概要 
2.1 アセットマネジメントの定義 
「アセットマネジメント」は、従来、預金、株式、債権などの個人の金融資産をリス

ク、収益性などを勘案して、適切に資産を運用することにより、その資産価値を最大化

するための活動を指し、近年、この考え方を社会資本に適用することが国際的にも注目

されている。 
  社会資本のアセットマネジメントは、このような考え方や手法を社会資本のマネジメ

ントにあてはめ、顧客である国民からから預かった税金や料金などを社会資本に投資し、

その運用、管理を通じて公共サービスを生み出し、国民(ユーザー)に還元しようと考え
るものである。 

  土木学会では、アセットマネジメントを次のように定義している。 
 
 
 
 
 

 
また、社会資本のアセットマネジメントの取り組みは、欧米にて先行しているが、米

国連邦道路庁(FHWA)では、まだ経験を積み重ねつつある段階のものであると断ったう
えで、アセットマネジメントを次のように定義している。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

アセットマネジメントは、コスト効率よく、物理的資産(physical asset)を維持
し(maintaining)、機能を向上し(upgrading)、運用する(operating)、体系化した
プロセスである。それは、工学的な考え方を、しっかりした実務のやり方や経済

的な理論と組み合わせ、そして、意思決定に向けた組織的、論理的なアプローチ

を容易にするツールを提供する。このようにして、アセットマネジメントは、短

期計画、長期計画の両方を取り扱うフレームワークを提供する。 
（出典；アセットマネジメント導入への挑戦、（社）土木学会、平成17年）

国民の共有財産である社会資本を、国民の利益向上のために、長期的視点に立っ

て、効率的、効果的に管理・運営する体系化された実践活動。工学、経済学、経

営学などの分野における知見を総合的に用いながら、継続して（ねばりづよく）

おこなうものである。 
（出典；アセットマネジメント導入への挑戦、（社）土木学会、平成17年）
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2.2 広義のアセットマネジメントシステムの概要 
  社会資本の資産としては、防波堤、護岸などの各種の構造物などのハード資産と、人

材・技術・ノウハウなどのソフト資産がある。これらの社会資本は、「国民から預託さ

れた共有財産」であり、この資産の管理者は、国民に説明して得た資金により社会資本

の管理運営を行い、サービスを提供しなければならない。その管理者の責任を代行し管

理運営する活動がアセットマネジメントであり、アセットマネジメントシステムがそれ

を担うものである。 

広義の社会資本のアセットマネジメントシステムのイメージは、以下のとおりであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 広義の社会資本のアセットマネジメントシステム全体のイメージ 
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2.3 アセットマネジメントの現状  
  わが国における社会資本のマネジメントは、資産の現状について状態を把握したデー

タの蓄積が乏しく、大局的な視点に立って施設あるいは施設群全体をマネジメントする

体制や情報を把握する体制が構築されていないため、ライフサイクルコスト（以下、LCC

という。）やアセットマネジメントを念頭に置いた計画的な補修更新が行われていると

は言い難く、対処療法的な対策がとられている。 

  現在、わが国の住宅・社会資本分野におけるアセットマネジメントの現況を整理する

と表-1に示す通りである。 

表より、道路構造物や建築物などでは、LCC算出方法などが提案され、実施段階に入

っているが、河川構造物や港湾構造物などでは、まだ、研究段階の状態であることが分

かる。 
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表-1 わが国の住宅・社会資本のマネジメントの現況 
維持管理の観点   対象施設  維持管理の   

内容  現  状  
利用者  管理者  

備 考  
(ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ等 ) 

舗装  
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ、路面性

状調査、舗装診

断、修繕  

調査実施（一部区間）による

MCI測定、劣化曲線の設定、
LCC算出方法などが提案  

交通の確保、

通 行 の 快 適

性、  

路面状態、安

全性  

･舗装ﾏﾈｼﾞ ﾒ ﾝ ﾄ ｼ ｽ ﾃ ﾑ

(北海道開発土木研 ) 
･道路保全情報ｼｽﾃﾑ

(日本道路公団 )等  

橋梁  
(道路橋 ) 

橋 梁 点 検 、 補

修・更新  

1回 /5年定期点検実施  
劣化予測、健全度、LCC算出
手法が研究段階  

健全性の維持 通行の快適性  

･橋梁ﾏﾈｼﾞ ﾒ ﾝ ﾄ ｼ ｽ ﾃ ﾑ

(国土交通省 ) 
･道路保全情報ｼｽﾃﾑ

(日本道路公団 )等  

道

路

構

造

物  

その他  
(ﾄﾝﾈﾙなど ) 

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ、清掃な

ど  
点検  
 

交通の確保、

安全性  
安全性、第三

者被害の防止  －  

管渠  
(下水道管 ) 

清掃、点検 (ﾃﾚﾋﾞ
ｶ ﾒ ﾗ 調 査 )、修
繕・改築、不明

水対策  

健全度評価手法、評価指標が

研究段階、無人点検、清掃ｼｽ

ﾃﾑの開発、効率的な改築・更

新技術開発  

ｻｰﾋﾞｽ確保 (快
適性 )、環境衛
生  

機能維持、環

境衛生、ｺｽﾄ縮

減  

･下水道管渠台帳ｼｽﾃ

ﾑ(国土交通省 ) 
･管渠ｼｽﾃﾑ（広島市）

･下水道管路施設改

築事業ｼｽﾃﾑ（福岡市）

等  

下

水

道

施

設  その他  
(下水処理
場など ) 

運 転 、 維 持 修

繕、水質維持、

汚泥処理  

PFIなど実施による費用負担
軽減化、業務委託、作業の効

率化によるｺｽﾄ縮減、汚泥ﾘｻｲ

ｸﾙの促進  

－  －  

･設備台帳ｼｽﾃﾑ(広島
市 ) 
･ 下 水 道 施設 (処理
場・ポンプ場 )改築更
新計画ｼｽﾃﾑ（福岡市）

堤防・護岸  

河川ﾊﾟﾄﾛｰﾙ、構

造 物 点 検 、 除

草 、 清 掃 、 補

修・修繕  

LCC検討はまだ本格化されて
いない  

災 害 時 の 安

全、環境  
機能維持、環

境  －  
河

川

構

造

物  

その他  
(河川敷、水
門、樋門な

ど ) 

河床浚渫、河川

除草、清掃  

LCC低減のための市民ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱやNPOとの連携、PFIなどの
実施による費用負担軽減化  

美観、災害時

の安全、環境

機能維持、環

境  －  

堤体  点検、維持補修  

貯水池  浚渫、清掃  ダ

ム  
機械設備  運転、維持修繕  

LCCの検討は本格化されてい
ない、構造物や設備機器毎の

検査実施、健全度評価手法が

研究段階  

災害時の安全

性、環境  
機能維持、環

境  －  

公共建築  
官庁建築  

ﾏﾆｭｱﾙ類の整備  
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｼｽﾃﾑの構築、PFIなど
実施による費用負担軽減  

機能維持、耐

震補強、環境  

･施設保全ﾏﾆｭｱﾙ（国

土交通省）  
･保全業務支援ｼｽﾃﾑ

(仮称 )（国土交通省）
建

築

物  

公営住宅  

維持補修、改修

建替、増改築転

用、用途廃止  
公営住宅ｽﾄｯｸ総合活用計画の

制度化  

居住、執務の

快適性、ﾊﾞﾘｱﾌ

ﾘｰ、災害時の

安全性、美観
耐震補強、環

境家賃徴収  －  

港
湾
構
造
物

港湾施設  
(岸壁、護
岸、防波堤

など ) 

点検、維持補修  点検実施、劣化予測、健全度、

LCC算出手法が研究段階  
港湾機能の確

保、安全性  機能維持  －  

農
業
水
利
施
設

農業水利施

設（開水路、 
トンネル、  
頭首工、用

排 水 機 場

等）  

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ、計測診

断、機能保全  

ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの取組を推進  
機能診断調査、機能診断評価

機能保全ｺｽﾄの算定・比較など

の提案  

－  機能維持、環

境  
農業水利施設の機能

保全の手引き（案）

 

 

（参考：国土技術政策総合研究所プロジェクト研究報告 NO.4 平成 18 年） 
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3. 水産関係公共施設におけるアセットマネジメント 
3.1 アセットマネジメントの概要 
  アセットマネジメントは、社会資本を資産とみなし、従来型の「補修更新」から「資

産管理」、「資産運用」へと進化するものであり、段階的なアプローチが必要とされ

ている。 

  しかし、わが国のアセットマネジメントは緒に就いたばかりであり、その現状は、

LCC 算出方法などが提案または研究段階であることは、「２ .３ アセットマネジメ

ントの現状」で述べた通りである。  

  「現状のアセットマネジメント」と「目指すべきアセットマネジメント」のそれぞ

れの特徴について整理したものを表-2 に示す。 

  直接的なマネジメントの動機は、どちらも投資費用の不足であるが、動機以外に

ついて両者は大きく異なっている。 

目的は、「現状のアセットマネジメント」が LCC の最小化に対して、「目指すべき

アセットマネジメント」は、価値とコストの差の極大化であり、また、アカウンタ

ビリティも「現状のアセットマネジメント」が補修更新計画の合理性に対し、「目指

すべきアセットマネジメント」は、投資計画の合理性を説明する必要があり、費用

の最小化はもとより採択した投資計画の妥当性が問われることとなる。 

  このほかにも、施策や事業の評価をモニタリングし、外部の利害関係者に積極的

に情報公開し、事業調達方法も多様な調達方法の検討をおこなうことが必要である。 

  しかし、投資計画の妥当性の検証方法、施策や事業の評価手法及び多様な事業調

達手法などについては、現在のところ明確な研究成果がなく、目指すべきアセット

マネジメントをおこなうためには、多くの課題・問題点などがある。 

  以上より、水産関係公共施設の代表的施設（漁港施設）におけるアセットマネジメ

ントは、現状のアセットマネジメントである LCC 最小型のマネジメントシステム（ラ
イフサイクルマネジメント）の構築をおこなうものとする。 

 

表-2 現状と目指すべきアセットマネジメントの対比  
 現状のアセットマネジメント 目指すべきアセットマネジメント 

直接的な動機 投資費用の不足 

到達すべき目的 LCC 最小型 価値とコストの差の極大化 

アカウンタビリティ 維持管理計画※の合理性 投資計画の合理性 

説明方法 LCC 評価 施策・事業評価 

制約条件 サービス水準の確保 政策目標の達成 

予想される 

波及効果 

・（長期的に見て）維持管理費用の節

減、もしくは、少なくとも平準化 

・延命化 

・施策の最適化 

・事業調達方法の選択 

・公設民営による費用削減 

・PFI など多様な運営 

・証券化など、多様な資金調達 

        （出典；アセットマネジメント導入への挑戦、（社）土木学会、平成17年）  

 ※ここで用いている維持管理とは、構造物に備わった初期の性能及び機能をある水準以上で保持して

いくための行為の総称で、点検・調査、評価、補修・補強などの一連のシステムを指す。  
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3.2 ライフサイクルマネジメントの概要  
 ライフサイクルマネジメント（以下、LCM という。）は現段階でアセットマネジメ

ントシステムと呼ばれているもので、LCC の最小化を目的とした補修更新の最適化を

図るものである。 

 厳しい財政制約の下で、経済・社会の要請に従い、漁港の既存ストックをより有効

に活用するためには、その重要度や老朽度などに基づいて適正に定めた優先順位に従

って管理を行い、LCC の低減と費用発生時期の分散化を図り、LCM を推進させること

が必要である。 

   

 LCMは個別の施設について対応するばかりではなく、漁港内の複数の施設、さらに、

漁港管理者が管理する複数の漁港を対象として、LCC を最適化しつつ、漁港および圏

域全体の利用効果を発揮させるための計画的な取り組みが必要である。  

 

LCM の構成イメージを図-3 に示す。 
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図-3 LCM の構成イメージ 
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個別の施設単位の LCM は、その施設の固有の問題として、現状の老朽度、老朽化の

進行予測、LCC を最小化する対策工法などを検討するものである。個別の施設単位の

LCM が、ハード的な技術を中心として、個別の問題解決と対策のための費用を含めた

補修更新計画が重要であるのに対して、漁港単位の LCM は、ソフト的な技術を中心と

して、漁港全体の予算を考慮した補修更新事業計画が重要である。 

 個別の施設単位の LCM と漁港単位 LCM の整合性については、個別の施設単位の段

階で、適用可能なシナリオを複数選定しておき、漁港単位の段階で、対策工事を優先

させるための順位を定めた上で、漁港の中長期予算の見通しに従い、予算総額および

平準化といった予算上の制約を満足するシナリオの組み合わせを見出すことによって、

個別の施設単位の LCM と漁港単位の LCM の整合を計ることになる。 

 同じく、漁港単位の LCM と圏域単位の LCM の整合性についても、漁港の補修更新

事業計画を数案選定しておき、圏域単位の段階で、圏域内漁港の重要度を勘案して補

修更新の優先順位を定め、圏域の中期予算の見通しに従い、予算総額および平準化と

いった予算上の制約を満足する組み合わせを見出すことによって、漁港単位の LCM と

圏域単位の LCM の整合を計ることになる。  

  

 一般的には、漁港漁場整備長期計画が５ヵ年間であることから、５ヵ年単位で漁港

単位および圏域単位での補修更新事業計画を策定されることになる。しかし、各漁港

の維持管理計画に基づいて老朽化の点検調査をしていく中で、早急に老朽化対応が求

められるものが発生した場合には、その都度、事業計画変更を行い、対処する必要が

ある。 

 

なお、個別の施設単位の LCM は、LCM 構築の第一段階にあり、漁港単位での LCM

や漁業圏単位の LCM を構築していくための最も重要なステップである。個別の施設単

位の LCM が適切に行われないと漁港単位および圏域単位の LCM における事業計画策

定が適正なものとならない可能性があることから、まず、確実に個別の施設単位の LCM

を実行すべきである。 
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4. 個別施設単位の LCM 
漁港管理者は、多くの施設を管理する必要が

あり、個々の施設について、高度な技術を活用

して、詳細に至る老朽化の程度を把握した上で、

LCCの最小化を図る LCMを実施することは理
想形である。 
しかし、一方で、漁港管理担当者と予算には

限界があるため、事業実施に当たっては、老朽

化の程度の把握を簡易なレベルで良しとして、

補修更新が必要な場合に限って、詳細な検討を

おこなう方が、効率的に LCM を実施する観点

から判断するならば、優れていると考えられる。

ここでは、後者の立場に立ち、図-4 に示すフロ
ーにより検討することを基本とする。 

 
4.1 LCM のフロー 
先ず、「目標設定」では、施設の重要度や環

境などの特殊条件を勘案して優先度や補修更

新レベルを設定する。 

次に、「老朽化診断」では、簡易調査（簡易

項目調査、重点項目調査）による老朽度評価（一

次）を実施する。老朽度評価（一次）のみでは

評価ができない場合には、詳細調査を前倒した

補足調査による老朽化評価(二次)を実施し、段

階的に施設全体の老朽度を評価する。 

その老朽度の評価に基づいて、「補修更新計

画」を策定することになるが、策定に当たって

は、今後の老朽度の低下の程度を予測し、その

予測結果を照査しつつ、当該施設が必要な性能

を維持してゆくのに最も合理的な対策内容及

びその実施時期を検討することが求められる。

このために、標準的な対策工法の中から、老朽

度に応じて、適用可能な複数の案を選定し、

LCC を最小とする工法や実施時期を求め、概

算事業費、費用対策効果を検討することになる。 

計画の承認後は、測量試験費で詳細調査を実

施して補修更新計画を検証するとともに、長寿

命化技術などの新しい技術も含めて、対策工法および実施時期を詳細に検討し、補修更

新工事を実施することになる。

図-4  個別施設単位の LCM のフロー 

簡易調査 

老朽度評価 

老朽化診断 

計画承認 

標準的な対策工法

の選定 

概算事業費 

費用対効果 

補修更新計画 

対策検討 

老朽化進行予測 
寿命予測 

LCC最小化 

詳細設計 

詳細調査 

詳細な対策工法の

選定 

補修更新工事 

LCC最小化 

老朽化進行予測 

目標設定 
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4.2 LCM 目標 
(1) LCM の優先度  

  LCM の優先度は、事業実施の優先順位や LCM レベル（予防保全、事後保全など）

を設定するために、補修更新の意思決定に大きく関与する項目について評価し、設

定する必要がある。  

効率的に LCM を行なうためには、各施設に適合しやすい評価項目として、例えば、

「使用不能になった場合の漁港の供用におよぼす影響（施設の重要性）」、「LCM の

難易度（施設の環境特殊条件）」、「老朽化の進行が LCM コストの上昇に及ぼす影響

（コストの適切性）」等を設定し、これらについて、施設毎に適切に検討し、総合的

に LCM の優先度を定めることが必要である。 

  表-3 に主要な施設に関する補修更新の優先度（例）を示す。施設の優先度は、各

漁港によって供用及びコストに及ぼす影響や補修更新の難易度が異なるため、漁港

毎に設定することが望ましいと考えられる。 

   

表-3 主要施設に関する LCM の優先度（例） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁港内の複数の同一施設について、補修更新の優先度を設定するに当たっては、施

設の役割、施設の利用度、地域産業への波及効果、地域社会への貢献（連絡船の発着

場所など）、周辺水域環境への影響などの中から、比較可能な項目を選定し、定量的

な評価に努めるものとする。 
 また、漁港単位での補修更新の優先度を設定するに当たっては、漁港内の同一施設

を評価する評価項目に加え、それぞれの漁港の役割分担による優先度を加味して総合

的に努めるものとする。 
   

 

 

LCMの優先度に及ぼす影響 

施 設 優先度 

使用不能

になった

場合の漁

港の供用

に及ぼす

影響 

LCMの 

難易度 

老朽化の

進 行 が

LCMコス
トの上昇

に及ぼす

影響 

優先度決定の主な理由 

防波堤 中 中 難 大 
補修が難しく、老朽化が進行するとコストが

急激に増大する。補修・補強のために漁港機

能を休止させる必要は少ない。 

護 岸 中 中 難 大 
補修が難しく、老朽化が進行するとコストが

急激に増大する。補修・補強のために漁港機

能を休止させる必要は少ない。 

係船岸 高 大 難 大 
補修が難しく、老朽化が進行すると補修・補

強のために漁港機能を休止させる必要があ

り、莫大な損失をもたらす。老朽化が進行す

るとコストが急激に増大する。 

付 帯

施 設 低 小 易 小 補修は取替が主体であり、比較的容易に対応

できる。 
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 (2) LCM レベル 

  施設を適切に管理するには、施設に適合する LCM レベルを設定する必要がある。 

LCM レベルは、施設の優先度、施設の予定供用期間などによって異なり、補修・

補強、更新などの LCM の難易度によっても相違するため、施設に関する諸条件を収

集したうえで、当該施設の LCM レベルをどの LCM 管理区分とするかを検討するも

のとする。 

LCM レベルの設定例を表-4 に示す。基本的には、予防 LCM、事後 LCM が、補修

シナリオとして選定されることになると考えられる。 

 

  表-4 LCM レベル(例) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考；2001年制定コンクリート標準示方書 [維持管理編 ]，土木学会，平成13年）

LCM 

管理区分 
予防LCM 事後LCM 観察LCM 無点検LCM 

LCMの

特徴 

予防保全を基にした LCM 事後保全を基にした LCM 目視観察を主体とした
LCM 

点検を行わない LCM 

適用内容 

・老朽化が顕在化した後で

は、対策が困難なもの。 

 

・老朽化が外へ表れては困

るもの。 

 

・設計耐用期間が長いも

の。 

 
・老朽化や機能停止によっ

て重大な被害が発生する

恐れがあるため、予防保全

的な観点から計画的に補

修・更新をおこなうべきも

の。 
 

・老朽化が外へ表れてから

でも何とか対策がとれる

もの。 

 

・老朽化が外へ表れてもそ

れほど困らないもの。 

 

・深刻な老朽化や機能停止

等の発生前に、軽微な老朽

化でもその兆候に応じて

何かしらの対応をおこな

うべきもの。 

・使用できるだけ使用すれ

ばよいもの。 

 

・第三者影響度に関する安

全性を確保すればよいも

の。 

 
・老朽化や機能停止等の発

生状況に応じて適宜、対処

すべきもの。 
 

・直接には点検を行うのが

非常に困難なもの。（構造

物の基礎捨石等） 

 

・異常に気づいた時に対処

するもの。 

イメージ 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

経年 

性能 

使用限界 

初期性能限界 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経年 

性能 

使用限界 

初期性能限界 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経年 

性能 

使用限界 

初期性能限界 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経年 

性能 

使用限界 

初期性能限界 
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LCM レベルの設定に当たっては、予防保全を基にした LCM をおこなうことが、

結果的に LCC の低減に寄与し、効率的であると考えられる。例えば、図-5 のケース

２に示すように、一般の構造物では、致命的な老朽化が生じてから対策を講じてい

ては、コストもかかる上に、工事も大規模になる。そのため、ケース１のように、

老朽化の進行を事前に予測し、最適のタイミングで最適な対策工をとる、いわゆる

予防保全的補修更新を実施することによって、工事の周辺に与える影響の軽減や

LCC の低減されることになる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 補修更新工事のタイミング 

 
 

供用期間 
経年 

構造性能 

使用限界 

供用期間 
経年 

費用 

ケース２ 

ケース１ 

小規模な補修 

大規模な補修

ケース２ 

ケース１ 

大規模な補修費 

小規模な補修費
新設費 
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4.3 老朽化診断 
(1) 老朽化診断の手順 
老朽化診断は、構造物の老朽化の現状を把握し、維持更新計画作成のために必要な

ものである。 
図-6に老朽化診断フロー図を示す。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 老朽化診断の種類と目的 
  老朽化診断は、履歴調査及び簡易調査に分けて実施するものとする。また、一次診

断で老朽度評価が不足する場合には、補足調査をおこなうものとする。 

  履歴調査は、簡易調査をおこなうにあたって、対象となる構造物の設計･施工条件

を参考にして、構造物の特徴や調査における重点箇所、注意点などを把握するもので

ある。 

簡易調査は、簡易項目と重点項目があり、簡易項目は施設の変状の有無を把握し、

応急処置の必要性の判断や、重点項目の調査を実施すべき箇所の選定をおこなう目的

で実施するものとする。また、重点項目は施設の部位、部材ごとに変状の把握を行い、

老朽度の評価と LCM 計画の策定をおこなう目的で実施するものとする。 

補足調査は、簡易調査による一次評価を補足するために、いくつかの詳細調査を前

倒しして実施し、老朽度の詳細な把握をおこなうものである。 

 

※1)：簡易調査によって老朽度評価が不足する

図-6 老朽化診断フロー 

補足調査 

補足調査の要否

要※1) 

否

簡易調査 
・簡易項目調査 
・重点項目調査 
（目視等による老朽化の判定）

老朽度評価(一次) 

履歴調査 

老朽度評価(二次) 

補修更新計画 

簡
易
調
査
の
み
で
は
老
朽
度
を

判
定
で
き
な
い
。 

早
急
ま
た
は
計
画
的
に 

補
修
・
補
強
等
を
行
う 
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調査の概要を表-5 に示す。 

 

表-5 老朽化診断の概要 
簡易調査  

履歴調査 
簡易項目 重点項目 

補足調査 

目 

的 

対象構造物の特徴を

把握 

施設の変状の有無の

確認 

施設老朽度の評価 

 

簡易調査の補完 

（詳細調査の一部前

倒し） 

内 

 

容 

設計･施工条件等資

料調査 

目視調査 近接目視調査 

簡易な計測 

資料採取や特殊な計

測機器を用いて行う

調査 

間

隔 

調査・対策の実施間

隔と同様 
１回／１～3年 必要に応じて 必要に応じて 

実
施
時
期

調査、対策の実施前 地域特性等を考慮し

て設定 

簡易項目の結果より

必要と判断された場

合 

老朽度評価ができな

い場合 

実
施
範
囲

対象施設の全延長 対象施設の全延長 簡易項目で必要と判

断された箇所（代表

断面での実施も可）

老朽化評価の判断が

できない場所 
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(3) 履歴調査 
  履歴調査は、簡易及び詳細調査をおこなうにあたって、対象となる構造物の設計条

件、施工条件、立地･環境条件など対象構造物の固有の条件を調査するものであり、

主に、漁港台帳、設計図書、施工記録、調査記録などの書類調査や管理者、使用者か

らの聞き取り調査などによっておこなうものとする。 

主な調査項目を以下に示す。 

①施設名称  

②場所 

③建設年月日 

④供用開始年月日 

⑤構造物の諸元 

規模、構造形式、断面形状、許容応力度、要求性能、耐用年数など  

⑥施設の稼働状況 

  ⑦調査記録及び補修･補強記録 

  

(4) 簡易調査 
  簡易調査は、主に目視による老朽度判定のために実施する調査であり、防波堤、護

岸、係船岸、付帯施設などのひび割れや腐食などの確認をおこなうものである。 
簡易調査は、簡易項目と重点項目に分けて実施するものとし、簡易項目により施設

の変状の有無を確認し、顕著な変状が見られる場合は、老朽度の判定をおこなうため

に重点項目の調査を実施するものとする。 
なお、施設前面を対象にして簡易調査を実施する場合は、適切な時間帯に、船上よ

りおこなうことが必要である。特に、桟橋の場合には、可能な限り、上部工の下にも

入って、施設の老朽化の状態の観察をおこなうものとする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   簡易項目（変状の有無の確認）

重点項目（変状の規模を把握）

老朽度の判定 

簡易調査 

図-7 簡易調査フロー 
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1) 簡易項目 
簡易項目は、目視により対象施設の変状の有無の確認をおこなうものとし、その

調査項目（簡易項目）を参考資料-1 に示す。 
また、簡易項目調査時には、簡易項目チェックシートの記入とともに、施設の概

要を把握するため全体平面図と断面図、変状位置図と変状写真の一覧を作成するも

のとする。 
 

2) 重点項目 
重点項目は、簡易項目で変状が確認（チェックシートにチェックがついた項目）

された施設及び箇所について、目視及び簡易な計測により対象施設の変状の規模を

把握するものとし、その調査項目（重点項目）を参考資料-2 に示す。 
ここに、簡易な計測とは、コンベックス、巻尺、クラックスケールなどを用いて、

変状の長さや幅などを直接測定するものである。 
また、重点項目調査時には、重点項目チェックシートの記入とともに、施設の概

要を把握するため全体平面図と断面図、変状位置図と変状写真の一覧を作成するも

のとする。 
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(5) 老朽度評価 
 老朽度の評価は、簡易調査の重点項目調査結果に基づきおこなうものとし、老朽度

は表-14に示す総合評価の診断内容（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）により評価するものとする。 

   

1) 各部位の個別評価 
各部位の個別評価は、構造物毎に設定する変状ランク（a,b,c,d）によりおこなう

ものとする。 
表-6に個別評価の単位及び表-7～9に主な変状ランクの参考値を示す。 

 
表-6 標準的な個別評価の単位 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

表-7 無筋コンクリート構造物に対する評価 
 
 
 
 
 
 
 

 

表-8 鉄筋コンクリート構造物に対する評価 
 
 
 
 
 
 
 
 

変状現象 変状ランク 
幅1cm以上のひび割れがある。 

ａ 
部材表面に対して面積比で10%以上の欠損がある。 
幅1cm未満のひび割れがある。 

ｂ 
部材表面に対して面積比で10%未満の欠損がある。 

ｃ － 

コンクリートの

老朽化、損傷 

ｄ 変状なし。 

変状現象 変状ランク 
ａ 中詰材等が流出するような穴開き、ひび割れ、欠損がある。 

複数方向に幅1mm程度のひび割れがある。 
ｂ 

広範囲に亘り鉄筋が露出している。 
１方向に幅1mm程度のひび割れがある。 

ｃ 
局所的に鉄筋が露出している。 

コンクリートの

老朽化、損傷 

ｄ 変状なし。 

施設名 個別評価(a,b,c,d)の単位 

重力式 上部工１スパン毎 
矢板式 上部工１スパン毎 
杭式 上部工１スパン毎 

防波堤 

浮桟橋 １ポンツーン毎 
重力式 上部工１スパン毎 

護岸 
矢板式 上部工１スパン毎 

重力式 上部工１スパン毎 

矢板式 上部工１スパン毎 

桟橋式 上部工１スパン毎 
係船岸 

浮桟橋 １ポンツーン毎 
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表-9 鋼構造物に対する評価 
 

 

 

 

 

 

 

2) 総合評価 
総合評価は簡易調査の重点項目により得られた各部位毎の個別評価結果から、総

合的に評価することを基本とする。 

表-10に総合評価の単位を示す。総合評価の単位は基本的には、老朽化の対策範囲
とし、その単位設定に当たっては、老朽化の規模、施設の利用条件、構造形式、建

設年度、施設の利用の現状など考慮して設定するものとし、条件に合わせて柔軟に

変えるものとする。 
また、施設全体の機能に及ぼす影響を表-11に示す3分類とし、対象施設の工種毎

に分類を設定したものを表-12に示す。 
 

表-10 標準的な総合評価の単位 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-11 施設全体の機能に及ぼす影響（3分類） 
 

変状現象 変状ランク 
ａ 腐食による開孔や変形、損傷が見られ裏込材等が流出している。 

ｂ 
平均干潮面付近からL.W.L付近、あるいは全体的に赤褐色の発錆が
著しい。 

ｃ 部分的に黒または赤褐色の発錆が見られる。 
鋼材の腐食、損傷 

ｄ 付着物は見られるが、発錆、開孔、損傷は見られない。 

項目Ⅰ ａ判定が１個から数個あると、施設の機能に影響を及ぼす。 

項目Ⅱ ａ判定が数多くあると、施設の機能に影響を及ぼす。 

項目Ⅲ 施設の機能に及ぼす影響は少ない。 

施設名 総合評価(A,B,C,D)の単位 

重力式 

矢板式 

杭式 
防波堤 

浮防波堤

断面形状や供用期間、建設年次等を

踏まえて、施設（100m～300m程度）

毎に適切に定める。 

重力式 

護岸 
矢板式 

断面形状や供用期間、建設年次等を

踏まえて、施設（100m～300m程度）

毎に適切に定める。 

重力式 

矢板式 

桟橋式 
係船岸 

浮桟橋 

断面形状や供用期間、建設年次等を

踏まえて、施設（100m～300m程度）

毎に適切に定める。 
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表-12 各調査項目の分類の目安 
着眼対象  

対象施設  
項目Ⅰ  項目Ⅱ  項目Ⅲ  

重力式防波

堤  
【本体工】コンクリートの老朽化、損傷  【上部工】コンクリートの老朽化、損傷  ―  

矢板式防波

堤  
【鋼矢板】鋼材の腐食、亀裂、損傷  

【上部工】コンクリートの老朽化、損傷  

【鋼矢板】塗覆装  
―  

杭式防波堤  【鋼管杭】鋼材の腐食、亀裂、損傷  
【上部工】コンクリートの老朽化、損傷  

【鋼矢板】塗覆装  
―  

浮防波堤  

（鋼製）  

【ポンツーン（内部）】本体の亀裂、損傷

【ポンツーン】鋼材の腐食、亀裂、損傷  

【連絡橋・渡版】移動の安定性、損傷、腐

食  

【係留杭など】磨耗、塗装、腐食  左記以外

浮防波堤  

(RC/PC製 ) 

【ポンツーン（内部）】本体の亀裂、損傷

【連絡橋・渡版】移動の安定性、損傷、腐

食  

【ポンツーン】コンクリートの老朽化、損

傷  

【係留杭など】磨耗、塗装、腐食  

左記以外

重力式護岸  【本体工】コンクリートの老朽化、損傷  【上部工】コンクリートの老朽化、損傷  ―  

矢板式護岸  【鋼矢板】鋼材の腐食、亀裂、損傷  
【上部工】コンクリートの老朽化、損傷  

【鋼矢板】塗覆装  
―  

重力式  

係船岸  
【本体工】コンクリートの老朽化、損傷  ―  左記以外

矢板式  

係船岸  
【鋼矢板】鋼材の腐食、亀裂、損傷  

【上部工】コンクリートの老朽化、損傷  

【鋼矢板】塗覆装  
左記以外

桟橋式  

係船岸  
【鋼管杭】鋼材の腐食、亀裂、損傷  

【上部工（下面）】コンクリートのひび割

れ  

【上部工（下面）】鉄筋の腐食  

【鋼管杭】塗覆装  

左記以外

浮桟橋  

（鋼製）  

【ポンツーン（内部）】本体の亀裂、損傷

【ポンツーン】鋼材の腐食、亀裂、損傷  

【連絡橋・渡版】移動の安定性、損傷、腐

食  

【係留杭など】磨耗、塗装、腐食  左記以外

浮桟橋  

(RC/PC製 ) 

【ポンツーン（内部）】本体の亀裂、損傷

【連絡橋・渡版】移動の安定性、損傷、腐

食  

【ポンツーン】コンクリートの老朽化、損

傷  

【係留杭など】磨耗、塗装、腐食  

左記以外

消波工  ―  【消波ブロック】損傷、亀裂  ―  
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総合評価の選定は、着眼対象毎におこなうものとし、表-13にその目安を示す。ま
た、総合評価の診断内容(A,B,C,D)は表-14のとおりとする。 

 

表-13 総合評価(A,B,C,D)の選定の目安 
スキーム 着眼対象 総合評価Ａ  総合評価Ｂ  総合評価Ｃ  総合評価Ｄ

【１】 項目Ⅰ 「ａが 1個から数個以

上の項目があり、既に

施設の機能が損なわれ

ている。  

「ａ、ｂが１個から数

個以上の項目」があり、

そのまま放置すると施

設の機能が損なわれる

おそれがある。  

A,B,D以外  全てdのもの  

【２】 項目Ⅱ 「ａが多数を占めてい

る項目」、「ａ＋ｂが

殆 ど を 占 め て い る 項

目」があり、既に施設

の機能が損なわれてい

る。  

「ａが数個以上ある項

目」、「ａ＋ｂが多数

を占めている項目」が

あり、そのまま放置す

ると施設の機能が損な

われるおそれがある。

A,B,D以外  全てdのもの  

【３】 項目Ⅲ ―  

（但し、防舷材、係船柱など船舶の安全な接岸・

荷役に必要な附帯設備などについては、利用上の

観点から、個別、且つ、適切に判断する）  

D以外  全てdのもの  

 
注）・判定基準スキーム【１】、【２】、【３】のうち、原則として、最も厳しい評価結果とな

ったものを採用すべきと考える。  
・上表のなかで「多数」とは概ね５割程度、「殆ど」とは概ね８割程度を想定しているが、

個別評価結果（ａ、ｂ…）のみで整然と分類できないことに留意する必要がある。つま

り、「項目Ⅰ」のａが１個あった場合、則「Ａ」ではなく、機能の観点から検討し「Ａ」

あるいは「Ｂ」を選択すべきである。  

 

表-14 総合評価の診断内容 
総合評価 診 断 内 容 

Ａ 施設の機能が損なわれており、緊急に対策の必要があると判断される場合。  

Ｂ 放置した場合、施設の機能が損なわれるおそれがあり、計画的な対策を実施す

る必要があると判断される場合。  

Ｃ 施設の機能に係る異常は認められず、現状では対策の必要はないが、将来を見

通して、計画的な対策が必要と判断される場合。  

Ｄ 異常がみられず、十分な機能を保有していると判断される場合。  
 
注）Ａ判定の「緊急に」は、概ね５年以内に対策などをおこなう必要があるものと想定  
  Ｂ判定の「計画的に」は、概ね10年以内に対策などをおこなう必要があるものと想定  
  (但し、施設の重要度や利用頻度も勘案のうえ、適時適切に必要な措置を講じること) 
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4.4 補修更新計画の策定  
 (1) 老朽化進行予測 
 簡易調査結果から各施設の老朽化の進行を予測する。 

調査結果から各構造物の部材、部位の老朽化の状態を評価し、その状態の経年変化

を適切に考察することで、将来における構造物の老朽度を推定することとなる。 

表-15 に予測方法のイメージを示す。 

 

表-15 予測方法のイメージ 
構造物別 予測手法分類 予測方法 

統計学的手法によ

る予測 

顕在化した事実に基づき統計学的手法

を用いて将来の状態を予測する。 コンクリート 

構造物 老朽化メカニズム

による予測 

老朽化要因による腐食メカニズムを用

いて将来の状態を予測する。 

鋼構造物 
既存の腐食速度デ

ータによる予測 

鋼材の腐食速度を用いて残存肉厚を想

定し将来の状態を予測する。 

 

補修更新計画の策定時において老朽化進行予測を検討するには、蓄積されたデー

タを基に統計学的手法によって分析し、構築された老朽化予測モデルによる予測が

最も望ましいと考えられるが、現時点では、蓄積されたデータが少なく、その予測

は難しい。 

このため、当面は、老朽化メカニズムに対応する既存の理論式を用いて構造物の

老朽化を予測する。その際に、簡易調査から得られるデータのみでは不足する場合

には、設計計算書や工事記録を参考に、設計値などにて補完する。また、参考にす

べき設計計算書や工事記録がない場合は、対象構造物が建設された時期や地域にお

いて一般的に用いられた材料や配合、また、当時の設計基準や用いられていた施工

法などに基づいた一般的な推定値を用い、老朽化予測をおこなうものとする。 

以下に、標準的なコンクリート構造物、鋼構造物の老朽化予測方法と、データが

集積されるまでの当面の老朽化予測方法を示す。 
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1) コンクリート構造物 
     土木学会では、コンクリートの老朽化予測については、老朽化の現象をその老

朽化進行より４つの老朽化段階（潜伏期、進展期、加速期、劣化期）に区分し、

それぞれの定義を定め、その期間の長さを予測することによって、老朽化予測を

おこなうことが提案されている。 
各段階の老朽化期間の定義を表-16 に示す。 

 

表-16 各老朽化期間の定義（塩害の場合） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-17 老朽化進行過程と状態（塩害） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老朽化過程 定  義 期間を決定する主要因 
潜伏期 鋼材のかぶり位置における塩化物イオン

濃度が腐食発生限界濃度※に達するまで

の期間 

塩化物イオンの拡散 
初期含有塩化物イオン濃度 

進展期 鋼材の腐食開始から腐食ひび割れ発生ま

での期間 
鋼材の腐食速度 

加速期 腐食ひび割れ発生により腐食速度が増大

する期間 

劣化期 腐食量の増加により耐荷力の低下が顕著

な期間 

ひび割れを有する場合の鋼

材の腐食速度 

  ※平成 11年度版コンクリート標準示方書［施工編］ではこの値の標準値を 1.2kg/m3と定めている。

図-8 老朽化進行過程（塩害）

（参考；2001年制定コンクリート標準示方書 [維持管理編 ]，土木学会，平成13年1月）

（参考；2001年制定コンクリート標準示方書 [維持管理編 ]，土木学会，平成13年）

老朽化 
進行過程 老朽化の状態 

潜伏期 外観上の変状が見られない． 

進展期 外観上の変状が見られない．腐食が開始． 

加速期前期 腐食ひび割れが発生，錆汁が見られる． 

加速期後期 
腐食ひび割れが発生，錆汁が見られる． 
部分的な剥離・剥落が見られる． 

劣化期 
腐食ひび割れが多数発生，ひび割れ幅が大きい． 
錆汁が見られる，剥離・剥落が見られる，変位・たわみが大きい． 

（参考；2001年制定コンクリート標準示方書 [維持管理編 ]，土木学会，平成13年）
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表-16 に従い、各老朽化過程の期間を設定するに当たって、塩化物イオンの拡

散の予測は、既に理論式が示されており、それを適用することで、ある程度の予

測は可能である。しかし、鋼材の腐食速度の予測は、現状では理論式等が示され

ておらず研究段階であり、予測するためには、詳細調査が必須である。 

 

また、老朽化は複数の要因で生じている場合も多く、場合によっては、複数の

老朽化機構による老朽化が生じている。従って、老朽化の将来予測には、「ばらつ

き」が内在されており、予測とは必ず一致するものではないと考えられる。そこ

で、「何年後に次の老朽化過程に達するか」を把握することが重要であり、ある程

度の幅をもった予測を実施する必要と考えられる。 

 

2) 鋼構造物 
鋼材に対する老朽化予測は、鋼材の腐食速度に基づき予測する。腐食速度は、

初期肉厚と現在肉厚との差を腐食期間で除した値であり、現在の腐食速度を用い

て、今後の腐食量、残存期間を予測することになる。 

腐食速度は、表-18 に示すように腐食環境によって異なる。一般に最大の腐食

速度を示すのは、飛沫帯ではあるが、特に、M.L.W.L 直下から L.W.L 付近の海中

部の当たる部位では「集中腐食」と呼ぶ著しい局部腐食の発生を見ることがある。     

特に、河口港のように淡水が流入するところでは、塩水クサビの影響を受けて、

「集中腐食」が起こりやすい環境になる。このため、「集中腐食」が生じている可

能性が高い場合には、詳細な調査を行い、簡易調査を補完する必要がある。 

     

表-18 代表的な腐食環境の特徴 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環 境 環境の特徴 腐食特性 

海上大気部 

風が微細な海塩粒子を運ぶ。 
（海面からの距離により環境の腐食性は変化する。

風速、風向き、降雨、気温、日射量、埃、季節、汚

染などの腐食因子） 

日陰で風雨が当たる部位は、風雨が当た

らない部位より、腐食速度が大きい。 

飛沫帯 鋼表面は、十分に酸素を含む薄い水膜で濡れている。

生物付着はない。 腐食速度は、最も大きい。 

干満帯 海水の潮汐により乾湿がくり返される。 

干満帯から海中部に連続している構造物

では、M.S.L.付近が酸素濃淡電池のカソ
ードとして作用する。 
塗膜の損傷部での腐食速度は大きい。 

海中部 生物付着、流速などが腐食因子として作用する。 

干満帯から海中部に連続している構造物

では、M.L.W.L 直下付近が酸素濃淡電池
のアノードとして作用し、腐食速度が大

きい。 

海底土中部 硫酸塩還元バクテリアなどが存在することもある。 硫化物は、鋼に腐食や電気防食特性に影

響を及ぼす。 

残留水位より上では土壌環境とほぼ同じ。 土壌環境に類似している。 
背面土中部 

残留水位より下では海底土中部とほぼ同じ。 海底土中部に類似している。 

（引用；港湾鋼構造物防食・補修ﾏﾆｭｱﾙ（改定版）， (財 )沿岸開発技術研究センター，平成9年）
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3) 当面の老朽化予測手法（例） 
     現時点において、漁港施設に関する LCM データの蓄積は少ないため、データ

が蓄積されるまでは、他施設の既存文献やデータ、設計値を利用した暫定的な手

法にて、老朽化予測をおこなう必要がある。 

 

①コンクリート構造物 
 塩害に対するコンクリートの老朽化予測は、建設後の経過年数と現況を勘案

して潜伏期の老朽化期間を適切に推定し、その値を用いて、各老朽化過程の期

間を設定する。 

 

 

潜伏期における老朽化予測式 

 ・塩化物イオンの拡散方程式：フイックの第 2 法則 

　　⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

∂
∂

=
∂
∂

2

2

x
CDc

t
C

 

       ここに、C：液相の塩化物イオン濃度 
Dc：塩化物イオンの拡散係数 

x：コンクリート表面からの距離 
t：時間 

  ・鋼材位置における塩化物イオン濃度 

C(x,0)
tD2

xerf-1C0tC(x, +⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

･
）  

  ここに、C(x,t)：深さ x(cm)、時刻 t(年)のおける塩化物イオン濃度(kg/m3) 

      C0    ：表面における塩化物イオン濃度(kg/m3) 

      Ｄ    ：塩化物イオンによる見かけの拡散係数（cm2/年） 

      erf   ：誤差関数 

C(x,0)：初期含有塩化物イオン濃度(kg/m3) 

    

Ｄ:塩化物イオンの見かけの拡散係数（普通ポルトランドセメントを 

使用した場合 

          [ ]2.5-C)W7.22CW3.9-logD （）（ +=  

             ここに、W/C：水セメント比 

           ※拡散係数は、2002 年制定コンクリート標準示方書[施工編]に準拠  

       C0：表面における塩化物イオン濃度(kg/m3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

海岸からの距離(km) 
飛沫帯  

汀線付近 0.1 0.25 0.5 1.0 

13.0 9.0 4.5 3.0 2.0 1.5 

○老朽化予測の方法 
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※潜伏期における老朽化期間は、塩化物イオン濃度が 1.8※１）kg/m3 となるまでの期間(T)
とする。  

※鋼材腐食の進行である進展期の老朽化期間は T の 0.4 倍と想定する。  
※補修・補強を前提とした加速期の老朽化期間は T の 0.1 倍と想定する。  
※更新（架替）を前提とした劣化期の老朽化期間は T の 0.3 倍と想定する。  

以上の老朽化期間の想定は、現時点において根拠がないために、今後の研究が必要である。  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※１)：「コンクリート標準示方書[施工編]」｢2｣には、実環境での暴露試験結果として 

1.2～2.4kg/m3 と示されている。このため、今回の腐食発生限界濃度としては中間

値である 1.8 kg/m3 を用いる。 

 

 

 

 

 

老朽化過程  定  義 老朽化期間  

潜伏期 
鋼材のかぶり位置における塩化物イオ

ン濃度が腐食発生限界濃度※に達するま

での期間 
T 

進展期 鋼材の腐食開始から腐食ひび割れ発生

までの期間  T の 0.4 倍 

加速期 腐食ひび割れ発生により腐食速度が増

大する期間  T の 0.1 倍 

劣化期 腐食量の増加により耐荷力の低下が顕

著な期間 T の 0.3 倍 

○各老朽化過程の期間の設定方法 

 引用：「道路構造物の今後の管理・更新のあり方提言（平成 15 年 4 月、国土交通省）」

劣
化
期 

加
速
期 

進
展
期 

潜
伏
期 

T 1.4T 1.5T 1.8T 
 
年数 

老朽度 

塩化イオン濃度：1.8kg/m3 
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②鋼構造物 
      鋼材に対する老朽化の予測方法としては、鋼材の設計肉厚、肉厚の余裕代、

建設後の経過年数と現在の鋼材の状態を踏まえ、表-19 に示す鋼材の平均腐食

速度を勘案することによって、おおよその状態を推定するものとする。 

      基本的には、本指針で対象にしている漁港施設は海に近接しているため、腐

食速度は 0.3mm/年程度と考えられる。 

    なお、M.L.W.L 直下付近に連続的に同一レベルで赤橙色のさびが見られ   

る場合は、集中腐食の傾向があるので、注意を要する。 

 

表-19 鋼材の平均腐食速度（片面） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設計当初の肉厚の余裕代及び、建設後の経過年数と平均腐食速度（例えば 0.3mm/年）

から計算した腐食量、目視による現況から現在の腐食状態を推察し、設計上の安全性

の限界※1）となるまでの期間を予測する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１）：本来ならば、肉厚を測定して、現在の耐力の確認と将来の耐力を検討することになる

が、肉厚測定を行わないため、過去の設計手法を勘案して、建設後の経過年数と標準

な腐食速度から鋼材の肉厚を推定し、現在の腐食状態と耐力の限界腐食量となるまで

の年数を予測する。 

余
剰
肉
厚
の
腐
食 

設
計
肉
厚
の
腐
食 

腐食量 

大 

T(設計耐用年数) 
 
年数 

○老朽化予測の方法 

0.3mm/年 

安定性確保のための 

限界腐食量 

腐
食
量 

年数 

腐食環境 腐食速度(mm/年)

H.W.L 以上 

H.W.L.～L.W.L-1.0m 

L.W.L-1.0m～水深 20m 

水深 20～50m 

水深 50m 以深 

海底泥層中 

0.3 

0.1～0.3 

0.1～0.2 

0.06 

0.045 

0.03 

陸上大気中 

土中（残留水位上） 

土中（残留水位下） 

0.1 

0.03 

0.02 

（引用；2003年版漁港漁場の施設の設計の手引き、 (社 )全国漁港協会）  
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(2) 標準的な対策工法 
簡易調査による施設の老朽度評価結果から各老朽度に応じて適用可能な標準的な

対策工法を選定する。 

    

1) 補修のタイミング 
対策工法の選定には、目標とする LCM レベルに応じた補修のタイミングが重要

である。 

 適正な補修のタイミングを計るためには、簡易調査のみで現状の状態とあと何年

経過したら次の老朽化過程に移るかを把握する必要がある。 

 鉄筋コンクリート構造物の場合は、漠然ではあるが、目視結果と老朽化過程の関

係が示されていることから現状の老朽化過程を知ることは可能である（表-20）。ま

た、現状から次の老朽化過程への期間に対しては、現場条件によって様々と考えら

れるため、適切に把握するためには、本来ならば、詳細調査が必要であり、補足調

査を実施する必要がある。しかし、補修更新計画策定後に実施する対策検討で、補

修のタイミングを検証するものとし、原則的には、簡易調査によって老朽化予測を

おこない、補修のタイミングを検討するものとする。 

 

 

表-20 変状ランクと老朽化過程  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変状現象 老朽化過程 変状ランク 
潜伏期 ｄ 変状なし。 

１方向に幅1mm程度のひび割れがある。 
進展期 ｃ

局所的に鉄筋が露出している。 
複数方向に幅1mm程度のひび割れがある。

加速期 ｂ
広範囲に亘り鉄筋が露出している。 

鉄筋コンクリー

トの老朽化、損傷 

劣化期 ａ
中詰材等が流出するような穴開き、ひび割

れ、欠損がある。 
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  2) 標準的な対策工法の選定  
①コンクリート構造物の対策工法  
補修工法は、構造物の老朽化機構および老朽化要因、老朽化の進行過程などか

ら適切な工法を選択する。一般的な補修工法とその適用条件を示す。 

 

表-21 コンクリート構造物の補修工法と適用条件  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補修工法 主な補修の目的 主な老朽化機構に対する適用条件 

ひび割れ補修工法 ・ひび割れの存在あるいは進行によ

る構造物の被害の抑制 

・鉄筋の腐食がないひび割れ 
・鉄筋の腐食がある場合には、電気防食工法などと

の併用 

表面保護工法 

・外部から浸入する塩化物や炭酸ガ

スなどの老朽化要因の遮断および

保護 
・美観の回復 

・顕在化した老朽化は見られないが、無処理では老

朽化は顕在化する恐れのある場合 
・断面修復工法、電気防食工法などと併用し、塩化

物や炭酸ガスなどの老朽化要因の遮断および未補修

部の保護、補修後の美観の回復など 

断面修復工法 
・コンクリートの浮き・剥離などに

よる断面欠損部の原形修復 
・修復による鋼材の発錆防止 

・コンクリートの浮き・剥離や断面欠損のある場合

・ひび割れが内部まで進行し、鉄筋の腐食が見られ

る場合 
・コンクリートが老朽化している場合（塩化物イオ

ン浸透深さや中性化深さが大きい場合、凍害を受け

た場合など） 

電気防食 
・鉄筋腐食の抑制 

・コンクリート中の鉄筋の不導態化

・鉄筋腐食のある場合 
・コンクリートの老朽化がある場合にはひび割れ補

修工法、表面保護工法、断面修復工法などと併用 

脱塩工法 

・コンクリート中の塩化物の除去 

・塩化物量の減少と鋼材の不動態化

・塩害による鉄筋腐食の恐れがある場合 
・塩害による鉄筋腐食が初期の段階で、ひび割れ、

コンクリートの浮き・剥離などの老朽化が見られな

い場合 

再アルカリ化

工法 
・中性化したコンクリートの再アル

カリ化 

・中性化により鉄筋腐食の恐れがある場合 
・中性化による鉄筋腐食が初期の段階で、ひび割れ、

コンクリートの浮き・剥離などの老朽化が見られな

い場合 

電
気
化
学
的
補
修
工
法 

電着工法 ・海中にあるコンクリートのひび割

れ補修および表面保護層の構築 
・海中部のコンクリートにひび割れが発生している

場合 

（引用：平成 10 年度 設計基準検討調査、水産庁漁港部,財団法人漁港漁村建設技術研究所、平成 11 年）
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また、表-22 に塩害に対する桟橋上部工の総合評価の診断内容と補修工法の割付

けの例を示す。 

 

表-22 診断内容と補修工法の割付け（塩害） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-23 に塩害対策工法比較表を例示する。 

 
 
 
 

（参考；土木施設維持管理マニュアル、 (財）東京港埠頭公社、平成16年 ) 

適用可能な工法 
総合評価 

診断内容 
補修 

なし 

表面

被覆 

電気

防食
脱塩

断面

修復
更新

適用条件 

(予定供用期間内において) 

● 
     補修しなくても，鉄筋断面が限界値以

上を確保できる場合 

 
● 

    表面被覆により，鉄筋断面が限界値以

上を確保できる場合 
Ｄ 

  
● 

   表面被覆によっても，鉄筋断面が限界

値以上を確保できない場合 

● 
     補修しなくても，鉄筋断面が限界値以

上を確保できる場合 

  ●    

   ●   

Ｃ 

    ●  

表面被覆によっても，鉄筋断面が限界

値以上を確保できない場合 

● 
     補修しなくても，鉄筋断面が限界値以

上を確保できる場合 

  ●    

   ●   

    ●  

表面被覆によっても，鉄筋断面が限界

値以上を確保できない場合 

Ｂ 

     ● 何らかの対策が必要な場合 

● 
     補修しなくても，鉄筋断面が限界値以

上を確保できる場合 

  ●    

   ●   

    ●  

表面被覆によっても，鉄筋断面が限界

値以上を確保できない場合 

Ａ 

     ● 何らかの対策が必要な場合 

部分更新
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表-23 塩害対策工法比較表例

劣化過程と補修工法 塩害対策工法の比較

本橋の場合コンクリート品質試験結果より

・外観上の変状は見られない。
・鋼材位置での腐食発錆限界（1.2kg/m3）を超えている。

長所 長所 長所 長所
安価である
美観が向上する

短所 短所 短所 短所

状態Ⅰ-1（潜伏期） 外観上の変状が見られない。

腐食発生限界塩化物イオン濃度以下

状態Ⅰ-2（進展期） 外観上の変状が見られない。

腐食発生限界塩化物イオン濃度以上、腐食が開始。

状態Ⅱ-1（加速期前期） 腐食ひび割れが発生、錆汁が見られる。

状態Ⅱ-1（加速期後期） 腐食ひび割れが多数発生、錆汁が見られる。 かぶりが厚い構造物には不向き
部分的な剥離・剥落が見られる、腐食量の増大。 複雑な構造には適応できない

状態Ⅲ    （劣化期） 腐食ひび割れが多数発生、ひび割れ幅が大きい。

錆汁が見られる、剥離・剥落が見られる。

変位・たわみが大きい。 初期費用￥120000/m2 初期費用￥80000/m2 初期費用￥140000/m2 初期費用\13000/m2
年間￥30000/100m2 10年に一度再施工

構造物の外観上のグレード 標準的な工法

Ⅰ-1（潜伏期） （表面処理）…予防的に実施される工法

Ⅰ-2（進展期） 表面処理、電気防食、脱塩

Ⅱ-1（加速期前期） 表面処理、断面修復、電気防食、脱塩

Ⅱ-2（加速期後期） 断面修復

Ⅲ   （劣化期） FRP接着、断面修復、外ケーブル、巻立て、増厚

    海中部においては、流電
    陽極方式によって対応可

10年に一度塗り替え\25000/m2

塩害対策工法選定比較

耐荷力への影響が大きい

マクロセル腐食が発生し、補
修後再劣化する可能性があ
る。

補修後再劣化の可能性が
ある。
加速期以上の劣化には適
用できない。

マクロセル腐食が発生し、
補修後再劣化する可能性
がある。

△ × △

アルカリ骨材反応の疑いがある
場合適応できない

アルカリ骨材反応をの疑いがあ
る場合適応できない

△ ×

環境条件が穏やかな場所の
延命策としては適する

恒久的な措置ではないので再
劣化の可能性が十分にある

○

断面修復工法+表面保護塗装工

美観が向上する

表面保護塗装工

劣化部のみのコンクリートをは
つり、部分的に断面修復を
行った後、表面被覆を行い塩
化物イオンの進入を防ぐ。

脱塩工法+表面保護塗装工

仮設陽極を設置してコンクリート
中に大きな電流を流し、コンク
リート中に存在する塩化物イオン
を電気化学的に除去もしくは低
減し、塩害による鋼材腐食の劣
化進行を抑制する。

施工時の耐荷力の確認が必
要な場合もある

通電量が大きいためPC鋼材
の水素脆化に注意が必要。

塩化物イオンの多いコンクリート
を鉄筋の裏側まではつり取り、
断面修復を行うことにより、鉄筋
の腐食を抑止する。また、同時
に表面被覆を行い今後の塩化
物イオンの進入を防ぐ。

コンクリートをはつり取るため
構造物を傷める

工法 電気防食工法（パネル陽極式）

構造物の外観上のグレードと標準的な工法

特　　徴

適用性

経済性

総合評価 ○

○

当施設は、桟橋下面での施工となるため施工性を重視し、且つ、信頼性を重視し電気防食工法を採用とする。

コンクリート標準示方書〔維持管理編〕では、劣化進行過程と各過程にお
ける標準的な補修工法について記載されている。

塩害による劣化進行過程

パネルを張りに取り付けるた
め施工が困難。

概要図

塩化物イオン濃度が高い場合
十分脱塩できない場合もある。構造物の外観上のグレード 劣化の状態

構造物の外観上のグレードと劣化の状態

防食効果が確認できる

状態Ⅰ-2（進展期）

コンクリートをはつらないので
構造物を傷めない。

施工後の維持管理が必要。

コンクリートをはつらないので
構造物を傷めない。

コンクリート中の塩化物イオ
ンが多くても鉄筋の腐食を抑
止できる

施工後の通電は不要
美観が向上する

工法概要

コンクリート中の鉄筋に小さな
直流電流を流し、継続的な通電
を行うことによってコンクリート
中の鋼材の腐食反応を電気化
学的に制御し、鋼材腐食による
劣化の進行を抑制する。
マクロセル腐食の抑制に有効。

加速期 劣化期潜伏期 進展期

鋼材の腐食開始

コンクリートに腐食
ひび割れ発生

塩害による劣化

 部材の性能低下

牛深桟橋

 

現 状 
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 ②鋼構造物の対策工法  
  補修工法は鋼材本体や防食工の老朽化や損傷などの程度にあわせ、適切な工法

を選定する。一般的な対策工法は以下のとおりである。また、構造物補修工法お

よび構造系補修工法と塗覆装およぶ電気防食の複合利用も考えられる。 

 

表-24 鋼構造物の補修・補強工法と適用条件  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-25 に塗覆装工法比較表を例示する。 

 

 

 

 

 

 

補修・補強工法 工法の概要 適用条件 

無機ライニング工法 
・FRP カバーなどをあらかじめ設
置して、その中にモルタルを注入

する工法 

有機ライニング工法 

・水中ブラストによってケレンア

ンカーパターンの形成を行い、水

中硬化型樹脂を人力により塗布す

る工法 

塗
覆
装 

ペトロラタムライニング工法 

・素地調整を行った後、ぺトラム

タムペーストの塗布、ぺトラムタ

ムテープの巻きつけ、保護カバー

（FRP など）の取り付けを行う工
法 

・所要の断面性能を有している場合

で、L.W.L以上に適用する 

電気防食（流電陽極式） 

・被防食帯よりも低い電位の金属

を陽極とし、両者の電位差による

電池作用によって腐食の進行を電

気化学的に抑制し、腐食速度を遅

らせる工法 

・所要の断面性能を有している場合

で、L.W.L以下に適用する 

被覆補修工法 

・鉄筋コンクリート被覆工法 

・鋼板溶接工法 

・単独であるいは補修部材と一体

となって外力に抵抗できる材料・

方法で、その部分を被覆し、所要

の耐力を確保するとともに上部

工、鋼材相互間の力の伝達が十分

に行えるようにした工法 

充填補修工法 

・鉄筋コンクリート中詰工法 

・Ｈ鋼杭打設充填工法 

・対象杭のコンクリートをくりぬ

き、管内およびコンクリートくり

ぬき部に、外力に抵抗できる材料

を充填することによって所要耐力

を確保し、部材相互間の力の伝達

を十分ならしめる工法 

部
材
補
修
工
法 

部材交換補修工法 

・鉄筋コンクリート柱工法 

・鋼管の補修すべき部分を切断し、

外力に抵抗できる材料と取換えて

所要の耐力を確保するとおもに部

材相互間の力の伝達を十分なら閉

める工法 
・水中格点工法 
・水中ストラット工法 

・新規に杭、梁、ブレーシング等

の構造を組み込む 
構
造
系
補
修
工
法 

・コンクリートによる根固め補

修工法 

杭全体を塊状コンクリートで固め

る 

・鋼材の腐食が顕著に進行し、所要

の断面性能を有さない場合 
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表-25 塗覆装工法比較表例 

ペトロラタムライニング 水中施工形ライニング モルタルライニング 
項   目 

新設・既設 新設・既設 新設・既設 

施工(防食)対象区分 気中部または水中部 気中部または水中部 気中部または水中部 

主たる工法 ペトロラタムテープ＋ＦＲＰ保護カバー 水中硬化型エポキシ樹脂 ＦＲＰ・ＧＲＣ型枠＋セメントモルタル注入 

工法の概要 

素地調整後ペトロラタム系ペーストを塗布し、ペトロラタム

テープを貼付ける。その上に保護層としてＦＲＰ保護カバー

をボルト・ナットで締付け固定する。 

水中サンドブラストにより下地処理を施し、水中硬化型エポ

キシ樹脂をウェットハンド法にて塗布する。 

ＦＲＰやＧＲＣの型枠を使用し、モルタルを注入する。型枠

は徹去せずに保護カバーとして使用する。 

概 要 図 
発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ

鋼管杭

保護カバー

ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑﾍﾟｰｽﾄ

ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑﾃｰﾌﾟ

鋼管杭

ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑﾍﾟｰｽﾄ

ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑﾃｰﾌﾟ

発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ

保護カバー

取付ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

 

鋼管杭

水中施工形ﾗｲﾆﾝｸﾞ  

保護ｶﾊﾞｰ

ﾓﾙﾀﾙ被覆

鋼管杭

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

 

機   能 
ペトロラタムが直接的防食効果を発揮し、保護カバーがペト

ロラタムを保護し、腐食環境を遮断する。 
鋼材に密着した樹脂（５mm 厚）が鋼材と腐食環境を遮断する。

モルタルのアルカリ性により鋼材表面に不動態化皮膜を形成

し防食する。型枠残存工法ではモルタルを外界から遮断する

ためモルタルの劣化を軽減できる。 

下 地 処 理 ＩＳＯ Ｓｔ２以上 ＩＳＯ Ｓａ２以上 ＩＳＯ Ｓｔ２以上 

特 徴 ① 

①低級な下地処理で良い 

②材料は無公害である 

③施工に特殊な工具や機械を必要としない 

④軽量であるため構造物の重量負担とならない 

⑤防食効果の確認が容易である 

①複雑な形状や部材接合部も施工できる 

②樹脂は無公害である 

③軽量であるため構造物の重量負担とならない 

④検査や補修が容易に行える 

①低級な下地処理でよい 

②材料は無公害である 

③ＧＲＣ製型枠を使用すると高強度が得られる 

特 徴 ② 
①鋼矢板の施工は若干高価になる 

②カバーが大型化すると取付が困難になる 

①下地処理に時間を要する 

②低温時（５℃以下）に施工できない 

①被覆内部の確認が困難 

②カバーの重量が重いため取扱いが困難 

工 事 期 間 比較的長い 比較的短い 比較的長い 

施工実績 比較的多い 比較的多い 比較的少ない 

期待耐用年数 １５～２０年（実績） １０～１５年程度 
１０年以上（保護カバー無） 

１５年以上（型枠残存工法） 

概算費用 53,000 円/㎡ 53,000 円/㎡ 63,000 円/㎡ 

総 合 評 価 ◎ ○ △ 
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(3) LCC の最小化 
  1) LCC の最小化  
  老朽化予測および標準的対策工法を基に、補修更新計画の LCC の最小化を検討す
る。先ず、LCC の最小化の比較のシナリオとして複数のケースを設定し、次に設定
した複数の LCM シナリオについて比較検討し、LCC 算定の期間内での LCC を最
小とするシナリオと必要に応じて予算や施設利用の制約下で性能の最大化を目指

したシナリオの LCC を算定するものとする。 
 
図-9 に矢板護岸の LCC 算定例を示す。 
ここで、図より LCC は工法毎に大きな差異が生じることがわかる。対策のため

の初期コストが必要な順は、電気防食（ケース 1）、鋼板溶接（ケース 2）、更新（ケ
ース 3）であるが、供用年数の 50 年目までの最終的なコストでは、電気防食、鋼板
溶接、更新の順で安価となっている。 

    また、予算上の制約がある場合は、各年度の予算を考慮した上で、予算に見合っ

た対策を組み替えることが必要である。 
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矢板式護岸 

 
防食工を施していない矢板式護岸の鋼矢板に腐食が発生し、鋼矢板の肉厚が必

要厚さに対して 2mm 程度の余裕しかない状態となっている。この状況に対し、

鋼矢板の腐食に対する防食工を施す場合 2 ケースと大規模補修（更新）した場合
の検討を行い、ライフサイクルコストの比較を行ったものである。 

 
 

○ケース１ 調査結果をもとに早急に電気防食により対策工を施す。 
○ケース２ 鋼矢板の肉厚が 10 年後に必要厚さの限界値となったとして、鋼矢

板鋼板溶接工法により対策工を施す。 
○ケース３ 建設後 30 年後（現在 15 年経過）に大規模補修（更新）を実施する。 

          なお、ライフサイクル期間は現在から 50 年間とする。 
 
 
 

矢板式護岸ライフサイクルコスト比較
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○LCC の算定例 

図-9 ＬＣＣの算定例 
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2) LCC 算定期間の設定 
漁港施設の各機能が永続的に確保することを前提としていることから、LCC 算定

期間の着手時期の判断は難しく、また、現存の施設を対象としており、新規建設か

ら廃棄までのコストという厳密な意味の LCC を、現時点で、算定することは必ず
しも合理的ではないことから、補修更新の着手時点から一定期間を定めてその間に

施設機能を一定のレベル以上に確保するための LCC を検討する。 
LCC 算定の期間は、現在および将来における施設の要求性能の種類や水準といっ

た社会的要因や経済的要因によって決定されている。このため、現在検討が進めら

れている各種公共工事における LCC の算定ケースにおいては、設計上の耐用年数
をベースにしている例が多いが、漁港施設においては、将来の漁港の利用の変化や

社会的、経済的な変化に対応する必要がある。また、水産基盤整備事業における費

用対効果の分析対象期間が施設を構成する構造物の物理的な耐用年数を考慮して積

み上げていることを踏まえることも重要である。そこで、水産基盤整備事業におけ

る費用対効果の分析対象期間と同じく、「減価償却資産の耐用年数などに関する省

令」（大蔵省令）に基づき、漁港施設の主構造形式が鉄筋コンクリート造であること

を勘案し、施設の補修更新の着手時より 50 年とすることが適切と考える。なお、
参考に事業（工種）毎の耐用年数を表-26 に示す。 

 
表-26 事業（工種）毎の耐用年数 

事業（工種） 耐用年数 
①漁港関連事業 
ⅰ漁港整備事業、利用調整事業  50 年 
②漁場関連事業 
ⅰ人工漁礁（沈設魚礁）、投石、増殖基質、 
重力式消波堤、潜堤、導流堤、防砂堤 
（コンクリート、自然石構造物） 

30 年 

ⅱ浮消波堤 20 年 
ⅲその他工種 10 年 

 
表-27 LCC 算定期間 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

予定供用期間（算定期間） 出典等 

・現状を鑑み予定供用期間を 100 年と設定し、建設後

から 100 年を設定 

土木施設維持管理マニュアル 

(社)東京港埠頭公社 

・LCC の評価期間として補修後 50 年を例示 

青森県橋梁アセットマネジメント運営マニュア

ル案 

青森県県土整備部 

実
施
段
階 

機能保全コストとして着工予定年から 40 年間を原則
農業水利施設の機能保全の手引き（案） 

農林水産省農村振興局整備部 

・LCC の評価期間として補修後 50 年を例示 
北海道ＢＭＳ 

（独）北海道開発土木研究所 
研
究
段
階 ・建設後 50 年までの残存期間を評価期間として例示

港湾施設のアセットマネジメントに関する研究

（国土技術政策総合研究所研究報告） 

国土技術政策総合研究所 
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(4) 概算事業費 
   1) 標準的な対策工法の選定  
    事業費算出のために老朽化診断結果から対策範囲を定め、LCC を最小とする対

策工法を選定し、事業費の算出をおこなうものとする。 

対策範囲は、施設の利用条件、構造形式、建設年度、施設の利用の現状、補修

更新規模および老朽度判定の精度を勘案して適切に判断し、設定する必要がある。 

 

図-10 は、対策範囲の設定例を示したものである。事業費の算出の対策範囲につ

いては最小単位（上部工１スパン等）毎の設定も考えられるが、老朽度の判定が

目視及び簡易な計測のみによる判定であるため、判定精度低下や変状箇所の見落

としなどが懸念されることから、全体的に同様な老朽度傾向を示す区間（100m～

300m 程度）を対策範囲として設定するものとする。 

 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

  

 

図-10 対策範囲の設定（例） 
 

適用する工法の標準的な単位当たり単価を用いるものとするため、仮設足場費

用、補修コストのデータなどの蓄積をはかり、随時、見直しが必要となる。 

       

なお、事業実施にあたっては、詳細調査をおこなうものとし、その結果をもと

に対策工法、対策範囲、費用便益分析の見直しをおこなうものとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a   c   d   b   b    d    c    c    c  

 対策範囲（a の老朽度に対応する
工法で補修更新） 

対策範囲（ｃの老朽度に対す

る工法で補修更新） 

○○岸壁

※上記に示す(a～ｄ)は個別評価の標準単位における各部位の変状ランクを示している。変

状ランクに従い、対策工を選定することになる。  

総合評価単位（総合評価判定Ａ） 総合評価単位（総合評価判定Ｃ） 
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(5) 費用対効果分析の検証  
    1) 費用対効果分析の考え方  

補修更新を対象としたアセットマネジメントシステム構築における費用対効

果分析は、事業採択時評価の費用対効果分析を参考に検証するものとする。図

-11 に補修更新に関する便益測定のシナリオのイメージを示す。シナリオ１は予

防 LCM、シナリオ２は事後 LCM を現しており、老朽化の進行が経年に従い、

徐々に進行する場合を示している。また、図は「(1)便益のイメージ」は補修更

新シナリオごとに発生する便益の累計を示している。「(2)費用のイメージ」で

は、補修更新シナリオごとに発生する費用の累計を示し、「(3)構造性能イメー

ジ」では、補修更新シナリオに対する構造性能の経年変化を示している。 

補修更新をしない場合は、便益が低下し、補修更新をおこなうことにより、B/C

を回復することを示したものである。 
 

当初事業策定時の便益測定は、「整備する場合の便益」と「整備しない場合の

便益」の差のことであるが、基本的に「整備しない場合の便益」は「便益ゼロ」

と考えることができるため「整備する場合の便益」のみを測定すればよい。 

しかし、既存施設の補修更新を策定する場合には、「補修更新しない場合の便

益」においては、既に便益が発生していることと、補修更新なしでも機能が続

く限り便益は発生していくことを考える必要がある。 

    

なお、費用対効果の算定期間は、LCC の算定期間と同様に漁港施設の主構造
形式である鉄筋コンクリートの耐用年数を目安として 50 年とする。 
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図-11 便益測定シナリオのイメージ図  
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B2

C3

費用便益分析の便益と費用は、図-12において、次のように考えことができる。 

    便益：補修更新により増える便益（B3）と補修更新なしでも発生する便益（B2）の差 

    費用：施設の機能回復と延命のための補修更新費用（C3） 

   

また、便益測定の方法としては、上記の方法以外に、補修更新することにより、補修更

新をしないことにより失われる便益を回復させるという考え方に立ち、逸失便益（補修更

新を行わないことによる便益の損失量）として、当初事業策定時の便益と、補修更新しな

いことによる機能低下に従い減少した便益の差を測定する方法も考えられる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ※費用としては、建設年の建設費用のみを考慮 

図-12 便益と費用のイメージ図 
 

 

 

当初事業計画策定時検討 

 
 
B0 

 
C0 

当初事業計画

最終年の便益

（予定） 

当初事業計画

最終年の費用

（予定） 

維持更新計画策定時 

B1
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対策を講じなくとも得る

ことのできる便益（予定） 
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績）  
 
B0 

維持更新計画策定時 
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延

命 

B3 

「機能回復+延命」により増え
る費用（予定） 

 
 
B0

「機能回復+延命」により増える便益（予定）

 
C0

B1

【維持更新しない場合】 【維持更新する場合】 
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 便益項目は表-28に示す便益項目より、該当する項目を抽出し、便益測定をおこなうものとす

る。 

 
表-28 便益の項目 

  便益の評価項目 

①水産物生産コストの削減効果 

②漁獲可能資源の維持・培養効果 水産物の生産性向上 

③漁獲物付加価値化の効果 

漁業就業環境の向上 ④漁業就業者の労働環境改善効果 

生活環境の向上 ⑤生活環境の改善効果 

地域産業の活性化 ⑥漁業外産業への効果 

⑦生命・財産保全・防御効果 
非常時・緊急時の対処 

⑧非難・救助・災害対策効果 

⑨自然環境保全・修復効果 

⑩景観改善効果 自然保全・文化の継承 

⑪地域文化保全・継承効果 

その他 ⑫その他 

 

 
   ２） 費用便益分析を用いた評価方法 

    補修更新の決定には様々な検討方法が考えられるが、費用便益分析を（B/C）を指標とし
た場合の評価手順を以下に示す。 

    ①「補修更新を事業化する」or「補修更新を事業化しない」の決定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ａ施設 
補修更新を事業化する 

補修更新を事業化しない 
（これまでの補修更新手法を

継続する。）

Ba/Ca＞1.0

Ba/Ca＜1.0
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4.5 対策検討 
  補修更新計画は簡易調査のみで策定することになるため、補修更新計画策定時のLCMは不十
分となることも考えられる。このため、計画承認後の対策検討においては、対策工法の詳細検

討とともに、必要に応じて、補修更新計画の内容を検証するものとする。 
   
実施フローは以下の通りである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 詳細調査 

    詳細調査は、維持更新計画策定時で検討した対策工法に対し、さらに詳しい詳細な情報

が必要である場合に実施する。その際の詳細調査の方法は、その目的の合致する適切な方

法を採用する必要がある。 
    また、詳細調査の主目的は、老朽化診断結果を踏まえた老朽化対策工法の検討であるが、

合わせて、老朽化診断結果や補修更新計画の検証も実施するものとする。 
なお、詳細調査については、高度な技術的判断が必要であるため、老朽化に関する専門

知識に基づいて実施することが望ましいと考えられる。 
コンクリート構造物の老朽化の要因毎の詳細調査項目を表-29に示す。 
 
鋼構造物においては、鋼構造物の肉厚測定のより得られた肉厚によって求めた断面耐力

と設計外力から求まる断面力を比較し、鋼構造物の現在の安定性を確認するものとする。 
    鋼構造物の詳細調査項目を表-30に示す。 
 
 
 
 

老朽化進行予測 
寿命予測 

LCC最小化 
（LCC最適化） 

詳細設計 

詳細調査 

詳細な対策工法の

選定 

補修更新工事 

老朽化診断 

老朽化進行予測 

標準的な対策工法

の選定 

検証 

検証 

検証 

LCC最小化 検証 

図-13 対策検討フロー 
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表-29 コンクリートの詳細調査項目 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 凡 例 ◎ ：劣化の程度にかかわらず重要なデータが得られる 

○ ：劣化の程度によっては重要なデータが得られる 

無印：参考になることもある 

注）※1：変形，変色，スケーリング，ひび割れの点検を含む 

注）※2：中性化とは，コンクリートの中性化による鋼材腐食を指す 

注）※3：ＴＧ(熱重量分析)・ＤＴＡ(示差熱分析)とも，水和生成物や炭酸化物などを定性・定量する

分析法である 

注）※4：電子線マイクロアナライザーの省略．コンクリート中の元素の定性，定量分析を行う 

劣  化  機  構 
点 検 方 法 

原   理 

試験項目等 中性化※2 塩 害 凍 害 化学的侵食 ｱﾙｶﾘ骨材反応 疲 労

自然電位法 ◎ ◎ ○ ○ ○  
電 気 化 学 的 方 法 

分極抵抗法 ◎ ◎ ○ ○ ○  

応  力  測  定  法 載荷時のひずみ測定 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 

変  形  測  定  法 載荷時の変形測定 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 

目  視 ，写  真  撮  影 双眼鏡，カメラ，変形※1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

打 音 法 打撃音，波形解析 ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ 

反 発 硬 度 法 テストハンマー強度 ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ 

赤 外 線 法 表面の赤外線映像 ○ ○ ○ ○  ○ 

中性化深さ ◎ ◎  ○   

鋼材腐食状況 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ 

 

は つ り 試 験 

鋼材引張強度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

中性化深さ ◎ ◎  ○   

外観検査・ひび割れ深さ 

錆等の目視 
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

圧縮強度・引張強度・弾性係数   ○ ◎ ◎  

配合分析   ○ ○ ○  

塩化物イオン含有量 ○ ◎ ○ ○ ○  

アルカリ量分析     ◎  

骨材の反応性     ◎  

膨張量測定     ◎  

細孔径分布 ○ ○ ◎ ◎ ○  

気泡分布   ◎    

 

 

 

 

 

採取したコアによる試験 

透気瀬(水)性試験 ○ ○ ○ ○   

熱分析(ＴＧ・ＤＴＡ)※3 ◎   ◎   

Ｘ線回折 ○   ◎ ○  

ＥＰＭＡ※4    ○ ○  

 

コンクリートの化学組成 

走査型電子顕微鏡観察    ○ ○  

超音波法，衝撃弾性波法 ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ 
弾性波を利用する方法 

ＡＥ法      ○ 

鋼材配置 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ 

空隙    ○  ○ 
電磁波を利用する方法 

（ レ ー ダ ー 法 ） 

部材厚    ○  ○ 

電磁波を利用する方法 

（ 赤 外 線 法 ） 
表面はく離 ○ ○ ○ ○ 

 
○ 

電磁波を利用する方法 

（ Ｘ 線 法） 
鋼材位置・径，空隙，ひび割れ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ 

磁 気 を利 用 する方 法 鋼材位置・径 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ 

電 気 を利 用 する方 法 誘電率・含水率 ○ ○ ○ ○ ○  

載 荷 試 験 （ 静 的 ） ひび割れ発生・剛性 ○ ○   ○ ○ 

載 荷 試 験 （ 振 動 ） 固有振動数，振動モード ○ ○   ○ ○ 

 

（引用；2001年制定コンクリート標準示方書[維持管理編]，土木学会，平成13年）
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 表-30 鋼材の詳細調査項目 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

点検方法 原理 
試験項目等 目 的 

水面上の目視、写真撮影 双眼鏡、カメラ 水面上の鋼材自体の腐食状態の把握 
肉厚測定箇所の選定 

水面下の目視、写真撮影 水中カメラ 水面下の鋼材自体の腐食状態の把握 
肉厚測定箇所の選定 

打音法 ハンマーによる打検 鋼材自体の腐食状態の把握 
超音波厚み計による肉厚

測定 鋼材肉厚の減少量や腐食傾向の定量的把握

鋼
材
の
腐
食 

肉厚測定 
局部腐食深さ測定 鋼材肉厚測定の精度向上 

目視、写真撮影 双眼鏡、カメラ 塗覆装の老朽化の状態把握 

 引張付着試験 有機ライニングの老朽化状態をより正確に

把握 
塗
覆
装 

 ひびわれ、腐食確認 無機ライニングの老朽化状態をより正確に

把握 

電位測定 高抵抗電圧計、照合電極 
による電位測定 

電位分布状況の把握 
 

陽極調査 
陽極の取付状況調査 
陽極の発生電流測定 
陽極の消耗量調査 

陽極の取り付け状態の把握 
 

テストピースによる防食

効果の確認 腐食速度測定、防食率測定
テストピースが取り付けてある場合の定量

的な防食効果の把握 

流
電
陽
極
方
式 

環境調査 水質調査、底質調査 陽極の残存寿命をより正確に把握 

電位測定 高抵抗電圧計、照合電極に

よる電位測定 電位分布状況の把握 

テストピースによる防食

効果の確認 腐食速度測定、防食率測定
テストピースが取り付けてある場合の定量

的な防食効果の把握 

環境調査 水質調査、底質調査 陽極の残存寿命をより正確に把握 

電
気
防
食 

外
部
電
源
方
式 

外部電源装置の点検 
直流電源装置の運転状況 
電極装置の通電電流 
配線路の絶縁抵抗 

外部電源装置の作動状況の把握 

 （参考；2001年制定コンクリート標準示方書[維持管理編]，土木学会，平成13年）
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(2) 老朽化進行予測 
個別施設の詳細の対策検討をおこなうに当たって、詳細の老朽化の予測が必要である。施設

毎に、詳細調査を行い、現況把握と老朽化の原因を把握した上で、老朽化メカニズムによる予

測が必要である。 
   下記に詳細調査後のコンクリート構造物と鋼構造物の場合の老朽化の予測方法を示す。 
   

1) コンクリート構造物 
塩害を対象として、詳細調査から求めた個別施設の予防保全の実施外部から供給される塩

化物イオンの浸透予測例を示す。  
 
   ①塩化物イオン濃度測式 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

tD2
xerf-1C0tC(x,
･

） ･･･････(1) 

  ここに、C(x,t)：深さ x(cm)、時刻 t(年)のおける塩化物イオン濃度(kg/m3) 

      C0    ：表面における塩化物イオン濃度(kg/m3) 

      Ｄ    ：塩化物イオンによる見かけの拡散係数（cm2/年） 

      erf   ：誤差関数 

 
②予測に必要なデータ 
ⅰ)表面塩化物イオン量と見かけの拡散係数 
構造物からコアを採取してコンクリート中の塩化物イオン量分布を測定し、その分

布に式(1)を近似させる。例を図-14に示す。 
ⅱ）鉄筋位置 
図面、はつり調査あるいは非破壊検査などによって、鉄筋位置を確認する。 

 
   ③塩化物イオン濃度進行予測 
    ⅰ）補修がない場合の塩化物イオン濃度進行予測 

詳細調査から得られた値を式(1)に代入し、建設後の経過年に対する鉄筋位置の塩化
物イオン量の予測をおこなう。例を図-15に示す。 

      例では、建設後21年経過した桟橋式係船岸の上部工であるが、建設後54年で腐食発
生限界塩化物イオン量を超える結果となる。 

    ⅱ）補修後の塩化物イオン濃度進行予測 
      補修後の老朽化予測は現状の技術では明確になっていないが、補修後の老朽化の予

測はLCC検討に重要である。再老朽化進行速度は補修材料や補修方法などによって異
なり、それぞれ分析する必要があると考えられる。このため、補修後の再老朽化の進

行状況に関するデータを数多く蓄積し、整理・分析することが必要である。 
建設後40年経過時点で表面塗装工を行うと、補修後の塩化物イオン量は、腐食発生
限界塩化物イオン量以下とすることができる。（図-15参照） 
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名称 39-2
手法 手法１ 鉄筋種類 1

鉄筋かぶり 10 (cm)
建設後年数 21 年
腐食発生限界濃度 1.2

計測値 近似値 計測値(削除)
3.00830065

3.06 2.68694905
1.18 2.06687735
2.12 1.51002991
0.94 1.04455824
0.71 0.682388

0.53946429

Co 3.013 (kg/m3)
D 4.187E-08 (cm2/sec）

Fickの拡散方程式の近似結果

塩分浸透予測

塩化物経時変化
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3
)
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補修なし     建設後71年

表面処理実施 建設後71年(処理は建設後40年)

腐食発生限界濃度

鉄筋かぶり位置
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表面処理実施(処理は建設後40年)

腐食発生限界濃度

(1) Co = const
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図-14 コンクリート中の塩化物イオン量分布 

図-15 経過年に対する鉄筋位置の塩化物イオン量の予測 

建設後５４年 

1.318(cm2/年) 
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  2) 鋼構造物 
①鋼材の腐食進行 

   鋼材の腐食進行については、肉厚測定結果から、肉厚減少の予測することによって実施

する。 
      図-16は、鋼材の腐食速度から、鋼構造物の応力比（耐力/外力）の限界となる時期を推定
し、補修更新する計画を示したものである。工法Aは設計耐用年数にて、肉厚を初期状態
に戻す工法を示し、工法Bは予測した応力比の限界時期近傍で肉厚を初期値に戻す工法であ
り、工法Cは、応力比の限界時期近傍で腐食進行が生じない工法を示している。工法Aより
も工法Ｂおよび工法Cの方がLCCの低減が図られる。 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ②塗覆装 

環境条件などによって、寿命が大きく異なるため、長期的な塗覆装の老朽化予予測を

おこなうことは、現時点では難しいことから、調査結果の集積を図り、老朽化程度を把

握し、老朽化の進行程度から限界となる時期の予測に努める必要がある。 
 
   ③流電陽極方式の電気防食 
    陽極調査結果より陽極の残存寿命を予測するものとする。また、電位測定結果が防食

管理電位に近い場合は、防食効果が限界と判断できる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-16 鋼構造物の腐食進行予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 経過年数 

性能 

初期性能 

応力比の限界線 

｢肉厚調査｣による腐食速度

応力比の限界点

老朽化予測 

工法Ａ 

工法Ｃ 

工法Ｂ 

設計耐用年数 
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(3) 詳細な対策工法の選定 
詳細な対策工法の選定に当たっては、詳細調査結果から現場に応じた適正な対策工法を選

定することになるが、p29～p35に示す標準的な対策工法ばかりではなく、ライフサイクルを
通じてのコスト低減の観点から、新技術や長寿命化技術も検討対象工法として考慮すること

が必要である。 
また、漁港施設の老朽化の点検や対策工事では、比較的、時間の制約を受けやすく、係船

岸に漁船が居ない時間帯や潮間の施工となる。さらに、漁獲物の水揚げ作業等の漁業活動確

保のために空間的な制約を受けて、狭い作業スペースでの施工となったり、水産生物への影

響低減を図るために限定した工法での施工となったりする。このように、他の工事に比べて

様々な制約を受けることが多いため、各補修更新技術を検討するに当たっては、施工上の制

約に着目し、現場の施工条件に応じた対策工法を選定する必要がある。 

 
(4) LCC最小化、詳細設計 
詳細調査結果から、策定した補修更新計画が LCCの最小化となることを検証する。 

  そして、補修更新計画に係わる対策工法等の詳細な部材諸元や施工法を定め、詳細設計を

実施する。 
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5. 漁港単位の LCM 
5.1 現状評価 

    漁港の補修更新事業計画の策定に当たって、漁港単位での整備目標水準を設定する必要があ

る。このため、各漁港においては、漁港内の全施設の老朽化診断結果の集積を図り、漁港単位

での老朽化の状態を整理し、老朽化の状態を評価していく必要がある。 

評価を実施するためには、各施設の利用特性や施設自体の特性を勘案した優先度と老朽度を

総合的に定量的に評価する必要があるが、現時点において、漁港の各施設の老朽化診断データ

の蓄積は少なく、漁港全体での現状評価は難しいことから、当面は、漁港の代表的な施設での

老朽化診断結果のみによって現状を評価することとする。 

今後、定期的な点検により、漁港の各施設の全ての老朽化データを蓄積に努め、優先度を考

慮した老朽化評価を実施することが必要である。 

 

 5.2 LCM目標 
   漁港単位での老朽化評価結果を踏まえて、個別施設のLCM目標を定めるために、漁港単位
の整備目標水準（LCM目標）を設定する。整備目標水準の設定としては、例えば、次の設定
が考えられる（図-18）。 
①特に、老朽度の高い施設から補修更新を実施する。 
②重要度の高い施設から補修更新を実施する 
③老朽度の高い全て施設について補修更新を実施する 

 
現時点においては、LCMの事例が少ないため、設定の背景と設定パターンの関係が明確で
はなく、適正な目標設定は難しい。このため、とりあえずは、予防保全の遂行を目標として、

事例収集を図り、LCM目標設定の考え方を検討する必要がある。 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

図-18 LCM目標パターン 
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5.3 LCCの集計 
  年度の予算との整合を図るために、個別の施設単位で求めたLCCを最小とする補修更新計画
を事業実施年度毎に集計する。 
しかし、LCCが最小で、初期性能を有する老朽度の低い施設が一定レベルで保持される補修
更新計画が最良と考えられるが、LCCを最小とする必要事業費の積み上げでは、トータル事業
費は抑制できるものの、年度毎の必要事業費のばらつきが大きく、大幅な予算の変動に対する

対応は難しいことや、特に、初期における事業費が大きくなり過ぎて予算の確保は難しいとい

った課題が生じ、予算の平準化は重要な課題になると考えられる。 
   
予算の平準化するためには、実施予定の事業時期の変更が必要となる。予算を考慮した上で、

個別の施設の補修更新計画を変更して、予算に見合った対策を組み替えることにより、予算の

制約や対策費の平準化（図-19参照）を図るものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 比較評価 
   予算等の制約がある場合には、LCCの集計と同時に各補修更新計画の優先度の比較をおこ
なうことが必要である。 
各シナリオの優先度に当たっては、老朽化の程度とともに施設の役割、施設の利用度、周

辺環境への影響、背後地への波及効果や地域社会への貢献（連絡船の発着場所等）等の特性

を検討して評価項目を抽出し、その中から、違いが明確となる比較評価の適当な項目を選定

し、定量的な手法によって優先度を設定する方法などが望ましいと考えられる。 
しかし、現時点においては、基本的な事業費の平準化等の取り組みは緒についたばかりで

あり、実施事例が少なく、適正な比較評価の判断は難しい。このため、暫定的な比較可能な

評価の方法として、漁業活動に関する重要性と現状評価（漁港の老朽化診断結果）および補

修更新範囲を比較項目として設定する方法などが考えられる。 
    

図-19 予算の平準化イメージ図 
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6. 適用例 
   図-4個別施設単位のLCMフロー図における老朽化診断及び補修更新計画の適用事例を付属
資料に示す。 
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7. おわりに 
  水産関係公共施設にアセットマネジメントを導入していくために必要な基本的事項をとりま

とめた。 
水産関係公共施設分野において、科学的データに基づく戦略的な資産管理に向けた本格的な

取組みは、まだ、始まったばかりであり、今後、将来の漁港利用の変化を考慮した資産価値評

価手法の確立、地域振興機能を考慮した補修更新優先度の具体的評価手法の確立、管理担当者

の能力向上など、様々な課題･問題点を解決していく必要がある。 
 
なお、実施にあたっては、各漁港管理者は、以下に示す内容の補修更新工事基準等を取りま

とめ、漁港施設管理に適用していくなど、LCMの効率的な導入に向けての取り組みを実施する
ことが必要であると考える。 

① 各種施設の現状（老朽化程度）把握（漁港台帳、維持管理履歴、概略調査） 
② 圏域内の今後の更新工事需要の見通し 
③ 延命化工事、更新工事の組み合わせによる補修更新コストの最適化の見通し 
④ 圏域内の総合的な施設老朽化対策の策定（計画的な対応、更新工事の優先順位、維持
管理の方向性） 

⑤ 老朽化診断（点検マニュアル（簡易調査）の作成、点検実施体制、評価方法） 
⑥ 補修更新事業計画策定（費用と便益の算定） 
⑦ 詳細調査・対策工法の決定 
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簡易項目一覧表(1) 

対象施設 調査位置及び項目 確認する項目 

ひび割れ ひび割れの有無 

剥離・剥落・欠損 剥離・剥落・欠損の有無 上部工 

鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出の有無 

ひび割れ ひび割れの有無 

剥離・剥落・欠損 剥離・剥落・欠損の有無 

重力式    

防波堤 

本体工 

鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出の有無 

ひび割れ ひび割れの有無 

剥離・剥落・欠損 剥離・剥落・欠損の有無 上部工 

鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出の有無 

腐食による開孔や変形の有無 

矢板・杭式  

防波堤 

本体工 鋼材の腐食 
発錆の有無 

腐食による開孔や変形の有無 本体工   

（鋼製） 
鋼材の腐食 

発錆の有無 

ひび割れ ひび割れの有無 

剥離・剥落・欠損 剥離・剥落・欠損の有無 
本体工   

（RC/PC 製）
鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出の有無 

浮防波堤 

係留ﾁｪｰﾝ ﾁｪｰﾝ破断 防波堤法線の大規模な移動の有無 

ひび割れ ひび割れの有無 

剥離・剥落・欠損 剥離・剥落・欠損の有無 上部工 

鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出の有無 

ひび割れ ひび割れの有無 

剥離・剥落・欠損 剥離・剥落・欠損の有無 

重力式護岸 

本体工 

鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出の有無 

ひび割れ ひび割れの有無 

剥離・剥落・欠損 剥離・剥落・欠損の有無 上部工 

鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出の有無 

腐食による開孔や変形の有無 
本体工 鋼材の腐食 

発錆の有無 

矢板式護岸 

防食工 脱落・はがれ・割れ 脱落・はがれ・割れの有無 
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簡易項目一覧表(2) 

対象施設 調査位置及び項目 確認する項目 

ひび割れ ひび割れの有無 

剥離・剥落・欠損 剥離・剥落・欠損の有無 上部工 

鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出の有無 

ひび割れ ひび割れの有無 

剥離・剥落・欠損 剥離・剥落・欠損の有無 

重力式    

係船岸 

本体工 

鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出の有無 

ひび割れ ひび割れの有無 

剥離・剥落・欠損 剥離・剥落・欠損の有無 上部工 

鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出の有無 

腐食による開孔や変形の有無 
本体工 鋼材の腐食 

発錆の有無 

矢板式    

係船岸 

防食工 脱落・はがれ・割れ 脱落・はがれ・割れの有無 

ひび割れ ひび割れの有無 

剥離・剥落・欠損 剥離・剥落・欠損の有無 上部工 

鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出の有無 

腐食による開孔や変形の有無 
本体工 鋼材の腐食 

発錆の有無 

渡り版 損傷 割れなどの損傷の有無 

桟橋式    

係船岸 

防食工 脱落・はがれ・割れ 脱落・はがれ・割れの有無 

腐食による開孔や変形の有無 
本体工 鋼材の腐食 

発錆の有無 

係留杭 摩耗・腐食 摩耗・腐食による穴の有無 

浮桟橋    

（鋼製） 

連絡橋 損傷 塗装の剥離や錆の有無 

ひび割れ ひび割れの有無 

剥離・剥落・欠損 剥離・剥落・欠損の有無 本体工 

鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出の有無 

係留杭 摩耗・腐食 摩耗・腐食による穴の有無 

浮桟橋    

（RC/PC 製） 

連絡橋 損傷 塗装の剥離や錆の有無 

消波工 消波ブロック 損傷 ブロックの損傷の有無 

係留杭 損傷・破損 損傷・破損の有無 

防舷材 損傷・破損 損傷・破損の有無 

はしご 損傷・破損 損傷・破損の有無 
付帯施設 

車止め・安全柵 損傷・破損 損傷・破損の有無 
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重点項目一覧表(1) 

〈鋼製〉鋼材の腐
食、亀裂、損傷

ﾎﾟﾝﾂｰﾝ外部
浮防波堤

〈RC/PC製〉ｺﾝｸﾘｰﾄ
の老朽化、損傷

矢板式護岸

 目視 開孔の有無、鋼材の発錆状況

本体工
ｺﾝｸﾘｰﾄの老朽化､損
傷

 目視及び計測

 目視及び計測

上部工
ｺﾝｸﾘｰﾄの老朽化、
損傷

 目視及び計測
ひび割れ幅
剥離、剥落、欠損のと範囲
鉄筋露出の範囲

損傷、塗装及び錆の状況

車止め
・安全柵

本体の損傷、塗
装、腐食

 目視 損傷、塗装及び錆の状況

重力式護岸

上部工
ｺﾝｸﾘｰﾄの老朽化、
損傷

目視及び計測

本体工（側
壁、ｽﾘｯﾄ部）

ｺﾝｸﾘｰﾄの老朽化、
損傷

 目視及び計測

ひび割れ幅
剥離、剥落、欠損の範囲
鉄筋露出の範囲

ｺﾝｸﾘｰﾄの老朽化、
損傷

目視及び計測 ひび割れ幅
剥離、剥落、欠損の範囲

ｺﾝｸﾘｰﾄの老朽化、
損傷

 目視及び計測

係船柱 本体の損傷  目視

防舷材 本体の損傷、破損  目視

はしご

重力式
防波堤

上部工

本体工（側
壁、ｽﾘｯﾄ部）

損傷、変形の状況

重力式
係船岸

ひび割れ幅
剥離、剥落、欠損のと範囲
鉄筋露出の範囲

ひび割れ幅
剥離、剥落、欠損の範囲
鉄筋露出の範囲

係留ﾁｪｰﾝ 係留ﾁｪｰﾝの破断 目視

ﾎﾟﾝﾂｰﾝ内部 本体の亀裂、損傷

矢板式
防波堤

塗覆装の損傷、変
形

上部工

杭式防波堤

上部工
ｺﾝｸﾘｰﾄの老朽化、
損傷

鋼矢板等

鋼管杭等

ｺﾝｸﾘｰﾄの老朽化、
損傷

鋼材の腐食、亀
裂、損傷

開孔の有無、鋼材の発錆状況

損傷状況

 目視

ひび割れ幅
剥離、剥落、欠損の範囲
鉄筋露出の範囲

開孔、裏込材流出の有無
鋼材の発錆状況

 目視及び計測

 目視

 目視

鋼材の腐食、亀
裂、損傷

損傷の状況、範囲

ひび割れ幅
剥離、剥落、欠損の範囲
鉄筋露出の範囲

塗覆装の損傷、変
形

 目視 損傷の状況、範囲

損傷、変形の状況

本体の損傷、塗
装、腐食

浸水状況

開孔、裏込材流出の有無
鋼材の発錆状況

係留ﾁｪｰﾝ切断の有無

ひび割れ幅
剥離、剥落、欠損の範囲

ひび割れ幅
剥離、剥落、欠損の範囲
鉄筋露出の範囲

 目視

 目視

塗覆装の損傷、変
形

 目視

 目視及び計測

ひび割れ幅
剥離、剥落、欠損のと範囲
鉄筋露出の範囲

上部工
ｺﾝｸﾘｰﾄの老朽化､損
傷

 目視及び計測

鋼矢板等

鋼材の腐食、亀
裂、損傷

 目視

対象施設 点検項目 点検方法 変　　　　　状
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消波工

浮桟橋

消波ブロック 損傷、亀裂  目視 欠損ブロックの個数

 目視

損傷、変形の状況

本体の損傷、塗
装、腐食

 目視

 目視

ｺﾝｸﾘｰﾄの老朽化、
損傷

 目視及び計測
ひび割れ幅
剥離、剥落、欠損のと範囲
鉄筋露出の範囲

損傷、変形の状況

損傷、塗装及び錆の状況

損傷、塗装及び錆の状況

本体の損傷、塗
装、腐食

本体の損傷、破損

本体の損傷

 目視

矢板式
係船岸

防舷材

上部工

車止め
・安全柵

はしご

係船柱

塗覆装の損傷、変
形

 目視 損傷の状況、範囲

鋼材の腐食、亀
裂、損傷

 目視
開孔、裏込材流出の有無
鋼材の発錆状況

鋼矢板等

損傷、塗装及び錆の状況

損傷状況

損傷、塗装及び錆の状況

 目視

係留杭
本体の摩耗、塗
装、腐食

 目視

ﾎﾟﾝﾂｰﾝ外部
〈RC/PC製〉ｺﾝｸﾘｰﾄ
の老朽化、損傷

 目視及び計測

対象施設 点検項目 点検方法 変　　　　　状

損傷、塗装及び錆の状況

 目視 損傷、破損状況

開孔の有無、鋼材の発錆状況

損傷、塗装及び錆の状況

本体の損傷、塗
装、腐食

 目視

ｺﾝｸﾘｰﾄの老朽化、
損傷

 目視及び計測

 目視

損傷状況

防舷材 本体の損傷、破損  目視 損傷、破損状況

係船柱 本体の損傷  目視

はしご

ひび割れ幅、ひび割れ範囲

鉄筋の腐食  目視及び計測 鉄筋の露出、かぶりの剥離・剥落

上部工

車止め
・安全柵

本体の損傷、塗
装、腐食

渡　版
本体の損傷、塗
装、腐食

塗覆装の損傷、変
形

 目視 損傷状況

損傷、塗装及び錆の状況
本体の損傷、塗
装、腐食

 目視

〈鋼製〉鋼材の腐
食、亀裂、損傷

 目視 開孔の有無、鋼材の発錆状況

摩耗、損傷、塗装の状況

本体の損傷、塗
装、腐食

 目視 移動の安定性、損傷、塗装及び錆の状況

ひび割れ幅
剥離、剥落、欠損の範囲
鉄筋露出の範囲

桟橋式係船岸

鋼管杭等

はしご

連絡橋・渡版

ﾎﾟﾝﾂｰﾝ内部 本体の亀裂、損傷  目視 浸水状況

車止め
・安全柵

本体の損傷、塗
装、腐食

 目視

鋼材の腐食、亀
裂、損傷

 目視

係船柱 本体の損傷  目視

防舷材 本体の損傷、破損
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Ⅰ． 調査概要 
1. 業務名称   

     平成１８年度 広域漁港整備事業 

西郷漁港老朽化調査及び維持管理計画検討 

  

 2. 業務目的 
本調査は、島根県西郷漁港の漁港施設について、簡易調査を主とした施設の老朽化

診断調査及びその結果に基づく補修更新計画の策定を行うものである。 
なお、簡易調査の内容については、「水産関係公共施設における老朽化診断手法マ

ニュアル（案）」（水産関係公共施設の老朽化及びアセットマネージメントマニュアル

検討調査；水産庁）を参考とする。 

 

 3. 調査対象 
3.1 調査対象漁港 

   島根県隠岐郡隠岐の島町 西郷漁港        

    
  

図-1.1 西郷漁港位置図 
 3.2 調査対象施設 
   調査対象施設は、漁港施設を対象とし、下表にその概要を示す。 

表-1.1 調査対象施設  

施   設  延 長 (m) 構造形式 備   考  

防波堤 412.2m   重力式、その他  

岸 壁 1,393.5m   重力式、矢板式、桟橋式  

船揚場 53.2m   －  
物揚場 596.0m   桟橋式  
護 岸 4028.9m   重力式、矢板式、桟橋式  

西郷漁港 
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 4. 調査内容 
4.1 調査フロー 

   西郷漁港における個別施設単位のLCMのフロー図を以下に示す。 

   なお、補修更新計画適用事例としては、補修更新計画の費用対効果までとするもの

である。 
   
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-1.2 個別施設単位のLCMのフロー図 
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4.2 補修更新計画の策定 

 4.2.1 老朽化進行予測 

 簡易調査結果から各施設の老朽化の進行を予測する。 

調査結果から各構造物の部材、部位の老朽化の状態を評価し、その状態の経年変化

を適切に考察することで、将来における構造物の老朽度を推定することとなる。 

表-1.2 に予測方法のイメージを示す。 

 

表-1.2 予測方法のイメージ 

構造物別 予測手法分類 予測方法 

統計学的手法によ

る予測 

顕在化した事実に基づき統計学的手法

を用いて将来の状態を予測する。 コンクリート 

構造物 老朽化メカニズム

による予測 

老朽化要因による腐食メカニズムを用

いて将来の状態を予測する。 

鋼構造物 
既存の腐食速度デ

ータによる予測 

鋼材の腐食速度を用いて残存肉厚を想

定し将来の状態を予測する。 

 

補修更新計画の策定時において老朽化進行予測を検討するには、蓄積されたデー

タを基に統計学的手法によって分析し、構築された老朽化予測モデルによる予測が

最も望ましいと考えられるが、現時点では、蓄積されたデータが少なく、その予測

は難しい。 

このため、当面は、老朽化メカニズムに対応する既存の理論式を用いて構造物の

老朽化を予測する。その際に、簡易調査から得られるデータのみでは不足する場合

には、設計計算書や工事記録を参考に、設計値などにて補完する。また、参考にす

べき設計計算書や工事記録がない場合は、対象構造物が建設された時期や地域にお

いて一般的に用いられた材料や配合、また、当時の設計基準や用いられていた施工

法などに基づいた一般的な推定値を用い、老朽化予測をおこなうものとする。 

以下に、標準的なコンクリート構造物、鋼構造物の老朽化予測方法と、データが

集積されるまでの当面の老朽化予測方法を示す。 
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(1) コンクリート構造物 

     土木学会では、コンクリートの老朽化予測については、老朽化の現象をその老

朽化進行より４つの老朽化段階（潜伏期、進展期、加速期、劣化期）に区分し、

それぞれの定義を定め、その期間の長さを予測することによって、老朽化予測を

おこなうことが提案されている。 
各段階の老朽化期間の定義を表-1.3 に示す。 

 

表-1.3 各老朽化期間の定義（塩害の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-1.4 老朽化進行過程と状態（塩害） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老朽化過程 定  義 期間を決定する主要因 
潜伏期 鋼材のかぶり位置における塩化物イオン

濃度が腐食発生限界濃度※に達するまで

の期間 

塩化物イオンの拡散 
初期含有塩化物イオン濃度 

進展期 鋼材の腐食開始から腐食ひび割れ発生ま

での期間 
鋼材の腐食速度 

加速期 腐食ひび割れ発生により腐食速度が増大

する期間 

劣化期 腐食量の増加により耐荷力の低下が顕著

な期間 

ひび割れを有する場合の鋼

材の腐食速度 

  ※平成 11年度版コンクリート標準示方書［施工編］ではこの値の標準値を 1.2kg/m3と定めている。

図-1.3 老朽化進行過程（塩害）

（参考；2001年制定コンクリート標準示方書 [維持管理編 ]，土木学会，平成13年1月）

（参考；2001年制定コンクリート標準示方書 [維持管理編 ]，土木学会，平成13年）

老朽化 
進行過程 老朽化の状態 

潜伏期 外観上の変状が見られない． 

進展期 外観上の変状が見られない．腐食が開始． 

加速期前期 腐食ひび割れが発生，錆汁が見られる． 

加速期後期 
腐食ひび割れが発生，錆汁が見られる． 
部分的な剥離・剥落が見られる． 

劣化期 
腐食ひび割れが多数発生，ひび割れ幅が大きい． 
錆汁が見られる，剥離・剥落が見られる，変位・たわみが大きい． 

（参考；2001年制定コンクリート標準示方書 [維持管理編 ]，土木学会，平成13年）
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表-1.3 に従い、各老朽化過程の期間を設定するに当たって、塩化物イオンの拡

散の予測は、既に理論式が示されており、それを適用することで、ある程度の予

測は可能である。しかし、鋼材の腐食速度の予測は、現状では理論式等が示され

ておらず研究段階であり、予測するためには、詳細調査が必須である。 

 

また、老朽化は複数の要因で生じている場合も多く、場合によっては、複数の

老朽化機構による老朽化が生じている。従って、老朽化の将来予測には、「ばらつ

き」が内在されており、予測とは必ず一致するものではないと考えられる。そこ

で、「何年後に次の老朽化過程に達するか」を把握することが重要であり、ある程

度の幅をもった予測を実施する必要と考えられる。 

 

(2) 鋼構造物 

鋼材に対する老朽化予測は、鋼材の腐食速度に基づき予測する。腐食速度は、

初期肉厚と現在肉厚との差を腐食期間で除した値であり、現在の腐食速度を用い

て、今後の腐食量、残存期間を予測することになる。 

腐食速度は、表-1.5 に示すように腐食環境によって異なる。一般に最大の腐食

速度を示すのは、飛沫帯ではあるが、特に、M.L.W.L 直下から L.W.L 付近の海中

部の当たる部位では「集中腐食」と呼ぶ著しい局部腐食の発生を見ることがある。     

特に、河口港のように淡水が流入するところでは、塩水クサビの影響を受けて、

「集中腐食」が起こりやすい環境になる。このため、「集中腐食」が生じている可

能性が高い場合には、詳細な調査を行い、簡易調査を補完する必要がある。 

     

表-1.5 代表的な腐食環境の特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環 境 環境の特徴 腐食特性 

海上大気部 

風が微細な海塩粒子を運ぶ。 
（海面からの距離により環境の腐食性は変化する。

風速、風向き、降雨、気温、日射量、埃、季節、汚

染などの腐食因子） 

日陰で風雨が当たる部位は、風雨が当た

らない部位より、腐食速度が大きい。 

飛沫帯 鋼表面は、十分に酸素を含む薄い水膜で濡れている。

生物付着はない。 腐食速度は、最も大きい。 

干満帯 海水の潮汐により乾湿がくり返される。 

干満帯から海中部に連続している構造物

では、M.S.L.付近が酸素濃淡電池のカソ
ードとして作用する。 
塗膜の損傷部での腐食速度は大きい。 

海中部 生物付着、流速などが腐食因子として作用する。 

干満帯から海中部に連続している構造物

では、M.L.W.L 直下付近が酸素濃淡電池
のアノードとして作用し、腐食速度が大

きい。 

海底土中部 硫酸塩還元バクテリアなどが存在することもある。 硫化物は、鋼に腐食や電気防食特性に影

響を及ぼす。 

残留水位より上では土壌環境とほぼ同じ。 土壌環境に類似している。 
背面土中部 

残留水位より下では海底土中部とほぼ同じ。 海底土中部に類似している。 

（引用；港湾鋼構造物防食・補修ﾏﾆｭｱﾙ（改定版）， (財 )沿岸開発技術研究センター，平成9年）
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(3) 当面の老朽化予測手法（例） 

     現時点において、漁港施設に関する LCM データの蓄積は少ないため、データ

が蓄積されるまでは、他施設の既存文献やデータ、設計値を利用した暫定的な手

法にて、老朽化予測をおこなう必要がある。 

 

①コンクリート構造物 

 塩害に対するコンクリートの老朽化予測は、建設後の経過年数と現況を勘案

して潜伏期の老朽化期間を適切に推定し、その値を用いて、各老朽化過程の期

間を設定する。 

 

 

潜伏期における老朽化予測式 

 ・塩化物イオンの拡散方程式：フイックの第 2 法則 

　　⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

∂
∂

=
∂
∂

2

2

x
CDc

t
C

 

       ここに、C：液相の塩化物イオン濃度 
Dc：塩化物イオンの拡散係数 

x：コンクリート表面からの距離 
t：時間 

  ・鋼材位置における塩化物イオン濃度 

C(x,0)
tD2

xerf-1C0tC(x, +⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

･
）  

  ここに、C(x,t)：深さ x(cm)、時刻 t(年)のおける塩化物イオン濃度(kg/m3) 

      C0    ：表面における塩化物イオン濃度(kg/m3) 

      Ｄ    ：塩化物イオンによる見かけの拡散係数（cm2/年） 

      erf   ：誤差関数 

C(x,0)：初期含有塩化物イオン濃度(kg/m3) 

    

Ｄ:塩化物イオンの見かけの拡散係数（普通ポルトランドセメントを 

使用した場合 

          [ ]2.5-C)W7.22CW3.9-logD （）（ +=  

             ここに、W/C：水セメント比 

           ※拡散係数は、2002 年制定コンクリート標準示方書[施工編]に準拠  

       C0：表面における塩化物イオン濃度(kg/m3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

海岸からの距離(km) 
飛沫帯  

汀線付近 0.1 0.25 0.5 1.0 

13.0 9.0 4.5 3.0 2.0 1.5 

○老朽化予測の方法 
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※潜伏期における老朽化期間は、塩化物イオン濃度が 1.8※１）kg/m3 となるまでの期間(T)
とする。  

※鋼材腐食の進行である進展期の老朽化期間は T の 0.4 倍と想定する。  
※補修・補強を前提とした加速期の老朽化期間は T の 0.1 倍と想定する。  
※更新（架替）を前提とした劣化期の老朽化期間は T の 0.3 倍と想定する。  

以上の老朽化期間の想定は、現時点において根拠がないために、今後の研究が必要である。  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※１)：「コンクリート標準示方書[施工編]」｢2｣には、実環境での暴露試験結果として 

1.2～2.4kg/m3 と示されている。このため、今回の腐食発生限界濃度としては中間

値である 1.8 kg/m3 を用いる。 

 

 

 

 

 

老朽化過程  定  義 老朽化期間  

潜伏期 
鋼材のかぶり位置における塩化物イオ

ン濃度が腐食発生限界濃度※に達するま

での期間 
T 

進展期 鋼材の腐食開始から腐食ひび割れ発生

までの期間  T の 0.4 倍 

加速期 腐食ひび割れ発生により腐食速度が増

大する期間  T の 0.1 倍 

劣化期 腐食量の増加により耐荷力の低下が顕

著な期間 T の 0.3 倍 

○各老朽化過程の期間の設定方法 

 引用：「道路構造物の今後の管理・更新のあり方提言（平成 15 年 4 月、国土交通省）」

劣
化
期 

加
速
期 

進
展
期 

潜
伏
期 

T 1.4T 1.5T 1.8T 
 
年数 

老朽度 

塩化イオン濃度：1.8kg/m3 
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②鋼構造物 

      鋼材に対する老朽化の予測方法としては、鋼材の設計肉厚、肉厚の余裕代、

建設後の経過年数と現在の鋼材の状態を踏まえ、表-1.6 に示す鋼材の平均腐食

速度を勘案することによって、おおよその状態を推定するものとする。 

      基本的には、本指針で対象にしている漁港施設は海に近接しているため、腐

食速度は 0.3mm/年程度と考えられる。 

    なお、M.L.W.L 直下付近に連続的に同一レベルで赤橙色のさびが見られ   

る場合は、集中腐食の傾向があるので、注意を要する。 

 

表-1.6 鋼材の平均腐食速度（片面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設計当初の肉厚の余裕代及び、建設後の経過年数と平均腐食速度（例えば 0.3mm/年）

から計算した腐食量、目視による現況から現在の腐食状態を推察し、設計上の安全性

の限界※1）となるまでの期間を予測する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１）：本来ならば、肉厚を測定して、現在の耐力の確認と将来の耐力を検討することになる

が、肉厚測定を行わないため、過去の設計手法を勘案して、建設後の経過年数と標準

な腐食速度から鋼材の肉厚を推定し、現在の腐食状態と耐力の限界腐食量となるまで

の年数を予測する。 

余
剰
肉
厚
の
腐
食 

設
計
肉
厚
の
腐
食 

腐食量 

大 

T(設計耐用年数) 
 
年数 

○老朽化予測の方法 

0.3mm/年 

安定性確保のための 

限界腐食量 

腐
食
量 

年数 

腐食環境 腐食速度(mm/年)

H.W.L 以上 

H.W.L.～L.W.L-1.0m 

L.W.L-1.0m～水深 20m 

水深 20～50m 

水深 50m 以深 

海底泥層中 

0.3 

0.1～0.3 

0.1～0.2 

0.06 

0.045 

0.03 

陸上大気中 

土中（残留水位上） 

土中（残留水位下） 

0.1 

0.03 

0.02 

（引用；2003年版漁港漁場の施設の設計の手引き、 (社 )全国漁港協会）  
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4.2.2 標準的な対策工法 

簡易調査による施設の老朽度評価結果から各老朽度に応じて適用可能な標準的な

対策工法を選定する。 

    

(1) 補修のタイミング 

対策工法の選定には、目標とする LCM レベルに応じた補修のタイミングが重要

である。 

 適正な補修のタイミングを計るためには、簡易調査のみで現状の状態とあと何年

経過したら次の老朽化過程に移るかを把握する必要がある。 

 鉄筋コンクリート構造物の場合は、漠然ではあるが、目視結果と老朽化過程の関

係が示されていることから現状の老朽化過程を知ることは可能である（表-1.7）。

また、現状から次の老朽化過程への期間に対しては、現場条件によって様々と考え

られるため、適切に把握するためには、本来ならば、詳細調査が必要であり、補足

調査を実施する必要がある。しかし、補修更新計画策定後に実施する対策検討で、

補修のタイミングを検証するものとし、原則的には、簡易調査によって老朽化予測

をおこない、補修のタイミングを検討するものとする。 

 

 

表-1.7 変状ランクと老朽化過程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変状現象 老朽化過程 変状ランク 
潜伏期 ｄ 変状なし。 

１方向に幅1mm程度のひび割れがある。 
進展期 ｃ

局所的に鉄筋が露出している。 
複数方向に幅1mm程度のひび割れがある。

加速期 ｂ
広範囲に亘り鉄筋が露出している。 

鉄筋コンクリー

トの老朽化、損傷 

劣化期 ａ
中詰材等が流出するような穴開き、ひび割

れ、欠損がある。 
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  (2)標準的な対策工法の選定  

①コンクリート構造物の対策工法  

補修工法は、構造物の老朽化機構および老朽化要因、老朽化の進行過程などか

ら適切な工法を選択する。一般的な補修工法とその適用条件を示す。 

 

表-1.8 コンクリート構造物の補修工法と適用条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補修工法 主な補修の目的 主な老朽化機構に対する適用条件 

ひび割れ補修工法 ・ひび割れの存在あるいは進行によ

る構造物の被害の抑制 

・鉄筋の腐食がないひび割れ 
・鉄筋の腐食がある場合には、電気防食工法などと

の併用 

表面保護工法 

・外部から浸入する塩化物や炭酸ガ

スなどの老朽化要因の遮断および

保護 
・美観の回復 

・顕在化した老朽化は見られないが、無処理では老

朽化は顕在化する恐れのある場合 
・断面修復工法、電気防食工法などと併用し、塩化

物や炭酸ガスなどの老朽化要因の遮断および未補修

部の保護、補修後の美観の回復など 

断面修復工法 
・コンクリートの浮き・剥離などに

よる断面欠損部の原形修復 
・修復による鋼材の発錆防止 

・コンクリートの浮き・剥離や断面欠損のある場合

・ひび割れが内部まで進行し、鉄筋の腐食が見られ

る場合 
・コンクリートが老朽化している場合（塩化物イオ

ン浸透深さや中性化深さが大きい場合、凍害を受け

た場合など） 

電気防食 
・鉄筋腐食の抑制 

・コンクリート中の鉄筋の不導態化

・鉄筋腐食のある場合 
・コンクリートの老朽化がある場合にはひび割れ補

修工法、表面保護工法、断面修復工法などと併用 

脱塩工法 

・コンクリート中の塩化物の除去 

・塩化物量の減少と鋼材の不動態化

・塩害による鉄筋腐食の恐れがある場合 
・塩害による鉄筋腐食が初期の段階で、ひび割れ、

コンクリートの浮き・剥離などの老朽化が見られな

い場合 

再アルカリ化

工法 
・中性化したコンクリートの再アル

カリ化 

・中性化により鉄筋腐食の恐れがある場合 
・中性化による鉄筋腐食が初期の段階で、ひび割れ、

コンクリートの浮き・剥離などの老朽化が見られな

い場合 

電
気
化
学
的
補
修
工
法 

電着工法 ・海中にあるコンクリートのひび割

れ補修および表面保護層の構築 
・海中部のコンクリートにひび割れが発生している

場合 

（引用：平成 10 年度 設計基準検討調査、水産庁漁港部,財団法人漁港漁村建設技術研究所、平成 11 年）
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また、表-1.9 に塩害に対する桟橋上部工の総合評価の診断内容と補修工法の割

付けの例を示す。 

 

表-1.9 診断内容と補修工法の割付け（塩害） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-1.10 に熊本県牛深漁港における塩害対策工法比較表を例示する。 

 
 
 
 

（参考；土木施設維持管理マニュアル、 (財）東京港埠頭公社、平成16年 ) 

適用可能な工法 
総合評価 

診断内容 
補修 

なし 

表面

被覆 

電気

防食
脱塩

断面

修復
更新

適用条件 

(予定供用期間内において) 

● 
     補修しなくても，鉄筋断面が限界値以

上を確保できる場合 

 
● 

    表面被覆により，鉄筋断面が限界値以

上を確保できる場合 
Ｄ 

  
● 

   表面被覆によっても，鉄筋断面が限界

値以上を確保できない場合 

● 
     補修しなくても，鉄筋断面が限界値以

上を確保できる場合 

  ●    

   ●   

Ｃ 

    ●  

表面被覆によっても，鉄筋断面が限界

値以上を確保できない場合 

● 
     補修しなくても，鉄筋断面が限界値以

上を確保できる場合 

  ●    

   ●   

    ●  

表面被覆によっても，鉄筋断面が限界

値以上を確保できない場合 

Ｂ 

     ● 何らかの対策が必要な場合 

● 
     補修しなくても，鉄筋断面が限界値以

上を確保できる場合 

  ●    

   ●   

    ●  

表面被覆によっても，鉄筋断面が限界

値以上を確保できない場合 

Ａ 

     ● 何らかの対策が必要な場合 

部分更新
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表-1.10 塩害対策工法比較表

劣化過程と補修工法 塩害対策工法の比較

本橋の場合コンクリート品質試験結果より

・外観上の変状は見られない。
・鋼材位置での腐食発錆限界（1.2kg/m3）を超えている。

長所 長所 長所 長所
安価である
美観が向上する

短所 短所 短所 短所

状態Ⅰ-1（潜伏期） 外観上の変状が見られない。

腐食発生限界塩化物イオン濃度以下

状態Ⅰ-2（進展期） 外観上の変状が見られない。

腐食発生限界塩化物イオン濃度以上、腐食が開始。

状態Ⅱ-1（加速期前期） 腐食ひび割れが発生、錆汁が見られる。

状態Ⅱ-1（加速期後期） 腐食ひび割れが多数発生、錆汁が見られる。 かぶりが厚い構造物には不向き
部分的な剥離・剥落が見られる、腐食量の増大。 複雑な構造には適応できない

状態Ⅲ    （劣化期） 腐食ひび割れが多数発生、ひび割れ幅が大きい。

錆汁が見られる、剥離・剥落が見られる。

変位・たわみが大きい。 初期費用￥120000/m2 初期費用￥80000/m2 初期費用￥140000/m2 初期費用\13000/m2
年間￥30000/100m2 10年に一度再施工

構造物の外観上のグレード 標準的な工法

Ⅰ-1（潜伏期） （表面処理）…予防的に実施される工法

Ⅰ-2（進展期） 表面処理、電気防食、脱塩

Ⅱ-1（加速期前期） 表面処理、断面修復、電気防食、脱塩

Ⅱ-2（加速期後期） 断面修復

Ⅲ   （劣化期） FRP接着、断面修復、外ケーブル、巻立て、増厚

    海中部においては、流電
    陽極方式によって対応可

10年に一度塗り替え\25000/m2

塩害対策工法選定比較

耐荷力への影響が大きい

マクロセル腐食が発生し、補
修後再劣化する可能性があ
る。

補修後再劣化の可能性が
ある。
加速期以上の劣化には適
用できない。

マクロセル腐食が発生し、
補修後再劣化する可能性
がある。

△ × △

アルカリ骨材反応の疑いがある
場合適応できない

アルカリ骨材反応をの疑いがあ
る場合適応できない

△ ×

環境条件が穏やかな場所の
延命策としては適する

恒久的な措置ではないので再
劣化の可能性が十分にある

○

断面修復工法+表面保護塗装工

美観が向上する

表面保護塗装工

劣化部のみのコンクリートをは
つり、部分的に断面修復を
行った後、表面被覆を行い塩
化物イオンの進入を防ぐ。

脱塩工法+表面保護塗装工

仮設陽極を設置してコンクリート
中に大きな電流を流し、コンク
リート中に存在する塩化物イオン
を電気化学的に除去もしくは低
減し、塩害による鋼材腐食の劣
化進行を抑制する。

施工時の耐荷力の確認が必
要な場合もある

通電量が大きいためPC鋼材
の水素脆化に注意が必要。

塩化物イオンの多いコンクリート
を鉄筋の裏側まではつり取り、
断面修復を行うことにより、鉄筋
の腐食を抑止する。また、同時
に表面被覆を行い今後の塩化
物イオンの進入を防ぐ。

コンクリートをはつり取るため
構造物を傷める

工法 電気防食工法（パネル陽極式）

構造物の外観上のグレードと標準的な工法

特　　徴

適用性

経済性

総合評価 ○

○

当施設は、桟橋下面での施工となるため施工性を重視し、且つ、信頼性を重視し電気防食工法を採用とする。

コンクリート標準示方書〔維持管理編〕では、劣化進行過程と各過程にお
ける標準的な補修工法について記載されている。

塩害による劣化進行過程

パネルを張りに取り付けるた
め施工が困難。

概要図

塩化物イオン濃度が高い場合
十分脱塩できない場合もある。構造物の外観上のグレード 劣化の状態

構造物の外観上のグレードと劣化の状態

防食効果が確認できる

状態Ⅰ-2（進展期）

コンクリートをはつらないので
構造物を傷めない。

施工後の維持管理が必要。

コンクリートをはつらないので
構造物を傷めない。

コンクリート中の塩化物イオ
ンが多くても鉄筋の腐食を抑
止できる

施工後の通電は不要
美観が向上する

工法概要

コンクリート中の鉄筋に小さな
直流電流を流し、継続的な通電
を行うことによってコンクリート
中の鋼材の腐食反応を電気化
学的に制御し、鋼材腐食による
劣化の進行を抑制する。
マクロセル腐食の抑制に有効。

加速期 劣化期潜伏期 進展期

鋼材の腐食開始

コンクリートに腐食
ひび割れ発生

塩害による劣化

 部材の性能低下

牛深桟橋
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 ②鋼構造物の対策工法  

  補修工法は鋼材本体や防食工の老朽化や損傷などの程度にあわせ、適切な工法

を選定する。一般的な対策工法は以下のとおりである。また、構造物補修工法お

よび構造系補修工法と塗覆装およぶ電気防食の複合利用も考えられる。 

 

表-1.11 鋼構造物の補修・補強工法と適用条件  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-1.12 に熊本県牛深漁港における塗覆装工法比較表を例示する。 

 

 

 

 

 

 

補修・補強工法 工法の概要 適用条件 

無機ライニング工法 
・FRP カバーなどをあらかじめ設
置して、その中にモルタルを注入

する工法 

有機ライニング工法 

・水中ブラストによってケレンア

ンカーパターンの形成を行い、水

中硬化型樹脂を人力により塗布す

る工法 

塗
覆
装 

ペトロラタムライニング工法 

・素地調整を行った後、ぺトラム

タムペーストの塗布、ぺトラムタ

ムテープの巻きつけ、保護カバー

（FRP など）の取り付けを行う工
法 

・所要の断面性能を有している場合

で、L.W.L以上に適用する 

電気防食（流電陽極式） 

・被防食帯よりも低い電位の金属

を陽極とし、両者の電位差による

電池作用によって腐食の進行を電

気化学的に抑制し、腐食速度を遅

らせる工法 

・所要の断面性能を有している場合

で、L.W.L以下に適用する 

被覆補修工法 

・鉄筋コンクリート被覆工法 

・鋼板溶接工法 

・単独であるいは補修部材と一体

となって外力に抵抗できる材料・

方法で、その部分を被覆し、所要

の耐力を確保するとともに上部

工、鋼材相互間の力の伝達が十分

に行えるようにした工法 

充填補修工法 

・鉄筋コンクリート中詰工法 

・Ｈ鋼杭打設充填工法 

・対象杭のコンクリートをくりぬ

き、管内およびコンクリートくり

ぬき部に、外力に抵抗できる材料

を充填することによって所要耐力

を確保し、部材相互間の力の伝達

を十分ならしめる工法 

部
材
補
修
工
法 

部材交換補修工法 

・鉄筋コンクリート柱工法 

・鋼管の補修すべき部分を切断し、

外力に抵抗できる材料と取換えて

所要の耐力を確保するとおもに部

材相互間の力の伝達を十分なら閉

める工法 
・水中格点工法 
・水中ストラット工法 

・新規に杭、梁、ブレーシング等

の構造を組み込む 
構
造
系
補
修
工
法 

・コンクリートによる根固め補

修工法 

杭全体を塊状コンクリートで固め

る 

・鋼材の腐食が顕著に進行し、所要

の断面性能を有さない場合 
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表-1.12 塗覆装工法比較表 

ペトロラタムライニング 水中施工形ライニング モルタルライニング 
項   目 

新設・既設 新設・既設 新設・既設 

施工(防食)対象区分 気中部または水中部 気中部または水中部 気中部または水中部 

主たる工法 ペトロラタムテープ＋ＦＲＰ保護カバー 水中硬化型エポキシ樹脂 ＦＲＰ・ＧＲＣ型枠＋セメントモルタル注入 

工法の概要 

素地調整後ペトロラタム系ペーストを塗布し、ペトロラタム

テープを貼付ける。その上に保護層としてＦＲＰ保護カバー

をボルト・ナットで締付け固定する。 

水中サンドブラストにより下地処理を施し、水中硬化型エポ

キシ樹脂をウェットハンド法にて塗布する。 

ＦＲＰやＧＲＣの型枠を使用し、モルタルを注入する。型枠

は徹去せずに保護カバーとして使用する。 

概 要 図 
発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ

鋼管杭

保護カバー

ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑﾍﾟｰｽﾄ

ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑﾃｰﾌﾟ

鋼管杭

ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑﾍﾟｰｽﾄ

ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑﾃｰﾌﾟ

発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ

保護カバー

取付ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

 

鋼管杭

水中施工形ﾗｲﾆﾝｸﾞ  

保護ｶﾊﾞｰ

ﾓﾙﾀﾙ被覆

鋼管杭

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

 

機   能 
ペトロラタムが直接的防食効果を発揮し、保護カバーがペト

ロラタムを保護し、腐食環境を遮断する。 
鋼材に密着した樹脂（５mm 厚）が鋼材と腐食環境を遮断する。

モルタルのアルカリ性により鋼材表面に不動態化皮膜を形成

し防食する。型枠残存工法ではモルタルを外界から遮断する

ためモルタルの劣化を軽減できる。 

下 地 処 理 ＩＳＯ Ｓｔ２以上 ＩＳＯ Ｓａ２以上 ＩＳＯ Ｓｔ２以上 

特 徴 ① 

①低級な下地処理で良い 

②材料は無公害である 

③施工に特殊な工具や機械を必要としない 

④軽量であるため構造物の重量負担とならない 

⑤防食効果の確認が容易である 

①複雑な形状や部材接合部も施工できる 

②樹脂は無公害である 

③軽量であるため構造物の重量負担とならない 

④検査や補修が容易に行える 

①低級な下地処理でよい 

②材料は無公害である 

③ＧＲＣ製型枠を使用すると高強度が得られる 

特 徴 ② 
①鋼矢板の施工は若干高価になる 

②カバーが大型化すると取付が困難になる 

①下地処理に時間を要する 

②低温時（５℃以下）に施工できない 

①被覆内部の確認が困難 

②カバーの重量が重いため取扱いが困難 

工 事 期 間 比較的長い 比較的短い 比較的長い 

施工実績 比較的多い 比較的多い 比較的少ない 

期待耐用年数 １５～２０年（実績） １０～１５年程度 
１０年以上（保護カバー無） 

１５年以上（型枠残存工法） 

概算費用 53,000 円/㎡ 53,000 円/㎡ 63,000 円/㎡ 

総 合 評 価 ◎ ○ △ 
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4.2.3 LCC の最小化 

  (1) LCC の最小化 

  老朽化予測および標準的対策工法を基に、補修更新計画の LCC の最小化を検討す
る。先ず、LCC の最小化の比較のシナリオとして複数のケースを設定し、次に設定
した複数の LCM シナリオについて比較検討し、LCC 算定の期間内での LCC を最
小とするシナリオと必要に応じて予算や施設利用の制約下で性能の最大化を目指

したシナリオの LCC を算定するものとする。 
 
図-1.4 に LCC 算定の例を示す。 
ここで、打替えは総合評価ランク A 以上での補修、表面被覆及び電気防食は老朽

度の総合評価ランク D 以上での補修の３つのシナリオを対象にしている。図を見る
と、LCC は工法毎に大きな差異が生じることがわかる。対策のための初期コストが
必要な順は、表面被覆、電気防食、打替えであるが、供用年数の 50 年目までの最
終的なコストでは、表面被覆、電気防食、打替えの順で安価となっている。 

    また、予算上の制約がある場合は、各年度の予算を考慮した上で、予算に見合っ

た対策を組み替えることが必要である。 
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□LCC 算定の前提条件 
①表面塗装工  ・初期投資    ：14,000 円/m2＋足場 8000 円/m2 

・メンテナンス費用（15 年後）：19,500 円/m2＋足場 8000 円/m2 
②電気防食工  ・初期投資：100,000 円/m2+足場 8000 円/m2 

          ・メンテナンス費用（20 年後）：18000 円/m2+足場 8000 円/m2 

③断面修復工   ・初期投資：91,000 円 /m2＋足場 8000 円/m2 

・メンテナンス費用（30 年後）： 
     表面塗装工 14,000 円/m2＋足場 8000 円/m2 

④打替え工    ・初期投資：370,000 円/m2＋足場 8000 円/m2 

・メンテナンス費用（30 年後）： 
     表面塗装工 14,000 円/m2＋足場 8000 円/m2 

  
⑤検討期間を現在から５０年として比較を行なう。 
 

□対象施設 
桟橋式係船岸の上部工 

      シナリオ１・・・5 年後に表面塗装を行い、15 年毎に再塗装を行う。 
      シナリオ２・・・15 年後に電気防食を行い、電気防食が限界となった時点 

（20 年後）に表面塗装を行う。 
     シナリオ３・・・20 年後に打替えを行う。 

塩口岸壁 　ＬＣＣ

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

建設後経過年数（年）

コ
ス
ト
（
億
円
）

シナリオ１ シナリオ２ シナリオ３

0

1
2

3

4

5

6

7

8

9

6.4億

2.3億

1.3億

 

 

打替え 6.4 億円

表面塗装（3 回） 1.3 億円

電気防食＋表面塗装 2.3 億円 

現時点 

○LCC の算定例 

図-1.4 ＬＣＣの算定例 

○○
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(2) LCC 算定期間の設定 

漁港施設の各機能が永続的に確保することを前提としていることから、LCC 算定
期間の着手時期の判断は難しく、また、現存の施設を対象としており、新規建設か

ら廃棄までのコストという厳密な意味の LCC を、現時点で、算定することは必ず
しも合理的ではないことから、補修更新の着手時点から一定期間を定めてその間に

施設機能を一定のレベル以上に確保するための LCC を検討する。 
LCC 算定の期間は、現在および将来における施設の要求性能の種類や水準といっ

た社会的要因や経済的要因によって決定されている。このため、現在検討が進めら

れている各種公共工事における LCC の算定ケースにおいては、設計上の耐用年数
をベースにしている例が多いが、漁港施設においては、将来の漁港の利用の変化や

社会的、経済的な変化に対応する必要がある。また、水産基盤整備事業における費

用対効果の分析対象期間が施設を構成する構造物の物理的な耐用年数を考慮して積

み上げていることを踏まえることも重要である。そこで、水産基盤整備事業におけ

る費用対効果の分析対象期間と同じく、「減価償却資産の耐用年数などに関する省

令」（大蔵省令）に基づき、漁港施設の主構造形式が鉄筋コンクリート造であること

を勘案し、施設の補修更新の着手時より 50 年とすることが適切と考える。なお、
参考に事業（工種）毎の耐用年数を表-1.13 に示す。 

 
表-1.13 事業（工種）毎の耐用年数 

事業（工種） 耐用年数 
①漁港関連事業 
ⅰ漁港整備事業、利用調整事業  50 年 
②漁場関連事業 
ⅰ人工漁礁（沈設魚礁）、投石、増殖基質、 
重力式消波堤、潜堤、導流堤、防砂堤 
（コンクリート、自然石構造物） 

30 年 

ⅱ浮消波堤 20 年 
ⅲその他工種 10 年 

 
表-1.14 LCC 算定期間 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

予定供用期間（算定期間） 出典等 

・現状を鑑み予定供用期間を 100 年と設定し、建設後

から 100 年を設定 

土木施設維持管理マニュアル 

(社)東京港埠頭公社 

・LCC の評価期間として補修後 50 年を例示 

青森県橋梁アセットマネジメント運営マニュア

ル案 

青森県県土整備部 

実
施
段
階 

機能保全コストとして着工予定年から 40 年間を原則
農業水利施設の機能保全の手引き（案） 

農林水産省農村振興局整備部 

・LCC の評価期間として補修後 50 年を例示 
北海道ＢＭＳ 

（独）北海道開発土木研究所 
研
究
段
階 ・建設後 50 年までの残存期間を評価期間として例示

港湾施設のアセットマネジメントに関する研究

（国土技術政策総合研究所研究報告） 

国土技術政策総合研究所 
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4.2.4 概算事業費 

   (1) 標準的な対策工法の選定  
    事業費算出のために老朽化診断結果から対策範囲を定め、LCC を最小とする対

策工法を選定し、事業費の算出をおこなうものとする。 

対策範囲は、施設の利用条件、構造形式、建設年度、施設の利用の現状、補修

更新規模および老朽度判定の精度を勘案して適切に判断し、設定する必要がある。 

 

図-1.5 は、対策範囲の設定例を示したものである。事業費の算出の対策範囲に

ついては最小単位（上部工１スパン等）毎の設定も考えられるが、老朽度の判定

が目視及び簡易な計測のみによる判定であるため、判定精度低下や変状箇所の見

落としなどが懸念されることから、全体的に同様な老朽度傾向を示す区間（100m

～300m 程度）を対策範囲として設定するものとする。 

 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

  

 

図-1.5 対策範囲の設定（例） 

 

適用する工法の標準的な単位当たり単価を用いるものとするため、仮設足場費

用、補修コストのデータなどの蓄積をはかり、随時、見直しが必要となる。 

       

なお、事業実施にあたっては、詳細調査をおこなうものとし、その結果をもと

に対策工法、対策範囲、費用便益分析の見直しをおこなうものとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a   c   d   b   b    d    c    c    c  

 対策範囲（a の老朽度に対応する
工法で補修更新） 

対策範囲（ｃの老朽度に対す

る工法で補修更新） 

○○岸壁

※上記に示す(a～ｄ)は個別評価の標準単位における各部位の変状ランクを示している。変

状ランクに従い、対策工を選定することになる。  

総合評価単位（総合評価判定Ａ） 総合評価単位（総合評価判定Ｃ） 
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4.2.5 費用対効果分析の検証 

    (1) 費用対効果分析の考え方 

補修更新を対象としたアセットマネジメントシステム構築における費用対効

果分析は、事業採択時評価の費用対効果分析を参考に検証するものとする。図

-1.6 に補修更新に関する便益測定のシナリオのイメージを示す。シナリオ１は

予防 LCM、シナリオ２は事後 LCM を現しており、老朽化の進行が経年に従い、
徐々に進行する場合を示している。また、図は「(1)便益のイメージ」は補修更

新シナリオごとに発生する便益の累計を示している。「(2)費用のイメージ」で

は、補修更新シナリオごとに発生する費用の累計を示し、「(3)構造性能イメー

ジ」では、補修更新シナリオに対する構造性能の経年変化を示している。 

補修更新をしない場合は、便益が低下し、補修更新をおこなうことにより、B/C

を回復することを示したものである。 
 

当初事業策定時の便益測定は、「整備する場合の便益」と「整備しない場合の

便益」の差のことであるが、基本的に「整備しない場合の便益」は「便益ゼロ」

と考えることができるため「整備する場合の便益」のみを測定すればよい。 

しかし、既存施設の補修更新を策定する場合には、「補修更新しない場合の便

益」においては、既に便益が発生していることと、補修更新なしでも機能が続

く限り便益は発生していくことを考える必要がある。 

    

なお、費用対効果の算定期間は、LCC の算定期間と同様に漁港施設の主構造
形式である鉄筋コンクリートの耐用年数を目安として 50 年とする。 
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図-1.6 便益測定シナリオのイメージ図 
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(2)費用イメージ 

(3)構造性能イメージ 
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B2 
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(1)便益イメージ 
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B2 

C3

費用便益分析の便益と費用は、図-1.7において、次のように考えことができる。 

    便益：補修更新により増える便益（B3）と補修更新なしでも発生する便益（B2）

の差 

    費用：施設の機能回復と延命のための補修更新費用（C3） 

   

また、便益測定の方法としては、上記の方法以外に、補修更新することにより、補

修更新をしないことにより失われる便益を回復させるという考え方に立ち、逸失便益

（補修更新を行わないことによる便益の損失量）として、当初事業策定時の便益と、

補修更新しないことによる機能低下に従い減少した便益の差を測定する方法も考え

られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※費用としては、建設年の建設費用のみを考慮 

図-1.7 便益と費用のイメージ図 

当初事業計画策定時検討 

 
 
B0

 
C0 

当初事業計画

最終年の便益

（予定） 

当初事業計画

最終年の費用

（予定） 

維持更新計画策定時 

B1 

 
C0 

対策を講じなくとも得る

ことのできる便益（予定）

維持更新計画策定

時までの費用（実

績） 
 
 
B0 

維持更新計画策定時 
までの便益（実績） 

延

命 

B3 

「機能回復+延命」により増え
る費用（予定） 

 
 
B0

「機能回復+延命」により増える便益（予定）

 
C0

B1

【維持更新しない場合】 【維持更新する場合】 
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 便益項目は表-1.15に示す便益項目より、該当する項目を抽出し、便益測定をおこなう

ものとする。 

 
表-1.15 便益の項目 

  便益の評価項目 

①水産物生産コストの削減効果 

②漁獲可能資源の維持・培養効果 水産物の生産性向上 

③漁獲物付加価値化の効果 

漁業就業環境の向上 ④漁業就業者の労働環境改善効果 

生活環境の向上 ⑤生活環境の改善効果 

地域産業の活性化 ⑥漁業外産業への効果 

⑦生命・財産保全・防御効果 
非常時・緊急時の対処 

⑧非難・救助・災害対策効果 

⑨自然環境保全・修復効果 

⑩景観改善効果 自然保全・文化の継承 

⑪地域文化保全・継承効果 

その他 ⑫その他 

 

 

   (2) 費用便益分析を用いた評価方法 

    補修更新の決定には様々な検討方法が考えられるが、費用便益分析を（B/C）を指

標とした場合の評価手順を以下に示す。 

    ①「補修更新を事業化する」or「補修更新を事業化しない」の決定 

 

 

 

 

 

 

 

ａ施設

補修更新を事業化する 

補修更新を事業化しない 
（これまでの補修更新手法を

継続する。） 

Ba/Ca＞1.0

Ba/Ca＜1.0
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Ⅱ．調査結果 
 1. 老朽化診断結果 
 1.1 調査対象施設 

調査対象施設は、漁港施設を対象とし、各施設の名称及び延長について、漁港台帳を

もとに整理した結果を表-2.1 西郷漁港施設一覧表及び図-2.1 西郷漁港施設配置図に示
す。 

   なお、図-2.1西郷漁港施設配置図において、海岸保全施設を青色、漁港施設を赤色で
示すものとする。 
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図-2.1 西郷漁港施設配置図 

10 

9 

7

49 

50 

6 

54 

8 

43 

47 

57 

58 

5

30

51

52

53

56

4

41

38

44 

42 

46 

2

31 

45 

39 

17

37 

15 

33 

48 

15 
54 

28

27

14

13 

12

19

35

32

34

40

11 



 

26 

1.2 老朽化診断結果 
   簡易調査及び補足調査を行った結果を表-2.2に示す。 
   表中の網掛けをしている施設が、変状のあった施設である。総合評価における老朽度

Aランクが 2施設、Cランクが 7施設、Dランクが 24施設であり、大多数が健全な施
設である。 

   老朽度 Aランクの沖防波堤は、簡易調査では Cランクであったが、補足調査におけ
る鉄筋の自然電位測定及び塩化物イオン濃度測定結果より、Aランクに変更となった施
設である。 

   これは、カーテンウォールが崩壊していることやマウンドが沈下していることから、

老朽化とともに波浪等の外力による劣化に起因するものと考えられる。 
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表-2.2 調査結果のまとめ 
簡易調査結果  補足調査結果      

施設名称 施設延長

(m) 簡易項目 
(変状の有無) 

重点項目 
(老朽度) 鋼材腐食量 上部工 

鉄筋腐食 上部工の強度 マウンド高 その他 
総合評価 

58 離岸堤 50.0 無 D － － － － － D 
30 荒尾船揚場 33.2 無 D － － － － － D 
 4 指向塩口護岸 205.0 無 D － － － － － D 
31 塩口埋立護岸 151.5 無 D － － － － － D 
45 取付護岸 21.0 無 D － － － － － D 
39 塩口岸壁 154.0 有 C 0.5mm 無 － 計画高さ － C 
17 西突堤 20.1 有 C － － － － － C 
37 塩口岸壁取付護岸 10.2 無 D － － － － － D 
15 指向岸壁(B) 136.8 無 D － － － － － D  
33 西郷 1号岸壁 185.0 有 A 元厚不明 有 － － － A 
15 指向岸壁(A) 128.0 有 C － － 低下 － － C 
48 -5.0M岸壁  66.0 有 C － － － － － C 
54 天神原突堤式岸壁 100.0 有 C － － － － － C 
13 八尾川右岸物揚場（その１） 192.0 無 D － － － － － D 
13 八尾川右岸物揚場（その２） 344.0 無 D － － － － － D 
11 八尾川右岸指向護岸 36.6 無 D － － － － － D 
12 八尾川左岸西町護岸 750.0 無 D － － － － － D 
19 八尾川左岸物揚場護岸  80.0 無 D － － － － － D 
35 西町物揚場  20.0 無 D － － － － － D 
40 八尾川左岸河口物揚場取付護岸   4.2 無 D － － － － － D 
34 八尾川左岸河口物揚場  40.0 無 D － － － － － D 
32 西町岸壁(-3.0)  40.1 有 C － － － － － C 
14 西町岸壁(-4.0) 134.1 無 D － － － － － D 
27 東防波堤  30.2 無 D － － － － － D 
28 中町護岸   5.9 無 D － － － － － D 

 2 沖防波堤 332.0 有 C 1.7mm 有 満足 
70～120cm沈

下 
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ崩壊 A 

46 高井船揚場  20.0 無 D － － － － － D 
44 -4.0M岸壁 299.5 有 C 0.4mm 無 － － － C 
42 -4.0M岸壁取付護岸  13.0 無 D － － － － － D 
38 高井道路護岸 344.9 無 D － － － － － D 
53 用地護岸  23.5 無 D － － － － － D 
51 -5.5M岸壁  70.0 無 D － － － － － D 
52 -5.0M岸壁  80.0 無 D － － － － － D 

 
漁 
 
 
港 

 
 
施 

 
 
設 

56 取付護岸  28.2 無 D － － － － － D 
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2. 補修更新計画 
   簡易調査及び補足調査結果を基に、それぞれの老朽化状況に応じた補修更新理計画の

検討を行うものとする。 
鋼構造物の腐食状況は標準的な鋼材の腐食速度よりも、1/10程度とかなり遅いことが
明らかとなっているものの、腐食は確実に進行するため、長期的に施設を維持するため

には、防食を行う必要があると考えられるが、緊急性は無いものと考えられる。 
また、コンクリート構造物については、鉄筋が腐食している施設については早急に対

策が必要な施設であり、現在、鉄筋が腐食していない施設については、今後の塩化物イ

オン量の浸透予測に基づき、それぞれ対策工法の選定を行うものとする。 
 

2.1 工法選定の基本方針 
 2.1.1 基本方針 

コンクリート構造物については、下記事項の基本的な方針に基づき各施設の老朽化状

況に応じて対策工法の選定を行うものとする。 
 
① 鉄筋の腐食膨張による浮き、剥離、剥落、鉄筋露出部は断面修復工法、または、

打替え工法にて対策を行う。 
② 鉄筋腐食が開始するコンクリートの含有塩分量、いわゆる発錆限界値＊は「平成

11 年版コンクリート標準示方書［施工編］」で示されている値「1.2kg/m3」を用

いるものとする。 
③ 塩化物イオン量測定結果とフィックの拡散則から、無処理で現在から 50年後の塩
分量を推定するとともに、表面被覆を施し塩分の浸透を遮蔽した場合の塩分量を

推定する。そしてその両塩分量により補修工法（表面塗装工法、電気防食工法等）

を選定する。 
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2.1.2 対策工法選定の流れ 
対策工法の選定は、老朽化状況、構造物の老朽化環境及びこれまでの過程を基に 
図-2.2の流れに従って行うことを基本とする。 
【ステップ１】 
  簡易調査結果より求めた『老朽度』を基に、対象ブロックについて部材毎に「老

朽度 A、B」と「老朽度 C」、「老朽度 D」に分類する。 
  「老朽度 D」と分類されたの施設は、検討終了とする。 
【ステップ２】 
《老朽度 Cと分類された施設に対して》 
  コンクリート中の含有塩化物イオン濃度調査に基づいて鉄筋位置での塩化物

イオン濃度の変化を推測し、発生限界値と比較検討して、部材毎に「補修不要」

「表面塗装工法適用可能」「表面塗装工法は不適」の分類を行う。 
【ステップ３】 
《老朽度 A、Bと分類された施設に対して》 
簡易調査結果より、施設毎に対策工法選定フロー図に従って「電気防食工法」、

「断面修復工法」または「打替え工法」を選定する。 
【ステップ４】 
《補修を行う施設に対して》 
各補修工法の施工性や経済性を考慮し、最適となる補修工法の組合せを検討す

る。 
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【ステップ1】

※1:老朽度Ｃの部材は補足調査結果 
    をもとに補修の要否を判断
※2:老朽度Ａ、Ｂの部材は要補修

拡散係数(DD)

【ステップ2】 【ステップ3】

補修しなくても 表面からの塩分 表面からの塩分

鉄筋位置の塩化 の供給を断つと の供給を断って

物イオン濃度が 鉄筋位置の塩化 も鉄筋位置の塩

発錆限界値を越 物イオン濃度が 化物イオン濃度

えない 発錆限界値を越 が発錆限界値を

えない 越える

梁部材 床版・複雑な形状の部材

（大気中）
断面修復

（塗装工法併用可能）

部分的断面修復

（永久型枠）
電気防食

打替え工法 

簡易調査

80％以下の浮き・剥離

部材の塩害損傷が顕著
漏水・遊離石灰
を伴うひび割れ

80％以上の浮き・剥離

ひび割れ長さの確認
浮き剥離の面積の割合

部材の老朽度がＡ、Ｂの場合(※2)部材の老朽度がＣの場合(※1)

表面工法併用
電気防食
（干満部）

断面修復

表面塩化物イオン量(CO)

フィックの拡散則

主に部分的な
塩害損傷

塩化物イオンの拡散予測

塩化物イオン量調査結果

フィックの拡散則

統計処理による
設計値の算定

部材のグループ毎の表面
塩化物イオン量(COP)
拡散係数(DD)

小さい(LWL以下)
海面からの距離が

表面塗装工補修の必要なし

海面からの距離が
大きい(HWL以上)

部材の老朽度がＤの場合

ＥＮＤ

劣化環境の分類

補修の組合わせの検討（LCCの検討）【ステップ4】

浮き・剥落の面積が小さい
縦ひび割れの長さが小さい

浮き・剥離の面積が大きい
縦ひび割れの長さが長い

 図-2.2 対策工法選定フロー図 
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2.2 老朽化予測 
    海洋環境下に建設されたコンクリート構造物は、海水やその飛沫によって、表面

から塩化物イオンが供給される。その様子は、概ね図-2.3のように示すことができ
る。コンクリート表面には、建設直後から塩化物が付着し始め、速やかに表面の塩

化物イオン量は増加し、長期的には環境から供給される塩化物イオン量と平衡状態

に達し、表面塩化物イオン量が増加するに従って、その一部はコンクリート中に浸

透していくこととなる。 
長期間経過したコンクリート構造物の塩化物イオン量は一般的には図中●印で

示す分布となり、これを曲線で近似した場合、後に式(1)で示すフィックの拡散方
程式によく一致するといわれている。フィックの拡散方程式は、建設後の経過年数

やコンクリート表面からの距離を変えることで、過去から将来にわたってコンクリ

ート中の塩化物イオン量を計算することができる。 
塩害では、鉄筋位置の塩化物イオン量が増加して限界値（発錆限界値

「1.2kg/m3」；平成 11年版コンクリート標準示方書［施工編］）を超えると、鉄筋
腐食が顕著になるといわれている。 

 
 
 

塩
化
物
イ
オ
ン
量

コンクリート表面からの深さ

鉄筋かぶり

鉄筋発錆限界値

塩化物の供給量（表面塩化物イオン量）
＝塩害環境に依存

浸透しやすさ（見かけの拡散係数）
＝コンクリートに依存

 
図-2.3 コンクリートへの塩化物イオンの浸透 

 

 

 



 

32 

2.2.1 老朽化予測方法 
一般に、海洋環境に置かれるコンクリートでは、表面からの塩化物イオンの供給

を受けて前述の図-2.3のようにコンクリート中に塩化物イオンが浸透する。通常、
この曲線は式(1)で表現される。この式は、フィックの拡散方程式と呼ばれている。
ここでは、塩化物イオン量調査の結果に対してフィックの拡散方程式を近似し、表

面塩化物イオン量Ｃ0と見かけの拡散係数Ｄを求め、表面塩化物イオン量によって

評価される腐食環境について検討した。 

  ( )C x t C erf x
Dt

, = − ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥0 1

2
  ････････････････ (1) 

ここで、 x  ：コンクリート表面からの深さ(cm) 
       t  ：建設時から調査実施時までの期間(sec) 

C：深さ x (cm)、時間 t (sec)での全塩化物イオン量 
(コンクリート質量％) 

 C0：表面塩化物イオン量(コンクリート質量％) 
D  ：塩化物イオンの見かけの拡散係数(cm2/sec) 
erf ：誤差関数 

 
また、劣化が顕在化していない（浮き・剥離、剥落の無い）部材の補修方法とし

て、比較的施工性が良く安価であるために、これまでは表面塗装による補修が数多

く実施されてきている。しかし、コンクリート中に既に多量の塩化物イオンが浸透

している場合には、表面塗装実施後に、コンクリート中の多量の塩化物イオンと

徐々に供給される酸素及び水によって再劣化を生じる例が多く、問題視されている。

ここでは、表面塗装工法の補修効果を推定するために、式(2)に示す一次元差分法
によって、表面塗装により補修を行った場合の塩化物イオン浸透予測を行った。 

 

( ) ( ) ( ) ( )
( )

( )C x t t D
C x t C x t C x t

x
t C x ti D

i i i
i,

, , ,
,+ = ×

− × +
× +− +∆

∆
∆1 1

2

2
 (2) 

ここで、 ( )C x ti , ：コンクリート表面からの深さ xi (cm)位置での表面処理後（時間
t (sec)）の塩化物イオン量(％) 

（ただし、 t = 0は表面処理実施時） 
 ∆x：差分計算上のコンクリート表面からの深さ方向の分割幅(cm) 
 DD：塩化物イオンの見かけの拡散係数(cm2/sec) 
 

出典；土木施設維持管理マニュアル，財団法人 東京港埠頭公社，平成16年6月 
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2.2.2 老朽化予測結果 
前項に示したフィックの拡散方程式による現状の評価及び表面塗装を行った場

合の塩化物イオン拡散予測の結果より、鉄筋位置の塩化物イオン量の変化をもとに

して表-2.3のような評価を行うものとする。 
 

表-2.3 塩化物イオン浸透予測の結果とその評価 
 結  果 評  価 備  考 

(A) 
補修をしなくても、鉄筋位置での塩化

物イオン量が発錆限界値に達しない 
対策の必要なし 

図-2.4参照 

(B) 
表面からの塩化物イオンの供給を断つ

と、鉄筋位置での塩化物イオン量が発

錆限界値に達しない 

表面塗装工法の適用が可能 
図-2.5参照 

(C) 
表面からの塩化物イオンの供給を断っ

ても、鉄筋位置での塩化物イオン量が

発錆限界値に達する 

表面塗装工法以外の対策を

適用する必要あり（表面塗装

工法の効果なし） 
図-2.6参照 

表面からの深さ（ｃｍ）

塩
化
物
イ
オ
ン
量
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重
量
%
)

鉄筋位置

発錆限界値

現状

補修無し

 

図-2.4 塩化物イオン浸透予測の結果（Aの場合） 
 

表面からの深さ（ｃｍ）
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イ
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) 鉄筋位置
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表面処理

 
図-2.5 塩化物イオン浸透予測の結果（Bの場合） 
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表面からの深さ（ｃｍ）
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図-2.6 塩化物イオン浸透予測の結果（Cの場合） 
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フィックの拡散方程式による現在(平成18年)から50年後の塩化物イオン量の予
測及び評価結果を表-2.4及び表-2.5に、各施設の塩分浸透予測結果を図-2.7(1)～図
-2.10(2)に示す。 
なお、50 年後の塩化物イオン量の予測は、補修等を行わない場合を補修なし、
表面塗装を行った場合を表面塗装ありとして記載するものである。 

    
表-2.4 塩化物イオン量の予測結果（50年後） 

塩化物イオン量(kg/m3) 
施設名称 部 位 

鉄筋かぶり 
(mm) 補修なし 表面塗装あり 

1.26 1.16 
39 塩口岸壁 上部工 100 

1.44 1.13 
3.54 2.06 

33 西郷 1号岸壁 上部工 100 
2.46 1.62 
3.49 2.03 

 2 沖防波堤 上部工 100 
3.53 2.06 
0.33 － 

44 -4.0M岸壁 上部工 100 
0.01 － 

 
表-2.5 塩化物イオン量評価結果 

施設名称 塩化物イオン濃度予測結果 評  価 

39 塩口岸壁 

補修をしないと鉄筋位置での

塩化物イオン量が発錆限界値

に達するが、表面からの塩化

物イオンの供給を断つと、鉄

筋位置での塩化物イオン量が

発錆限界値に達しない。 

表面塗装工法の適用が可能。

現在から19年後までに表面塗

装工法を行うと、50 年後の塩

化物イオン量が発錆限界値に

達しない。 

33 西郷 1号岸壁 

表面からの塩化物イオンの供

給を断っても、鉄筋位置での

塩化物イオン量が発錆限界値

に達する。 

表面塗装工法以外の対策を適

用する必要あり（表面塗装工

法の効果なし）。 

 2 沖防波堤 

表面からの塩化物イオンの供

給を断っても、鉄筋位置での

塩化物イオン量が発錆限界値

に達する。 

表面塗装工法以外の対策を適

用する必要あり（表面塗装工

法の効果なし）。 

44 -4.0M岸壁 
補修をしなくても、鉄筋位置

での塩化物イオン量が発錆限

界値に達しない。 

対策の必要なし。 
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(1) 塩口岸壁 

名称 39-1
手法 手法１ 鉄筋種類 1

鉄筋かぶり 10 (cm)
建設後年数 21 年
腐食発生限界濃度 1.2

計測値 近似値 計測値(削除)
2.22278018

2.12 2.03557277
1.65 1.66940929
1.18 1.3269247
0.94 1.02055132
0.94 0.75842843

0.6451993

Co 2.231 (kg/m3)
D 6.751E-08 (cm2/sec）

Fickの拡散方程式の近似結果

塩分浸透予測

塩化物経時変化
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)

現状         建設後21年

補修なし     建設後71年

表面処理実施 建設後71年(処理は建設後55年)

腐食発生限界濃度
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図-2.7(1) 塩口岸壁 
 

現状 
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名称 39-2
手法 手法１ 鉄筋種類 1

鉄筋かぶり 10 (cm)
建設後年数 21 年
腐食発生限界濃度 1.2

計測値 近似値 計測値(削除)
3.00830065

3.06 2.68694905
1.18 2.06687735
2.12 1.51002991
0.94 1.04455824
0.71 0.682388

0.53946429

Co 3.013 (kg/m3)
D 4.187E-08 (cm2/sec）

Fickの拡散方程式の近似結果

塩分浸透予測

塩化物経時変化
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ﾝ
量
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g/
m
3
)

現状         建設後21年

補修なし     建設後71年

表面処理実施 建設後71年(処理は建設後40年)

腐食発生限界濃度

鉄筋かぶり位置
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図-2.7(2) 塩口岸壁 
 
 

現状 
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(2) 西郷 1号岸壁 
名称 33-1
手法 手法１ 鉄筋種類 1

鉄筋かぶり 10 (cm)
建設後年数 30 年
腐食発生限界濃度 1.2

計測値 近似値 計測値(削除)
5.65616935

5.64 5.29680706
4.47 4.58713941
3.29 3.90396351
3.29 3.2627612
3.06 2.67602535

2.40599231

Co 5.658 (kg/m3)
D 8.317E-08 (cm2/sec）

Fickの拡散方程式の近似結果

塩分浸透予測

塩化物経時変化
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)

現状         建設後30年

補修なし     建設後80年

表面処理実施 建設後80年(処理は建設後31年)

腐食発生限界濃度

鉄筋かぶり位置
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図-2.8(1) 西郷 1号岸壁 

 

現状 
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名称 33-2
手法 手法１ 鉄筋種類 1

鉄筋かぶり 10 (cm)
建設後年数 30 年
腐食発生限界濃度 1.2

計測値 近似値 計測値(削除)
5.19771129

4.7 4.71309683
3.76 3.769979
3.06 2.90104921
1.88 2.14302598
1.65 1.51690338

1.25531423

Co 5.198 (kg/m3)
D 3.853E-08 (cm2/sec）

Fickの拡散方程式の近似結果

塩分浸透予測

塩化物経時変化
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現状         建設後30年
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図-2.8(2) 西郷 1号岸壁 

 

現状 
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(3) 沖防波堤 D 
名称 2-1
手法 手法１ 鉄筋種類 1

鉄筋かぶり 10 (cm)
建設後年数 29 年
腐食発生限界濃度 1.2

計測値 近似値 計測値(削除)
5.68605867

5.64 5.30977956
4 4.56750394

3.76 3.85524079
3.76 3.19032608
2.35 2.58645867

2.31050083

Co 5.681 (kg/m3)
D 7.93E-08 (cm2/sec）

Fickの拡散方程式の近似結果

塩分浸透予測

塩化物経時変化
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図-2.9(1) 沖防波堤 
 

現状 



 

41 

 
 
名称 2-2
手法 手法１ 鉄筋種類 1

鉄筋かぶり 10 (cm)
建設後年数 29 年
腐食発生限界濃度 1.2

計測値 近似値 計測値(削除)
5.77155781

5.64 5.386348
4.47 4.62663493
3.53 3.89815704
3.29 3.21891012
2.82 2.60304801

2.32204682

Co 5.773 (kg/m3)
D 7.795E-08 (cm2/sec）

Fickの拡散方程式の近似結果

塩分浸透予測

塩化物経時変化
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図-2.9(2) 沖防波堤 

現状 



 

42 

(4) -4.0M岸壁 
名称 44-1
手法 手法１ 鉄筋種類 1

鉄筋かぶり 10 (cm)
建設後年数 20 年
腐食発生限界濃度 1.2

計測値 近似値 計測値(削除)
1.70237148

1.41 1.37402698
0.71 0.78976243

0.37827814 0
0.24 0.14888841

0.04767362 0
0.02490897

Co 1.702 (kg/m3)
D 1.33E-08 (cm2/sec）

Fickの拡散方程式の近似結果

塩分浸透予測

塩化物経時変化
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図-2.10(1) -4.0M岸壁 

 
 

現状 
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名称 44-2
手法 手法１ 鉄筋種類 1

鉄筋かぶり 10 (cm)
建設後年数 20 年
腐食発生限界濃度 1.2

計測値 近似値 計測値(削除)
2.93495686

1.65 1.64990359
0.24 0.24080654

0.01101485 0
0.24 0.00014558
0.47 5.3434E-07

1.9883E-08

Co 2.944 (kg/m3)
D 2.36E-09 (cm2/sec）

Fickの拡散方程式の近似結果

塩分浸透予測
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図-2.10(2) -4.0M岸壁 

現状 
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2.3 対策工法の検討 
2.3.1 鋼構造物 
鋼材の肉厚測定結果より、鋼構造物の腐食状況は、標準的な鋼材の腐食速度よりも遅

く、最大腐食量も 0.8mmと鋼材の肉厚は十分であると考えられる。しかし、腐食は確
実に進行するため、長期的に施設を維持するためには、防食を行う必要がある。 
ここに、西郷漁港においては、鋼構造物の対策工の緊急性はないが、表-2.6に既設鋼
管杭防食工法比較表の例を示す。 
ここに、最適な工法は、構造物、施工条件等によって工事費、施工性等が異なる結果

となるため、個別に検討を行う必要がある。 
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表-2.6 既設鋼管杭防食工法比較表（例）                                                                                       

塗 覆 装 工 法 
項    目 

①無機ライニング工法 ②有機ライニング工法 ③ペトロラタムライニング工法 
 
 
 
 

工法概略断面 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

施工法の概要 

① 鋼材表面の海洋付着物を除去して鋼製型 

 枠を設置する。 

② 下部注入口からモルタルを打設して鋼材表面を被

覆する。 

③モルタルが硬化後、型枠を撤去して上下端部をシー

ルする。 

① 鋼材表面の海洋付着物を除去して FRP または

GRC型枠を設置する。 

② 下部注入口からモルタルを打設して鋼材表面を

モルタルで被覆する。 

③モルタルが硬化後、上下端部をシールする。 

①鋼材表面をサンドブラストで下地処理し、鋼 

 材に水中硬貨型エポキシ樹脂（パテ状）をウ 

 エットハンド法で塗布する。 

①手工具や動力工具で下地処理した鋼材にペトロ

ラタムペーストを塗布、その上にペトロラタム

テープを被覆し FRP カバー＋発泡ポリエチレ

ンシートをボルト・ナットにて取付ける。 

工法の長所 

① 比較的簡易な下地処理ですむ。 

② 新設･既設両方の鋼造物に適用できる。 

③ スタッドや鉄筋を併用することにより補 

 強効果が増加する。 

③ 耐火構造とすることが可能である。 

①比較的簡易な下地処理ですむ。 

②新設･既設両方の鋼造物に適用できる。 

③スタッドや鉄筋を併用することにより補 

 強効果が増加する。 

④FRP型枠は着色できるので美観効果がある。 

① 複雑な形状や部材接合に適する。 

② 孔食部にも重点塗布できる。 

③軽量であるため、構造物に重量負担とならない。 

①簡易な下地処理でよい。（3種ケレン） 

②既設構造物の塗覆装工法として最も実績があ

る。 

③ 施工に特殊な機械を必要としない。 

④ 品質管理に特殊な技術が必要でなく、容易に行

える。 

⑤防食効果は非破壊法で確認できる。 

工法の短所 

① 防食対象物の重量負担が大きい。 

② モルタル打設時の内部状況が確認できない。 

③ モルタル打設時の汚濁ﾎ防止対策が必要である。 

④ 防食効果の確認は破壊法による。 

⑤上下端部は十分なシール対策が必要である。 

①防食対象物の重量負担が大きい。 

②モルタル打設時の内部状況が確認できない。 

③モルタル打設時の汚濁防止対策が必要である。 

④防食効果の確認は破壊法による。 

⑤上下端部は十分なシール対策が必要である。 

① 高級な下地処理が必要である。（１級ブラスト） 

② 技量差が品質に影響する。美観上問題がある。 

③ 定温時（10℃以下）では施工が困難になる。 

④長期実績が少ない。 

①山形鋼や溝型鋼等の部材接合部に対しては、コ

ストがやや割高になる。 

 

期待耐用 10～15年 15～20年 8～10年 15～20年 

防食補修性 
①鋼製型枠を設置してモルタル打設をして型枠を撤

去する。 

①再度、FRP 等型枠を設置してモルタル打設を実施

する。 

①部分補修が可能である。 ①外観目視により防食層か保護層かを確認して取

替補修する。 

直接工事費 

   材料費：３０，０００円／㎡ 

   施工費：２６，０００円／㎡ 

 
       ５６，０００円／㎡ 

   材料費：４７，０００円／㎡ 

   施工費：２３，０００円／㎡ 

 
       ７０，０００円／㎡ 

   材料費：２５，０００円／㎡ 

   施工費：４２，０００円／㎡ 

 
       ６７，０００円／㎡ 

   材料費：３２，０００円／㎡ 

   施工費：２３，０００円／㎡ 

 
       ５５，０００円／㎡ 

参考文献：港湾鋼構造物防食・補修マニュアル
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2.3.2 コンクリート構造物 
一般に検討される対策工法は、断面修復工法、表面被覆工法、永久型枠工法、電気

防食工法、ひび割れ注入工法、打替え工法の各工法である。表-2.7に各補修工法の特
徴、表-2.8に各施設の補修の目安を示す。 

 
表-2.7 既設コンクリート構造物補修工法の特徴 

工法概要 性  能 備  考 

断面修復 

工法 

塩害により剥離、剥落した表層

コンクリートをはつり落とす。

その後、無収縮モルタルで断面

修復を行う。 

補修厚さは、10～15cm程度。 

構造断面の確保と

所定のかぶりを確

保することによ

り、鉄筋を保護す

る。 

はつりは、鉄筋の裏側まではつること

を原則とする。これは既設コンクリー

トとの付着一体化を確実にするため

である。さらに、鉄筋の裏側の塩分量

が多い場合には、裏側鉄筋部分をはつ

らなければならない。 

何らかの理由で鉄筋の裏側まで補つ

ることができない場合は、コンクリー

トアンカーを設けるものとする。 

表面塗装 

工法 

コンクリート表面の付着物や汚

れを落とし、エポキシ樹脂やア

クリル樹脂等の塗料を塗り重ね

る。膜厚は約 1mm程度。 

鉄筋を腐食させる

塩分、水分、酸素

等の腐食因子の浸

透を抑制し、鉄筋

を保護する。 

本校法の性能寿命は、15 年とされて

いる。 

永久型枠 

工法 

塩害により剥離、剥落した表層

コンクリートをはつり落とす。

その後、プラスチック製の永久

型枠を組み立て、型枠内に無収

縮モルタルを注入し、断面修復

を行う。 

断面修復工法と表

面塗装工法の性能

を併せ持つ工法で

ある。 

無収縮モルタルの注入は、既設コンク

リートとの境界に空隙が残らないよ

うに配慮する。 

電気防食 

工法 

コンクリート表面にチタン陽極

を埋め込み、鉄筋を陰極とする。

鉄筋に電流を流す

ことにより、腐食

活動を停止させ

る。 

電気防食対象面にある浮き、剥離、ひ

び割れはあらかじめ補修しておく。 

高濃度の塩分が内存していても防食

が可能。 

ひび割れ 

注入工法 

ひび割れ（幅 0.3mm以上）にエ

ポキシ樹脂等を注入する。 

ひび割れの開口部

から鉄筋を腐食さ

せる酸素等の腐食

因子の浸入を防止

する。 

ひび割れは、やがて剥離、剥落に進展

するので、ひび割れ幅が大きい（約

1.0mm 以上）部分は断面修復工法に

変更する場合がある。 

打替え 

工法 

床版等を解体し、支保工、型枠

を組み立て後、鉄筋を組み立て、

コンクリートを打設する。 

耐久性が損なわれ

たコンクリートが

一新される。 

構造物の使用を制約するため、採用に

当たり十分な検討が必要である。 
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表-2.8 補修の目安 

施設名称 評  価 

39 塩口岸壁 

コンクリート中の塩化物イオン濃度が低く、表面塗装工法の適

用が可能。 
現在から 19年後に表面塗装工法を行う必要があるが、対策工
実施前に対策工の必要性を確認（塩化物イオン量調査）するこ

とが望ましい。 

33 西郷 1号岸壁 

表面塗装工法の効果がないため、表面塗装工法以外の対策を適

用する必要あり。 
対策工法は、コンクリート中の塩化物イオン濃度が高く、鉄筋

が腐食している可能性が非常に高いことから、打替え工法によ

る対策とする。 
なお、対策は早急に行うことが望ましい。 

 2 沖防波堤 

表面塗装工法の効果がないため、表面塗装工法以外の対策を適

用する必要あり。 
対策工法は、コンクリート中の塩化物イオン濃度が高く、鉄筋

が腐食している可能性が高いことから、打替え工法による対策

とする。 
なお、対策は早急に行うことが望ましい。 

44 -4.0M岸壁 
コンクリート中の塩化物イオン濃度が非常に低いことから、対

策の必要なし。 
 
 
2.3.3 その他 

沖防波堤 Dのカーテンウォールは大部分が崩壊していた。これは波浪によるもの
と思われるが、防波堤としての機能が損なわれており、早急な補修が必要である。 
なお、補修にあたっては、全面的に更新する案と、防波堤の鋼管杭の腐食量が標

準的な腐食速度よりも遅いことから、既存の鋼管杭を有効利用し、上部工の打替え

及びカーテンウォールの補修を行う案が考えられる。 
ただし、カーテンウォールが崩壊していることから、設計波浪の見直しを行うと

共に、鋼管杭の耐力照査を行った上で対策工法の選定を行うことが望ましい。 
なお、既設構造物を有効利用する場合は、上部工及び本体工（鋼管杭）の健全度

を再度調査し、利用の可能性を判断するために以下に示す調査を行うものとする。 
①上部工の鉄筋腐食状況調査（はつり調査） 
②鋼管杭の補足調査 
孔食調査 
カーテンウォール取付部の健全度調査 
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 2.4 補修更新計画 

 2.4.1 各施設の補修の目安 

    西郷漁港における老朽化調査及び老朽化予測の結果をもとに、施設の補修の目安を整

理すると以下の通りとなる。 

   なお、対象施設は、簡易調査において変状の認められた老朽度ランク A、Cの施設と

する。 

その施設を表-2.9の網掛けを行った施設及び図-2.11維持管理施設図に示す。 

 

 

  



 

49 

表-2.9 調査結果及び補修の目安 
 施設 

番号 
施設名称 施設延長

(m) 
総合評価 補修の目安 

58 離岸堤 50.0 D － 
30 荒尾船揚場 33.2 D － 
 4 指向塩口護岸 205.0 D － 
31 塩口埋立護岸 151.5 D － 
45 取付護岸 21.0 D － 

39 塩口岸壁 154.0 C 
現在から 19年後に上部工補修 
（表面塗装工） 

17 西突堤 20.1 C 上部工補修必要なし 
37 塩口岸壁取付護岸 10.2 D － 
15 指向岸壁(B) 136.8 D － 

33 西郷 1号岸壁 185.0 A 
早急に（5年以内）に上部工 
補修（打替え工法） 

15 指向岸壁(A) 128.0 C 上部工補修必要なし 
48 -5.0M岸壁  66.0 C 上部工補修必要なし 
54 天神原突堤式岸壁 100.0 C 上部工補修必要なし 
13 八尾川右岸物揚場（その１） 192.0 D － 
13 八尾川右岸物揚場（その２） 344.0 D － 
11 八尾川右岸指向護岸 36.6 D － 
12 八尾川左岸西町護岸 750.0 D － 
19 八尾川左岸物揚場護岸  80.0 D － 
35 西町物揚場  20.0 D － 
40 八尾川左岸河口物揚場取付護岸   4.2 D － 
34 八尾川左岸河口物揚場  40.0 D － 
32 西町岸壁(-3.0)  40.1 C 上部工補修必要なし 
14 西町岸壁(-4.0) 134.1 D － 
27 東防波堤  30.2 D － 
28 中町護岸   5.9 D － 

 2 沖防波堤 332.0 A 
早急に（5年以内）に上部工 
補修（打替え工法）、 
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ補修 

46 高井船揚場  20.0 D － 
44 -4.0M岸壁 299.5 C 上部工補修必要なし 
42 -4.0M岸壁取付護岸  13.0 D － 
38 高井道路護岸 344.9 D － 
53 用地護岸  23.5 D － 
51 -5.5M岸壁  70.0 D － 
52 -5.0M岸壁  80.0 D － 

 
漁 
 
 
港 

 
 
施 

 
 
設 

56 取付護岸  28.2 D － 
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図-2.11 補修の目安 

 

 

 

 

15 指向岸壁(A) 

・上部工補修なし 

39 塩口岸壁 

・上部工補修 

（表面塗装工） 

33 西郷 1号岸壁 

・上部工補修（打替え工法） 

48 -5.0M岸壁 

・上部工補修なし

32 西町岸壁 

・上部工補修なし

54 天神原突堤式岸壁 

・上部工補修なし 

44 -4.0M岸壁 

・上部工補修なし 

2 沖防波堤 

・上部工補修（打替え工法）

・杭防食工 

・カーテンウォール補修

17 西突堤 

・上部工補修なし 
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2.4.2 LCCの算定による比較 

  LCCの算定による比較は、表-2.10に示す補足調査を行った施設を対象とする。 

   ただし、-4.0M 岸壁は、コンクリート中の塩化物イオン濃度が非常に低いことから、

対策の必要がないため、LCC算定対象外とする。 

 

表-2.10 LCC算定対象施設 

施  設 構造形式 総合評価 備  考 

39 塩口岸壁 桟橋式岸壁 C  

33 西郷 1号岸壁 桟橋式岸壁 A  

 2 沖防波堤 重力式防波堤 A 
詳細調査結果より

Cから Aに変更 

44 -4.0M 岸壁 重力式岸壁 C LCC算定対象外 

 

 

LCC算定の前提条件を示す。 

①表面塗装工 性能寿命；15年   

初期投資：14,000円/m2+足場 8000円/m2 

（下地処理 2,000円/m2、材料費 7,000円/m2、施工費 5,000円/m2） 

メンテナンス費用：15年後 19,500円/m2＋足場 8000円/m2 

（前処理費 5,500円/m2、表面塗装費 14,000円/m2） 

 

②電気防食工 性能寿命；20年  

初期投資：100,000円/m2+足場 8000円/m2 

（材料費 70,000円/m2、施工費 30,000円/m2） 

メンテナンス費用： 20年後  

18,000円/m2+足場 8,000円/m2 

（電源装置の取り替えのみ 18,000円/m2） 
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③断面修復工 性能寿命；考慮せず 

初期投資：91,000円/m2＋足場 8000円/m2 

（下地処理 4,000円/m2、材料費 45,000円/m2、施工費 42,000円/m2） 

メンテナンス費用：30年後 

  表面塗装工 14,000円/m2＋足場 8000円/m2 

 

④打替え工  性能寿命；考慮せず 

初期投資：370,000円/m2＋足場 8000円/m2 

（撤去 148,000円/m2、材料費 15,000円/m2、施工費 207,000円/m2） 

メンテナンス費用：30年後 

  表面塗装工 14,000円/m2＋足場 8000円/m2  

 

 

検討期間を平成 18年より 50年として比較を行なう。  
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①塩口岸壁 

      シナリオ１・・・15年後に表面塗装を行い、15年毎に再塗装を行う。 

      シナリオ２・・・15年後に電気防食を行い、電気防食が限界となった時点 

（20年後）に電気防食を行う。 

     シナリオ３・・・20年後に打替えを行う。 

図-2.12に塩口岸壁の LCCの算定図を示す。 

 

塩口岸壁 　ＬＣＣ
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図-2.12 塩口岸壁ＬＣＣの算定図 

 

上図のように、平成 18年から 50年間を対象期間とした場合、シナリオ 1が最小コス

トとなる。 
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②西郷 1号岸壁 

      補足調査結果より、塩害による老朽化の進行が顕著であり、鉄筋の腐食による

耐力不足が考えられることから、上部工の表面塗装工や電気防食工及び断面修復

では、機能を維持できないため、対策工法は打ち替え工法とする。 

シナリオ１・・・5年後に打替えを行い、その 30年後に表面塗装を行う。 

      

図-2.13に西郷 1号岸壁の LCCの算定図を示す。 
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図-2.13 西郷 1号岸壁ＬＣＣの算定図 
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③沖防波堤 

      補足調査結果より、塩害による老朽化の進行が顕著であり、鉄筋の腐食による

耐力不足が考えられることから、上部工の表面塗装工や電気防食工及び断面修復

では、機能を維持できないため、対策工法は打ち替え工法とする。 

シナリオ１・・・5年後に打替えを行い、その 30年後に表面塗装を行う。 

      

図-2.14に沖防波堤 Dの LCCの算定図を示す。 
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図-2.14 沖防波堤ＬＣＣの算定図 
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  LCC算定結果として、検討した最適シナリオを表-2.11に示す。 

   

表-2.11 最適シナリオ 

対象施設 最適シナリオ 

39 塩口岸壁 15年後に表面塗装を行い、15年毎に再塗装を行う。LCC；1.3億円 

33 西郷 1号岸壁 5年後に打替えを行い、その 30年後に表面塗装を行う。LCC；11.6億円

 2 沖防波堤 5年後に打替えを行い、その 30年後に表面塗装を行う。LCC；5.3億円

44 -4.0m岸壁 補修なし 
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2.4.3 費用対効果分析 

    補修更新の決定には様々な検討方法が考えられるが、費用便益分析を（B/C）を指

標とした場合の評価手順を以下に示す。 

    「補修更新を事業化する」or「補修更新を事業化しない」の決定 

 

 

 

 

 

 

 

   ここでは、沖防波堤 Dを例として費用対効果分析を行い、その結果を以下に示す。 

   表-2.12 費用対効果分析総括表より、費用便益比率（Ba/Ca）が 2.2 と 1.0 以上であ

ることから、補修更新を事業化する結果となる。 

ａ施設 

補修更新を事業化する 

補修更新を事業化しない 
（これまでの補修更新手法を

継続する。） 

Ba/Ca＞1.0

Ba/Ca＜1.0
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表-2.12 費用対効果分析総括表  （金額単位：千円） 

施 設 名 整備規模 事業費 備  考 

1. 漁港整備事業 

沖防波堤 D 

 

L=71.5m 

 

530,000 

 

2.漁場事業    

3.関連事業    

4.維持管理費  50,000 年間 1,000千円(50年) 

(A) 

分析の対象 

施設の内容 

 

投資期間 

H20～21 

  事業費合計 580,000  

評 価 項 目  

①水産物生産コストの削減効果 4,468 

②漁獲可能資源の維持・培養効果  

水産物の生産性向上 

③漁獲物付加価値化の効果  

漁業就業環境の向上 ④漁業就労者の労働環境改善効果 52,609 

生活環境の向上 ⑤生活環境の改善効果  

地域産業の活性化 ⑥漁業外産業への効果  

⑦生命・財産保全・防御効果  非常時・緊急時の対処 

⑧避難・救助・災害対策効果  

⑨自然環境保全・修復効果  

⑩景観改善効果  

自然保全・文化の継承 

⑪地域文化保全・継承効果  

その他 ⑫その他  

(B) 

便益の評価 

項   目 

及 び 

年間便益額 

 

 

測定期間 

効果の発現 

以降 50年 

標準年間便益額*3の合計 57,077 

総費用額*1(C) 512,591千円 割引率を 4.0％として事業費を現在価値化したものの合計である。

総便益額*2(B) 1,118,538千円 割引率を 4.0％として便益額を現在価値化したものの合計である。

費用便益比率 (B／C) =    1,118,538／512,591     =  2.2 

参  考 純現在価値(B-C)  605,947千円 

注）*1の金額は、(A)を基にした。なお、具体的な計算は「総費用額算定表」による。 

*2の金額は、(B)を基にした。なお、具体的な計算は「総便益額算定表」による。 

*3の金額は、表中「分析の対象施設の内容」に示す施設の整備により、定量的に便益額が算出できる

項目の年間便益額（標準年間便益額）の合計金額を表す。 
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2.4.4 補修更新計画のまとめ 

   LCC の算定結果を基に、補修更新計画を整理すると表-2.16(1)、(2)に示す通りとな

る。表中の網掛けを行った施設が対策を行う施設である。 

   なお、その他の施設については、老朽化ランク Cまたは Dの施設であることから、

3年ごとに簡易調査を行うことを提案するものである。 

 

表-2.16(1) 補修更新計画のまとめ 

 施設 

番号 
施設名称 総合評価 補修更新計画 

58 離岸堤 D 3年ごとに簡易調査を行う。 

30 荒尾船揚場 D 3年ごとに簡易調査を行う。 

 4 指向塩口護岸 D 3年ごとに簡易調査を行う。 

31 塩口埋立護岸 D 3年ごとに簡易調査を行う。 

45 取付護岸 D 3年ごとに簡易調査を行う。 

39 塩口岸壁 C 

15年後に表面塗装 

30年後に再塗装 

45年後に再塗装 

補修後１年後、その後 3 年ごと

に簡易調査を行う。 

17 西突堤 C 3年ごとに簡易調査を行う。 

37 塩口岸壁取付護岸 C 塩口岸壁と同じ。 

15 指向岸壁(B) C 3年ごとに簡易調査を行う。 

33 西郷 1号岸壁 A 

5年後に打替え 

35年後に表面塗装 

補修後１年後、その後 3 年ごと

に簡易調査を行う。 

15 指向岸壁(A) C 3年ごとに簡易調査を行う。 

48 -5.0M岸壁 C 3年ごとに簡易調査を行う。 

 

漁 

 

 

港 

 

 

施 

 

 

設 

54 天神原突堤式岸壁 C 3年ごとに簡易調査を行う。 
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表-2.16(2) 補修更新計画のまとめ 

 施設 

番号 
施設名称 総合評価 補修更新計画 

13 八尾川右岸物揚場（その１） D 3年ごとに簡易調査を行う。 

13 八尾川右岸物揚場（その２） D 3年ごとに簡易調査を行う。 

11 八尾川右岸指向護岸 D 3年ごとに簡易調査を行う。 

12 八尾川左岸西町護岸 D 3年ごとに簡易調査を行う。 

19 八尾川左岸物揚場護岸 D 3年ごとに簡易調査を行う。 

35 西町物揚場 D 3年ごとに簡易調査を行う。 

40 八尾川左岸河口物揚場取付護岸 D 3年ごとに簡易調査を行う。 

34 八尾川左岸河口物揚場 D 3年ごとに簡易調査を行う。 

32 西町岸壁(-3.0) C 3年ごとに簡易調査を行う。 

14 西町岸壁(-4.0) D 3年ごとに簡易調査を行う。 

27 東防波堤 D 3年ごとに簡易調査を行う。 

28 中町護岸 D 3年ごとに簡易調査を行う。 

 2 沖防波堤 A 

5年後に打替え 

35年後に表面塗装 

補修後１年後、その後 3 年ごと

に簡易調査を行う。 

46 高井船揚場 D 3年ごとに簡易調査を行う。 

44 -4.0M岸壁 C 3年ごとに簡易調査を行う。 

42 -4.0M岸壁取付護岸 D 3年ごとに簡易調査を行う。 

38 高井道路護岸 D 3年ごとに簡易調査を行う。 

53 用地護岸 D 3年ごとに簡易調査を行う。 

51 -5.5M岸壁 D 3年ごとに簡易調査を行う。 

52 -5.0M岸壁 D 3年ごとに簡易調査を行う。 

 

漁 

 

 

港 

 

 

施 

 

 

設 

56 取付護岸 D 3年ごとに簡易調査を行う。 
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1. 総論   
1.1 はじめに 
これまでの水産関係公共施設の整備の進捗によって、公共施設のストック量は年々蓄積の

一途をたどっている。これに伴い、改良すべき施設量や耐用年数の経過により更新すべき施

設量が増加しており、予算に占める改良・更新のための費用の増大が予想されている。安全

で安心な水産物供給体制づくりを強力に推進していくためには、水産関係公共施設の機能強

化が不可欠ではあるが、厳しい国と地方の財政状況の中で、従来に比べ、より効果的で効率

的な施設改良・更新によるストックの有効活用が強く求められている。 
こうした中、その対応策として、適正なる老朽化診断手法の開発や施設の長寿命化技術に

基づく適切な改良・更新によるライフサイクルコスト（以下、LCCと言う。）の縮減などア
セットマネジメントの概念を導入した検討が強く求められているところである。 
本マニュアルは、水産関係公共施設の代表施設（漁港施設）について施設の老朽化診断手

法を提案することで、より効果的で効率的な老朽化施設の補修更新を行うための標準を提供

するために取りまとめたものである。 
老朽化施設の維持更新工事に至るフロー図を図-1.1に示す。その概要は、施設の簡易調査に

より老朽度評価を行い、その結果をもとに補修更新計画を策定し、老朽化対策工事が必要な

場合には、詳細設計を行い、補修更新工事に至るものである。 
但し、簡易調査による一次評価のみでは、老朽度評価に不足する場合には、詳細調査の一

部を先行して実施し、二次評価を補修更新計画策定前に行う必要がある。 
本マニュアルは、補修更新工事に至る流れの内、老朽化診断（簡易調査、老朽度評価）の

部分を対象とするものである。 
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図-1.1 維持更新工事に至る流れ 

簡易調査 
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老朽化診断 

計画承認 

標準的な対策工法
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選定 

補修更新工事 

LCC最小化 

老朽化進行予測 

目標設定 

本マニュアルの範囲 
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1.2 適用範囲 
本マニュアルは、漁港施設のコンクリート構造物及び鋼構造物を対象とし、各構造物に関す

る老朽化診断手法の標準を示すものである。 
 
 
 1.3 用語の定義 
  本マニュアルで用いる用語を以下のように定義する。 
 

老朽化   ：経年的に構造物、部材、材料の機能・性能が低下していくこと。 
老朽度   ：構造物、部材、材料の機能・性能の低下程度。 
老朽化診断 ：簡易調査による老朽度の判定を行い、必要に応じて詳細調査を行う一連の

行為を示す。 
簡易調査  ：主に目視により構造物の老朽化の規模を把握する行為。 
詳細調査  ：目視に加えて各種機器を用い、構造物の老朽化の状況を把握する行為。 
老朽化予測 ：詳細調査をもとに、将来の老朽度の予測を行う行為。 
ライフサイクルコスト(LCC) 

：施設の供用期間に生ずる全ての費用とする。但し、既設構造物の補修更新

を取り扱う場合には、点検、補修、補強、更新に要する費用を考慮するこ

ととする。 
管理目標   ：漁港施設ごとの補修更新すべき性能と補修更新レベル。 
補修更新  ：構造物に備わった初期の性能及び機能をある水準以上で保持していくため

の保守・点検行為。通常の一般的な維持更新である。 
補修    ：老朽化した部材あるいは構造物の老朽化進行を抑制し、機能の回復・向上

を目的とする行為。 
補強    ：部材あるいは構造物の機能を建設当時の水準まで回復またはその水準以上

に向上させることを目的とする行為。 
改良    ：施設の機能、性能を増加させる行為。 
更新    ：施設を全面的に作り替える行為。 
コンクリート構造物 

：構造材料として主にコンクリートを用いた構造物の総称。鉄筋コンクリー

ト構造物及びプレストレスコンクリート構造物を含む。 
鋼構造物  ：構造材料として主に鋼材を用いた構造物の総称。鋼管杭、鋼矢板など。 
供用期間  ：構造物を供用する期間。 
耐用期間  ：構造物がその目的とする機能を十分果たさなければならないと規定した

期間。 
構造物の機能：目的または要求に応じて構造物が果たす役割。 
構造物の性能：目的または要求に応じて構造物が発揮する能力。 
安全性能  ：構造物が破壊して人命などが失われることのない性能。 
使用性能  ：構造物の使用性及び機能性に関する性能。 
耐久性能  ：構造物の要求性能を供用期間内に維持する性能。 
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2. 管理目標  
2.1 性能分類  

  漁港の各施設を供用する上において、各施設は、安全性能、使用性能及び耐久性能などの性

能が、施設に求められる要求性能を下回らないように維持する必要がある。 
 
各施設の補修更新すべき性能と具体的な内容について、例えば、安全性能、使用性能及び耐

久性能について整理分類を行えば、以下のとおりとなる。 
 

表-2.1 水産関係公共施設における補修更新すべき性能と具体的な内容（例） 

引用；土木施設維持管理マニュアル，財団法人 東京港埠頭公社，平成16年 

  
  ここで、耐久性能は安全性能や使用性能などの性能が予定供用期間の間に許容値を下

回らない性能であり、現状では、老朽化予測から推定される構造物の老朽化程度を予測

することによって管理することになる。 

管理すべき性能 
施  設 

安全性能 使用性能 耐久性能 

防 波 堤 

・漁港内の静穏度を確保

し、漁船等の入出港、

操船及び停泊を容易に

する。（波浪の遮断性）

（直接要求されることは

ない） 
 

・予定供用期間において、

防波堤の変位、傾斜及

び沈下等により、港内

の静穏度が低下し、漁

港機能が停止しない。

護  岸 

・波浪、高潮等から、背

後の施設を防護する。

（波浪、高潮の遮断性）

・背後地からの土圧に耐

え、背後の用地を確保

する。（土圧に対する

抵抗性） 

・護岸の変位、傾斜及び

土砂の流出が少なく、

背後の用地に利用に支

障がない。 
 

・予定供用期間において、

護岸の変位、傾斜及び

土砂の流出が少ない。

 

係船岸 

・漁船を安全に接岸及び

係留できる。（着船時、

けん引時の水平力に対

する抵抗性） 
・背後地からの土圧に耐

え、背後のエプロンを

確保する。（土圧に対

する抵抗性） 

・漁獲物の陸揚げ、漁業

生産資材の積卸しがで

きる。（車両などの静

的・動的荷重に対する

抵抗性） 

・予定供用期間において、

安全性能や使用性能が

低下し、漁港機能が停

止しない。 

付属施設 
（防舷材、係

船柱等） 

（直接要求されることは

ない） 

・係留施設の効率的な利

用に支障がない。 
 

・取替え間隔が短くなり

すぎない程度の耐久

性。 
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2.2 補修更新の優先度 
  施設毎の補修更新の優先度は、事業実施の優先順位や施設を管理するレベルを設定す

るために、施設毎に評価し、設定する必要がある。 
効率的な補修更新を行なうために各施設に適合しやすい評価項目として、例えば、「使

用不能になった場合の漁港の供用におよぼす影響（施設の重要性）」、「補修更新の難易度」、

「老朽化の進行が補修更新コストの上昇に及ぼす影響（コストの適切性）」等を設定し、

これらについて、施設毎に補修更新の優先度を定める必要がある。 

  表-2.2 に主要施設に関する補修更新の優先度（例）を示す。 

施設の優先度は、同じ施設でも各漁港によって施設の重要性、補修更新の難易度等が

異なるため、漁港毎に設定することが望ましいと考えられる。 

 

表-2.2 主要施設に関する補修更新の優先度（例） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引用；土木施設維持管理マニュアル，財団法人 東京港埠頭公社，平成16年 

 
 
 

補修更新の優先度に及ぼす影響 

施 設 優先度 

使用不能

になった

場合の漁

港の供用

に及ぼす

影響 

補修更新

の難易度

老朽化の

進行が補

修更新コ

ストの上

昇に及ぼ

す影響 

優先度決定の主な理由 

防波堤 中 中 難 大 

補修が難しく、老朽化が進行

するとコストが急激に増大

する。補修・補強のために漁

港機能を休止させる必要は

少ない。 

護 岸 中 中 難 大 

補修が難しく、老朽化が進行

するとコストが急激に増大

する。補修・補強のために漁

港機能を休止させる必要は

少ない。 

係船岸 高 大 難 大 

補修が難しく、老朽化が進行

すると補修・補強のために漁

港機能を休止させる必要が

あり、莫大な損失をもたら

す。老朽化が進行するとコス

トが急激に増大する。 

付 帯

施 設 
低 小 易 小 補修は取替が主体であり、比

較的容易に対応できる。 
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2.3 管理レベル  
  施設を適切に管理するには、施設に適合する管理レベルを設定する必要がある。 

施設の管理レベルは、施設の重要性、第三者影響度、予定供用期間などによって異な

り、補修、補強、補修更新などの難易度によっても相違する。このため、施設に関する

情報を収集したうえで、当該施設の管理レベルをどの管理レベルとするかを検討するも

のとする。 

  管理レベルの設定に当たっては、予防保全を基にした補修更新を行うことが、結果的

に LCCの低減に寄与し、効率的と考えられることも考慮する。 
  表-2.3 管理レベル（例）を示す。 

 

表-2.3 管理レベル(例) 
管理レベル 適用範囲 

①予防補修更新 
(予防保全を基にした補修更新) 

 

・老朽化が顕在化した後では、対策が困難なもの。

・老朽化が外へ表れては困るもの。 
・設計耐用期間が長いもの。 

②事後補修更新 
(事後保全を基にした補修更新) 
 

・老朽化が外へ表れてからでも何とか対策がとれ

るもの。 
・老朽化が外へ表れてもそれほど困らないもの。

③観察補修更新 
(目視観察を主体とした補修更新) 

・使用できるだけ使用すればよいもの。 
・第三者影響度に関する安全性を確保すればよい

もの。 
④無点検補修更新 
(点検を行わない補修更新) 

・直接には点検を行うのが非常に困難なもの。（消

波ブロック等） 
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3. 老朽化診断 
3.1 老朽化診断の手順 
老朽化診断の手順は、構造物の老朽化の現状を把握し、老朽化要因を特定して効果的かつ

経済的な補修更新工法を選択するために重要なものと考えられる。 
図-3.1に老朽化対策フロー図を示す。このフローの中で、履歴調査、簡易調査から補足調査

（詳細調査の一部）までを老朽化診断の対象項目とする。 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 図-3.1 老朽化対策フロー図 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※1)：簡易調査によって老朽度評価が不足する場合

補足調査 

補足調査の要否

要※1) 

否

簡易調査 
・簡易項目調査 
・重点項目調査 
（目視等による老朽化の判定）

老朽度評価(一次) 

履歴調査 

老朽度評価(二次) 

補修更新計画 

簡
易
調
査
の
み
で
は
老
朽
度
を

判
定
で
き
な
い
。 

早
急
ま
た
は
計
画
的
に 

補
修
・
補
強
等
を
行
う 
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3.2 調査の種類と目的 
 本マニュアルでは、履歴調査、簡易調査及び補足調査に分けて実施するものとする。 
 履歴調査は、簡易及び補足調査を行うにあたって、対象となる構造物の設計･施工条件を参

考にして、構造物の特徴や調査における重点箇所、注意点等を把握するものである。 
簡易調査は、簡易項目と重点項目があり、簡易項目は施設の変状の有無を把握し、応急処

置の必要性の判断や、重点項目の調査を実施すべき箇所の選定を行う目的で実施するものと

する。また、重点項目は施設の部位、部材ごとに変状の把握を行い、老朽度の評価と補修更

新計画の策定を行う目的で実施するものとする。 
補足調査は、簡易調査による一次評価を補足するために、いくつかの詳細調査を前倒しし

て実施し、老朽度の詳細な把握をおこなうものとする。 
 
調査の概要を表-3.1に示す。 

 
表-3.1 調査の概要 

 

簡易調査  
履歴調査 

簡易項目 重点項目 
補足調査 

目 
 

的 

対象構造物の特徴

を把握 

施設の変状の有無の確

認 

施設老朽度の評価 
施設の変状の規模の把

握 

簡易調査の補完 

（詳細調査の一部

前倒し） 

内 
 

容 

設計･施工条件等

資料調査 
目視調査（水面上） 
（表-3.2参照） 

近接目視調査（水面上）

（詳細な観察の実施） 
簡易な計測 
（表-3.3参照） 

資料採取や特殊な

計測機器を用いて

行う調査 

間

隔 
調査・対策の実施

間隔と同様 
１回／１～3年 必要に応じて 必要に応じて 

実

施

時

期 

調査・対策の実施

前 
地域特性等を考慮して

設定（台風通過後等） 
簡易項目の結果より必

要と判断された場合 
老朽度の評価がで

きない場合 

実

施

範

囲 

対象施設の全延長 対象施設の全延長 簡易項目で必要と判断

された箇所（代表断面で

の実施も可） 

老朽度の評価の判

断ができない場所 
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3.3 履歴調査 
 履歴調査は、簡易及び補足調査を行うにあたって、対象となる構造物の設計条件、施工条件、

立地･環境条件など対象構造物の固有の条件を調査するものであり、主に、漁港台帳、設計図

書、施工記録、調査記録などの書類調査や管理者、使用者からの聞き取り調査などによって行

うものとする。 
主な調査項目を以下に示す。 
①施設名称 
②場所 
③建設年月日 
④供用開始年月日 
⑤構造物の諸元 
規模、構造形式、断面形状、許容応力度、要求性能、耐用年数等 

⑥施設の稼働状況 
 ⑦調査記録及び補修･補強記録 
なお、履歴調査表を巻末資料に示す。 

 
3.4 簡易調査 
 簡易調査は、主に海上からの目視により実施する調査であり、防波堤、護岸、係船岸、付

帯施設等のひび割れや腐食等の確認を行うものである。 
簡易調査は、簡易項目と重点項目に分けて実施するものとし、簡易項目により施設の変状

の有無を確認し、顕著な変状が見られる場合は、老朽度の判定を行うために重点項目の調査

を行うものとする。 
海上からの目視調査の場合、水面上の部分を目視することとなるため、海水面の低い状態

（L.W.L）で行うことが望ましい。 
 
 
 

簡易調査 
 
 

簡易項目（変状の有無の確認）   
 
 

重点項目（変状の規模を把握） 
 
 

老朽度の判定 
 

図-3.2 簡易調査フロー図 
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3.4.1 簡易項目 
簡易項目は、目視により対象施設の変状の有無の確認を行うものとし、その調査項目（簡

易項目）を表-3.2に示す。 
また、簡易項目調査時には、簡易項目チェックシートの記入とともに、施設の概要を把

握するため全体平面図と断面図、変状位置図と変状写真の一覧を作成するものとする。 
なお、簡易項目チェックシートを巻末資料に示す。 
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表-3.2 簡易項目一覧表(1) 
 

対象施設 調査位置及び項目 確認する項目 

ひび割れ ひび割れの有無 

剥離・剥落・欠損 剥離・剥落・欠損の有無 上部工 

鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出の有無 

ひび割れ ひび割れの有無 

剥離・剥落・欠損 剥離・剥落・欠損の有無 

重力式    

防波堤 

本体工 

鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出の有無 

ひび割れ ひび割れの有無 

剥離・剥落・欠損 剥離・剥落・欠損の有無 上部工 

鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出の有無 

腐食による開孔や変形の有無 

矢板・杭式  

防波堤 

本体工 鋼材の腐食 
発錆の有無 

腐食による開孔や変形の有無 本体工   

（鋼製） 
鋼材の腐食 

発錆の有無 

ひび割れ ひび割れの有無 

剥離・剥落・欠損 剥離・剥落・欠損の有無 
本体工   

（RC/PC 製）
鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出の有無 

係留杭 摩耗・腐食 摩耗・腐食による穴の有無 

浮防波堤 

係留ﾁｪｰﾝ ﾁｪｰﾝ破断 防波堤法線の大規模な移動の有無 

ひび割れ ひび割れの有無 

剥離・剥落・欠損 剥離・剥落・欠損の有無 上部工 

鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出の有無 

ひび割れ ひび割れの有無 

剥離・剥落・欠損 剥離・剥落・欠損の有無 

重力式護岸 

本体工 

鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出の有無 

ひび割れ ひび割れの有無 

剥離・剥落・欠損 剥離・剥落・欠損の有無 上部工 

鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出の有無 

腐食による開孔や変形の有無 
本体工 鋼材の腐食 

発錆の有無 

矢板式護岸 

防食工 脱落・はがれ・割れ 脱落・はがれ・割れの有無 
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表-3.2 簡易項目一覧表(2) 

 
対象施設 調査位置及び項目 確認する項目 

ひび割れ ひび割れの有無 

剥離・剥落・欠損 剥離・剥落・欠損の有無 上部工 

鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出の有無 

ひび割れ ひび割れの有無 

剥離・剥落・欠損 剥離・剥落・欠損の有無 

重力式    

係船岸 

本体工 

鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出の有無 

ひび割れ ひび割れの有無 

剥離・剥落・欠損 剥離・剥落・欠損の有無 上部工 

鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出の有無 

腐食による開孔や変形の有無 
本体工 鋼材の腐食 

発錆の有無 

矢板式    

係船岸 

防食工 脱落・はがれ・割れ 脱落・はがれ・割れの有無 

ひび割れ ひび割れの有無 

剥離・剥落・欠損 剥離・剥落・欠損の有無 上部工 

鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出の有無 

腐食による開孔や変形の有無 
本体工 鋼材の腐食 

発錆の有無 

渡り版 損傷 割れ等の損傷の有無 

桟橋式    

係船岸 

防食工 脱落・はがれ・割れ 脱落・はがれ・割れの有無 

腐食による開孔や変形の有無 
本体工 鋼材の腐食 

発錆の有無 

係留杭 摩耗・腐食 摩耗・腐食による穴の有無 

浮桟橋    

（鋼製） 

連絡橋 損傷 塗装の剥離や錆の有無 

ひび割れ ひび割れの有無 

剥離・剥落・欠損 剥離・剥落・欠損の有無 本体工 

鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出の有無 

係留杭 摩耗・腐食 摩耗・腐食による穴の有無 

浮桟橋    

（RC/PC 製） 

連絡橋 損傷 塗装の剥離や錆の有無 

消波工 消波ブロック 損傷 ブロックの損傷の有無 

係留杭 損傷・破損 損傷・破損の有無 

防舷材 損傷・破損 損傷・破損の有無 

はしご 損傷・破損 損傷・破損の有無 
付帯施設 

車止め・安全柵 損傷・破損 損傷・破損の有無 
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3.4.2 重点項目 
重点項目は、簡易項目で変状が確認（チェックシートにチェックがついた項目）された施

設及び箇所について、目視及び簡易な計測により対象施設の変状の規模を把握するものとし、

その調査項目（重点項目）を表-3.3に示す。 
ここに、簡易な計測とは、コンベックス、巻尺、クラックスケールなどを用いて、変状の

長さや幅等を直接測定することや巻末資料のASTM-D610を用いて鋼材のさび発生面積率を
目視判定することである。 
また、重点項目調査時には、重点項目チェックシートの記入とともに、施設の概要を把握

するため全体平面図と断面図、変状位置図と変状写真の一覧を作成するものとする。 
なお、重点項目チェックシートを巻末資料に示す。 
 

船上での近接目視調査（例） 
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表-3.3 重点項目一覧表(1) 

浮防波堤

本体工
ひび割れ幅
剥離、剥落、欠損のと範囲
鉄筋露出の範囲

ひび割れ幅
剥離、剥落、欠損の範囲
鉄筋露出の範囲

〈鋼製〉鋼材の腐
食、亀裂、損傷

ﾎﾟﾝﾂｰﾝ外部
〈RC/PC製〉ｺﾝｸﾘｰﾄ
の老朽化、損傷

矢板式護岸

開孔の有無、鋼材の発錆状況

ひび割れ幅
剥離、剥落、欠損のと範囲
鉄筋露出の範囲

損傷、塗装及び錆の状況

損傷、塗装及び錆の状況

損傷、変形の状況

摩耗、損傷、塗装の状況

ｺﾝｸﾘｰﾄの老朽化､損
傷

 目視及び計測

 目視及び計測

上部工
ｺﾝｸﾘｰﾄの老朽化、
損傷

 目視及び計測

車止め
・安全柵

本体の損傷、塗
装、腐食

 目視

係船柱

ｺﾝｸﾘｰﾄの老朽化、
損傷

目視及び計測

本体工（側
壁、ｽﾘｯﾄ部）

ｺﾝｸﾘｰﾄの老朽化、
損傷

 目視及び計測

ひび割れ幅
剥離、剥落、欠損の範囲
鉄筋露出の範囲

ｺﾝｸﾘｰﾄの老朽化、
損傷

目視及び計測 ひび割れ幅
剥離、剥落、欠損の範囲

ｺﾝｸﾘｰﾄの老朽化、
損傷

 目視及び計測

本体の損傷  目視

防舷材 本体の損傷、破損  目視

はしご

重力式
防波堤

上部工

本体工（側
壁、ｽﾘｯﾄ部）

重力式
係船岸

係留ﾁｪｰﾝ

矢板式
防波堤

上部工

重力式護岸

上部工

係留ﾁｪｰﾝの破断 目視

ﾎﾟﾝﾂｰﾝ内部 本体の亀裂、損傷

 目視

係留杭
本体の摩耗、塗
装、腐食

 目視

塗覆装の損傷、変
形

上部工

杭式防波堤

上部工
ｺﾝｸﾘｰﾄの老朽化、
損傷

鋼矢板等

鋼管杭等

ｺﾝｸﾘｰﾄの老朽化、
損傷

鋼材の腐食、亀
裂、損傷

鋼材の腐食、亀
裂、損傷

開孔の有無、鋼材の発錆状況

損傷状況

 目視

ひび割れ幅
剥離、剥落、欠損の範囲
鉄筋露出の範囲

開孔、裏込材流出の有無
鋼材の発錆状況

 目視及び計測

 目視

 目視 損傷の状況、範囲

ひび割れ幅
剥離、剥落、欠損の範囲
鉄筋露出の範囲

塗覆装の損傷、変
形

 目視 損傷の状況、範囲

損傷、変形の状況

本体の損傷、塗
装、腐食

浸水状況

開孔、裏込材流出の有無
鋼材の発錆状況

係留ﾁｪｰﾝ切断の有無

ひび割れ幅
剥離、剥落、欠損の範囲

ひび割れ幅
剥離、剥落、欠損の範囲
鉄筋露出の範囲

 目視

ひび割れ幅
剥離、剥落、欠損のと範囲
鉄筋露出の範囲

 目視

塗覆装の損傷、変
形

 目視

 目視及び計測

ｺﾝｸﾘｰﾄの老朽化､損
傷

 目視及び計測

鋼矢板等

鋼材の腐食、亀
裂、損傷

 目視

対象施設 点検項目 点検方法 変　　　　　状
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表-3.3 重点項目一覧表(2) 

消波工

浮体式
係船岸

消波ブロック

 目視

損傷、変形の状況

本体の損傷、塗
装、腐食

 目視

 目視

ｺﾝｸﾘｰﾄの老朽化、
損傷

 目視及び計測
ひび割れ幅
剥離、剥落、欠損の範囲
鉄筋露出の範囲

損傷、変形の状況

損傷、塗装及び錆の状況

損傷、塗装及び錆の状況

本体の損傷、塗
装、腐食

本体の損傷、破損

本体の損傷

 目視

矢板式
係船岸

防舷材

上部工

車止め
・安全柵

はしご

係船柱

鋼矢板等

対象施設

塗覆装の損傷、変
形

 目視 損傷の状況、範囲

鋼材の腐食、亀
裂、損傷

 目視
開孔、裏込材流出の有無
鋼材の発錆状況

点検項目

係留杭
本体の摩耗、塗
装、腐食

 目視

ﾎﾟﾝﾂｰﾝ外部
〈RC/PC製〉ｺﾝｸﾘｰﾄ
の老朽化、損傷

 目視及び計測

 目視

点検方法 変　　　　　状

損傷、塗装及び錆の状況

 目視 損傷、破損状況

開孔の有無、鋼材の発錆状況

損傷、塗装及び錆の状況

損傷状況

ひび割れ幅、ひび割れ範囲

損傷、塗装及び錆の状況

損傷、破損状況

本体の損傷、塗
装、腐食

 目視

ｺﾝｸﾘｰﾄの老朽化、
損傷

 目視及び計測

 目視

 目視

係船柱 本体の損傷  目視

はしご

防舷材 本体の損傷、破損  目視

鉄筋の腐食  目視及び計測 鉄筋の露出、かぶりの剥離・剥落

上部工

車止め
・安全柵

本体の損傷、塗
装、腐食

渡　版
本体の損傷、塗
装、腐食

損傷状況

損傷、塗装及び錆の状況
本体の損傷、塗
装、腐食

 目視

〈鋼製〉鋼材の腐
食、亀裂、損傷

損傷状況

損傷、塗装及び錆の状況

本体の損傷、塗
装、腐食

 目視 移動の安定性、損傷、塗装及び錆の状況

 目視 欠損ブロックの個数損傷、亀裂

開孔の有無、鋼材の発錆状況

摩耗、損傷、塗装の状況

ひび割れ幅
剥離、剥落、欠損の範囲
鉄筋露出の範囲

桟橋式係船岸

鋼管杭等

はしご

連絡橋・渡版

ﾎﾟﾝﾂｰﾝ内部

防舷材

本体の亀裂、損傷  目視 浸水状況

車止め
・安全柵

本体の損傷、塗
装、腐食

 目視

本体の損傷、破損

鋼材の腐食、亀
裂、損傷

 目視

係船柱 本体の損傷  目視

塗覆装の損傷、変
形

 目視
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3.4.3 老朽度評価 
老朽度の評価は、簡易調査の重点項目結果に基づき行うものとし、老朽度は各部位の個別

評価（a,b,c,d）を行い、総合的に施設毎の老朽度評価（A,B,C,D）を行うものとする。   
(1) 各部位の個別評価 
各部位の個別評価は、構造物毎に設定する変状ランク（a,b,c,d）により行うものとする。

表-.3.4に個別評価の単位及び表-3.5～3.7に主な変状ランクの参考値を示す。 
 

表-3.4 標準的な個別評価の単位 
施設名 個別評価(a,b,c,d)の単位 

重力式 上部工１スパン毎 
矢板式 上部工１スパン毎 
杭式 上部工１スパン毎 

防波堤 

浮体式 １浮体毎 
重力式 上部工１スパン毎 

護岸 
矢板式 上部工１スパン毎 
重力式 上部工１スパン毎 
矢板式 上部工１スパン毎 
桟橋式 上部工１スパン毎 

係船岸 

浮体式 １浮体毎 
注）付帯施設は各々の施設の本体工と同じ単位とする。 

 
表-3.5 無筋コンクリート構造物に対する評価（重力式係船岸上部工） 

変状現象 変状ランク 
幅1cm以上のひび割れがある。 

ａ 
部材表面に対して面積比で10%以上の欠損がある。 
幅1cm未満のひび割れがある。 

ｂ 
部材表面に対して面積比で10%未満の欠損がある。 

ｃ a,b,d以外 

コンクリートの

老朽化、損傷 

ｄ 変状なし。 

 
 

出典；アンケート調査による漁港ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の劣化事例，水産庁漁港部，平成10年 

 
 

変状ランク a（例） 
部材表面に対して面積比で

10％以上の欠損 

図-3.3 無筋コンクリート変状ランク例



 17

 
表-3.6 鉄筋コンクリート構造物に対する評価（桟橋式係船岸上部工） 

変状現象 変状ランク 
【スラブ】 
網目状のひび割れが部材表面の50％以上見られる。 
かぶりの剥落がある。 
鉄筋が破断している 

【はり】 
軸方向の幅3mm以上のひび割れが見られる。 
かぶりの剥落がある。 

【ハンチ】 
蜘蛛の巣状又は鉛直方向の幅2mm以上のひび割れが見られる。

a 

かぶりの剥落がある。 
【スラブ】 
網目状のひび割れが部材表面の50％未満見られる。 

【はり】 
軸方向の幅3mm未満のひび割れが見られる。 

【ハンチ】 
幅2mm未満のひび割れが全体に広がっている。 

b 

 
【スラブ】 
一方向のひび割れ若しくは帯状又は線状のｹﾞﾙ吹出物がある。 

【はり】 
軸と直角方向のひび割れのみが見られる。 

【ハンチ】 

c 

幅2mm未満のひび割れが部分的に見られる。 

コンクリートの

老朽化、損傷 

d 変状なし 
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出典；土木施設維持管理マニュアル，財団法人 東京港埠頭公社，平成16年 

 
 

【スラブ】変状ランク a（例）
かぶりの剥落 

【はり】変状ランク a（例） 
軸方向の幅 3mm以上の 
ひび割れ 

【ハンチ】変状ランク a（例）
かぶりの剥落 

図-3.4(1) 鉄筋コンクリート変状ランク例
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出典；土木施設維持管理マニュアル，財団法人 東京港埠頭公社，平成16年 

 

【スラブ】変状ランク b（例）
網目状のひび割れが部材表面

の 50％未満 

【はり】変状ランク b（例） 
軸方向の幅 3mm未満の 
ひび割れ 

【ハンチ】変状ランク b（例）
幅 2mm未満のひび割れ 

図-3.4(2) 鉄筋コンクリート変状ランク例
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出典；土木施設維持管理マニュアル，財団法人 東京港埠頭公社，平成16年 

 

【スラブ】変状ランク c（例）
一方向のひび割れ 

【はり】変状ランク c（例） 
軸と直角方向のひび割れ 

【ハンチ】変状ランク c（例）
幅 2mm未満のひび割れ 

図-3.4(3) 鉄筋コンクリート変状ランク例
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表-3.7 鋼構造物に対する評価 
変状現象 変状ランク 

ａ 腐食による開孔や変形、損傷が見られ裏込材等が流出している。

ｂ 
平均干潮面付近からL.W.L付近、あるいは全体的に赤褐色の発錆
が著しい。 

ｃ 部分的に黒または赤褐色の発錆が見られる。 
鋼材の腐食、損傷 

ｄ 付着物は見られるが、発錆、開孔、損傷は見られない。 
 

 
 

 

 

 

 
 

出典；港湾構造物の維持・補修マニュアル，財団法人 沿岸開発技術研究ｾﾝﾀｰ，平成11年 

『鋼矢板』変状ランク a（例） 
腐食による開孔 

『鋼矢板』変状ランク b（例） 
平均干潮面付近から L.W.L付
近の赤褐色の発錆 

『鋼矢板』変状ランク c（例） 
部分的な黒または赤褐色 
の発錆 

図-3.5 鋼構造物変状ランク例
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 (2)老朽度評価 
老朽度評価は簡易調査の重点項目により得られた各部位毎の個別評価結果から、総合的に

評価することを基本とする。 
表-3.8 に老朽度評価の単位を示す。総合評価の単位は基本的には、老朽化の対策範囲と
し、その単位設定に当たっては、老朽化の規模、施設の利用条件、構造形式、建設年度、

施設の利用の現状など考慮して設定するものとし、条件に合わせて柔軟に変えるものとす

る。 
また、施設全体の機能に及ぼす影響を表-3.9に示す3分類とし、対象施設の工種毎に分類を

設定したものを表-3.10に示す。 
 

表-3.8 標準的な老朽度評価の単位 
施設名 老朽度評価(A,B,C,D)の単位 

重力式 

矢板式 

杭式 
防波堤 

浮防波堤

断面形状や供用期間、建設年次等を

踏まえて、施設（100m～300m程度）
毎に適切に定める。 

重力式 
護岸 

矢板式 

断面形状や供用期間、建設年次等を

踏まえて、施設（100m～300m程度）
毎に適切に定める。 

重力式 

矢板式 

桟橋式 
係船岸 

浮体式 

断面形状や供用期間、建設年次等を

踏まえて、施設（100m～300m程度）
毎に適切に定める。 

注）付帯施設は各々の施設の本体工と同じ単位とする。 

 
表-3.9 施設全体の機能に及ぼす影響（3分類） 

項目Ⅰ ａ判定が１個から数個あると、施設の機能に影響を及ぼす。 
項目Ⅱ ａ判定が数多くあると、施設の機能に影響を及ぼす。 
項目Ⅲ 施設の機能に及ぼす影響は少ない。 

 



 23

 
表-3.10 各調査項目の分類の目安 

着眼対象 

対象施設 
項目Ⅰ 項目Ⅱ 項目Ⅲ 

重力式防波堤 【本体工】コンクリートの老朽化、損傷 【上部工】コンクリートの老朽化、損傷 ― 

矢板式防波堤 【鋼矢板】鋼材の腐食、亀裂、損傷 
【上部工】コンクリートの老朽化、損傷 

【鋼矢板】塗覆装 
― 

杭式防波堤 【鋼管杭】鋼材の腐食、亀裂、損傷 
【上部工】コンクリートの老朽化、損傷 

【鋼矢板】塗覆装 
― 

浮防波堤 

（鋼製） 

【ポンツーン（内部）】本体の亀裂、損傷 

【ポンツーン】鋼材の腐食、亀裂、損傷 

【連絡橋・渡版】移動の安定性、損傷、腐食 

【係留杭等】磨耗、塗装、腐食 左記以外 

浮防波堤 

(RC/PC製) 

【ポンツーン（内部）】本体の亀裂、損傷 

【連絡橋・渡版】移動の安定性、損傷、腐食 

【ポンツーン】コンクリートの老朽化、損傷 

【係留杭等】磨耗、塗装、腐食 
左記以外 

重力式護岸 【本体工】コンクリートの老朽化、損傷 【上部工】コンクリートの老朽化、損傷 ― 

矢板式護岸 【鋼矢板】鋼材の腐食、亀裂、損傷 
【上部工】コンクリートの老朽化、損傷 

【鋼矢板】塗覆装 
― 

重力式 

係船岸 
【本体工】コンクリートの老朽化、損傷 ― 左記以外 

矢板式 

係船岸 
【鋼矢板】鋼材の腐食、亀裂、損傷 

【上部工】コンクリートの老朽化、損傷 

【鋼矢板】塗覆装 
左記以外 

桟橋式 

係船岸 
【鋼管杭】鋼材の腐食、亀裂、損傷 

【上部工（下面）】コンクリートのひび割れ 

【上部工（下面）】鉄筋の腐食 

【鋼管杭】塗覆装 

左記以外 

浮体式係船岸 

（鋼製） 

【ポンツーン（内部）】本体の亀裂、損傷 

【ポンツーン】鋼材の腐食、亀裂、損傷 

【連絡橋・渡版】移動の安定性、損傷、腐食 

【係留杭等】磨耗、塗装、腐食 左記以外 

浮体式係船岸 

(RC/PC製) 

【ポンツーン（内部）】本体の亀裂、損傷 

【連絡橋・渡版】移動の安定性、損傷、腐食 

【ポンツーン】コンクリートの老朽化、損傷 

【係留杭等】磨耗、塗装、腐食 
左記以外 

消波工 ― 【消波ブロック】損傷、亀裂 ― 
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老朽度評価の選定は、着眼対象毎に行うものとし、表-3.11にその目安を示す。また、総合
評価の診断内容(A,B,C,D)は表-3.12のとおりとする。 

 
表-3.11 老朽度評価(A,B,C,D)の選定の目安 

着眼対象 老朽度評価Ａ 老朽度評価Ｂ 老朽度評価Ｃ 老朽度評価Ｄ 
項目Ⅰ 「ａが1個から数個以上

の項目」があり、既に施

設の機能が損なわれて

いる。 

「ａ、ｂが１個から数個

以上の項目」があり、そ

のまま放置すると施設

の機能が損なわれるお

それがある。 

A,B,D以外 全てdのもの 

項目Ⅱ 「ａが多数を占めてい

る項目」、「ａ＋ｂが殆

どを占めている項目」が

あり、既に施設の機能が

損なわれている。 

「ａが数個以上ある項

目」、「ａ＋ｂが多数を

占めている項目」があ

り、そのまま放置すると

施設の機能が損なわれ

るおそれがある。 

A,B,D以外 全てdのもの 

項目Ⅲ ― 

（但し、防舷材、係船柱など船舶の安全な接岸・荷

役に必要な附帯設備等については、利用上の観点か

ら、個別、且つ、適切に判断する） 

D以外 全てdのもの 

注）・対象施設において着眼対象のうち、原則として、最も厳しい評価結果となったものを採

用すべきと考える。 

・上表のなかで「多数」とは概ね５割程度、「殆ど」とは概ね８割程度を想定しているが、

個別評価結果（ａ、ｂ…）のみで整然と分類できないことに留意する必要がある。つま

り、「項目Ⅰ」のａが１個あった場合、則「Ａ」ではなく、機能の観点から検討し「Ａ」

あるいは「Ｂ」を選択すべきである。 

 
表-3.12 老朽度評価の診断内容 

老朽度評価 診 断 内 容 
Ａ 施設の機能が損なわれており、緊急に対策の必要があると判断される場合。

Ｂ 放置した場合、施設の機能が損なわれるおそれがあり、計画的な対策を実施

する必要があると判断される場合。 
Ｃ 施設の機能に係る異常は認められず、現状では対策の必要はないが、将来を

見通して、計画的な対策が必要と判断される場合。 
Ｄ 異常がみられず、十分な機能を保有していると判断される場合。 
注）Ａ判定の「緊急に」は、概ね５年以内に対策等を行う必要があるものと想定 
  Ｂ判定の「計画的に」は、概ね10年以内に対策等を行う必要があるものと想定 

  (但し、施設の重要度や利用頻度も勘案のうえ、適時適切に必要な措置を講じること) 
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3.5 補足調査 
補足調査は、構造物の変状原因の特定、老朽化の予測及び対策工法の詳細検討のために実

施する調査であるが、簡易調査の結果、簡易調査のみでは、老朽度の判定のための情報が不

足する場合には、詳細調査の一部を先行して実施し、簡易調査を補完するものとする。 
 
3.5.1 コンクリート構造物 
 補足調査は、簡易調査の結果、簡易調査のみでは、老朽度の判定のための情報が不足する

場合や老朽化対策工法の検討及び対策の有効性検討等のためにさらに、詳細な情報が必要と

判断された場合に、構造物や部位を対象に、老朽化の進行度合いを把握し、老朽化の要因を

明らかにすることを目的に行うものとする。補足調査の結果は、簡易調査結果とあわせて、

補修工法選定のための有効な資料となる。 
補足調査は、より詳細なコンクリートの外観調査、はつり調査、コア採取による調査、特

殊な測定機器などを用いて実施する非破壊検査などがある。 
 

(1)補足調査項目 
簡易調査の結果より、主な変状項目に該当する老朽化機構の推定を行い、老朽化

機構ごとの調査項目の中から実施する補足調査の選定を行うものとする。 
主な変状項目と関連する老朽化機構を以下に示す。 

 
【主な変状項目】                     【老朽化機構】  
① コンクリートのひび割れ 
鉄筋軸方向のひび割れ…………………● 
微細なひび割れ…………………………● 
膨張ひび割れ（亀甲状、拘束方向）…● 

② コンクリート表面の状況 
浮き・剥落………………………………● 
 

③ 錆汁の慘出………………………………● 
④ 鉄筋の露出………………………………● 
 
⑤ 変形………………………………………● 
 

注）太線は特に関連の深いものを示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

塩  害 

中性化 

アルカリ骨材反応 

凍  害 



 26

 補足調査の主な項目を表-3.13に示す。 
 

表-3.13 補足調査の主な調査項目 

調査項目 塩害 中性化 
ｱﾙｶﾘ骨

材反応 
凍害

コンクリートのひび割れ 幅、長さ、深さ、進行状況 ◎ ◎ ◎ ◎ 

浮き・剥落 ◎ ◎ ○ ○ 
コンクリートの表面状況 

スケーリング、ポップアウト △ △ △ ◎ 

鉄筋の腐食状況 露出の程度、内部鉄筋の腐食状況 ◎ ◎ ○ ○ 

配筋状況 かぶり厚さ、鋼材位置(配筋状態) ◎ ◎ △ △ 

圧縮強度、ヤング係数など ○ ○ ◎ ○ 

配合推定 ○ ○ ○ ○ 

慘出物、内部組成（生成鉱物） ○ ○ ◎ △ 
コンクリートの物性 

細孔径分布 △ △ ◎ ◎ 

中性化深さ ○ ◎ ○ ○ 

含有塩化物イオン量（塩化物イオン濃度分布） ◎ △ ○ ○ 

残存膨張量 △ △ ◎ △ 

内部欠陥 ○ ○ △ △ 

異常な変位や変形 ○ ◎ ○ ○ その他 

表面の変色 ○ ◎ △ △ 

凡例）◎は有効なデータが得られるもの、○は参考となるデータが得られるもの、△は参考とな

る場合があることを示す。 
出典；漁港コンクリート構造物の劣化点検及び補修の手引，水産庁漁港部，平成11年3月
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(2)補足調査方法  
 主な調査項目について補足調査の方法を以下に示す。実際の調査においては、適

切な調査項目を選択するものとする。 
1)コンクリートのひび割れ 
①ひび割れ幅、長さ 

簡易調査の重点項目におけるひび割れ調査と同様に、コンベックス、クラ

ックスケールなどを用いて直接測定する。 

   

クラックスケールによる測定   ルーペによる測定 
図-3.6 ひび割れ幅の測定方法 

 
②ひび割れ深さ 

ひび割れ部分をはつり測定する方法、コアボーリングする方法、超音波の

伝播速度を利用して測定する方法などがある。 
 

 
図-3.7 ひび割れ深さの測定方法 

 
③ひび割れ進行状況 

ひび割れ幅の進行状況は、クリップゲージや電気式ダイヤルゲージ、ノギ

スなどを用いて測定する。長さの進行状況は、定期的な測定を行って記録す

る。 

 

図-3.8 ひび割れ進行状況の測定方法 
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2)コンクリートの表面状況 
  ①浮き・剥落 

簡易調査の重点項目におけるコンクリート表面の調査と同様に、コンクリ

ート表面をテストハンマーで叩き、健全な部分との音に比較して、浮きの有

無を確認する。浮きが確認された箇所をコンベックス、巻尺、測量用ポール

などを用いて直接測定する。コンクリートの浮きは、鉄筋に沿ったひび割れ

や錆汁が多くみられる箇所、剥落箇所の周辺部などで多くみられる。   
②スケーリング、ポップアウト等 

スケーリングやポップアウトは、目視で確認する。簡易調査と同様にその

発生箇所とその面積、深さをコンベックス、巻尺、測量用ポールなどを用い

て直接測定する。 

 
スケーリング 

注）スケーリング；表面がはがれ落ちていく現象 

 
ポップアウト 

注）ポップアウト；表面のモルタルや骨材がはじき出されてくぼみができる現象 

図-3.9 コンクリートの老朽化状況 
出典；コンクリート構造物の劣化および補修事例集，（社）日本ｺﾝｸﾘｰﾄ工学協会，1996年10月 
 
③その他 

豆板（ジャンカ）、未充填部や補修・補強の履歴などのある箇所について、

それらの部位、面積、表面状態などを詳細に記録する。 
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3)鉄筋の腐食状況 
  ①露出鉄筋の腐食状況 

露出した鉄筋の位置、本数、長さ、かぶり厚さをコンベックス、巻尺、測

量用ポールなどを用いて測定する。鉄筋の腐食状態を目視で確認し、腐食の

状態を記録するとともにテストハンマーなどで鉄筋表面の錆を落として鉄筋

径をノギスなどで測定する。詳細調査では、スケッチ、写真などの記録を取

ることも有効である。また、鉄筋の腐食減量を詳細に調査するために鉄筋を

切り取って断面積、重量、引張試験などを行う場合もある。 
  ②内部鉄筋の腐食状況 

内部鉄筋の腐食状況は、コンクリートをはつり、鉄筋を露出させて調査す

る方法と鉄筋の自然電位を測定して腐食状態を推定する方法がある。コンク

リートをはつり、鉄筋を露出させて行う調査は、コンクリートをはつり取り、

鉄筋を露出させた後、①と同様に行う。鉄筋の自然電位を測定する方法は、

コンクリートを一部はつり、鉄筋を露出させた後、コンクリート表面に取り

付けた照合電極と導通をとり電位差を測定する。その電位差によって内部鉄

筋の腐食状態を推定する方法である。腐食状態は、表-3.14の評価基準がよく
知られている。 

 

表-3.14 鉄筋の自然電位測定による鉄筋の腐食評価基準 
自然電位Ｅ 
(mV SCE) 

腐食の判定 

-200≦E 腐食が生じていない 

-300≦E＜-200
腐食が生じていない場合と 
腐食が生じている場合がある 

E＜-300 腐食が生じている 

注）mV SCE；飽和甘こう電極に対する電位 

出典；桟橋劣化調査・補修マニュアル，財団法人 東京港埠頭公社，平成16年 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
図-3.10 自然電位の測定概念図 

 

電位差計

照合電極 

コンクリート

スポンジ等

鉄筋
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4)配筋状況（かぶり厚さ、鋼材位置（配筋状態）） 
鉄筋が露出している箇所についてはコンベックス、巻尺、測量用ポールなどを

用いて直接測定する。内部鉄筋についてはコンクリートをはつり、鉄筋を露出さ

せて調査する方法と電磁誘導法や放射線法を用いた非破壊の測定方法がある。 
 

 
 

図-3.11 鉄筋探査計（電磁誘導法）の測定概念図 
 
5)コンクリートの物性 

  ①圧縮強度、ヤング係数など 
構造物から採取した試料を用いて種々の試験を行うものである。非破壊の

試験方法としてシュミットハンマーなどを用いて直接コンクリートの圧縮強

度を測定する方法があるが、打撃方向、湿潤状態、材齢などに影響される。 
  ②配合推定 

コンクリート構造物から採取した試料を用いて、「硬化コンクリートの配

合推定に関する共同試験報告」に示される方法などにより、単位セメント量、

骨材の単位量、水結合材比などを推定するものである。骨材の品質、セメン

ト、空気量などの条件で結果が影響を受けるため、試験に当たっては注意が

必要である。 
  ③細孔径分布 

コンクリート構造物から採取した試料を用いて試験を行うものである。試

験は、気体の吸着と凝縮を利用する方法や、水銀を圧入する方法などがある。 
  ④滲出物、内部組成（生成鉱物） 

コンクリートから滲出物を採取あるいはコンクリート構造物から採取した

試料により試験を行うものである。試験は、化学分析による方法や走査型電

子顕微鏡（SEM）、Ｘ線マイクロアナライザーなどの特殊な装置を用いる方
法がある。 
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6)中性化深さ 
中性化は、コンクリート面にフェノールフタレインの1%エチルアルコール溶

液を噴霧して赤紫色に変色しない部分を中性化の領域としてその深さをコンク

リート表面から測定するものである。測定は、コンクリートをはつり出した部分

あるいは採取した試料を割裂し、その割裂面に試液を噴霧して測定するものであ

る。 

         
図-3.12 中性化深さ試験概念図 

 
7)含有塩化物イオン量（塩化物イオン濃度分布） 
採取した試料を深さ方向に切断したものやはつりを行った箇所のコンクリー

ト片などを試料として化学分析を行い、含有塩化物イオン量を測定するものであ

る。測定方法は、「硬化コンクリート中に含まれる塩分の分析方法」(JIS-SC4)
などにより行う。また、精度は低くなるが、簡易な方法としてフレッシュコンク

リートの塩化物イオン量を測定する試薬を用いて測定する方法がある。 

図-3.13 含有塩化物イオン量試験概念図 
 

ｺﾝｸﾘｰﾄ粉体

集塵ﾄﾞﾘﾙ

ﾄﾞﾘﾙ

吸引孔
濾紙

ﾊﾞｷｭｰﾑ

ﾊﾞｷｭｰﾑ
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8)残存膨張量 
主にアルカリ骨材反応による老朽化が推定される場合に行われる試験で、コン

クリート構造物から骨材を採取して反応性試験（化学法およびモルタルバー法）

によりその反応性を試験する方法と採取した試料を用いてその膨張量を測定す

る方法がある。 

 
図-3.14 採取試料による膨張率の測定概念図 

 

 
図-3.15 採取試料による膨張特性概略図 
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3.5.2 鋼構造物 
 (1)補足調査項目  

     鋼構造物の補足調査は、鋼材自体の腐食調査及び防食工（電気防食、塗覆装）

の調査を行うものとし、その調査項目を以下に示す。 
 
    1)鋼材の腐食調査 

①目視観察 
      目視観察は、鋼材自体の腐食状況の概要を確認する目的で実施する。 

②肉厚測定 
      肉厚測定は、無防食の鋼構造物または防食工が十分な機能を有していない

場合に、鋼材自体が健全であるかどうかを確認するために実施する。 
 

 2)電気防食（流電陽極方式）の調査 
①目視観察 

      目視観察は、陽極取付状況を確認する目的で行うものであり、全数目視観

察を実施する。 
②電位測定 

      電気防食の対象となっている鋼構造物の電位を測定することによって、防

食状態を把握するために実施する。 
 ③陽極調査 
   電気防食装置が設計どおり作動していることの確認や、陽極の残存寿命の

推定を行うために実施する。 
 ④テストピースによる調査 
   あらかじめテストピースが取り付けられている場合は、腐食速度及び防食

率等の防食効果を定量的に確認するために実施する。 
 ⑤環境調査 
   環境調査は、陽極の残存寿命をより正確に予測するために実施する。 
 
 3)電気防食（外部電源方式）の調査 
①直流電源装置の運転状況 
  直流電圧、電流値の変動を確認し、回路の異常を確認するために実施する。 
②電位測定 

      電気防食の対象となっている鋼構造物の電位を測定することによって、防

食状態を把握するために実施する。 
 ③電極電流調査 
   各電極からの通電電流を測定し、回路の異常を確認するために実施する。 
 ④テストピースによる調査 
   あらかじめテストピースが取り付けられている場合は、腐食速度及び防食

率等の防食効果を定量的に確認するために実施する。 
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 ⑤環境調査 
   環境調査は、陽極の残存寿命をより正確に予測するために実施する。 
 
 4)塗覆装の調査 
   塗覆装の補足調査は、目視観察を主体として、塗覆装の種類に応じて実施

する。 
 
(2)補足調査方法 

1)鋼材の腐食調査 
鋼材の腐食調査における肉厚測定は、超音波厚み計を用いて行う。 

    ①調査地点の選定 
      調査地点は、鋼材の肉厚の減少が著しいと推定される箇所を重点的に選定

する。 
a.法線方向約20mに1箇所 
孔の発生あるいは平均干潮面付近からL.W.L付近にかけて広範囲に連続
して赤橙色のさびが見られる状態で、建設後5年以上経過している場合。 
b.法線方向約50mに1箇所 
平均干潮面付近から L.W.L 付近において赤橙色のさびが部分的に見ら

れる状態で、建設後 10年以上経過している場合。      
c.法線方向約100mに1箇所 
平均干潮面付近から L.W.L 付近において赤橙色のさびがごく部分的か

または見られない場合、あるいは①または②の腐食状態であっても、建設

後の経過年数が短い場合。 
 ②測定地点の選定 

      測定箇所は、部材の発生応力の分布状態等を考慮して選定する。 

           

図-3.16 測定箇所の標準 
出典；港湾構造物の維持・補修マニュアル，財団法人 沿岸開発技術研究センター，平成11年 
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 ③肉厚測定点の選定 
      肉厚測定点は、部材の形状を考慮して選定する。 
               

 
図-3.17 肉厚測定点の標準 

出典；港湾構造物の維持・補修マニュアル，財団法人 沿岸開発技術研究センター，平成11年 

 
 

         
図-3.18 厚み計の探触子を当てる点 

出典；港湾構造物の維持・補修マニュアル，財団法人 沿岸開発技術研究センター，平成11年 

 

 2)電気防食（流電陽極方式）の調査 
①電位測定 

      施設の法線上 20～50mごとに測定。装置設置点及びその中間点における
構造物の電位を測定する。桟橋では、前列杭のみを対象としてよい。 
構造物の深度方向の測定は、1m間隔で行う。矢板の場合は、法線方向に

隣接する電極取付点の中間点も測定する。桟橋で電極を取り付けていない杭

がある場合には、その杭も測定する。 
電位測定要領図と防食効果の判定方法を図-3.19及び図-3.20に示す。 
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図-3.19 電位測定要領図       図-3.20 防食効果の判定方法 

 
②陽極調査 

   陽極調査は、陽極の取付状況、陽極の発生電流、陽極の消耗量等に関して

行う。 
  a.陽極の取付状況調査 
   陽極の取付状況を全数目視観察し、取付数量及び取付状態の確認、陽極の

異常消耗の有無について行い、水中カメラによる写真撮影を行う。 
  b.陽極の発生電流 
   陽極の発生電流を測定することによって、電気防食装置の作動状況の確認

と、陽極の残寿命を知ることができる。 
   電流測定は、図-３.21に示すようにシャントの電圧を測定する電圧降下法

によって行うものとする。 

           
図-3.21 陽極の発生電流測定要領図 
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  c.陽極の消耗量 
    陽極の消耗量調査は、陽極の取付総個数の 5～10％を任意の位置から抽

出し、潜水士によって陽極の寸法を計測するか、陽極を陸上に引き揚げて

秤量し、陽極の消耗量や寿命を算出する。 
   ｱ.陽極の形状寸法実測による残量算出法 
    水中作業で、陽極表面に付着している腐食生成物を除去し、陽極の形状

寸法を図-3.22に示す要領で計測を行い、下式により残量計算を行う。 
    陽極残量=［(D/4)2×l-芯金の体積］×陽極の密度 
     ここで、D：平均周長=(D1+D2+D3)/3 
       D1,D3 ：残存陽極の端から約 10cmの位置での外周長 
         D2 ：残存陽極中央での外周長 
          l：残存陽極の長さ 

   
図-3.22 陽極の寸法測定要領図 

   ｲ.陽極の秤量による残量算出法 
    陽極の芯金部を切断して陸上に引き揚げて秤量し、芯金部分を差し引い

て陽極の残量を求める。 
   ｳ.陽極の残寿命の算出法 
    陽極の残寿命は、消耗量、残存重量、経過年数から求める。 
    陽極の年間平均消耗量=(陽極の初期重量-陽極の残存重量)／経過年数 
    残寿命=陽極の残存重量／陽極の年間平均消耗量 
    残寿命=(陽極の残存重量×陽極の有効電気量*)／陽極の平均発生電流 

＊）陽極の有効電気量は、2,600(A･hr/kg)÷8,760(hr/y)=0.2967(A･y/kg) 
 
 3)電気防食（外部電源方式）の調査 
①電位測定 

      電位測定の方法は、測定要領及び判定方法共に流電陽極方式と同様とする。 
 ③電極電流調査 
   各電極からの通電電流を測定し、設計上の電流値または許容電流以下で通

電されているかの確認を行う。また、許容電流以上の電流が流れている場合

には、同一回路内の電極の故障が考えられるので、目視による検査と通電電

流の測定を行い、故障箇所の原因を究明した上で補修を行うものとする。 
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4)塗覆装（塗装）の調査 
 ①目視観察 

目視観察は、塗膜下のさび、塗膜のふくれ、割れ、はがれに着目した外観

の詳細な目視観察を主体として実施する。 
調査範囲は、塗覆装の適用されている範囲とし、干満帯以下の付着生物を

除去して調査を行うものとする。また、全ての矢板や杭について行うことが

望ましいが、矢板の場合は法線方向に 20～30m程度に 1箇所、桟橋の場合
は 1ブロックに 1箇所程度を選定し調査を行うものとする。 

 
 5)塗覆装（有機ライニング）の調査 
 ①目視観察 

目視観察は、剥離、亀裂に着目した外観の詳細な目視観察を主体として実

施する。 
調査範囲は、塗装と同様とする。 
 

6)塗覆装（ペトロラタムライニング）の調査 
 ①目視観察 

目視観察は、保護カバーの脱落、亀裂、変形及び締め付けボルト、バンド、

当板の腐食や緩みに着目した外観の詳細な目視観察を主体として実施する。 
調査範囲は、塗装と同様とする。 
 

 7)塗覆装（モルタルライニング）の調査 
 ①目視観察 
  a.保護カバーがない場合 

目視観察は、モルタルのひび割れ、剥離、脱落に着目した外観の詳細な目

視観察を主体として実施する。 
調査範囲は、塗装と同様とする。 

  b.保護カバーがある場合 
目視観察は、保護カバーの脱落、亀裂、変形及び締め付けボルト、当板の

腐食や緩みに着目した外観の詳細な目視観察を主体として実施する。 
調査範囲は、塗装と同様とする。 
 

8)塗覆装（金属ライニング）の調査 
 ①目視観察 
   目視観察は、被覆材のさび、脱落、損傷に着目した外観の詳細な目視観察

を主体として実施する。 
調査範囲は、塗装と同様とする。 
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4. 評価事例 
  本マニュアルの図-3.1老朽化対策フロー図に従って、老朽化診断を行った結果を参考
資料に示す。 
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巻 末 資 料 
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履歴調査の記載様式 
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履歴調査票（鋼構造物） 
調査年月日  
施設管理者  
漁 港 名  
施設名称  
場   所  

 
施設建設年月日 

 
供用年月日  

構造形式 
計画水深 施設構造 
施設延長 
H.W.L ： M.S.L ： 

潮   位 
M.L.W.L： L.W.L ： 
平 面 図 ： 有・無 正 面 図 ： 有・無 

設計図書収集 
横断面構造図： 有・無 計 算 書 ： 有・無 

鋼材の種類・形状  
初期肉厚  

有・無 工法名： 
防食範囲  
防食面積  

 
一般仕様 

 
防食期間  

塗覆装の仕様 

無防食期間  
目視点検記録 有・無  

有・無  
防食範囲  
耐用年数  

防食面積： 
電流密度： 
陽極仕様： 
陽極数量： 

一般仕様 

汚染指数： 
防食期間  

電気防食の仕様 

無防食期間  

防 
 
食 
 
工 
 
法 

電位測定記録 有・無  
実 績  過去の調査実施 

及び将来の予定 予 定  
過去の腐食調査 有・無  
施設の稼動状況  

 
特記事項 
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履歴調査票（コンクリート構造物） 
調査年月日  
施設管理者  
漁 港 名  
施設名称  
場   所  

 
施設建設年月日 

 
供用年月日  

構造形式 
計画水深 施設構造 
施設延長 
H.W.L ： M.S.L ： 

潮   位 
M.L.W.L： L.W.L ： 
平 面 図 ： 有・無 正 面 図 ： 有・無 

設計図書収集 
横断面構造図： 有・無 計 算 書 ： 有・無 

ｺﾝｸﾘｰﾄの設計基準強度        kg/cm2または        N/mm2 
鉄筋のかぶり                cm 

実 績  過去の調査実施 
及び将来の予定 予 定  
過去の腐食調査 有・無  
施設の稼動状況  

 
特記事項 
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簡易調査の記載様式 
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年 月 日

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

係留杭 摩耗・腐食 摩耗・腐食による穴が見られる

浮防波堤

鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出が見られる

錆汁、鉄筋露出が見られる

剥離・剥落・欠損が見られる

全体的に赤褐色の発錆が著しく見られる

腐食による開孔や変形が見られる

剥離・剥落・欠損 剥離・剥落・欠損が見られる

鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出が見られる
重力式護岸

上部工

本体工
（RC/PC製）

本体工

全体的に赤褐色の発錆が著しく見られる

ひび割れ ひび割れが見られる

ひび割れ

剥離・剥落・欠損

ひび割れが見られる

鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出が見られる

鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出が見られる

鋼材の腐食

鋼材の腐食

剥離・剥落・欠損が見られる

剥離・剥落・欠損が見られる

重力式防波堤

上部工

ひび割れ ひび割れが見られる

剥離・剥落・欠損 剥離・剥落・欠損が見られる

鉄筋の腐食

本体工

錆汁、鉄筋露出が見られる

係留ﾁｪｰﾝ

本体工
（鋼製）

鋼材の腐食
腐食による開孔や変形が見られる

全体的に赤褐色の発錆が著しく見られる

矢板式防波堤

杭式防波堤

防食工 脱落・はがれ・割れ

上部工

本体工

上部工

本体工

鉄筋の腐食

ひび割れ

対象施設

漁港名： 地区、施設名：漁港、地区名：

変状の有無

簡易調査様式（簡易項目　1/2）

防食工

区間名： 点検年月日：平成

写真No.

ひび割れ

錆汁、鉄筋露出が見られる

腐食による開孔や変形が見られる

全体的に赤褐色の発錆が著しく見られる

脱落・はがれ・割れが見られる

剥離・剥落・欠損 剥離・剥落・欠損が見られる

ひび割れ ひび割れが見られる

剥離・剥落・欠損

ﾁｪｰﾝ破断 ポンツーンに大規模な移動が見られる

ひび割れが見られる

剥離・剥落・欠損 剥離・剥落・欠損が見られる

ひび割れ ひび割れが見られる

鉄筋の腐食

ひび割れが見られる

錆汁、鉄筋露出が見られる

腐食による開孔や変形が見られる

脱落・はがれ・割れが見られる

ひび割れが見られる

剥離・剥落・欠損が見られる

脱落・はがれ・割れ

剥離・剥落・欠損

ひび割れ

脱落・はがれ・割れが見られる

本体工 鋼材の腐食

矢板式護岸

防食工 脱落・はがれ・割れ

上部工

鉄筋の腐食

剥離・剥落・欠損

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 46

年 月 日

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

消波工 □

□

□

□

□

簡易調査様式（簡易項目　2/2）

ひび割れが見られるひび割れ

上部工

錆汁、鉄筋露出が見られる鉄筋の腐食

剥離・剥落・欠損が見られる剥離・剥落・欠損

剥離・剥落・欠損が見られる剥離・剥落・欠損

ひび割れが見られるひび割れ

鋼材の腐食本体工

矢板式係船岸

錆汁、鉄筋露出が見られる鉄筋の腐食

本体工

重力式係船岸

剥離・剥落・欠損が見られる

錆汁、鉄筋露出が見られる鉄筋の腐食

上部工

ひび割れが見られるひび割れ

剥離・剥落・欠損

全体的に赤褐色の発錆が著しく見られる

腐食による開孔や変形が見られる

脱落・はがれ・割れが見られる脱落・はがれ・割れ防食工

剥離・剥落・欠損が見られる剥離・剥落・欠損

ひび割れが見られるひび割れ

鋼材の腐食本体工

錆汁、鉄筋露出が見られる鉄筋の腐食

上部工

全体的に赤褐色の発錆が著しく見られる

腐食による開孔や変形が見られる

割れ等の損傷が見られる損傷渡り版

鋼材の腐食
本体工
（鋼製）

浮体式係船岸

脱落・はがれ・割れが見られる脱落・はがれ・割れ防食工

桟橋式係船岸

全体的に赤褐色の発錆が著しく見られる

腐食による開孔や変形が見られる

ひび割れが見られるひび割れ
本体工

（RC/PC製）
錆汁、鉄筋露出が見られる鉄筋の腐食

剥離・剥落・欠損が見られる剥離・剥落・欠損

摩耗・腐食による穴が見られる摩耗・腐食係留杭

塗装の剥離や錆が見られる損傷連絡橋

付帯施設

ブロックに損傷が見られる損傷消波ブロック

機能上支障となる損傷・破損が見られる損傷・破損係留杭

機能上支障となる損傷・破損が見られる損傷・破損防舷材

機能上支障となる損傷・破損が見られる損傷・破損はしご

機能上支障となる損傷・破損が見られる損傷・破損車止め・安全柵

対象施設 変状の有無

点検年月日：平成区間名：漁港名： 漁港、地区名：

写真No.

地区、施設名：
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年 月 日

c

d

a

d

一方向に幅1mm程度のひび割れがある。

局所的に鉄筋が露出している。

変状なし

---

変状なし

本体工（側
壁、スリッ
ト部）

ｺﾝｸﾘｰﾄの劣
化、損傷

目視及び計測
・ひび割れ、剥離、
　損傷
・劣化の兆候など

中詰材等が流出するような穴開き、ひび割れ、欠損がある。

b
複数方向に幅1mm程度のひび割れがある。

広範囲に亘り鉄筋が露出している。

c

a
幅1cm以上のひび割れがある。

部材表面に対して面積比で10％以上の欠損がある。

b
幅1cm未満のひび割れがある。

部材表面に対して面積比で10％未満の欠損がある。

重力式
防波堤

上部工
ｺﾝｸﾘｰﾄの劣
化、損傷

目視及び計測
・ひび割れ、剥離、
　損傷
・劣化の兆候など

点検年月日：平成

対象施設 調査項目 調査方法 判定基準

簡易調査様式（重点項目及び判定基準：重力式防波堤）
漁港名： 漁港、地区名： 地区、施設名： 区間名：
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年 月 日

a

d

a

c

d

a

b

c

d

b

c

d

d

a

d

a

b

c

d

簡易調査様式（重点項目及び判定基準：矢板式防波堤）
漁港名： 漁港、地区名： 地区、施設名： 区間名： 点検年月日：平成

対象施設 調査項目 調査方法 判定基準

矢板式
防波堤

上部工
ｺﾝｸﾘｰﾄの劣
化、損傷

目視及び計測
・ひび割れ、剥離、
　損傷
・劣化の兆候など

鋼矢板

鋼材の腐食、
亀裂、損傷

目視
・穴あきの有無
・水面上の鋼材の腐
食
・表面の傷の状況
・継手の腐食状況

塗覆装

塗装

目視
・欠陥面積率
（ASTM-D610を参考に
判定する）

中詰材等が流出するような穴開き、ひび割れ、欠損がある。

b
複数方向に幅1mm程度のひび割れがある。

広範囲に亘り鉄筋が露出している。

c
一方向に幅1mm程度のひび割れがある。

局所的に鉄筋が露出している。

変状なし

腐食による開孔や変形、損傷が見られ、裏埋材が流出している。

b
平均干潮面付近～L.W.L付近、あるいは全体的に赤褐色の発錆
が著しい。

部分的に黒または赤褐色の発錆が見られる。

付着物は見られるが、発錆、開孔、損傷は見られない。

欠陥面積率0.3%以上

欠陥面積率0.1%以上0.3%未満

欠陥面積率0.03%以上0.1%未満

欠陥面積率0.03%未満

有機ﾗｲ
ﾆﾝｸﾞ

目視
・錆、塗膜のふく
れ、割れ、はがれ

a
ふくれ、はがれや欠陥が著しく、鋼材が露出し、錆が発生して
いる。

鋼材まで達するすり傷、あて傷、はがれが生じている。

鋼材まで達していないすり傷、あて傷、はがれが生じている。

初期状態とほとんど変化なく、健全な状態。

ﾍﾟﾄﾛﾀﾑ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ

目視
・保護ｶﾊﾞｰの脱落、
亀裂、変形、剥離
・ﾎﾞﾙﾄの腐食やゆる
み

a

b

c

保護カバーが脱落し、ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ材が露出または脱落し、鋼材表
面に錆が出ている。

保護カバーや当板に亀裂がある。

ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ等に腐食が見られる。

保護カバーが変色又は白亜化している。

表面的な微細クラックがある。

ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ又はﾊﾞﾝﾄﾞ材にゆるみがある。

初期状態とほとんど変化なく、健全な状態。

ﾓﾙﾀﾙﾗｲ
ﾆﾝｸﾞ

目視
（保護ｶﾊﾞｰがない場合）
・ﾓﾙﾀﾙの欠落やひび割れ、剥
離
（保護ｶﾊﾞｰがある場合）
・保護ｶﾊﾞｰの脱落、亀裂、変
形
・ﾎﾞﾙﾄの腐食やゆるみ

ﾓﾙﾀﾙが欠落し、鋼材表面に錆が発生している。

b
ﾓﾙﾀﾙに幅1mm以上のひび割れがある。

保護ｶﾊﾞｰに損傷、変形がある。

c
ﾓﾙﾀﾙ表面に幅1mm未満のひび割れがある。

保護ｶﾊﾞｰに微細なｸﾗｯｸがある。

初期状態とほとんど変化なく、健全な状態。

金属ﾗｲ
ﾆﾝｸﾞ

目視
・錆、脱落

ﾗｲﾆﾝｸﾞ材に鋼材表面まで達する傷や剥離があり、錆が発生している。

ﾗｲﾆﾝｸﾞ材に鋼材表面まで達しない腐食や傷がある。

ﾗｲﾆﾝｸﾞ材にあて傷や表面的な腐食がある。

初期状態とほとんど変化なく、健全な状態。
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年 月 日

a

d

a

c

d

a

b

c

d

b

c

d

d

a

d

a

b

c

d

杭式
防波堤

対象施設 調査項目 調査方法 判定基準

金属ﾗｲ
ﾆﾝｸﾞ

目視
・錆、脱落

ﾗｲﾆﾝｸﾞ材に鋼材表面まで達する傷や剥離があり、錆が発生している。

ﾗｲﾆﾝｸﾞ材に鋼材表面まで達しない腐食や傷がある。

ﾗｲﾆﾝｸﾞ材にあて傷や表面的な腐食がある。

初期状態とほとんど変化なく、健全な状態。

ﾓﾙﾀﾙﾗｲ
ﾆﾝｸﾞ

目視
（保護ｶﾊﾞｰがない場合）
・ﾓﾙﾀﾙの欠落やひび割れ、剥
離
（保護ｶﾊﾞｰがある場合）
・保護ｶﾊﾞｰの脱落、亀裂、変
形
・ﾎﾞﾙﾄの腐食やゆるみ

ﾓﾙﾀﾙが欠落し、鋼材表面に錆が発生している。

b
ﾓﾙﾀﾙに幅1mm以上のひび割れがある。

保護ｶﾊﾞｰに損傷、変形がある。

c
ﾓﾙﾀﾙ表面に幅1mm未満のひび割れがある。

保護ｶﾊﾞｰに微細なｸﾗｯｸがある。

初期状態とほとんど変化なく、健全な状態。

保護カバーが変色又は白亜化している。

表面的な微細クラックがある。

ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ又はﾊﾞﾝﾄﾞ材にゆるみがある。

初期状態とほとんど変化なく、健全な状態。

初期状態とほとんど変化なく、健全な状態。

ﾍﾟﾄﾛﾀﾑ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ

目視
・保護ｶﾊﾞｰの脱落、
亀裂、変形、剥離
・ﾎﾞﾙﾄの腐食やゆる
み

a
保護カバーが脱落し、ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ材が露出または脱落し、鋼材表
面に錆が出ている。

b
保護カバーや当板に亀裂がある。

ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ等に腐食が見られる。

c

ふくれ、はがれや欠陥が著しく、鋼材が露出し、錆が発生して
いる。

鋼材まで達するすり傷、あて傷、はがれが生じている。

鋼材まで達していないすり傷、あて傷、はがれが生じている。

塗覆装

塗装

目視
・欠陥面積率
（ASTM-D610を参考に
判定する）

欠陥面積率0.3%以上

欠陥面積率0.1%以上0.3%未満

欠陥面積率0.03%以上0.1%未満

欠陥面積率0.03%未満

有機ﾗｲ
ﾆﾝｸﾞ

目視
・錆、塗膜のふく
れ、割れ、はがれ

a

変状なし

鋼管杭

鋼材の腐食、
亀裂、損傷

目視
・穴あきの有無
・水面上の鋼材の腐
食
・表面の傷の状況
・継手の腐食状況

腐食による開孔や変形、損傷が見られ、裏埋材が流出している。

b
平均干潮面付近～L.W.L付近、あるいは全体的に赤褐色の発錆
が著しい。

部分的に黒または赤褐色の発錆が見られる。

付着物は見られるが、発錆、開孔、損傷は見られない。

上部工
ｺﾝｸﾘｰﾄの劣
化、損傷

目視及び計測
・ひび割れ、剥離、
　損傷
・劣化の兆候など

中詰材等が流出するような穴開き、ひび割れ、欠損がある。

b
複数方向に幅1mm程度のひび割れがある。

広範囲に亘り鉄筋が露出している。

c
一方向に幅1mm程度のひび割れがある。

局所的に鉄筋が露出している。

簡易調査様式（重点項目及び判定基準：杭式防波堤）
漁港名： 漁港、地区名： 地区、施設名： 区間名： 点検年月日：平成
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年 月 日

a

b

c

d

a

c

d

a

d

b

c

d

---

付着物は見られるが、損傷や異常音はない。

浮防波堤

係留杭の磨耗が著しく、孔が開いている、もしくは破壊している。

塗覆装に亀裂、剥離が全体的に見られる。

係留チェーンが切れている。

亀裂や磨耗が見られる。異常音が確認される。

係留杭・
係留
ﾁｪｰﾝ

磨耗、塗装、
腐食

目視、異常音
（係留杭の損傷、ﾎﾟﾝ
ﾂｰﾝとの接合部におけ
る異常音）

〈RC/PC製〉
ｺﾝｸﾘｰﾄの劣
化、損傷

目視及び計測
・ひび割れ、剥離、
　損傷
・劣化の兆候など

判定基準

a

c
一方向に幅1mm程度のひび割れがある。

局所的に鉄筋が露出している。

変状なし

中詰材等が流出するような穴開き、ひび割れ、欠損がある。

b
複数方向に幅1mm程度のひび割れがある。

広範囲に亘り鉄筋が露出している。

対象施設 調査項目 調査方法

目視
・穴あきの有無
・水面上の鋼材の腐
食
・表面の傷の状況
・継手の腐食状況

ﾎﾟﾝﾂｰﾝ外部

〈鋼製〉
鋼材の腐食、
亀裂、損傷

腐食による開孔や変形、損傷が見られ、裏埋材が流出している。

b
平均干潮面付近～L.W.L付近、あるいは全体的に赤褐色の発錆
が著しい。

部分的に黒または赤褐色の発錆が見られる。

付着物は見られるが、発錆、開孔、損傷は見られない。

点検年月日：平成

ﾎﾟﾝﾂｰﾝ内部
本体の亀裂、
損傷

目視
・浸水状況

亀裂、損傷による浸水が見られる。

---

---

付着物は見られるが、開孔、損傷は見られない。

簡易調査様式（重点項目及び判定基準：浮防波堤）
漁港名： 漁港、地区名： 地区、施設名： 区間名：
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年 月 日

c

d

a

d

局所的に鉄筋が露出している。

変状なし

重力式
防波堤

上部工
ｺﾝｸﾘｰﾄの劣
化、損傷

目視及び計測
・ひび割れ、剥離、
　損傷
・劣化の兆候など

変状なし

本体工（側
壁、スリッ
ト部）

ｺﾝｸﾘｰﾄの劣
化、損傷

目視及び計測
・ひび割れ、剥離、
　損傷
・劣化の兆候など

中詰材等が流出するような穴開き、ひび割れ、欠損がある。

b
複数方向に幅1mm程度のひび割れがある。

広範囲に亘り鉄筋が露出している。

c
一方向に幅1mm程度のひび割れがある。

b
幅1cm未満のひび割れがある。

部材表面に対して面積比で10％未満の欠損がある。

---

漁港名：

a
幅1cm以上のひび割れがある。

部材表面に対して面積比で10％以上の欠損がある。

対象施設 調査項目 調査方法 判定基準

漁港、地区名： 点検年月日：平成地区、施設名： 区間名：

簡易調査様式（重点項目及び判定基準：重力式護岸）
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年 月 日

a

d

a

c

d

a

b

c

d

b

c

d

d

a

d

a

b

c

d

矢板式護岸

欠陥面積率0.03%以上0.1%未満

欠陥面積率0.03%未満

欠陥面積率0.1%以上0.3%未満

腐食による開孔や変形、損傷が見られ、裏埋材が流出している。

部分的に黒または赤褐色の発錆が見られる。

欠陥面積率0.3%以上

付着物は見られるが、発錆、開孔、損傷は見られない。

平均干潮面付近～L.W.L付近、あるいは全体的に赤褐色の発錆
が著しい。

目視
・錆、塗膜のふく
れ、割れ、はがれ

有機ﾗｲ
ﾆﾝｸﾞ

対象施設 調査項目 調査方法

目視及び計測
・ひび割れ、剥離、
　損傷
・劣化の兆候など

目視
・穴あきの有無
・水面上の鋼材の腐
食
・表面の傷の状況
継手の腐食状況

目視
・欠陥面積率
（ASTM-D610を参考に
判定する）

上部工

判定基準

局所的に鉄筋が露出している。

変状なし

複数方向に幅1mm程度のひび割れがある。

広範囲に亘り鉄筋が露出している。

中詰材等が流出するような穴開き、ひび割れ、欠損がある。

一方向に幅1mm程度のひび割れがある。

ｺﾝｸﾘｰﾄの劣
化、損傷

b

c

b

保護カバーが脱落し、ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ材が露出または脱落し、鋼材表
面に錆が出ている。

ﾗｲﾆﾝｸﾞ材にあて傷や表面的な腐食がある。

初期状態とほとんど変化なく、健全な状態。

a

b

c 表面的な微細クラックがある。

ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ又はﾊﾞﾝﾄﾞ材にゆるみがある。

初期状態とほとんど変化なく、健全な状態。

ﾓﾙﾀﾙが欠落し、鋼材表面に錆が発生している。

ふくれ、はがれや欠陥が著しく、鋼材が露出し、錆が発生して
いる。

鋼材まで達するすり傷、あて傷、はがれが生じている。

初期状態とほとんど変化なく、健全な状態。

鋼材まで達していないすり傷、あて傷、はがれが生じている。

目視
・錆、脱落

初期状態とほとんど変化なく、健全な状態。

ﾗｲﾆﾝｸﾞ材に鋼材表面まで達する傷や剥離があり、錆が発生している。

ﾗｲﾆﾝｸﾞ材に鋼材表面まで達しない腐食や傷がある。

鋼矢板等

ﾍﾟﾄﾛﾀﾑ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ

ﾓﾙﾀﾙﾗｲ
ﾆﾝｸﾞ

金属ﾗｲ
ﾆﾝｸﾞ

鋼材の腐食、
亀裂、損傷

塗覆装

塗装

目視
・保護ｶﾊﾞｰの脱落、
亀裂、変形、剥離
・ﾎﾞﾙﾄの腐食やゆる
み

保護ｶﾊﾞｰに損傷、変形がある。

ﾓﾙﾀﾙ表面に幅1mm未満のひび割れがある。

保護ｶﾊﾞｰに微細なｸﾗｯｸがある。

目視
（保護ｶﾊﾞｰがない場合）
・ﾓﾙﾀﾙの欠落やひび割れ、剥
離
（保護ｶﾊﾞｰがある場合）
・保護ｶﾊﾞｰの脱落、亀裂、変
形
・ﾎﾞﾙﾄの腐食やゆるみ

ﾓﾙﾀﾙに幅1mm以上のひび割れがある。

保護カバーや当板に亀裂がある。

ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ等に腐食が見られる。

保護カバーが変色又は白亜化している。

b

c

a

簡易調査様式（重点項目：矢板式護岸）
地区、施設名： 区間名： 点検年月日：平成漁港名： 漁港、地区名：
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年 月 日

a

b

c

d

b

d

a

b

d

b

d

c

本体（ｺﾞﾑ）:欠損、亀裂、ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞが見られる。

取付金具:発錆が見られる。

変状なし。

はしご
本体の損傷、
塗装、腐食

目視
・損傷、変形
・塗装の状態
・腐食、錆（鋼製の
場合）

欠落している。欠損、腐食が著しく、使用上危険である。

---

---

係船柱本来の機能が失われない程度の損傷、変形がみられる。

変状なし。

防舷材
本体の損傷、
破損

目視
・ｺﾞﾑ部の損傷
・取付金具の錆や傷

a
本体（ｺﾞﾑ）:欠落、永久変形がみられる。

取付金具:ゆるみ、抜け、曲がり、切断が見られる。

---

重力式
係船岸

係船柱
本体の損傷、
塗装

目視
・損傷、変形
・塗装の状態

車止め・安
全柵

本体の損傷、
塗装

目視
・損傷、変形
・塗装の状態
・腐食、錆（鋼製の
場合）

対象施設 調査項目 調査方法 判定基準

地区、施設名： 区間名：漁港名： 漁港、地区名：

簡易調査様式（重点項目及び判定基準：重力式係船岸　1/2）

損傷や変形が見られる。

塗装のはがれや錆が見られる。

変状なし。

変状なし。

欠損している。

機能上支障となる損傷、変形がある。

---

c
損傷、変形がある。

塗装のはがれや錆が見られる。

a

c

破損、損傷等により係船柱本来の機能を失っている。

点検年月日：平成

 
 

年 月 日

c

d

a

d

点検年月日：平成区間名：地区、施設名：

重力式
係船岸

漁港、地区名：

---

変状なし

a

b

幅1cm以上のひび割れがある。

部材表面に対して面積比で10％以上の欠損がある。

幅1cm未満のひび割れがある。

部材表面に対して面積比で10％未満の欠損がある。

変状なし

簡易調査様式（重点項目及び判定基準：重力式係船岸　2/2）

上部工
ｺﾝｸﾘｰﾄの劣
化、損傷

目視及び計測
・ひび割れ、剥離、
　損傷
・劣化の兆候など

漁港名：

対象施設 調査項目 調査方法 判定基準

本体工（側
壁、スリッ
ト部）

ｺﾝｸﾘｰﾄの劣
化、損傷

目視及び計測
・ひび割れ、剥離、
　損傷
・劣化の兆候など

中詰材等が流出するような穴開き、ひび割れ、欠損がある。

複数方向に幅1mm程度のひび割れがある。

広範囲に亘り鉄筋が露出している。

一方向に幅1mm程度のひび割れがある。

b

c
局所的に鉄筋が露出している。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 54

年 月 日

a

b

c

d

b

d

a

b

d

b

d

係船柱本来の機能が失われない程度の損傷、変形がみられる。

---

破損、損傷等により係船柱本来の機能を失っている。

点検年月日：平成

簡易調査様式（重点項目及び判定基準：矢板式係船岸　1/2）

対象施設 調査項目 調査方法 判定基準

区間名：漁港名：

変状なし。

本体（ｺﾞﾑ）:欠落、永久変形がみられる。

取付金具:ゆるみ、抜け、曲がり、切断が見られる。

---

本体（ｺﾞﾑ）:欠損、亀裂、ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞが見られる。

取付金具:発錆が見られる。

変状なし。

欠落している。欠損、腐食が著しく、使用上危険である。

---

損傷、変形がある。

塗装のはがれや錆が見られる。

変状なし。

機能上支障となる損傷、変形がある。

---

損傷や変形が見られる。

塗装のはがれや錆が見られる。

変状なし。

はしご

a

車止め・安
全柵

本体の損傷、
塗装

目視
・損傷、変形
・塗装の状態
・腐食、錆（鋼製の
場合）

a

係船柱
本体の損傷、
塗装

目視
・損傷、変形
・塗装の状態

防舷材
本体の損傷、
破損

目視
・ｺﾞﾑ部の損傷
・取付金具の錆や傷

本体の損傷、
塗装、腐食

目視
・損傷、変形
・塗装の状態
・腐食、錆（鋼製の
場合）

矢板式
係船岸

漁港、地区名： 地区、施設名：

c

c

c

欠損している。
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年 月 日

a

d

a

c

d

a

b

c

d

b

c

d

d

a

d

a

b

c

d

中詰材等が流出するような穴開き、ひび割れ、欠損がある。

付着物は見られるが、発錆、開孔、損傷は見られない。

欠陥面積率0.3%以上

欠陥面積率0.1%以上0.3%未満

変状なし

腐食による開孔や変形、損傷が見られ、裏埋材が流出している。

欠陥面積率0.03%以上0.1%未満

欠陥面積率0.03%未満

部分的に黒または赤褐色の発錆が見られる。

簡易調査様式（重点項目及び判定基準：矢板式係船岸　2/2）

対象施設 調査項目 調査方法

漁港名： 漁港、地区名：

判定基準

上部工
ｺﾝｸﾘｰﾄの劣
化、損傷

目視及び計測
・ひび割れ、剥離、
　損傷
・劣化の兆候など

複数方向に幅1mm程度のひび割れがある。

広範囲に亘り鉄筋が露出している。

一方向に幅1mm程度のひび割れがある。

局所的に鉄筋が露出している。

b

c

鋼矢板

鋼材の腐食、
亀裂、損傷

目視
・穴あきの有無
・水面上の鋼材の腐
食
・表面の傷の状況
・継手の腐食状況

b

c

ﾓﾙﾀﾙﾗｲ
ﾆﾝｸﾞ

目視
（保護ｶﾊﾞｰがない場合）
・ﾓﾙﾀﾙの欠落やひび割れ、剥
離
（保護ｶﾊﾞｰがある場合）
・保護ｶﾊﾞｰの脱落、亀裂、変
形
・ﾎﾞﾙﾄの腐食やゆるみ

c

平均干潮面付近～L.W.L付近、あるいは全体的に赤褐色の発錆
が著しい。

塗覆装

塗装

目視
・欠陥面積率
（ASTM-D610を参考に
判定する）

有機ﾗｲ
ﾆﾝｸﾞ

目視
・錆、塗膜のふく
れ、割れ、はがれ

a
ふくれ、はがれや欠陥が著しく、鋼材が露出し、錆が発生して
いる。

鋼材まで達するすり傷、あて傷、はがれが生じている。

鋼材まで達していないすり傷、あて傷、はがれが生じている。

初期状態とほとんど変化なく、健全な状態。

ﾍﾟﾄﾛﾀﾑ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ

目視
・保護ｶﾊﾞｰの脱落、
亀裂、変形、剥離
・ﾎﾞﾙﾄの腐食やゆる
み

a
保護カバーが脱落し、ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ材が露出または脱落し、鋼材表
面に錆が出ている。

b
保護カバーや当板に亀裂がある。

ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ等に腐食が見られる。

保護カバーが変色又は白亜化している。

表面的な微細クラックがある。

ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ又はﾊﾞﾝﾄﾞ材にゆるみがある。

初期状態とほとんど変化なく、健全な状態。

初期状態とほとんど変化なく、健全な状態。

ﾓﾙﾀﾙが欠落し、鋼材表面に錆が発生している。

b
ﾓﾙﾀﾙに幅1mm以上のひび割れがある。

保護ｶﾊﾞｰに損傷、変形がある。

矢板式
係船岸

ﾓﾙﾀﾙ表面に幅1mm未満のひび割れがある。

保護ｶﾊﾞｰに微細なｸﾗｯｸがある。

初期状態とほとんど変化なく、健全な状態。

金属ﾗｲ
ﾆﾝｸﾞ

目視
・錆、脱落

ﾗｲﾆﾝｸﾞ材に鋼材表面まで達する傷や剥離があり、錆が発生している。

ﾗｲﾆﾝｸﾞ材に鋼材表面まで達しない腐食や傷がある。

ﾗｲﾆﾝｸﾞ材にあて傷や表面的な腐食がある。

点検年月日：平成地区、施設名： 区間名：

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 56

年 月 日

a

b

c

d

b

d

a

b

d

c

d

b

c

d

簡易調査様式（重点項目及び判定基準：桟橋式係船岸　1/2）

対象施設 調査項目 調査方法 判定基準

目視
・損傷、変形
・塗装の状態
・腐食、錆（鋼製の
場合）

係船柱
本体の損傷、
塗装

目視
・損傷、変形
・塗装の状態

目視
・ｺﾞﾑ部の損傷
・取付金具の錆や傷

防舷材
本体の損傷、
破損

はしご
本体の損傷、
塗装、腐食

破損、損傷等により係船柱本来の機能を失っている。

---

係船柱本来の機能が失われない程度の損傷、変形がみられる。

変状なし。

a
本体（ｺﾞﾑ）:欠落、永久変形がみられる。

取付金具:ゆるみ、抜け、曲がり、切断が見られる。

---

塗装のはがれや錆が見られる。

c
本体（ｺﾞﾑ）:欠損、亀裂、ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞが見られる。

取付金具:発錆が見られる。

変状なし。

欠落している。欠損、腐食が著しく、使用上危険である。

---

c
損傷、変形がある。

塗装のはがれや錆が見られる。

変状なし。

車止め・安
全柵

本体の損傷、
塗装

目視
・損傷、変形
・塗装の状態
・腐食、錆（鋼製の
場合）

a
欠損している。

機能上支障となる損傷、変形がある。

---

b
損傷や変形が見られる。

本体の損傷、
塗装

渡版

a目視
・傷、割れ
・塗装の状態
・移動
・可能性

桟橋式
係船岸

漁港名： 漁港、地区名： 地区、施設名： 区間名： 点検年月日：平成

渡版に割れ等の損傷がある。

沈下・移動している。

設計上の可動／固定条件が満たされていない。

---

表面塗装の剥離、腐食が見られる。

損傷、変形がある。変形、錆等の異常が見られず、移動もない。

変状なし。
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年 月 日

d

b

c

d

a

c

d

a

b

c

d

b

c

d

d

a

d

a

b

c

d

調査項目 調査方法 判定基準

網目状のひび割れが部材表面の50%以上見られる。

軸方向の幅3mm以上のひび割れが見られる。

かぶりの剥落がある。

b

かぶりの剥落がある。

鉄筋が破断している。

ﾊﾝﾁ：幅2mm未満のひび割れが全体的に広がっている。

ｽﾗﾌﾞ：一方向のひび割れ若しくは帯状又は線状のｹﾞﾙ吹出物がある。

はり：軸と直角な方向のひび割れのみが見られる。

蜂蛛の巣状又は鉛直方向の幅2mm以上のひび割れが見られる。

かぶりの剥落がある。

ｽﾗﾌﾞ：網目状のひび割れが部材表面の50%未満で見られる。

はり：軸方向の幅3mm未満のひび割れが見られる。

腐食による開孔や変形、損傷が見られる。

ﾊﾝﾁ：幅2mm未満のひび割れが部分的に見られる。

変状なし。

鉄筋が破断している。

部材表面に対して面積比で10%以上の欠損がある。

部材表面に対して面積比で10%未満の欠損がある。

---

変状なし。

ふくれ、はがれや欠陥が著しく、鋼材が露出し、錆が発生して
いる。

ﾓﾙﾀﾙに幅1mm以上のひび割れがある。

保護ｶﾊﾞｰに損傷、変形がある。

ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ等に腐食が見られる。

保護カバーが変色又は白亜化している。

付着物は見られるが、発錆、開孔、損傷は見られない。

欠陥面積率0.3%以上

欠陥面積率0.1%以上0.3%未満

欠陥面積率0.03%以上0.1%未満

表面的な微細クラックがある。

ﾗｲﾆﾝｸﾞ材にあて傷や表面的な腐食がある。

ﾗｲﾆﾝｸﾞ材に鋼材表面まで達する傷や剥離があり、錆が発生している。

鋼管杭

欠陥面積率0.03%未満

初期状態とほとんど変化なく、健全な状態。

初期状態とほとんど変化なく、健全な状態。

初期状態とほとんど変化なく、健全な状態。

保護カバーや当板に亀裂がある。

保護カバーが脱落し、ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ材が露出または脱落し、鋼材表
面に錆が出ている。

対象施設

c

ﾓﾙﾀﾙ表面に幅1mm未満のひび割れがある。

保護ｶﾊﾞｰに微細なｸﾗｯｸがある。

平均干潮面付近～L.W.L付近、あるいは全体的に赤褐色の発錆
が著しい。

鋼材まで達するすり傷、あて傷、はがれが生じている。

鋼材まで達していないすり傷、あて傷、はがれが生じている。

部分的に黒または赤褐色の発錆が見られる。

桟橋式
係船岸

目視及び計測
・ひび割れの発生方
向
・ひび割れの本数、
長さと幅

ｺﾝｸﾘｰﾄのひび
割れ

a目視及び計測
・かぶりの剥離・剥落の
有無
・鉄筋に沿ったｺﾝｸﾘｰﾄ表
面のひび割れ
・錆によるｺﾝｸﾘｰﾄの赤変

鉄筋の腐食

a
はり

ｽﾗﾌﾞ

上部工
（下面部）

簡易調査様式（重点項目及び判定基準：桟橋式係船岸　2/2）
漁港名： 漁港、地区名：

鋼材の腐食、
亀裂、損傷

目視
・穴あきの有無
・水面上の鋼材の腐
食
・表面の傷の状況

b

ﾍﾟﾄﾛﾀﾑ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ

目視
・保護ｶﾊﾞｰの脱落、
亀裂、変形、剥離
・ﾎﾞﾙﾄの腐食やゆる
み

a

b

c

a

塗覆装

塗装

目視
・欠陥面積率
（ASTM-D610を参考に
判定する）

有機ﾗｲ
ﾆﾝｸﾞ

目視
・錆、塗膜のふく
れ、割れ、はがれ

金属ﾗｲ
ﾆﾝｸﾞ

目視
・錆、脱落

ﾓﾙﾀﾙが欠落し、鋼材表面に錆が発生している。

ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ又はﾊﾞﾝﾄﾞ材にゆるみがある。

ﾓﾙﾀﾙﾗｲ
ﾆﾝｸﾞ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ材に鋼材表面まで達しない腐食や傷がある。

初期状態とほとんど変化なく、健全な状態。

地区、施設名： 区間名：

目視
（保護ｶﾊﾞｰがない場合）
・ﾓﾙﾀﾙの欠落やひび割れ、剥
離
（保護ｶﾊﾞｰがある場合）
・保護ｶﾊﾞｰの脱落、亀裂、変
形
・ﾎﾞﾙﾄの腐食やゆるみ

b

c

ﾊﾝﾁ

点検年月日：平成
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年 月 日

a

b

c

d

b

d

a

b

d

c

d

a

c

d

a

d

b

c

d

a

b

c

d

浮体式係船岸

〈RC/PC製〉
ｺﾝｸﾘｰﾄの劣
化、損傷

目視及び計測
・ひび割れ、剥離、
　損傷
・劣化の兆候など

中詰材等が流出するような穴開き、ひび割れ、欠損がある。

b
複数方向に幅1mm程度のひび割れがある。

広範囲に亘り鉄筋が露出している。

c
一方向に幅1mm程度のひび割れがある。

局所的に鉄筋が露出している。

変状なし

対象施設 調査項目 調査方法 判定基準

簡易調査様式（重点項目及び判定基準：浮体式係船岸）

係船柱
本体の損傷、
塗装

目視
・損傷、変形
・塗装の状態

破損、損傷等により係船柱本来の機能を失っている。

---

係船柱本来の機能が失われない程度の損傷、変形がみられる。

変状なし。

防舷材
本体の損傷、
破損

目視
・ｺﾞﾑ部の損傷
・取付金具の錆や傷

a
本体（ｺﾞﾑ）:欠落、永久変形がみられる。

取付金具:ゆるみ、抜け、曲がり、切断が見られる。

---

c
本体（ｺﾞﾑ）:欠損、亀裂、ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞが見られる。

取付金具:発錆が見られる。

変状なし。

はしご
本体の損傷、
塗装、腐食

目視
・損傷、変形
・塗装の状態
・腐食、錆（鋼製の
場合）

欠落している。欠損、腐食が著しく、使用上危険である。

---

c
損傷、変形がある。

塗装のはがれや錆が見られる。

変状なし。

車止め・安
全柵

本体の損傷、
塗装

目視
・損傷、変形
・塗装の状態
・腐食、錆（鋼製の
場合）

a
欠損している。

機能上支障となる損傷、変形がある。

b
損傷や変形が見られる。

塗装のはがれや錆が見られる。

---

変状なし。

部分的に黒または赤褐色の発錆が見られる。

付着物は見られるが、発錆、開孔、損傷は見られない。

ﾎﾟﾝﾂｰﾝ外部

塗覆装に亀裂、剥離が全体的に見られる。

係留チェーンが切れている。

亀裂や磨耗が見られる。異常音が確認される。

目視
・穴あきの有無
・水面上の鋼材の腐
食
・表面の傷の状況
・継手の腐食状況

平均干潮面付近～L.W.L付近、あるいは全体的に赤褐色の発錆
が著しい。

〈鋼製〉
鋼材の腐食、
亀裂、損傷

腐食による開孔や変形、損傷が見られ、裏埋材が流出している。

b

---

付着物は見られるが、損傷や異常音はない。

連絡橋が不安定でﾎﾟﾝﾂｰﾝへの移動が困難である。

---
目視
・移動の安定性
・錆、傷の有無
・塗装

塗装の剥離や錆が見られる。

塗装の剥離、錆は見られない。連絡橋は安定している。

係留杭・
係留
ﾁｪｰﾝ

連絡橋
・
渡橋

係留杭の磨耗が著しく、孔が開いている、もしくは破壊している。

目視、異常音
（係留杭の損傷、ﾎﾟﾝ
ﾂｰﾝとの接合部におけ
る異常音）

磨耗、塗装、
腐食

安定性、損
傷、腐食

a

点検年月日：平成地区、施設名： 区間名：漁港名： 漁港、地区名：
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年 月 日

a

b

c

d

消波工

目視
・消波ﾌﾞﾛｯｸの損傷、
亀裂
・欠損ﾌﾞﾛｯｸの個数

欠損しているﾌﾞﾛｯｸが1/4以上見られる。

---

欠損や部分的な変状があるﾌﾞﾛｯｸが複数個見られる。

変状なし。

消波
ブロック

損傷、亀裂

点検年月日：平成

対象施設 調査項目 調査方法 判定基準

簡易調査様式（重点項目：消波工）
漁港名： 漁港、地区名： 地区、施設名： 区間名：
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ASTM-D610（さび発生面積率）

【さび発生面積率の目視判定基準】 
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Ⅰ． 調査概要 
1. 業務名称   

     平成１８年度 広域漁港整備事業 
西郷漁港老朽化調査及び維持管理計画検討 

  
 2. 業務目的 

本調査は、島根県西郷漁港の漁港施設について、簡易調査を主とした施設の老朽化

診断調査及びその結果に基づく補修更新計画の策定を行うものである。 
なお、簡易調査の内容については、「水産関係公共施設における老朽化診断手法マ

ニュアル（案）」（水産関係公共施設の老朽化及びアセットマネージメントマニュアル

検討調査；水産庁）を参考とする。 
 
 3. 調査対象 

3.1 調査対象漁港 
   島根県隠岐郡隠岐の島町 西郷漁港        

    
  

図-1.1 西郷漁港位置図 
 3.2 調査対象施設 
   調査対象施設は、漁港施設を対象とし、下表にその概要を示す。 

表-1.1 調査対象施設 
施   設 延 長 (m) 構造形式 備   考 
防波堤 412.2m   重力式、その他  
岸 壁 1,393.5m   重力式、矢板式、桟橋式  
船揚場 53.2m   －  
物揚場 596.0m   桟橋式  
護 岸 4028.9m   重力式、矢板式、桟橋式  

西郷漁港 
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 4. 調査内容 
4.1 調査フロー 
   西郷漁港における老朽化調査及び補修更新計画検討フロー図を以下に示す。 
   

  
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

図-1.2 老朽化調査及び補修更新計画検討フロー図 
 

 

※1)：簡易調査によって老朽度評価が不足する場合 

補足調査 

補足調査の要否

要※1) 

否

簡易調査 
・簡易項目調査 
・重点項目調査 
（目視等による老朽化の判定）

老朽度評価(一次) 

履歴調査 

老朽度評価(二次) 

補修更新計画 
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4.2 履歴調査 
履歴調査は、漁港区域内の漁港施設を対象とし、漁港台帳等をもとに各対象構造物

の特徴の把握を目的に、施設の構造形式、構造諸元、設計・施工条件等を調査するも

のである。 
既存資料データ整理の概要を表-1.2に示す。 
 

表-1.2 履歴調査概要 
 

履歴調査 

目  的 対象構造物の特徴を把握 
内  容 設計･施工条件等資料調査 
間  隔 調査・対策の実施間隔と同様 
実施時期 調査、対策の実施前 
実施範囲 対象施設の全延長 

 
 

4.3 簡易調査 
簡易調査は、「水産関係公共施設における老朽化診断手法マニュアル（案）」に基づ

き行うものとする。 
簡易調査は、主に目視による老朽化度判定のために実施する調査であり、防波堤、

護岸、係船岸、付帯施設等のひび割れや腐食等の確認を行うものである。 
簡易調査は、簡易項目と重点項目に分けて実施するものとし、簡易項目により施設

の変状の有無を確認し、顕著な変状が見られる場合は、老朽化度の判定を行うために

重点項目の調査を行うものとする。 
簡易調査の概要を表-1.3に示す。 
 

表-1.3 簡易調査概要 
簡易調査  

簡易項目 重点項目 

目  的 
施設の変状の有無の確認 施設老朽度の評価 

 

内  容 
目視調査 
（表-3.2参照） 

近接目視調査 
簡易な計測 
（表-3.3参照） 

間  隔 １回／１～3年 必要に応じて 

実施時期 
地域特性等を考慮して設定（台

風通過後等） 
簡易項目の結果より必要と判断

された場合 

実施範囲 
対象施設の全延長 簡易項目で必要と判断された箇

所（代表断面での実施も可） 
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4.3.1 簡易項目 
簡易項目は、陸上または海上からの目視により、対象施設の変状の確認を行うもの

とする。簡易項目を表-1.4(1)、(2)に示す。 
また、簡易項目調査時には、簡易項目チェックシートの記入とともに、施設の概要

を把握するため全体平面図と断面図、変状位置図と変状写真の一覧を作成するものと

する。 
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表-1.4(1) 簡易項目一覧表   

対象施設 調査位置及び項目 確認する項目 

ひび割れ ひび割れの有無 

剥離・剥落・欠損 剥離・剥落・欠損の有無 上部工 

鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出の有無 

ひび割れ ひび割れの有無 

剥離・剥落・欠損 剥離・剥落・欠損の有無 

重力式    

防波堤 

本体工 

鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出の有無 

ひび割れ ひび割れの有無 

剥離・剥落・欠損 剥離・剥落・欠損の有無 上部工 

鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出の有無 

腐食による開孔や変形の有無 

矢板・杭式  

防波堤 

本体工 鋼材の腐食 
発錆の有無 

腐食による開孔や変形の有無 本体工   

（鋼製） 
鋼材の腐食 

発錆の有無 

ひび割れ ひび割れの有無 

剥離・剥落・欠損 剥離・剥落・欠損の有無 
本体工   

（RC/PC 製） 
鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出の有無 

係留杭 摩耗・腐食 摩耗・腐食による穴の有無 

浮防波堤 

係留ﾁｪｰﾝ ﾁｪｰﾝ破断 防波堤法線の大規模な移動の有無 

ひび割れ ひび割れの有無 

剥離・剥落・欠損 剥離・剥落・欠損の有無 上部工 

鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出の有無 

ひび割れ ひび割れの有無 

剥離・剥落・欠損 剥離・剥落・欠損の有無 

重力式護岸 

本体工 

鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出の有無 

ひび割れ ひび割れの有無 

剥離・剥落・欠損 剥離・剥落・欠損の有無 上部工 

鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出の有無 

腐食による開孔や変形の有無 
本体工 鋼材の腐食 

発錆の有無 

矢板式護岸 

防食工 脱落・はがれ・割れ 脱落・はがれ・割れの有無 
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表-1.4(2) 簡易項目一覧表 

対象施設 調査位置及び項目 確認する項目 

ひび割れ ひび割れの有無 

剥離・剥落・欠損 剥離・剥落・欠損の有無 上部工 

鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出の有無 

ひび割れ ひび割れの有無 

剥離・剥落・欠損 剥離・剥落・欠損の有無 

重力式    

係船岸 

本体工 

鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出の有無 

ひび割れ ひび割れの有無 

剥離・剥落・欠損 剥離・剥落・欠損の有無 上部工 

鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出の有無 

腐食による開孔や変形の有無 
本体工 鋼材の腐食 

発錆の有無 

矢板式    

係船岸 

防食工 脱落・はがれ・割れ 脱落・はがれ・割れの有無 

ひび割れ ひび割れの有無 

剥離・剥落・欠損 剥離・剥落・欠損の有無 上部工 

鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出の有無 

腐食による開孔や変形の有無 
本体工 鋼材の腐食 

発錆の有無 

渡り版 損傷 割れ等の損傷の有無 

桟橋式    

係船岸 

防食工 脱落・はがれ・割れ 脱落・はがれ・割れの有無 

腐食による開孔や変形の有無 
本体工 鋼材の腐食 

発錆の有無 

係留杭 摩耗・腐食 摩耗・腐食による穴の有無 

浮桟橋    

（鋼製） 

連絡橋 損傷 塗装の剥離や錆の有無 

ひび割れ ひび割れの有無 

剥離・剥落・欠損 剥離・剥落・欠損の有無 本体工 

鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出の有無 

係留杭 摩耗・腐食 摩耗・腐食による穴の有無 

浮桟橋    

（RC/PC 製） 

連絡橋 損傷 塗装の剥離や錆の有無 

消波工 消波ブロック 損傷 ブロックの損傷の有無 

係留杭 損傷・破損 損傷・破損の有無 

防舷材 損傷・破損 損傷・破損の有無 

はしご 損傷・破損 損傷・破損の有無 
付帯施設 

車止め・安全柵 損傷・破損 損傷・破損の有無 
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4.3.2 重点項目 
重点項目は、簡易項目で変状が確認された箇所について、目視及び簡易な計測によ

り対象施設の変状の規模を把握するものとし、各部位毎の個別評価(a,b,c,d)を行うもの
である。その重点項目を表-1.5(1)、(2)に示す。 
ここで、簡易な計測とは、スケール、テストハンマーなどを用いてひび割れ幅や長

さ、コンクリートの浮き・剥離の範囲、鉄筋露出の範囲やかぶり厚さ、構造物の変位

などを測定することである。 
 
① コンクリートのひび割れ 

ひび割れ発生の原因推定は容易ではないが、ひび割れのパターン、発生部位、

幅、長さなどからある程度の推定が可能となる。対象構造物に接触できる場合

には、簡単な測定器具として、メジャー（コンベックス）やクラックスケール

などを用いてひび割れの幅や長さを記録する。 
 

② コンクリートの表面状況 
コンクリートの浮き・剥離は主に鉄筋腐食によって発生する。剥離は目視で

容易に観察できるが、浮きについては錆汁の多い箇所、鉄筋に沿ったひび割れ

付近、コンクリートの剥離が見られる付近などをテストハンマーで叩き、打撃

音等により確認を行う。 
簡易調査では、コンクリートの浮き・剥離の面積や剥離の深さ（鉄筋が露出

している場合にはそのかぶり厚さ）を計り記録する。構造物に接触できない場

合には写真などによりおおまかな判定を行うことが可能である。 
 

③ 鉄筋の露出 
鉄筋の腐食が進行し、かぶりコンクリートが剥落すると鉄筋が露出する。こ

のような場合、剥落箇所の点検とともに露出した鉄筋の調査を同時に行うもの

とする。簡易調査は、露出鉄筋の位置、本数、長さ、腐食の程度をメジャー（コ

ンベックス）などで計測する。腐食の程度は、テストハンマーで表面の錆を落

として、目視観察する。 
 
また、重点項目調査時には、重点項目チェックシートの記入とともに、施設の概要

を把握するため全体平面図と断面図、変状位置図と変状写真の一覧を作成するものと

する。 
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表-1.5(1) 重点項目一覧表 

浮防波堤

本体工
ひび割れ幅
剥離、剥落、欠損のと範囲
鉄筋露出の範囲

ひび割れ幅
剥離、剥落、欠損の範囲
鉄筋露出の範囲

〈鋼製〉鋼材の腐
食、亀裂、損傷

ﾎﾟﾝﾂｰﾝ外部
〈RC/PC製〉ｺﾝｸﾘｰﾄ
の老朽化、損傷

矢板式護岸

開孔の有無、鋼材の発錆状況

ひび割れ幅
剥離、剥落、欠損のと範囲
鉄筋露出の範囲

損傷、塗装及び錆の状況

損傷、塗装及び錆の状況

損傷、変形の状況

摩耗、損傷、塗装の状況

ｺﾝｸﾘｰﾄの老朽化､損
傷

 目視及び計測

 目視及び計測

上部工
ｺﾝｸﾘｰﾄの老朽化、
損傷

 目視及び計測

車止め
・安全柵

本体の損傷、塗
装、腐食

 目視

係船柱

ｺﾝｸﾘｰﾄの老朽化、
損傷

目視及び計測

本体工（側
壁、ｽﾘｯﾄ部）

ｺﾝｸﾘｰﾄの老朽化、
損傷

 目視及び計測

ひび割れ幅
剥離、剥落、欠損の範囲
鉄筋露出の範囲

ｺﾝｸﾘｰﾄの老朽化、
損傷

目視及び計測 ひび割れ幅
剥離、剥落、欠損の範囲

ｺﾝｸﾘｰﾄの老朽化、
損傷

 目視及び計測

本体の損傷  目視

防舷材 本体の損傷、破損  目視

はしご

重力式
防波堤

上部工

本体工（側
壁、ｽﾘｯﾄ部）

重力式
係船岸

係留ﾁｪｰﾝ

矢板式
防波堤

上部工

重力式護岸

上部工

係留ﾁｪｰﾝの破断 目視

ﾎﾟﾝﾂｰﾝ内部 本体の亀裂、損傷

 目視

係留杭
本体の摩耗、塗
装、腐食

 目視

塗覆装の損傷、変
形

上部工

杭式防波堤

上部工
ｺﾝｸﾘｰﾄの老朽化、
損傷

鋼矢板等

鋼管杭等

ｺﾝｸﾘｰﾄの老朽化、
損傷

鋼材の腐食、亀
裂、損傷

鋼材の腐食、亀
裂、損傷

開孔の有無、鋼材の発錆状況

損傷状況

 目視

ひび割れ幅
剥離、剥落、欠損の範囲
鉄筋露出の範囲

開孔、裏込材流出の有無
鋼材の発錆状況

 目視及び計測

 目視

 目視 損傷の状況、範囲

ひび割れ幅
剥離、剥落、欠損の範囲
鉄筋露出の範囲

塗覆装の損傷、変
形

 目視 損傷の状況、範囲

損傷、変形の状況

本体の損傷、塗
装、腐食

浸水状況

開孔、裏込材流出の有無
鋼材の発錆状況

係留ﾁｪｰﾝ切断の有無

ひび割れ幅
剥離、剥落、欠損の範囲

ひび割れ幅
剥離、剥落、欠損の範囲
鉄筋露出の範囲

 目視

ひび割れ幅
剥離、剥落、欠損のと範囲
鉄筋露出の範囲

 目視

塗覆装の損傷、変
形

 目視

 目視及び計測

ｺﾝｸﾘｰﾄの老朽化､損
傷

 目視及び計測

鋼矢板等

鋼材の腐食、亀
裂、損傷

 目視

対象施設 点検項目 点検方法 変　　　　　状
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表-1.5(2) 重点項目一覧表 

本体の損傷、破損

鋼材の腐食、亀
裂、損傷

 目視

係船柱 本体の損傷  目視

塗覆装の損傷、変
形

 目視

本体の亀裂、損傷  目視 浸水状況

車止め
・安全柵

本体の損傷、塗
装、腐食

 目視

桟橋式係船岸

鋼管杭等

はしご

連絡橋・渡版

ﾎﾟﾝﾂｰﾝ内部

防舷材

開孔の有無、鋼材の発錆状況

摩耗、損傷、塗装の状況

ひび割れ幅
剥離、剥落、欠損の範囲
鉄筋露出の範囲

本体の損傷、塗
装、腐食

 目視 移動の安定性、損傷、塗装及び錆の状況

 目視 欠損ブロックの個数損傷、亀裂

損傷状況

損傷、塗装及び錆の状況
本体の損傷、塗
装、腐食

 目視

〈鋼製〉鋼材の腐
食、亀裂、損傷

損傷状況

損傷、塗装及び錆の状況

車止め
・安全柵

本体の損傷、塗
装、腐食

渡　版
本体の損傷、塗
装、腐食

鉄筋の腐食  目視及び計測 鉄筋の露出、かぶりの剥離・剥落

上部工

係船柱 本体の損傷  目視

はしご

防舷材 本体の損傷、破損  目視 損傷、破損状況

本体の損傷、塗
装、腐食

 目視

ｺﾝｸﾘｰﾄの老朽化、
損傷

 目視及び計測

 目視

 目視

点検方法 変　　　　　状

損傷、塗装及び錆の状況

 目視 損傷、破損状況

開孔の有無、鋼材の発錆状況

損傷、塗装及び錆の状況

損傷状況

ひび割れ幅、ひび割れ範囲

損傷、塗装及び錆の状況

係留杭
本体の摩耗、塗
装、腐食

 目視

ﾎﾟﾝﾂｰﾝ外部
〈RC/PC製〉ｺﾝｸﾘｰﾄ
の老朽化、損傷

 目視及び計測

 目視

塗覆装の損傷、変
形

 目視 損傷の状況、範囲

鋼材の腐食、亀
裂、損傷

 目視
開孔、裏込材流出の有無
鋼材の発錆状況

点検項目

矢板式
係船岸

防舷材

上部工

車止め
・安全柵

はしご

係船柱

鋼矢板等

対象施設

ｺﾝｸﾘｰﾄの老朽化、
損傷

 目視及び計測
ひび割れ幅
剥離、剥落、欠損の範囲
鉄筋露出の範囲

損傷、変形の状況

損傷、塗装及び錆の状況

損傷、塗装及び錆の状況

本体の損傷、塗
装、腐食

本体の損傷、破損

本体の損傷

 目視

 目視

 目視

 目視

損傷、変形の状況

本体の損傷、塗
装、腐食

消波工

浮体式
係船岸

消波ブロック
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4.4 簡易調査における老朽度評価 
老朽度の評価は、「水産関係公共施設における老朽化診断手法マニュアル（案）」に

基づき行うものとする。 
簡易調査の重点項目結果により各部位の個別評価（a,b,c,d）を行い、その個別評価を
基に施設毎の老朽度評価（A,B,C,D）を行うものである。 
   

4.4.1 各部位の個別評価 
各部位の個別評価は、構造物毎に設定する変状ランク（a,b,c,d）により行うものとす

る。表-1.6に個別評価の単位及び表-1.7～1.9に主な変状ランクの参考値を示す。 
 

表-1.6 標準的な個別評価の単位 
施設名 個別評価(a,b,c,d)の単位 

重力式 上部工１スパン毎 
矢板式 上部工１スパン毎 
桟橋式 上部工１スパン毎 

防波堤 

浮体式 １浮体毎 
重力式 上部工１スパン毎 

護岸 
矢板式 上部工１スパン毎 
重力式 上部工１スパン毎 
矢板式 上部工１スパン毎 
桟橋式 上部工１スパン毎 

係船岸 

浮体式 １浮体毎 
注）付帯施設は本体工と同じ単位とする。 

 
表-1.7 無筋コンクリート構造物に対する評価（重力式係船岸上部工） 

変状現象 変状ランク 
幅1cm以上のひび割れがある。 

ａ 
部材表面に対して面積比で10%以上の欠損がある。 
幅1cm未満のひび割れがある。 

ｂ 
部材表面に対して面積比で10%未満の欠損がある。 

ｃ A,b,d以外 

コンクリートの

老朽化、損傷 

ｄ 変状なし。 
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表-1.8 鉄筋コンクリート構造物に対する評価（桟橋式係船岸上部工） 
変状現象 変状ランク 

スラブ 
網目状のひび割れが部材表面の50％以上見られる。 
かぶりの剥落がある。 
鉄筋が破断している 
はり 
軸方向の幅3mm以上のひび割れが見られる。 
かぶりの剥落がある。 
ハンチ 
蜘蛛の巣状又は鉛直方向の幅2mm以上のひび割れが見られる。

a 

かぶりの剥落がある。 
スラブ 
網目状のひび割れが部材表面の50％未満見られる。 
はり 
軸方向の幅3mm未満のひび割れが見られる。 
ハンチ 
幅2mm未満のひび割れが全体に広がっている。 

b 

 
スラブ 
一方向のひび割れ若しくは帯状又は線状のｹﾞﾙ吹出物がある。 
はり 
軸と直角方向のひび割れのみが見られる。 
ハンチ 

c 

幅2mm未満のひび割れが部分的に見られる。 

コンクリートの

老朽化、損傷 

d 変状なし 
 

変状ランク a（例） 
部材表面に対して面積比で

10％以上の欠損 

図-1.3 無筋コンクリート変状ランク例
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スラブ変状ランク a（例） 
かぶりの剥落 

はり変状ランク a（例） 
軸方向の幅 3mm以上の 
ひび割れ 

ハンチ変状ランク a（例） 
かぶりの剥落 

図-1.4(1) 鉄筋コンクリート変状ランク例
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スラブ変状ランク b（例） 
網目状のひび割れが部材表面

の 50％未満 

はり変状ランク b（例） 
軸方向の幅 3mm未満の 
ひび割れ 

ハンチ変状ランク b（例） 
幅 2mm未満のひび割れ 

図-1.4(2) 鉄筋コンクリート変状ランク例 
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スラブ変状ランク c（例） 
一方向のひび割れ 

はり変状ランク c（例） 
軸と直角方向のひび割れ 

ハンチ変状ランク c（例） 
幅 2mm未満のひび割れ 

図-1.4(3) 鉄筋コンクリート変状ランク例 
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表-1.9 鋼構造物に対する評価 
変状現象 変状ランク 

ａ 腐食による開孔や変形、損傷が見られ裏込材等が流出している。

ｂ 
平均干潮面付近からL.W.L付近、あるいは全体的に赤褐色の発錆
が著しい。 

ｃ 部分的に黒または赤褐色の発錆が見られる。 
鋼材の腐食、損傷 

ｄ 付着物は見られるが、発錆、開孔、損傷は見られない。 
 

 
 

 

 

 

 

鋼矢板変状ランク a（例） 
腐食による開孔 

鋼矢板変状ランク b（例） 
平均干潮面付近から L.W.L 付
近の赤褐色の発錆 

鋼矢板変状ランク c（例） 
部分的な黒または赤褐色 
の発錆 

図-1.5 鋼構造物変状ランク例
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4.4.2 老朽度評価 
老朽度評価は簡易調査の重点項目により得られた各部位毎の個別評価結果から、総

合的に評価することを基本とする。 
表-1.10に老朽度評価の単位を示す。 
また、施設全体の機能に及ぼす影響を3項目に分類し、対象施設の構造物毎に項目分
類の目安を設定したものを表-1.11及び表-1.12に示す。 

 
表-1.10 標準的な老朽度評価の単位 

施設名 老朽度評価(A,B,C,D)の単位 
重力式 
矢板式 

杭式 
防波堤 

浮防波堤

断面形状や供用期間等を踏まえて、

施設（100m～300m程度）毎に適切
に定める。 

重力式 
護岸 

矢板式 

断面形状や供用期間等を踏まえて、

施設（100m～300m程度）毎に適切
に定める。 

重力式 
矢板式 
桟橋式 

係船岸 

浮体式 

断面形状や供用期間等を踏まえて、

施設（100m～300m程度）毎に適切
に定める。 

 
表-1.11 施設全体の機能に及ぼす影響（３分類） 

項目Ⅰ ａ判定が１個から数個あると、施設の機能に影響を及ぼす。 
項目Ⅱ ａ判定が数多くあると、施設の機能に影響を及ぼす。 
項目Ⅲ 施設の機能に及ぼす影響は少ない。 
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表-1.12 項目分類の目安 

着眼対象 

対象施設 
項目Ⅰ 項目Ⅱ 項目Ⅲ 

重力式防波堤 【本体工】コンクリートの老朽化、損傷 【上部工】コンクリートの老朽化、損傷 ― 

矢板式防波堤 【鋼矢板】鋼材の腐食、亀裂、損傷 
【上部工】コンクリートの老朽化、損傷 

【鋼矢板】塗覆装 
― 

杭式防波堤 【鋼管杭】鋼材の腐食、亀裂、損傷 
【上部工】コンクリートの老朽化、損傷 

【鋼矢板】塗覆装 
― 

浮防波堤 

（鋼製） 

【ポンツーン（内部）】本体の亀裂、損傷 

【ポンツーン】鋼材の腐食、亀裂、損傷 

【連絡橋・渡版】移動の安定性、損傷、腐

食 

【係留杭等】磨耗、塗装、腐食 左記以外

浮防波堤 

(RC/PC製) 

【ポンツーン（内部）】本体の亀裂、損傷 

【連絡橋・渡版】移動の安定性、損傷、腐

食 

【ポンツーン】コンクリートの老朽化、損

傷 

【係留杭等】磨耗、塗装、腐食 

左記以外

重力式護岸 【本体工】コンクリートの老朽化、損傷 【上部工】コンクリートの老朽化、損傷 ― 

矢板式護岸 【鋼矢板】鋼材の腐食、亀裂、損傷 
【上部工】コンクリートの老朽化、損傷 

【鋼矢板】塗覆装 
― 

重力式 

係船岸 
【本体工】コンクリートの老朽化、損傷 ― 左記以外

矢板式 

係船岸 
【鋼矢板】鋼材の腐食、亀裂、損傷 

【上部工】コンクリートの老朽化、損傷 

【鋼矢板】塗覆装 
左記以外

桟橋式 

係船岸 
【鋼管杭】鋼材の腐食、亀裂、損傷 

【上部工（下面）】コンクリートのひび割

れ 

【上部工（下面）】鉄筋の腐食 

【鋼管杭】塗覆装 

左記以外

浮体式係船岸 

（鋼製） 

【ポンツーン（内部）】本体の亀裂、損傷 

【ポンツーン】鋼材の腐食、亀裂、損傷 

【連絡橋・渡版】移動の安定性、損傷、腐

食 

【係留杭等】磨耗、塗装、腐食 左記以外

浮体式係船岸 

(RC/PC製) 

【ポンツーン（内部）】本体の亀裂、損傷 

【連絡橋・渡版】移動の安定性、損傷、腐

食 

【ポンツーン】コンクリートの老朽化、損

傷 

【係留杭等】磨耗、塗装、腐食 

左記以外

消波工 ― 【消波ブロック】損傷、亀裂 ― 



 

 18

老朽度評価の選定は、着眼対象毎に行うものとし、表-1.13にその目安を示す。また、
診断内容(A,B,C,D)は表-1.14のとおりとする。 

 
表-1.13 老朽度評価(A,B,C,D)の選定の目安 

スキーム 
着眼 
対象 

老朽度評価Ａ 老朽度評価Ｂ 老朽度評価Ｃ 老朽度評価Ｄ

【１】 項目Ⅰ 

「ａが1個から数個以

上の項目があり、既に

施設の機能が損なわ

れている。 

「ａ、ｂが１個から数

個以上の項目」があ

り、そのまま放置する

と施設の機能が損な

われるおそれがある。

A,B,D以外 全てdのもの 

【２】 項目Ⅱ 

「ａが多数を占めて

いる項目」、「ａ＋ｂ

が殆どを占めている

項目」があり、既に施

設の機能が損なわれ

ている。 

「ａが数個以上ある

項目」、「ａ＋ｂが多

数を占めている項目」

があり、そのまま放置

すると施設の機能が

損なわれるおそれが

ある。 

A,B,D以外 全てdのもの 

【３】 項目Ⅲ 

― 

（但し、防舷材、係船柱など船舶の安全な接

岸・荷役に必要な附帯設備等については、利用

上の観点から、個別、且つ、適切に判断する）

D以外 全てdのもの 

注）・判定基準スキーム【１】、【２】、【３】のうち、原則として、最も厳しい評価

結果となったものを採用すべきと考える。 

・上表のなかで「多数」とは概ね５割程度、「殆ど」とは概ね８割程度を想定して

いるが、個別評価結果（ａ、ｂ…）のみで整然と分類できないことに留意する必

要がある。つまり、「項目Ⅰ」のａが１個あった場合、則「Ａ」ではなく、機能

の観点から検討し「Ａ」あるいは「Ｂ」を選択すべきである。 

表-1.14 老朽度評価の診断内容 
老朽度評価 診 断 内 容 
Ａ 施設の機能が損なわれており、緊急に対策の必要があると判断される場合。

Ｂ 放置した場合、施設の機能が損なわれるおそれがあり、計画的な対策を実

施する必要があると判断される場合。 
Ｃ 施設の機能に係る異常は認められず、現状では対策の必要はないが、将来

を見通して、計画的な対策が必要と判断される場合。 
Ｄ 異常がみられず、十分な機能を保有していると判断される場合。 
注）Ａ判定の「緊急に」は、概ね５年以内に対策等を行う必要があるものと想定 
  Ｂ判定の「計画的に」は、概ね10年以内に対策等を行う必要があるものと想定 
  (但し、施設の重要度や利用頻度も勘案のうえ、適時適切に必要な措置を講じること) 
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4.5 補足調査 
補足調査は、構造物の変状原因の特定、老朽化の予測及び対策工法の詳細検討のた

めに必要に応じて実施する調査であり、簡易調査の結果によって要否を判断するもの

である。 
補足調査は、簡易調査の結果詳細調査が必要と判断された構造物や部位を対象に、

劣化の進行度合いを把握し、劣化の要因を明らかにすることを目的に行うものとする。

補足調査の結果は、簡易調査結果とあわせて、補修工法選定のための有効な資料とな

る。 
補足調査は、より詳細なコンクリートの外観調査、はつり調査、コア採取による調

査、特殊な測定機器などを用いて実施する非破壊検査などがある。 
補足調査の概要を表-1.15に示す。 
 

表-1.15 補足調査概要 
 

補足調査 

目  的 老朽度の検証、老朽化予測、対策工法の検討(LCC考慮) 
内  容 資料採取や特殊な計測機器を用いて行う調査 
間  隔 必要に応じて 

実施時期 
老朽度の検証、老朽化予測、老朽化対策工法検討に必要

な場合 
実施範囲 老朽度の検証、老朽化予測、対策工法の検討箇所 
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4.5.1 鋼構造物 
(1) 補足調査項目 
鋼構造物の捕捉調査は、鋼材自体の腐食調査を行うものとし、その調査項目を以下

に示す。 
① 目視観察 

     目視観察は、鋼材自体の腐食状況の概要を確認する目的で行う。 
② 肉厚測定 

肉厚測定は、防食工が十分な機能を有していない場合に、鋼材自体が健全であ

るかどうかを確認するために実施する。 
(2) 補足調査方法  

  腐食調査の肉厚測定は、超音波厚み計を用いて行う。 
   ① 調査地点の選定 

調査地点は、鋼材の肉厚の減少が著しいと推定される箇所を重点的に選定する。 
1) 法線方向約 20mに 1箇所 

孔の発生あるいは平均干潮面付近からL.W.L付近にかけて広範囲に連続し
て赤橙色のさびが見られる状態で、建設後5年以上経過している場合。 

2) 法線方向約50mに1箇所 
平均干潮面付近から L.W.L 付近において赤橙色のさびが見られる状態で、
建設後 10年以上経過している場合。      

3) 法線方向約100mに1箇所 
平均干潮面付近からL.W.L付近において赤橙色のさびがごく部分的かまた
は見られない場合、あるいは①または②の腐食状態であっても、建設後

の経過年数が短い場合。 
 
② 測定地点の選定 

     測定箇所は、部材の発生応力の分布状態等を考慮して選定する。 

           

図-1.6 測定箇所の標準 
出典；港湾構造物の維持・補修マニュアル，財団法人 沿岸開発技術研究センター，平成11年6月 
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③ 肉厚測定点の選定 
     肉厚測定点は、部材の形状を考慮して選定する。 
     肉厚測定点の標準的な位置と厚み計の探触子を当てる点を図-1.7及び図-1.8 

に示す。 
               

 
図-1.7 肉厚測定点の標準 

出典；港湾構造物の維持・補修マニュアル，財団法人 沿岸開発技術研究センター，平成11年6月 

 

 

        
図-1.8 厚み計の探触子を当てる点 

出典；港湾構造物の維持・補修マニュアル，財団法人 沿岸開発技術研究センター，平成11年6月
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4.5.2 コンクリート構造物 
(1) 補足調査項目 
コンクリート構造物の補足調査の主な項目は表-1.16に示す通りである。 
調査項目は、対象施設の状況により適切な項目を選定するものとする。 
 

表-1.16 補足調査の主な調査項目 

調査項目 塩害 中性化 
ｱﾙｶﾘ骨

材反応 
凍害

コンクリートのひび割れ 幅、長さ、深さ、進行状況 ◎ ◎ ◎ ◎ 

浮き・剥落 ◎ ◎ ○ ○ 
コンクリートの表面状況 

スケーリング、ポップアウト △ △ △ ◎ 

鉄筋の腐食状況 露出の程度、内部鉄筋の腐食状況 ◎ ◎ ○ ○ 

配筋状況 かぶり厚さ、鋼材位置(配筋状態) ◎ ◎ △ △ 

圧縮強度、ヤング係数など ○ ○ ◎ ○ 

配合推定 ○ ○ ○ ○ 

慘出物、内部組成（生成鉱物） ○ ○ ◎ △ 
コンクリートの物性 

細孔径分布 △ △ ◎ ◎ 

中性化深さ ○ ◎ ○ ○ 

含有塩化物イオン量（塩化物イオン濃度分布） ◎ △ ○ ○ 

残存膨張量 △ △ ◎ △ 

内部欠陥 ○ ○ △ △ 

異常な変位や変形 ○ ◎ ○ ○ その他 

表面の変色 ○ ◎ △ △ 

凡例）◎は有効なデータが得られるもの、○は参考となるデータが得られるもの、△は参

考となる場合があることを示す。 

引用；コンクリート標準示方書【維持管理編】，土木学会，2001 
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(2) 補足調査方法 
主な調査項目について補足調査の方法を以下に示す。 
① コンクリートのひび割れ 

1) ひび割れ幅、長さ 
簡易調査の重点項目におけるひび割れ調査と同様に、コンベックス、クラック

スケールなどを用いて直接測定する。 
2) ひび割れ深さ 

ひび割れ部分をはつり測定する方法、コアボーリングする方法、超音波の伝播

速度を利用して測定する方法などがある。 
3) ひび割れ進行状況 

ひび割れ幅の進行状況は、クリップゲージや電気式ダイヤルゲージ、ノギスな

どを用いて測定する。長さの進行状況は、定期的な測定を行って記録する。 
② コンクリートの表面状況 
 1) 浮き・剥落 

簡易調査の重点項目におけるコンクリート表面の調査と同様に、コンクリート

表面をテストハンマーで叩き、健全な部分との音に比較して、浮きの有無を確認

する。浮きが確認された箇所をコンベックス、巻尺、測量用ポールなどを用いて

直接測定する。コンクリートの浮きは、鉄筋に沿ったひび割れや錆汁が多くみら

れる箇所、剥落箇所の周辺部などで多くみられる。  
③ 鉄筋の腐食状況 

1) 露出鉄筋の腐食状況 
露出した鉄筋の位置、本数、長さ、かぶり厚さをコンベックス、巻尺、測量用

ポールなどを用いて測定する。鉄筋の腐食状態を目視で確認し、腐食の状態を記

録するとともにテストハンマーなどで鉄筋表面の錆を落として鉄筋径をノギス

などで測定する。捕捉調査では、スケッチ、写真などの記録を取ることも有効で

ある。また、鉄筋の腐食減量を詳細に調査するために鉄筋を切り取って断面積、

重量、引張試験などを行う場合もある。 
2) 内部鉄筋の腐食状況 
内部鉄筋の腐食状況は、コンクリートをはつり鉄筋を露出させて調査する方法

と鉄筋の自然電位を測定して腐食状態を推定する方法がある。コンクリートをは

つり鉄筋を露出させて行う調査は、コンクリートをはつり取り、鉄筋を露出させ

た後、①と同様に行う。鉄筋の自然電位を測定する方法は、コンクリートを一部

はつり、鉄筋を露出させた後、コンクリート表面に取り付けた参照電極と導通を

とり電位差を測定する。その電位差によって内部鉄筋の腐食状態を推定する方法

である。腐食状態は、表-1.17の評価基準がよく知られている。 
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表-1.17 鉄筋の自然電位測定による鉄筋の腐食評価基準 
自然電位Ｅ 

(mV SCE) 
腐食の判定 

-200≦E 腐食が生じていない 

-300≦E＜-200
腐食が生じていない場合と 

腐食が生じている場合がある 

E＜-300 腐食が生じている 

注）mV SCE；飽和甘こう電極に対する電位 

出典；桟橋劣化調査・補修マニュアル，財団法人 東京港埠頭公社，平成16年6月 

 

④ 配筋状況（かぶり厚さ、鋼材位置（配筋状態）） 
鉄筋が露出している箇所についてはコンベックス、巻尺、測量用ポールなどを用

いて直接測定する。内部鉄筋についてはコンクリートをはつり、鉄筋を露出させて

調査する方法と電磁誘導法や放射線法を用いた非破壊の測定方法がある。 
⑤ コンクリートの物性 

1) 含有塩化物イオン量（塩化物イオン濃度分布） 
採取した資料を深さ方向に切断したものやはつりを行った箇所のコンクリー

ト片などを試料として化学分析を行い、含有塩化物イオン量を測定するものであ

る。測定方法は、「硬化コンクリート中に含まれる塩分の分析方法」(JIS-SC4)
などにより行う。また、精度は低くなりますが、簡易な方法としてフレッシュコ

ンクリートの塩化物イオン量を測定する試薬を用いて測定する方法がある。これ

は、硬化コンクリートを粉砕して硝酸で溶解させたものを試料として、試薬を用

いて塩素イオン濃度を測定するものである。 
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Ⅱ．調査結果 
 1. 履歴調査 

調査対象施設は、漁港施設を対象とし、各施設の名称及び延長について、漁港台帳を

もとに整理した結果を表-2.1 西郷漁港施設一覧表及び図-2.1 西郷漁港施設配置図に示
す。 

   なお、図-2.1西郷漁港施設配置図において、海岸保全施設を青色、漁港施設を赤色で
示すものとする。 
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図-2.1 西郷漁港施設配置図 

10 

9 

7

49 

50 

6 

54 

8 

43 

47 

57 

58 

5

30

51

52

53

56

4

41

38

44 

42 

46 

2

31 

45 

39 

17

37 

15 

33 

48 

15 
54 

28

27

14

13 

12

19

35

32

34

40

11 



 

28 

 2. 簡易調査 
2.1 簡易調査範囲 
   簡易調査範囲は、簡易調査位置図の①～②に示す西郷漁港区域内の漁港施設を対象と

するものである。 

 

簡易調査範囲① 

簡易調査範囲② 

図-2.2 簡易調査範囲 



 

29 

 2.2 簡易調査結果 
 2.2.1 陸上からの目視調査 
    漁港施設の陸上からの目視調査結果を以下に示す。 

 
・延長 6.4kmの漁港施設を陸上から目視調査を行ったものである。  
・漁港施設は、湾に面した水際線に配置されているため、陸上からの目視は施設の

上部工またはエプロン部以外は確認できなかった。 
   ・確認できた変状箇所は、表-2.2及び図-2.3変状箇所位置図に示す 5箇所であるが、

大部分がエプロン部のひび割れであった。 
 
 

 表-2.2 陸上からの目視調査結果 
 施  設 構造形式 変状内容 備  考 

17 西突堤 重力式突堤 上部工ｺﾝｸﾘｰﾄの剥離、欠損  
15 指向岸壁 矢板式岸壁 エプロン部のひび割れ  
33 西郷 1号岸壁 桟橋式岸壁 上部工ｺﾝｸﾘｰﾄのひび割れ  
48 -5.0M岸壁 重力式岸壁 エプロン部のひび割れ  
32 西町岸壁 重力式岸壁 エプロン部のひび割れ  

  
    調査シートは付属資料に添付するものとする。なお、参考として西郷 1 号岸壁の

調査シートを表-2.3(1)及び(2)に示すものとする。 
    なお、潮位、構造物の高さは、DL表示とする。 
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図-2.3 変状箇所位置図（陸上からの目視調査） 
 
 
 

15 指向岸壁 
 ・エプロン部のひび割れ 

17 西突堤 
 ・上部工の剥離、

欠損 

33 西郷 1号岸壁 
  ・上部工のひび割れ 

48 -5.0M岸壁 
 ・エプロン部のひび割れ 

32 西町岸壁 
 ・エプロン部のひび割れ
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 2.2.2 海上からの目視調査 
    漁港施設の海上からの目視調査結果を以下に示す。 

 
・延長 6.4kmの漁港施設を海上から目視調査を行ったものである。 
・潮位差が約 40cm程度と小さく、潮位と構造物の高さの関係から、干潮時でも目視
できる部分は上部工のみであり、鋼管杭等の本体構造物を目視することができな

かった。 
・確認できた変状箇所は、表-2.4及び図-2.4変状箇所位置図に示す 9箇所であった。 

   ・調査シートは添付資料に示すものとする。なお、参考として西郷 1 号岸壁の調査
シートを表-2.5(1)～(8)に示すものとする。 

   ・各施設の重点項目を整理した結果を表-2.6(1)～(9)に示す。 
 

表-2.4 海上からの目視調査結果 
 施  設 構造形式 変状内容 備  考 

39 塩口岸壁 桟橋式岸壁 上部工ｺﾝｸﾘｰﾄの欠損  
33 西郷 1号岸壁 桟橋式岸壁 上部工ｺﾝｸﾘｰﾄの欠損、剥落 全体的に発生 

矢板式岸壁 上部工ｺﾝｸﾘｰﾄのひび割れ 指向岸壁(A-c) 
15 指向岸壁(A) 

重力式岸壁 上部工ｺﾝｸﾘｰﾄのひび割れ 指向岸壁(A-d)
48 -5.0M岸壁 重力式岸壁 上部工ｺﾝｸﾘｰﾄのひび割れ  
54 天神原突堤式岸壁 桟橋式岸壁 上部工ｺﾝｸﾘｰﾄの欠損  
32 西町岸壁 重力式岸壁 上部工ｺﾝｸﾘｰﾄのひび割れ  
 2 沖防波堤 重力式防波堤 上部工ｺﾝｸﾘｰﾄの剥離  
44 -4.0M岸壁 桟橋式岸壁 上部工ｺﾝｸﾘｰﾄのひび割れ、剥離  

 
   なお、標準断面図の潮位、構造物の高さは、DL表示とする。 
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図-2.4 変状箇所位置図（海上からの目視調査） 

 
 
 
 
 

15 指向岸壁(A) 
・上部ｺﾝｸﾘｰﾄの 
ひび割れ 

39 塩口岸壁 
 ・上部ｺﾝｸﾘｰﾄの欠損 

33 西郷 1号岸壁 
 ・上部ｺﾝｸﾘｰﾄの欠損 

48 -5.0M岸壁 
・上部ｺﾝｸﾘｰﾄの

ひび割れ 

32 西町岸壁 
・上部ｺﾝｸﾘｰﾄの 
ひび割れ 

54 天神原突堤式岸壁 
・上部ｺﾝｸﾘｰﾄの欠損 

44 -4.0M岸壁 
・上部ｺﾝｸﾘｰﾄのひび割れ

2 沖防波堤 
・上部ｺﾝｸﾘｰﾄの剥離 
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表-2.5(5) 簡易調査シート４（重点項目①） 
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表-2.5(6) 簡易調査シート４（重点項目②） 
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表-2.5(7) 簡易調査シート４（重点項目③） 
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表-2.5(8) 簡易調査シート４（重点項目④） 
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表-2.6(1) 塩口岸壁評価表 

d

a

c

d

a

b

c

d

b

c

d

d

a

d

a

b

c

d

かぶりの剥落がある。

b

かぶりの剥落がある。

鉄筋が破断している。

調査項目 調査方法 判定基準

網目状のひび割れが部材表面の50%以上見られる。

目視及び計測
・ひび割れの発生方
向
・ひび割れの本数、
長さと幅

ｺﾝｸﾘｰﾄのひび
割れ

a
はり

上部工

軸方向の幅3mm以上のひび割れが見られる。

欠陥面積率0.1%以上0.3%未満

ﾊﾝﾁ：幅2mm未満のひび割れが全体的に広がっている。

はり：軸と直角な方向のひび割れのみが見られる。

蜂蛛の巣状又は鉛直方向の幅2mm以上のひび割れが見られる。

かぶりの剥落がある。

ｽﾗﾌﾞ：網目状のひび割れが部材表面の50%未満で見られる。

はり：軸方向の幅3mm未満のひび割れが見られる。

ｽﾗﾌﾞ：一方向のひび割れ若しくは帯状又は線状のｹﾞﾙ吹出物がある。

変状なし。

保護ｶﾊﾞｰに微細なｸﾗｯｸがある。

平均干潮面付近～L.W.L付近、あるいは全体的に赤褐色の発錆
が著しい。

鋼材まで達するすり傷、あて傷、はがれが生じている。

鋼材まで達していないすり傷、あて傷、はがれが生じている。

部分的に黒または赤褐色の発錆が見られる。

欠陥面積率0.03%未満

初期状態とほとんど変化なく、健全な状態。

初期状態とほとんど変化なく、健全な状態。

対象施設

c

ﾓﾙﾀﾙ表面に幅1mm未満のひび割れがある。

鋼管杭

初期状態とほとんど変化なく、健全な状態。

保護カバーや当板に亀裂がある。

保護カバーが脱落し、ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ材が露出または脱落し、鋼材表
面に錆が出ている。

付着物は見られるが、発錆、開孔、損傷は見られない。

欠陥面積率0.3%以上

鋼材の腐食、
亀裂、損傷

目視
・穴あきの有無
・水面上の鋼材の腐
食
・表面の傷の状況

b

ﾍﾟﾄﾛﾀﾑ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ

目視
・保護ｶﾊﾞｰの脱落、
亀裂、変形、剥離
・ﾎﾞﾙﾄの腐食やゆる
み

a

b

c

a

塗覆装

ﾓﾙﾀﾙﾗｲ
ﾆﾝｸﾞ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ材に鋼材表面まで達しない腐食や傷がある。

初期状態とほとんど変化なく、健全な状態。

塗装

目視
・欠陥面積率
（ASTM-D610を参考に
判定する）

有機ﾗｲ
ﾆﾝｸﾞ

目視
・錆、塗膜のふく
れ、割れ、はがれ

表面的な微細クラックがある。

ﾗｲﾆﾝｸﾞ材にあて傷や表面的な腐食がある。

ﾗｲﾆﾝｸﾞ材に鋼材表面まで達する傷や剥離があり、錆が発生している。

金属ﾗｲ
ﾆﾝｸﾞ

目視
・錆、脱落

ー ー ー

c

ﾊﾝﾁ

ﾓﾙﾀﾙが欠落し、鋼材表面に錆が発生している。

ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ又はﾊﾞﾝﾄﾞ材にゆるみがある。

欠陥面積率0.03%以上0.1%未満

ふくれ、はがれや欠陥が著しく、鋼材が露出し、錆が発生して
いる。

ﾓﾙﾀﾙに幅1mm以上のひび割れがある。

保護ｶﾊﾞｰに損傷、変形がある。

目視
（保護ｶﾊﾞｰがない場合）
・ﾓﾙﾀﾙの欠落やひび割れ、剥
離
（保護ｶﾊﾞｰがある場合）
・保護ｶﾊﾞｰの脱落、亀裂、変
形
・ﾎﾞﾙﾄの腐食やゆるみ

b

ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ等に腐食が見られる。

保護カバーが変色又は白亜化している。

腐食による開孔や変形、損傷が見られる。

ｽﾗﾌﾞ

ﾊﾝﾁ：幅2mm未満のひび割れが部分的に見られる。

No.1 No2 No.3 No.4 No.11 No.12No.5 No.6 No.7 No.8 No.13 No.14No.9 No.10

d d d da d d d d dd d d d

ー ー ー ーー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ーー ー ー ー ー ー

ー ーー ー

ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

かぶりの
剥落があ
る。

ー ー

ー ー

桟橋式
係船岸
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表-2.6(2) 西郷 1号岸壁評価表 

d

a

c

d

a

b

c

d

b

c

d

d

a

d

a

b

c

d

桟橋式
係船岸

－ －

かぶりの
剥落があ
る。

かぶりの
剥落があ
る。

かぶりの
剥落があ
る。

－ － － －ー － － －

－ － －

－ －

－ー － － － －

－ －

ー － － － － － － －

d da a d a

No.5 No.6 No.7 No.8No.1 No2 No.3 No.4

ー

かぶりの
剥落があ
る。

－ － － － －

a

－

ー

d

保護カバーが変色又は白亜化している。

ー － － － －

b

c

腐食による開孔や変形、損傷が見られる。

－ － － －

ﾊﾝﾁ

ﾓﾙﾀﾙが欠落し、鋼材表面に錆が発生している。

ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ又はﾊﾞﾝﾄﾞ材にゆるみがある。

欠陥面積率0.03%以上0.1%未満

ふくれ、はがれや欠陥が著しく、鋼材が露出し、錆が発生して
いる。

はり：軸と直角な方向のひび割れのみが見られる。

蜂蛛の巣状又は鉛直方向の幅2mm以上のひび割れが見られる。

かぶりの剥落がある。

ｽﾗﾌﾞ：網目状のひび割れが部材表面の50%未満で見られる。

ﾗｲﾆﾝｸﾞ材に鋼材表面まで達しない腐食や傷がある。

初期状態とほとんど変化なく、健全な状態。

塗装

目視
・欠陥面積率
（ASTM-D610を参考に
判定する）

有機ﾗｲ
ﾆﾝｸﾞ

目視
・錆、塗膜のふく
れ、割れ、はがれ

表面的な微細クラックがある。

ﾗｲﾆﾝｸﾞ材にあて傷や表面的な腐食がある。

ﾗｲﾆﾝｸﾞ材に鋼材表面まで達する傷や剥離があり、錆が発生している。

金属ﾗｲ
ﾆﾝｸﾞ

b

ﾍﾟﾄﾛﾀﾑ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ

目視
・保護ｶﾊﾞｰの脱落、
亀裂、変形、剥離
・ﾎﾞﾙﾄの腐食やゆる
み

b

c

a

a

対象施設 調査項目 調査方法

変状なし。

かぶりの剥落がある。

鉄筋が破断している。

はり：軸方向の幅3mm未満のひび割れが見られる。

判定基準

網目状のひび割れが部材表面の50%以上見られる。

ｽﾗﾌﾞ：一方向のひび割れ若しくは帯状又は線状のｹﾞﾙ吹出物がある。

部分的に黒または赤褐色の発錆が見られる。

ﾓﾙﾀﾙに幅1mm以上のひび割れがある。

保護ｶﾊﾞｰに損傷、変形がある。

ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ等に腐食が見られる。

欠陥面積率0.1%以上0.3%未満

a
はり

ｽﾗﾌﾞ

ﾊﾝﾁ：幅2mm未満のひび割れが部分的に見られる。

ﾊﾝﾁ：幅2mm未満のひび割れが全体的に広がっている。

軸方向の幅3mm以上のひび割れが見られる。

かぶりの剥落がある。

b

付着物は見られるが、発錆、開孔、損傷は見られない。

欠陥面積率0.3%以上

保護ｶﾊﾞｰに微細なｸﾗｯｸがある。

c

ﾓﾙﾀﾙ表面に幅1mm未満のひび割れがある。

平均干潮面付近～L.W.L付近、あるいは全体的に赤褐色の発錆
が著しい。

鋼材まで達するすり傷、あて傷、はがれが生じている。

鋼材まで達していないすり傷、あて傷、はがれが生じている。

欠陥面積率0.03%未満

初期状態とほとんど変化なく、健全な状態。

初期状態とほとんど変化なく、健全な状態。

初期状態とほとんど変化なく、健全な状態。

保護カバーや当板に亀裂がある。

保護カバーが脱落し、ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ材が露出または脱落し、鋼材表
面に錆が出ている。

目視及び計測
・ひび割れの発生方
向
・ひび割れの本数、
長さと幅

ｺﾝｸﾘｰﾄのひび
割れ

上部工

鋼管杭

鋼材の腐食、
亀裂、損傷

目視
・穴あきの有無
・水面上の鋼材の腐
食
・表面の傷の状況

塗覆装

ﾓﾙﾀﾙﾗｲ
ﾆﾝｸﾞ

目視
・錆、脱落

目視
（保護ｶﾊﾞｰがない場合）
・ﾓﾙﾀﾙの欠落やひび割れ、剥
離
（保護ｶﾊﾞｰがある場合）
・保護ｶﾊﾞｰの脱落、亀裂、変
形
・ﾎﾞﾙﾄの腐食やゆるみ
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表-2.6(3) 指向岸壁（A-c）評価表 

a

d

a

c

d

a

b

c

d

b

c

d

d

a

d

a

b

c

d

欠陥面積率0.03%以上0.1%未満

欠陥面積率0.03%未満

部分的に黒または赤褐色の発錆が見られる。

欠陥面積率0.3%以上

欠陥面積率0.1%以上0.3%未満

変状なし

腐食による開孔や変形、損傷が見られ、裏埋材が流出している。

中詰材等が流出するような穴開き、ひび割れ、欠損がある。

付着物は見られるが、発錆、開孔、損傷は見られない。

対象施設 調査項目 調査方法 判定基準

上部工
ｺﾝｸﾘｰﾄの劣
化、損傷

目視及び計測
・ひび割れ、剥離、
　損傷
・劣化の兆候など

複数方向に幅1mm程度のひび割れがある。

広範囲に亘り鉄筋が露出している。

一方向に幅1mm程度のひび割れがある。

局所的に鉄筋が露出している。

b

c

鋼矢板

鋼材の腐食、
亀裂、損傷

目視
・穴あきの有無
・水面上の鋼材の腐
食
・表面の傷の状況
・継手の腐食状況

b

c

ﾓﾙﾀﾙﾗｲ
ﾆﾝｸﾞ

目視
（保護ｶﾊﾞｰがない場合）
・ﾓﾙﾀﾙの欠落やひび割れ、剥
離
（保護ｶﾊﾞｰがある場合）
・保護ｶﾊﾞｰの脱落、亀裂、変
形
・ﾎﾞﾙﾄの腐食やゆるみ

c

平均干潮面付近～L.W.L付近、あるいは全体的に赤褐色の発錆
が著しい。

塗覆装

塗装

目視
・欠陥面積率
（ASTM-D610を参考に
判定する）

有機ﾗｲ
ﾆﾝｸﾞ

目視
・錆、塗膜のふく
れ、割れ、はがれ

a
ふくれ、はがれや欠陥が著しく、鋼材が露出し、錆が発生して
いる。

鋼材まで達するすり傷、あて傷、はがれが生じている。

鋼材まで達していないすり傷、あて傷、はがれが生じている。

初期状態とほとんど変化なく、健全な状態。

ﾍﾟﾄﾛﾀﾑ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ

目視
・保護ｶﾊﾞｰの脱落、
亀裂、変形、剥離
・ﾎﾞﾙﾄの腐食やゆる
み

a
保護カバーが脱落し、ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ材が露出または脱落し、鋼材表
面に錆が出ている。

b
保護カバーや当板に亀裂がある。

ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ等に腐食が見られる。

保護カバーが変色又は白亜化している。

表面的な微細クラックがある。

ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ又はﾊﾞﾝﾄﾞ材にゆるみがある。

初期状態とほとんど変化なく、健全な状態。

初期状態とほとんど変化なく、健全な状態。

ﾓﾙﾀﾙが欠落し、鋼材表面に錆が発生している。

b
ﾓﾙﾀﾙに幅1mm以上のひび割れがある。

保護ｶﾊﾞｰに損傷、変形がある。

矢板式
係船岸

ﾓﾙﾀﾙ表面に幅1mm未満のひび割れがある。

保護ｶﾊﾞｰに微細なｸﾗｯｸがある。

初期状態とほとんど変化なく、健全な状態。

金属ﾗｲ
ﾆﾝｸﾞ

目視
・錆、脱落

ﾗｲﾆﾝｸﾞ材に鋼材表面まで達する傷や剥離があり、錆が発生している。

ﾗｲﾆﾝｸﾞ材に鋼材表面まで達しない腐食や傷がある。

ﾗｲﾆﾝｸﾞ材にあて傷や表面的な腐食がある。

－

複数方向
に幅1mm程
度のひび
割れがあ
る。

－ － － －－ － － －

－

－ － － － － － － － －

－ － － －－ － － －

－

－ － － － － － － － －

d

－ － － － － － －

d

－

d d d

No.8No.5 No.6 No.7

c

部分的に
黒または
赤褐色の
発錆が見
られる。

No.9

d d d d b d

No.4No.1 No2 No.3

d d d

d d d
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表-2.6(4) 指向岸壁（A-d）評価表 

c

d

a

d

本体工（側
壁、スリッ
ト部）

ｺﾝｸﾘｰﾄの劣
化、損傷

目視及び計測
・ひび割れ、剥離、
　損傷
・劣化の兆候など

中詰材等が流出するような穴開き、ひび割れ、欠損がある。

複数方向に幅1mm程度のひび割れがある。

広範囲に亘り鉄筋が露出している。

一方向に幅1mm程度のひび割れがある。

b

c
局所的に鉄筋が露出している。

上部工
ｺﾝｸﾘｰﾄの劣
化、損傷

目視及び計測
・ひび割れ、剥離、
　損傷
・劣化の兆候など

部材表面に対して面積比で10％以上の欠損がある。

幅1cm未満のひび割れがある。

部材表面に対して面積比で10％未満の欠損がある。

対象施設 調査項目 調査方法

変状なし

重力式
係船岸

---

変状なし

a

b

幅1cm以上のひび割れがある。

d d

部材表面
に対して
面積比で
10％未満
の欠損が
ある。

－ － － －

No.5 No.6No.4

－ －

d d

No2 No.3

b d

No.1判定基準
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表-2.6(5) -5.0M岸壁評価表 

c

d

a

d

No.5No.1 No2 No.3 No.4

－

dd d a d

－ － － －

幅1cm以上
のひび割
れがあ
る。ｺﾝｸﾘｰﾄの劣

化、損傷

目視及び計測
・ひび割れ、剥離、
　損傷
・劣化の兆候など

判定基準

部材表面に対して面積比で10％以上の欠損がある。

部材表面に対して面積比で10％未満の欠損がある。

変状なし

幅1cm未満のひび割れがある。

変状なし

重力式
係船岸

本体工（側
壁、スリッ
ト部）

ｺﾝｸﾘｰﾄの劣
化、損傷

目視及び計測
・ひび割れ、剥離、
　損傷
・劣化の兆候など

中詰材等が流出するような穴開き、ひび割れ、欠損がある。

複数方向に幅1mm程度のひび割れがある。

広範囲に亘り鉄筋が露出している。

上部工

---

対象施設 調査項目 調査方法

a

b

一方向に幅1mm程度のひび割れがある。

b

c
局所的に鉄筋が露出している。

幅1cm以上のひび割れがある。
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表-2.6(6) 天神原突堤式岸壁評価表 

d

a

c

d

a

b

c

d

b

c

d

d

a

d

a

b

c

d

上部工

桟橋式
係船岸

調査項目 調査方法 判定基準

網目状のひび割れが部材表面の50%以上見られる。

軸方向の幅3mm以上のひび割れが見られる。

かぶりの剥落がある。

b

かぶりの剥落がある。

ｽﾗﾌﾞ：網目状のひび割れが部材表面の50%未満で見られる。

はり：軸方向の幅3mm未満のひび割れが見られる。

ｽﾗﾌﾞ：一方向のひび割れ若しくは帯状又は線状のｹﾞﾙ吹出物がある。

鋼管杭

欠陥面積率0.03%未満

初期状態とほとんど変化なく、健全な状態。

初期状態とほとんど変化なく、健全な状態。

初期状態とほとんど変化なく、健全な状態。

保護カバーや当板に亀裂がある。

保護カバーが脱落し、ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ材が露出または脱落し、鋼材表
面に錆が出ている。

付着物は見られるが、発錆、開孔、損傷は見られない。

欠陥面積率0.3%以上

欠陥面積率0.1%以上0.3%未満

対象施設

c

ﾓﾙﾀﾙ表面に幅1mm未満のひび割れがある。

保護ｶﾊﾞｰに微細なｸﾗｯｸがある。

平均干潮面付近～L.W.L付近、あるいは全体的に赤褐色の発錆
が著しい。

鋼材まで達するすり傷、あて傷、はがれが生じている。

鋼材まで達していないすり傷、あて傷、はがれが生じている。

部分的に黒または赤褐色の発錆が見られる。

a
はり

ｽﾗﾌﾞ

ﾊﾝﾁ：幅2mm未満のひび割れが部分的に見られる。

ﾊﾝﾁ

かぶりの剥落がある。

鉄筋が破断している。

ﾊﾝﾁ：幅2mm未満のひび割れが全体的に広がっている。

はり：軸と直角な方向のひび割れのみが見られる。

蜂蛛の巣状又は鉛直方向の幅2mm以上のひび割れが見られる。

変状なし。

b

ﾍﾟﾄﾛﾀﾑ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ

目視
・保護ｶﾊﾞｰの脱落、
亀裂、変形、剥離
・ﾎﾞﾙﾄの腐食やゆる
み

a

b

a

有機ﾗｲ
ﾆﾝｸﾞ

目視
・錆、塗膜のふく
れ、割れ、はがれ

目視及び計測
・ひび割れの発生方
向
・ひび割れの本数、
長さと幅

ｺﾝｸﾘｰﾄのひび
割れ

鋼材の腐食、
亀裂、損傷

目視
・穴あきの有無
・水面上の鋼材の腐
食
・表面の傷の状況

塗覆装

ﾓﾙﾀﾙﾗｲ
ﾆﾝｸﾞ

表面的な微細クラックがある。

ﾗｲﾆﾝｸﾞ材にあて傷や表面的な腐食がある。

金属ﾗｲ
ﾆﾝｸﾞ

目視
・錆、脱落

c

塗装

目視
・欠陥面積率
（ASTM-D610を参考に
判定する）

ﾗｲﾆﾝｸﾞ材に鋼材表面まで達しない腐食や傷がある。

初期状態とほとんど変化なく、健全な状態。

ﾗｲﾆﾝｸﾞ材に鋼材表面まで達する傷や剥離があり、錆が発生している。

目視
（保護ｶﾊﾞｰがない場合）
・ﾓﾙﾀﾙの欠落やひび割れ、剥
離
（保護ｶﾊﾞｰがある場合）
・保護ｶﾊﾞｰの脱落、亀裂、変
形
・ﾎﾞﾙﾄの腐食やゆるみ

b

c

ﾓﾙﾀﾙが欠落し、鋼材表面に錆が発生している。

ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ又はﾊﾞﾝﾄﾞ材にゆるみがある。

欠陥面積率0.03%以上0.1%未満

ふくれ、はがれや欠陥が著しく、鋼材が露出し、錆が発生して
いる。

ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ等に腐食が見られる。

保護カバーが変色又は白亜化している。

ﾓﾙﾀﾙに幅1mm以上のひび割れがある。

保護ｶﾊﾞｰに損傷、変形がある。

－ －

腐食による開孔や変形、損傷が見られる。

－ － －

No.5No.1 No2 No.3 No.4

d

－ － － －

a d d d

－

－

－

－

－ －

－

－

－

－ － － － －

－ － －

かぶりの
剥落があ
る。

－ － －

－
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表-2.6(7) 西町岸壁評価表 

c

d

a

d

本体工（側
壁、スリッ
ト部）

ｺﾝｸﾘｰﾄの劣
化、損傷

目視及び計測
・ひび割れ、剥離、
　損傷
・劣化の兆候など

中詰材等が流出するような穴開き、ひび割れ、欠損がある。

複数方向に幅1mm程度のひび割れがある。

広範囲に亘り鉄筋が露出している。

一方向に幅1mm程度のひび割れがある。

b

変状なし

ｺﾝｸﾘｰﾄの劣
化、損傷

目視及び計測
・ひび割れ、剥離、
　損傷
・劣化の兆候など

対象施設 調査項目 調査方法

重力式
係船岸

---

変状なし

a

b

幅1cm以上のひび割れがある。

幅1cm未満のひび割れがある。
上部工

c

部材表面に対して面積比で10％未満の欠損がある。

局所的に鉄筋が露出している。

部材表面に対して面積比で10％以上の欠損がある。

幅1cm以上
のひび割
れがあ
る。

d

－ － － － － － － －

No.7 No.8

d a d d d d d

No.5 No.6No.1 No2 No.3 No.4判定基準
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表-2.6(8) 沖防波堤評価表 

c

d

a

d

幅1cm未満
のひび割
れがあ
る。

－ － － － －

d d d b d

－ － － －

No.9 No.10No.6 No.7 No.8

部材表面
に対して
面積比で
10％未満
の欠損が
ある。

部材表面
に対して
面積比で
10％未満
の欠損が
ある。

部材表面
に対して
面積比で
10％未満
の欠損が
ある。

部材表面
に対して
面積比で
10％未満
の欠損が
ある。

部材表面
に対して
面積比で
10％未満
の欠損が
ある。

対象施設 調査項目 調査方法 判定基準

重力式
防波堤

上部工
ｺﾝｸﾘｰﾄの劣
化、損傷

目視及び計測
・ひび割れ、剥離、
　損傷
・劣化の兆候など

a
幅1cm以上のひび割れがある。

部材表面に対して面積比で10％以上の欠損がある。

b
幅1cm未満のひび割れがある。

部材表面に対して面積比で10％未満の欠損がある。

---

変状なし

本体工（側
壁、スリッ
ト部）

ｺﾝｸﾘｰﾄの劣
化、損傷

目視及び計測
・ひび割れ、剥離、
　損傷
・劣化の兆候など

中詰材等が流出するような穴開き、ひび割れ、欠損がある。

b
複数方向に幅1mm程度のひび割れがある。

広範囲に亘り鉄筋が露出している。

c
一方向に幅1mm程度のひび割れがある。

局所的に鉄筋が露出している。

変状なし

No.5

b b b b b

－

No.1 No2 No.3 No.4

 
 
 

c

d

a

d

判定基準調査方法調査項目対象施設 No.14No.13No12No.11 No.16No.15

目視及び計測
・ひび割れ、剥離、
　損傷
・劣化の兆候など

ｺﾝｸﾘｰﾄの劣
化、損傷 部材表面に対して面積比で10％未満の欠損がある。

幅1cm未満のひび割れがある。
上部工

重力式
防波堤

幅1cm以上のひび割れがある。
a

b

部材表面に対して面積比で10％以上の欠損がある。

変状なし

---

dddd dd

目視及び計測
・ひび割れ、剥離、
　損傷
・劣化の兆候など

中詰材等が流出するような穴開き、ひび割れ、欠損がある。

一方向に幅1mm程度のひび割れがある。

－－

ｺﾝｸﾘｰﾄの劣
化、損傷

本体工（側
壁、スリッ
ト部） c

広範囲に亘り鉄筋が露出している。

複数方向に幅1mm程度のひび割れがある。
b

局所的に鉄筋が露出している。

－－ －－変状なし  
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表-2.6(9) -4.0M岸壁評価表 

 
対象施設 調査項目 調査方法 判定基準 No.1 No2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9 No.10 

幅 1cm 以上のひび割れがある。 
A

部材表面に対して面積比で 10％以上の欠損がある。 

幅 1cm 未満のひび割れがある。 
B

部材表面に対して面積比で 10％未満の欠損がある。 

C --- 

        

幅 1cm 以

上のひび

割れがあ

る。 

        

部材表面

に対して

面積比で

10％以上

の欠損が

ある。 

上部工 
ｺﾝｸﾘｰﾄの劣

化、損傷 

目視及び計測 

・ひび割れ、剥離、 

 損傷 

・劣化の兆候など 

D 変状なし d d d d a d d d d a 

A 中詰材等が流出するような穴開き、ひび割れ、欠損がある。 

複数方向に幅 1mm 程度のひび割れがある。 
B

広範囲に亘り鉄筋が露出している。 

一方向に幅 1mm 程度のひび割れがある。 
C

局所的に鉄筋が露出している。 

                    

重力式 

係船岸 

本体工（側

壁、スリッ

ト部） 

ｺﾝｸﾘｰﾄの劣

化、損傷 

目視及び計測 

・ひび割れ、剥離、 

 損傷 

・劣化の兆候など 

D 変状なし － － － － － － － － － － 
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3.老朽度の判定 
  簡易調査結果より、施設の老朽度の判定を行い、その結果を以下に示す。 
各施設の老朽度の判定結果を表-2.7(1)～(3)に示す。なお、判定基準スキーム及び総

合評価選定の目安は、表-1.13 総合評価（A,B,C,D）の選定の目安（P18参照）に示すも

のとする。 

表-2.7(1) 老朽度判定結果 
桟橋式係船岸（西郷漁港 塩口岸壁） 

評価個数 ｽｷｰﾑ 

(着眼対象) 
調査項目 

a b c d
調査結果等 

ｽｷｰﾑ

評価
考  察 

総合

評価

ｽｷｰﾑ 1 

(項目Ⅰ) 
鋼管杭 

鋼材の腐食、

亀裂、損傷 
0 0 0 0

 
D 

 

ｽｷｰﾑ 2 

(項目Ⅱ) 
上部工 

コンクリー

トの老朽化、

損傷 

1 0 0 0

かぶりの剥落が

ある。 C 

防舷材チェーンに

よる摩耗と思われ

る。 
ｽｷｰﾑ 2 

(項目Ⅱ) 
鋼管杭 塗覆装 0 0 0 0

 
D 

 

C 

桟橋式係船岸（西郷漁港 西郷 1号岸壁） 
評価個数 ｽｷｰﾑ 

(着眼対象) 
調査項目 

a b c d
調査結果等 

ｽｷｰﾑ

評価
考  察 

総合

評価

ｽｷｰﾑ 1 

(項目Ⅰ) 
鋼管杭 

鋼材の腐食、

亀裂、損傷 
0 0 0 0

 
D 

 

ｽｷｰﾑ 2 

(項目Ⅱ) 
上部工 

コンクリー

トの老朽化、

損傷 

4 0 0 0

かぶりの剥落が

ある。 A 

 

ｽｷｰﾑ 2 

(項目Ⅱ) 
鋼管杭 塗覆装 0 0 0 0

 
D 

 

A 

矢板式係船岸（西郷漁港 指向岸壁 A-c） 
評価個数 ｽｷｰﾑ 

(着眼対象) 
調査項目 

a b c d
調査結果等 

ｽｷｰﾑ

評価
考  察 

総合

評価

ｽｷｰﾑ 1 

(項目Ⅰ) 
鋼矢板 

鋼材の腐食、

亀裂、損傷 
0 0 1 0

赤褐色の発錆が

ある。 
C 

 

ｽｷｰﾑ 2 

(項目Ⅱ) 
上部工 

コンクリー

トの老朽化、

損傷 

0 1 0 0

複 数 方 向 に

1mm 程度のひ

び割れがある 

C 

 

ｽｷｰﾑ 2 

(項目Ⅱ) 
鋼管杭 塗覆装 0 0 0 0

 
D 

 

C 
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表-2.7(2) 老朽度判定結果 
重力式係船岸（西郷漁港 指向岸壁 A-d） 

評価個数 ｽｷｰﾑ 

(着眼対象) 
調査項目 

a b c d
調査結果等 

ｽｷｰﾑ

評価
考  察 

総合

評価

ｽｷｰﾑ 1 

(項目Ⅰ) 
本体工 

コンクリー

トの老朽化、

損傷 

0 0 0 0

 

D 

 

ｽｷｰﾑ 2 

(項目Ⅱ) 
上部工 

コンクリー

トの老朽化、

損傷 

0 1 0 0

複 数 方 向 に

1mm 程度のひ

び割れがある。

C 

 
C 

重力式係船岸（西郷漁港 -5.0M岸壁） 
評価個数 ｽｷｰﾑ 

(着眼対象) 
調査項目 

a b c d
調査結果等 

ｽｷｰﾑ

評価
考  察 

総合

評価

ｽｷｰﾑ 1 

(項目Ⅰ) 
本体工 

コンクリー

トの老朽化、

損傷 

0 0 0 0

 

D 

 

ｽｷｰﾑ 2 

(項目Ⅱ) 
上部工 

コンクリー

トの老朽化、

損傷 

1 0 0 0

上部工の 1 方向

にひび割れがあ

る。 

C 

 
C 

桟橋式係船岸（西郷漁港 天神原突堤式岸壁） 
評価個数 ｽｷｰﾑ 

(着眼対象) 
調査項目 

a b c d
調査結果等 

ｽｷｰﾑ

評価
考  察 

総合

評価

ｽｷｰﾑ 1 

(項目Ⅰ) 
鋼管杭 

鋼材の腐食、

亀裂、損傷 
0 0 0 0

 
D 

 

ｽｷｰﾑ 2 

(項目Ⅱ) 
上部工 

コンクリー

トの老朽化、

損傷 

1 0 0 0

かぶりの剥落が

ある。 C 

船舶の衝突による

ものと思われる。 

ｽｷｰﾑ 2 

(項目Ⅱ) 
鋼管杭 塗覆装 0 0 0 0

 
D 

 

C 
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表-2.7(3) 老朽度判定結果 
重力式係船岸（西郷漁港 西町岸壁） 

評価個数 ｽｷｰﾑ 

(着眼対象) 
調査項目 

a b c D
調査結果等 

ｽｷｰﾑ

評価
考  察 

総合

評価

ｽｷｰﾑ 1 

(項目Ⅰ) 
本体工 

コンクリー

トの老朽化、

損傷 

0 0 0 0

 

D 

 

ｽｷｰﾑ 2 

(項目Ⅱ) 
上部工 

コンクリー

トの老朽化、

損傷 

1 0 0 0

幅 1cm以上のひ

び割れがある。 C 

 
C 

重力式防波堤（西郷漁港 沖防波堤 B） 
評価個数 ｽｷｰﾑ 

(着眼対象) 
調査項目 

a b c d
調査結果等 

ｽｷｰﾑ

評価
考  察 

総合

評価

ｽｷｰﾑ 1 

(項目Ⅰ) 
本体工 

コンクリー

トの老朽化、

損傷 

0 0 0 0

 

D 

 

ｽｷｰﾑ 2 

(項目Ⅱ) 
上部工 

コンクリー

トの老朽化、

損傷 

0 6 0 0

部材表面に対し

て 10％未満の

欠損がある。 

C 

 
C 

重力式係船岸（西郷漁港 -4.0M岸壁） 
評価個数 ｽｷｰﾑ 

(着眼対象) 
調査項目 

a B c d
調査結果等 

ｽｷｰﾑ

評価
考  察 

総合

評価

ｽｷｰﾑ 1 

(項目Ⅰ) 
本体工 

コンクリー

トの老朽化、

損傷 

0 0 0 0

 

D 

 

ｽｷｰﾑ 2 

(項目Ⅱ) 
上部工 

コンクリー

トの老朽化、

損傷 

0 6 0 0

部材表面に対し

て 10％未満の

欠損がある。 

C 

 
C 
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以上の結果を整理すると下表の通りとなる。 
西郷 1 号岸壁は早急な対策が必要であるが、変状が見られた他の施設は、施設の機
能に係わる異常は認められず、現状では対策の必要はないが継続して観察する必要が

あると判断される。また、変状がみられなかった施設は、老朽度評価 Dランクとする。 
ただし、海上からの簡易調査で老朽化の判定を行うことができるのは、上部工のみ

であったため、本体工の老朽化の判定を行うためには、潜水調査を行う必要がある。 
 

表-2.8 老朽度評価一覧表 

施  設 構造形式 
老朽度 
評 価 

備  考 

39 塩口岸壁 桟橋式岸壁 C 

施設の機能に係る異常は認め

られず、現状では対策の必要

はないが、将来を見通して、

計画的な対策が必要と判断さ

れる。 
17 西突堤 重力式防波堤 C 同 上 

33 西郷 1号岸壁 桟橋式岸壁 A 

上部工の変状は施設全般にわ

たって発生しており、機能･安

全性が損なわれていると判断

される。 

矢板式岸壁 C 

施設の機能に係る異常は認め

られず、現状では対策の必要

はないが、将来を見通して、

計画的な対策が必要と判断さ

れる。 

15 指向岸壁(A) 

重力式岸壁 C 同 上 
48 -5.0m岸壁 重力式岸壁 C 同 上 
54 天神原突堤式岸壁 桟橋式岸壁 C 同 上 
32 西町岸壁 重力式岸壁 C 同 上 
 2 沖防波堤 重力式防波堤 C 同 上 
44 -4.0m岸壁 桟橋式岸壁 C 同 上 
注）Ａ判定の「緊急に」は、概ね５年以内に改良工事等を行う必要があるものと想定 

 Ｂ判定の「計画的に」は、概ね 10年以内に改良工事等を行う必要があるものと想定 
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図-2.5 老朽度判定結果 

15 指向岸壁(A) 
・老朽度 Ｃ 

17 西突堤 
 ・老朽度 Ｃ 

33 西郷 1号岸壁 
 ・老朽度 Ａ 

48 -5.0M岸壁 
・老朽度 Ｃ 

32 西町岸壁 
・老朽度 Ｃ 

54 天神原突堤式岸壁
・老朽度 Ｃ

44 -4.0M岸壁 
・老朽度 Ｃ

2 沖防波堤 
・老朽度 Ｃ 

39 塩口岸壁 
 ・老朽度 Ｃ 
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4.補足調査 
4.1補足調査範囲及び調査内容 
補足調査の対象は、簡易調査で変状が認められた施設を対象に行うものとし、特に、

鋼構造物を中心に調査を行うものとする。以下に調査位置図及び調査内容を示す。 
 4.1.1 補足調査範囲 

補足調査位置図を以下に示す。 
 
 

 

2 沖防波堤 
・鋼材肉厚測定    36ヶ所 
・自然電位測定     2ヶ所 
・塩化物イオン量測定  2ヶ所 
・コンクリート強度   2ヶ所 

44 -4.0m岸壁 
・鋼材肉厚測定    8ヶ所 
・自然電位測定    2ヶ所 
・塩化物イオン量測定 2ヶ所 

15 指向岸壁 
・コンクリート強度  2ヶ所 

39 塩口岸壁 
・鋼材肉厚測定    12ヶ所 
・自然電位測定     2ヶ所 
・塩化物イオン量測定  2ヶ所 
・マウンド高さ    1ヶ所

33 西郷 1号岸壁 
・鋼材肉厚測定    13ヶ所 
・自然電位測定     2ヶ所 
・塩化物イオン量測定  2ヶ所 

図-2.6 補足調査位置図 
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 4.1.2 調査内容 
(1) 鋼構造物 
  鋼構造物の補足調査は、鋼材の肉厚測定を行うものとし、表-2.9に補足調査を行う
施設名称、調査箇所、調査位置を示す。 

 
表-2.9 鋼構造物補足調査一覧表 

施設名称（区間） 対象構造物 数量 調査箇所 調査位置 

鋼管杭 ２本 ８箇所 ±0.00m,-2.00m 
39 塩口岸壁 

鋼矢板 １枚 ４箇所 ±0.00m,-2.00m 
33 西郷 1号岸壁 鋼管杭 ３本 １３箇所 ±0.00m,-2.00m,-4.00m 

沖防波堤 D 鋼管杭 ４本 ２４箇所 ±0.00m,-2.00m,-4.00m 
 2 

沖防波堤 E 鋼管杭 ２本 １２箇所 ±0.00m,-2.00m,-4.00m 
44 -4.0M岸壁 C 鋼管杭 ２本 ８箇所 ±0.00m,-2.00m 

合  計  14本(枚) ６９箇所  
 
(2) コンクリート構造物 
  コンクリート構造物の補足調査は、以下に示すⅰ～ⅲの項目を測定するものとし、

表-2.10に補足調査を行う施設名称、調査箇所、測定項目を示す。 
 
  ⅰ自然電位測定（上部工側面）  
  ⅱ塩化物イオン量測定（上部工側面） 
  ⅲコンクリート強度（シュミットハンマー）  
 

表-2.10 コンクリート構造物補足調査一覧表 

施設名称（区間） .対象構造物 調査箇所 備 考 

39 塩口岸壁 上部工 ２箇所 ⅰ，ⅱ 
33 西郷 1号岸壁 上部工 ２箇所 ⅰ，ⅱ 
15 指向岸壁 A-b 上部工 ２箇所 ⅲ 

沖防波堤 B  上部工 ２箇所 ⅲ 
 2 

沖防波堤 D  上部工 ２箇所 ⅰ，ⅱ 
44 -4.0M岸壁 C 上部工 ２箇所 ⅰ，ⅱ 

合  計  １２箇所  
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(3) その他（マウンド高さ） 
  その他の補足調査は、マウンド高さの測定を行うものとし、表-2.11に調査を行う
施設名称、調査箇所を示す。 

 
表-2.11 マウンド高さ調査一覧表 

施設名称（区間） 対象構造物 調査箇所 備 考 

39 塩口岸壁 １箇所  
 2 沖防波堤 B  １箇所  
 2 沖防波堤 D  

マウンド 
１箇所  

合  計  ３箇所  
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 4.1.3 調査対象施設 
    補足調査の対象施設の構造図を図-2.7(1)～(6)補足調査施設構造図に示す。   

なお、標準断面図の潮位、構造物の高さは、DL表示とする。 

 

図
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63 

 

図
-2

.7
(4

) 
補
足
調
査
施
設
構
造
図
（
沖
防
波
堤

B
）

 

沖
防
波
堤
Ｂ
 

L 
= 

16
1.

7 
m
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 4.1.4 使用機器 
    補足調査で使用した機器類を表-2.12使用機器一覧表に示す。 
 

表-2.12 使用機器一覧表 

機器名称 使用目的 

鉄筋腐食診断計（コロージョンハンター） 電位測定 

超音波厚み計（UDM-750） 肉厚測定 
シュミットハンマー ｺﾝｸﾘｰﾄ強度測定 
コア抜き機器 塩分分析試料採取 

エンジンコンプレッサー 潜水作業 

エアー工具  
水中電話  
水中カメラ  
潜水用具  
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4.2補足調査結果 
 4.2.1鋼構造物 
  (1) 鋼材肉厚測定結果 

① 調査項目 
a.肉厚測定 
b.鋼面腐食状況の目視調査 
c.調査箇所の水中写真撮影 

 
② 使用機材 

a.超音波厚み計：帝通電子研究所 UDM-750型 
b.エアーサンダー 
c.エアーチッパー 
d.水中電話 

 
③ 調査概要 

a.肉厚測定 
ⅰ 調査対象構造物に上部工よりスタッフを延長し、計測位置をマーキングする。 
ⅱ マーキング箇所をケレンし、海洋生物等の付着物及び錆層を除去する。 
ⅲ エアーサンダーにより肉厚測定部分を研磨する。 
ⅳ 超音波肉厚計をテストピースにより校正した後、肉厚計の探触子を潜水士が持

ち、測定場所に移動し、測定研磨面に押し当て保持する。この時、陸上の肉厚計

に表示された肉厚計測値を読取り記録する。探触子を当てる点の 1 点当たり 3
回の測定を行う。尚、測定作業は水中電話により進める。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-2.8 探触子を当てる点 
b.腐食状況目視調査 
ⅰ 肉厚測定のために、ケレンした面について鋼面の腐食状況（孔食の有無等）の

目視調査を行う。また、大きな集中腐食（孔食）が認められた箇所については、

写真撮影を行った。 
ⅱ 測定点周辺部の鋼構造物について、集中腐食の有無等について外観目視調査を

行う。 
 

① ② 

③ 

④ ⑤ 

10cm程度 

1点で 3回押し当てて 
値を取る 
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c.調査結果 
ⅰ ケレン前の目視観察結果 
鋼構造物の表面には、±0 付近では貝類などの付着が多く、それ以深について
は、貝類に代わり藻類等が多く付着していた。これらの付着物があるため、ケレ

ンをしない状態では、詳細な鋼構造物の状態を把握することは困難であるが、今

回調査を行った対象鋼管杭及び鋼管矢板近傍については、大きな損傷や開口部等

は確認されなかった。また、全ケレン面において貫通孔は認められなかった。 
ⅱ -4.0M岸壁 C(44)（測定地点：1-1,1-2、鋼管杭φ1200、元厚 9mm） 
元厚 9mmに対して、平均残存肉厚は 8.6～9.0mmであった。 
肉厚測定結果では大きな減肉は認められませんが、測定面の写真をみると、±

0.0m付近では全面腐食と部分的な孔食（集中腐食）が認められた。 
ⅲ 塩口岸壁(37)(測定地点：2-1～2-3、鋼管杭φ700、元厚 12mm 鋼矢板Ⅳ型、
元厚 15.5m） 
鋼管杭では元厚 12mmに対して、平均残存肉厚は 11.5～11.8mmであった。 
測定面の写真でも特に顕著な孔食は認められなかった。 
鋼矢板では元厚 15.5mmに対して、平均残存肉厚は 14.7～15.3mmであった。 
鋼矢板においても顕著な孔食は認められなかった。 
ⅳ 西郷 1号岸壁(33)（測定地点：3-1～3-3、鋼管杭φ812.8、元厚不明） 

3-1 側面（3-1-1-①、±0.0m）における平均残存肉厚が 10.8mm であり、それ以
外では 13.2～14.0mmの平均残存肉厚であった。 
測定地点 3-1近傍における±0.0mの側面で局部的に腐食が進行している可能性が
考えられたため、追加で隣の杭において同じ方向の面の肉厚測定を行った（3-3）
。その結果、平均残存肉厚は 13.5mm で減肉は 3-1 側面（3-1-1-①）程ではなか
ったが、3-1側面（3-1-1-①）における減肉は、機械的な損傷による可能性が高い
ものと推測される。局所的な集中腐食の可能性も否定できないため、注意が必要

ある。 
また、本箇所は元厚不明のため腐食進行程度がわからないが、ケレン面の写真で

は、孔食等は比較的少ないが全面腐食の傾向が認められた。 
ⅴ  沖防波堤 D(2)（測定地点：4-1～4-4 鋼管杭φ700、元厚 12mm 鋼管杭約φ

1000、元厚不明） 
φ700の鋼管杭では元厚 12mmに対して、平均残存肉厚は 11.4～11.9mmであっ
た。 
測定面の写真では、部分的に孔食が認められた。今回の調査では本箇所が最も多

くの孔食が認められた。 
φ1000の鋼管杭では、平均残存肉厚は 13.3～15.0mmであった。 
測定面の写真では、一部、孔食が認められるが、φ700 よりは腐食の進行は穏や
かである。 
沖防波堤 Dのカーテンウォールはほとんどが崩壊していた。 
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ⅵ  沖防波堤 E(2)（測定地点：5-1,5-2、鋼管杭φ1200、14mm） 
元厚 14mmに対して、平均残存肉厚は 13.9～14.0mmで殆ど腐食は進行していな
かった。 
本箇所にはアルミニウム合金陽極が設置されており、鋼管杭は防食されていた。 
測定面の写真でも腐食は認められなかった。 
また、本箇所では-1.0m より上では重防食が施されているため、最上部の測定箇

所を重防食下端とした。 
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④ まとめ 
西郷漁港区域における鋼構造物の肉厚測定を行った結果、大きな腐食の進行は認め

られず、最大の年間腐食速度(最大腐食量／建設後経過年数)は、塩口岸壁の約 0.04mm
／年であり、最大腐食量も 0.8mmであった。 
しかし、腐食は確実に進行するため、長期的に施設を維持するためには、防食を行

う必要があると考えられる。 
 
 

3－3

沖側 側面 沖側 側面 凸面 凹面 正面 側面 正面 側面 正面 陸側 側面 陸側 側面

±0.0m 11.7 11.5 11.7 11.7 14.9 14.7 13.2 10.8 13.6 14.0 13.5 11.7 11.9 11.6 11.5

-1.0m ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

-2.0m 11.5 11.5 11.8 11.6 15.3 15.1 13.4 13.9 13.9 13.8 ― 11.9 11.9 11.5 11.7

-4.0m ― ― ― ― ― ― 13.5 13.6 13.2 13.7 ― 11.7 11.7 11.4 11.6

陸側 側面 陸側 側面 陸側 側面 陸側 側面 沖側 側面 沖側 側面

±0.0m 13.6 13.5 13.3 13.8 ― ― ― ― 8.9 8.6 8.9 8.7

-1.0m ― ― ― ― 13.9 14.0 13.9 13.9 ― ― ― ―

-2.0m 15.0 14.5 13.3 13.4 14.0 13.9 14.0 14.0 8.9 8.8 9.0 8.9

-4.0m 13.6 13.8 13.5 13.3 13.9 14.0 13.9 14.0 ― ― ― ―

測定箇所

5－2

不明

鋼管杭（φ1200）

14mm

鋼材の形状

鋼管杭（φ700）

測定ﾚﾍﾞﾙ

4－4 5－1測定地点

4－1 4－2

4－3

元厚

12mm

鋼管杭（約φ1000、現場測定値）

施設名称 2.沖防波堤E

2－3

測定箇所

測定ﾚﾍﾞﾙ

2－1 2－2測定地点

1－1

33. 西郷1号岸壁

鋼管杭（φ812.8）

不明

3－1 3－2

元厚

鋼材の形状

施設名称

44. -4.0M岸壁C

2.沖防波堤D

2.沖防波堤D

1－2

39. 塩口岸壁

鋼管杭（φ1200）

鋼管杭（φ700） 鋼矢板（Ⅳ型）

9mm

12mm 15.5mm

 

 
表-2.14 年間腐食速度 

施設名称 建設年度 経過年数
腐食量 
(mm) 

年間腐食量

(mm/年)
39 塩口岸壁(鋼管杭) 昭和 61年度 21年 0.5 0.024 
39 塩口岸壁(鋼矢板) 昭和 62年度 21年 0.8 0.038 
33 西郷 1号岸壁 昭和 52年度 30年 － － 
 2 沖防波堤 D（φ700） 昭和 53年度 29年 0.6 0.021 
 2 沖防波堤 D（φ1000） 昭和 53年度 29年 － － 
 2 沖防波堤 E 平成 12年度  7年 0.1 0.014 
44 -4.0m岸壁 昭和 62年度 20年 0.4 0.020 
 

表-2.13 肉厚測定結果 
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 4.2.2コンクリート構造物 
(1) 自然電位測定 
補足調査対象構造物のコンクリート側面 2 箇所で、鉄筋の自然電位測定を行った。
自然電位測定は、１箇所当り１ｍ×１ｍの範囲を 20等分し、各点の自然電位を測定し
結果の整理を行った。計測機器は鉄筋腐食診断計（コロージョンハンター）を用いて

行なった。 
なお、各施設の調査位置図を図-2.9(1)～(3)に示す。 
 

  ① 塩口岸壁 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-2.9(1) 自然電位調査位置図 
 

  

5.3 10.6

No.1 

5.3m 

No.1（S57岸壁） 

No.2 

電位測定範囲 
（1.0ｍ×1.0ｍ） 

S57岸壁の角 
（H2岸壁から 27mの位置） 

10.8m 
No.2（S58岸壁） 

電位測定範囲 
（1.0ｍ×1.0ｍ） 

S57岸壁S58岸壁 
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② 西郷 1号岸壁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-2.9(2) 自然電位調査位置図 
 

3.5m 
3.5m No.1 

No.2 

4.3m 

No.1 

電位測定範囲 
（1.0ｍ×1.0ｍ）

4.0m 

No.2 

電位測定範囲 
（1.0ｍ×1.0ｍ）
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③ 沖防波堤 D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 

 ④ -4.0M岸壁 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図-2.9(3) 自然電位調査位置図 

30.2m 

No.1(港内側) 

電位測定範囲 
（1.0ｍ×1.0ｍ） 

防波堤 C 
 

防波堤 D 
 

30.2m 

No.2(港外側) 

電位測定範囲 
（1.0ｍ×1.0ｍ）

防波堤 C 
 

防波堤 D 
 

○C 60.0m ○ｂ  ○ｄ  

0.6m 1.2m 電位測定範囲 

（1.0ｍ×1.0ｍ）
No.1 No.2 
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図-2.10 自然電位測定イメージ図 

 
コンクリート中の鉄筋は、その表面が健全であれば高い電位を示し、腐食が生じて

いれば低い電位を示す。よって、自然電位を測定することにより、鉄筋に腐食が発生

している範囲が推測できる。自然電位と鉄筋の腐食の関係を表-2.15に示す。 
 

表-2.15 自然電位と鉄筋の腐食 
 自然電位 Ｅ 

(mV CSE) 
鉄筋腐食の判定 

       -200＜Ｅ  腐食が生じていない。 

  
-350＜Ｅ≦-200 

腐食が生じていない場合と 
腐食が生じている場合がある。 

  -500＜Ｅ≦-350 腐食が生じている。 

        Ｅ≦-500 約半数の供試体にクラック発生 

                  出典；桟橋劣化調査・補修マニュアル，財団法人 東京港埠頭公社，平成16年6月 
 

  自然電位の測定結果より、各施設における鉄筋の腐食の可能性を以下に示す。 
 

表-2.16 自然電位測定結果 

施設名称 鉄筋腐食の可能性 

39 塩口岸壁 腐食の可能性高い 
33 西郷 1号岸壁 腐食の可能性非常に高い 
2 沖防波堤 腐食の可能性高い 
44 -4.0M岸壁 腐食の可能性非常に低い 

 

電位差計

照合電極 

コンクリート

スポンジ等

鉄筋
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① 塩口岸壁 
№１ 

 

注）図中の縦・横軸は測定範囲の 1mを 20等分したものである。 

図-2.11 電位マップ№1 
・電位マップ No.1では、52％の範囲で「腐食が生じていない場合と腐食が生じてい
る場合がある。」の電位、48％の範囲で「腐食が生じている。」の電位を示した。
この結果から、鉄筋が腐食している可能性が高いと思われる。 
№2 

 

注）図中の縦・横軸は測定範囲の 1mを 20等分したものである。 

図-2.12 電位マップ№2 
・電位マップ No.2では、91％の範囲で「腐食が生じていない場合と腐食が生じて
いる場合がある。」の電位、5％の範囲で「腐食が生じている。」の電位を示した。 
この結果から、鉄筋が腐食している可能性が低いと思われる。 
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② 西郷 1号岸壁 
№1 

 

注）図中の縦・横軸は測定範囲の 1mを 20等分したものである。 

図-2.13 電位マップ№3 
・電位マップ No.3では、18％の範囲で「腐食が生じていない場合と腐食が生じて
いる場合がある。」の電位、82％の範囲で「腐食が生じている」の電位を示した。
この結果から、鉄筋が腐食している可能性が非常に高いと思われる。 
№2 

 

注）図中の縦・横軸は測定範囲の 1mを 20等分したものである。 

図-2.14 電位マップ№4 
・電位マップ No.4では、4％の範囲で「腐食が生じていない場合と腐食が生じてい
る場合がある。」の電位、96％の範囲で「腐食が生じている。」の電位を示した。
この結果から、鉄筋が腐食している可能性が非常に高いと思われる。 
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③ 沖防波堤 
№1 

 

注）図中の縦・横軸は測定範囲の 1mを 20等分したものである。 

図-2.15 電位マップ№5 
・電位マップ No.5では、10％の範囲で「腐食が生じていない。」の電位、90％の範
囲で「腐食が生じていない場合と腐食が生じている場合がある。」の電位を示した。

この結果から、鉄筋が腐食している可能性が低いと思われる。 
№2 

 

注）図中の縦・横軸は測定範囲の 1mを 20等分したものである。 

図-2.16 電位マップ№6 
• 電位マップ No.6では、75％の範囲で「腐食が生じていない場合と腐食が生じてい
る場合がある。」の電位、25％の範囲で「腐食が生じている。」の電位を示した。
この結果から、鉄筋が腐食している可能性があると思われる。 
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④ -4M岸壁 
№1 

 

注）図中の縦・横軸は測定範囲の 1mを 20等分したものである。 

図-2.17 電位マップ№7 
・電位マップ No.7では、18％の範囲で「腐食が生じていない。」の電位、82％の範
囲で「腐食が生じていない場合と腐食が生じている場合がある。」の電位を示した。

この結果から、鉄筋が腐食している可能性が低いと思われる。 
№2 

 
注）図中の縦・横軸は測定範囲の 1mを 20等分したものである。 

図-2.18 電位マップ№8 
・電位マップ No.8では、14％の範囲で「腐食が生じていない。」の電位、86％の範
囲で「腐食が生じていない場合と腐食が生じている場合がある。」の電位を示した。

この結果から、鉄筋が腐食している可能性が低いと思われる。 
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  (2) 塩化物イオン量測定 
  ① 測定方法 

塩化物イオン量の測定は、調査施設からコンクリートコア（φ50mm）を採取し、そ
のコアを 2cm毎に 5分割（図-2.19参照）し、分割した試料中の塩化物イオン濃度を分
析するものである。 

   各試料は、表面から A～Eとし、Eの塩化物イオン濃度を鉄筋位置での塩化物イオン
濃度とする。 

   表-2.17に資料番号と施設名称を示す。 
 

       
図-2.19 採取資料分割イメージ図 

 
表-2.17 資料番号と施設名称 

資料番号 施設名称 対象構造物
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱ 
数量（本） 

分析数量 
（試料） 

39-1 1 5 
39-2 

塩口岸壁 上部工 
1 5 

33-1 1 5 
33-2 

西郷 1号岸壁 上部工 
1 5 

 2-1 1 5 
 2-2 

沖防波堤 上部工 
1 5 

44-1 1 5 
44-2 

-4.0M岸壁 上部工 
1 5 

合   計 8 40 
 
 



 

 80

なお、コンクリートコア採取位置は、コンクリートの剥離、剥落等のない位置を選定するもの

とし、各施設の採取位置を図-2.20(1)～(3)に示す。 
 
 塩口岸壁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-2.20(1) コンクリートコア採取位置図 
 
 

7.0m 

No.1（S57岸壁） 

0.
4m

 
採取コア（φ50mm） 

S57岸壁の角 
（H2岸壁から 27mの位置） 

10.6m 

No.2（S58岸壁） 

0.
4m

 

採取コア（φ50mm） 
S57岸壁S58岸壁 

5.3 10.6

No.1 

No.2 
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 西郷 1号岸壁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-2.20(2) コンクリートコア採取位置図 
 
 

3.5m 
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3.5m 
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 沖防波堤 D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 

-4.0M岸壁 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 図-2.20(3) コンクリートコア採取位置図 
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採取コア（φ50mm） 

No.1 No.2 
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② 分析結果 
   鉄筋位置での発錆限界塩化物イオン濃度は、平成 11年版コンクリート標準示方書［施

工編］で示されている値「1.2kg/m3」を用いるものとし、この値を超えると鉄筋の腐

食が顕著になる。 
 

表-2.18 塩化物イオン濃度分析結果一覧表 

施設名称 
塩化物イオン

濃度(kg/m3) 
発錆限界値

(kg/m3) 
判  定 

0.94 OK 
39 塩口岸壁 

0.71 OK 
3.06 NG 

33 西郷 1号岸壁 
1.65 NG 
2.35 NG 

 2 沖防波堤 
2.82 NG 

0.05未満 OK 
44 -4.0M岸壁 

0.47 

1.2 

OK 
 
   以上の結果より、西郷 1 号岸壁と沖防波堤は、腐食発錆限界塩化物イオン濃度を大

幅に超えていることから、両施設の上部工の鉄筋は腐食環境にあると考えられる。 
   また、表-2.19(1)、(2)に分析結果を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 84

 
 

  

(%) (kg/m3)

39-1-A 0.09 2.12

39-1-B 0.07 1.65

39-1-C 0.05 1.18

39-1-D 0.04 0.94

39-1-E 0.04 0.94

39-2-A 0.13 3.06

39-2-B 0.05 1.18

39-2-C 0.09 2.12

39-2-D 0.04 0.94

39-2-E 0.03 0.71

33-1-A 0.24 5.64

33-1-B 0.19 4.47

33-1-C 0.14 3.29

33-1-D 0.14 3.29

33-1-E 0.13 3.06

33-2-A 0.20 4.70

33-2-B 0.16 3.76

33-2-C 0.13 3.06

33-2-D 0.08 1.88

33-2-E 0.07 1.65

※「ND」とは、定量下限値を下回る数値である。

西郷１号岸壁 上部工

西郷１号岸壁 上部工

資料No. 施設名称 対象構造物 塩化物イオン量

塩口岸壁 上部工

塩口岸壁 上部工

 
 

表-2.19(1) 塩化物イオン量分析結果
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(%) (kg/m3)

2-1-A 0.24 5.64

2-1-B 0.17 4.00

2-1-C 0.16 3.76

2-1-D 0.16 3.76

2-1-E 0.10 2.35

2-2-A 0.24 5.64

2-2-B 0.19 4.47

2-2-C 0.15 3.53

2-2-D 0.14 3.29

2-2-E 0.12 2.82

44-1-A 0.06 1.41

44-1-B 0.03 0.71

44-1-C ND ND

44-1-D 0.01 0.24

44-1-E ND ND

44-2-A 0.07 1.65

44-2-B 0.01 0.24

44-2-C ND ND

44-2-D 0.01 0.24

44-2-E 0.02 0.47

資料No. 施設名称 対象構造物 塩化物イオン量

沖防波堤Ｄ 上部工

沖防波堤Ｄ 上部工

-4.0M岸壁Ｃ 上部工

-4.0M岸壁Ｃ 上部工

 

表-2.19(2) 塩化物イオン量分析結果
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(3) コンクリート圧縮強度推定 
シュミットハンマーによるコンクリート圧縮強度推定を、各詳細調査対象構造物で 2

箇所測定を行った。測定結果から換算式で求めたコンクリート圧縮強度推定結果を示す。 
• 強度の推定 
反発度からコンクリート圧縮強度を求める換算式（日本材料学会式）を下記に

示す。 
Fｃ = -18.0+1.27R0 

Fc ： コンクリート圧縮強度（N/㎟） 
R0 ： 基準反発度   R0=R+△R 
R  ： 測定反発度 
△R：角度補正反発度 

① 指向岸壁 
コンクリート圧縮強度推定 
№１ 

表-2.20 シュミットハンマーによる測定結果（№1） 
測点 R △R R０ 

1 36.0 0 36.0 

2 22.2 0 22.2 

3 25.0 0 25.0 

4 23.5 0 23.5 

5 23.5 0 23.5 

6 26.5 0 26.5 

7 21.5 0 21.5 

8 17.5 0 17.5 

9 13.8 0 13.8 

10 23.8 0 23.8 

11 26.8 0 26.8 

12 24.0 0 24.0 

Ave   24.1 

* 9点測定し、測定値の偏差が平均値の 20％以上になる値があれば、その反発度
を捨て、これに代わる測定値を補う。 

 
•  強度の推定 
反発度からコンクリート圧縮強度を求める。 

Fｃ = -18.0+1.27R0 

 = -18.0+1.27×24.1 
 =  12.6N/㎟ 
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№2 
表-2.21 シュミットハンマーによる測定結果（№2） 

測点 R △R R０ 

1 34.3 0 34.3 

2 31.5 0 31.5 

3 30.2 0 30.2 

4 36.5 0 36.5 

5 38.5 0 38.5 

6 27.5 0 27.5 

7 29.5 0 29.5 

8 35.5 0 35.5 

9 31.5 0 31.5 

Ave   32.8 

* 9点測定し、測定値の偏差が平均値の 20％以上になる値があれば、その反発度
を捨て、これに代わる測定値を補う。 

 
•  強度の推定 
反発度からコンクリート圧縮強度を求める。 

Fｃ = -18.0+1.27R0 

 = -18.0+1.27×32.8 
 =  23.6N/㎟ 

 
     矢板式係船岸の上部工は、鉄筋コンクリートであるから、設計基準強度24N/mm2

程度なので、No.1の結果は強度を満たしていない。 
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② 沖防波堤 B 
№１ 

表-2.22 シュミットハンマーによる測定結果（№1） 
測点 R △R R０ 

1 31.5 0 31.5 

2 38.5 0 38.5 

3 27.0 0 27.0 

4 30.5 0 30.5 

5 40.0 0 40.0 

6 25.7 0 25.7 

7 24.3 0 24.3 

8 44.0 0 44.0 

9 39.8 0 39.8 

10 29.5 0 29.5 

11 28.0 0 28.0 

12 31.8 0 31.8 

Ave   33.0 

* 9点測定し、測定値の偏差が平均値の 20％以上になる値があれば、その反発度
を捨て、これに代わる測定値を補う。 

 
•  強度の推定 
反発度からコンクリート圧縮強度を求める。 

Fｃ = -18.0+1.27R0 

 = -18.0+1.27×33.0 
 =  23.9N/㎟ 
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№2 
表-2.23 シュミットハンマーによる測定結果（№2） 

測点 R △R R０ 

1 27.5 0 27.5 

2 28.5 0 28.5 

3 34.7 0 34.7 

4 32.6 0 32.6 

5 36.7 0 36.7 

6 33.4 0 33.4 

7 26.0 0 26.0 

8 32.3 0 32.3 

9 37.5 0 37.5 

Ave   32.1 

* 9点測定し、測定値の偏差が平均値の 20％以上になる値があれば、その反発度
を捨て、これに代わる測定値を補う。 

 
•  強度の推定 
反発度からコンクリート圧縮強度を求める。 

Fｃ = -18.0+1.27R0 

 = -18.0+1.27×32.1 
 =  22.8N/㎟ 

 
     防波堤の上部工は、無筋コンクリートであることから、設計基準強度 18N/mm2

程度と考えられるので、強度は満たしていると考えられる。 
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4.2.3その他（マウンド高さ） 
塩口岸壁及び沖防波堤におけるマウンド高さの測定を行った。その結果、塩口岸壁

は計画水深であったが、沖防波堤は、計画水深に対して 70cm～120cm程度低い結果
となった。 

   ① 塩口岸壁 
  水深は岸壁の中央部で測定を行い、その結果を図中の赤字で示す。 

計画高さ；-3.0m 
測定高さ；-3.0m 

 
図-2.21 マウンド高さ測定結果（塩口岸壁） 

 
② 沖防波堤水深 
水深は各防波堤の中央部で測定を行い、その結果を図中の赤字で示す。 

1) 沖防波堤 B 
計画高さ；-3.0m 
測定高さ；沖側 -3.4m、陸側 -3.4m 

 
図-2.22 マウンド高さ測定結果（沖防波堤 B） 

-3.4m -3.4m

-3.0m
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2) 沖防波堤 D 
計画高さ；-7.0m 
測定高さ；沖側 -6.7m 

陸側 -8.2m 
 

  
図-2.23 マウンド高さ測定結果（沖防波堤 D） 

 
3) 沖防波堤 E 
計画高さ；-10.0m 
測定高さ；沖側 -10.7m 

陸側 -10.7ｍ 

 
  

  図-2.24 マウンド高さ測定結果（沖防波堤 E） 
 

-6.7m -8.2m 

-10.7m -10.7m
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4.2.4 補足調査結果 
   補足調査結果を整理すると図-2.25の通りとなる。 
   鋼構造物の鋼材の肉厚測定結果では、最大腐食速度が約 0.04mm/年であり、「漁
港・漁場の施設の設計の手引 2003 年版」によると鋼構造物の腐食速度の標準値は
0.3mm/年とされていることから、標準的な腐食速度よりも遅く、最大腐食量も
0.8mmであることから、鋼材の耐力は十分であると推定される。 

   コンクリート構造物については、西郷 1 号岸壁と沖防波堤の上部工の鉄筋位置で
の塩化物イオン量が発限界値を大きく超えていることから、塩害による老朽化が進行

しており、早急な対策が必要であることが判明した。また、その他の施設については

老朽化予測により、今後の維持管理計画を行うものとする。 
 

 

 39 塩口岸壁 
・鋼材肉厚測定(腐食量) 0.8mm 

(腐食速度) 0.04mm/年 
・自然電位測定   鉄筋腐食無 
・塩化物イオン量測定 同上   
・マウンド高さ    沈下無し 

 33 西郷 1号岸壁 
・鋼材肉厚測定(腐食量) 元厚不明 

(腐食速度) －mm/年 
・自然電位測定   鉄筋腐食有 
・塩化物イオン量測定 同上 

  15 指向岸壁(A) 
・コンクリート強度   低下 

2 沖防波堤 
・鋼材肉厚測定(腐食量) 0.6mm 

(腐食速度) 0.02mm/年 
・自然電位測定    鉄筋腐食有 
・塩化物イオン量測定 同上 
・コンクリート強度  低下無し 
・マウンド高さ  70～120cm沈下 

 44 -4.0M岸壁 
・鋼材肉厚測定(腐食量) 0.4mm 

(腐食速度) 0.02mm/年 
・自然電位測定    鉄筋腐食無 
・塩化物イオン量測定 同上 図-2.25 補足調査結果 
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 5. 調査結果のまとめ 
   簡易調査及び補足調査を行った結果を表-2.24に示す。 
   表中の網掛けをしている施設が、変状のあった施設である。総合評価における老朽度

Aランクが 2施設、Cランクが 7施設、Dランクが 24施設であり、大多数が健全な施
設である。 

   老朽度 Aランクの沖防波堤は、簡易調査では Cランクであったが、補足調査におけ
る鉄筋の自然電位測定及び塩化物イオン濃度測定結果より、Aランクに変更となった施
設である。 

   これは、カーテンウォールが崩壊していることやマウンドが沈下していることから、

老朽化とともに波浪等の外力による劣化に起因するものと考えられる。 
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表-2.24 調査結果のまとめ 
簡易調査結果  補足調査結果      

施設名称 施設延長

(m) 簡易項目 
(変状の有無) 

重点項目 
(老朽度) 鋼材腐食量 上部工 

鉄筋腐食 上部工の強度 マウンド高 その他 
総合評価 

58 離岸堤 50.0 無 D － － － － － D 
30 荒尾船揚場 33.2 無 D － － － － － D 
 4 指向塩口護岸 205.0 無 D － － － － － D 
31 塩口埋立護岸 151.5 無 D － － － － － D 
45 取付護岸 21.0 無 D － － － － － D 
39 塩口岸壁 154.0 有 C 0.5mm 無 － 計画高さ － C 
17 西突堤 20.1 有 C － － － － － C 
37 塩口岸壁取付護岸 10.2 無 D － － － － － D 
15 指向岸壁(B) 136.8 無 D － － － － － D  
33 西郷 1号岸壁 185.0 有 A 元厚不明 有 － － － A 
15 指向岸壁(A) 128.0 有 C － － 低下 － － C 
48 -5.0M岸壁  66.0 有 C － － － － － C 
54 天神原突堤式岸壁 100.0 有 C － － － － － C 
13 八尾川右岸物揚場（その１） 192.0 無 D － － － － － D 
13 八尾川右岸物揚場（その２） 344.0 無 D － － － － － D 
11 八尾川右岸指向護岸 36.6 無 D － － － － － D 
12 八尾川左岸西町護岸 750.0 無 D － － － － － D 
19 八尾川左岸物揚場護岸  80.0 無 D － － － － － D 
35 西町物揚場  20.0 無 D － － － － － D 
40 八尾川左岸河口物揚場取付護岸   4.2 無 D － － － － － D 
34 八尾川左岸河口物揚場  40.0 無 D － － － － － D 
32 西町岸壁(-3.0)  40.1 有 C － － － － － C 
14 西町岸壁(-4.0) 134.1 無 D － － － － － D 
27 東防波堤  30.2 無 D － － － － － D 
28 中町護岸   5.9 無 D － － － － － D 

 2 沖防波堤 332.0 有 C 1.7mm 有 満足 
70～120cm沈

下 
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ崩壊 A 

46 高井船揚場  20.0 無 D － － － － － D 
44 -4.0M岸壁 299.5 有 C 0.4mm 無 － － － C 
42 -4.0M岸壁取付護岸  13.0 無 D － － － － － D 
38 高井道路護岸 344.9 無 D － － － － － D 
53 用地護岸  23.5 無 D － － － － － D 
51 -5.5M岸壁  70.0 無 D － － － － － D 
52 -5.0M岸壁  80.0 無 D － － － － － D 

 
漁 
 
 
港 

 
 
施 

 
 
設 

56 取付護岸  28.2 無 D － － － － － D 
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Ⅲ． 考察 

1. 簡易調査と補足調査の検証 

1.1 簡易調査 

西郷漁港は、漁港区域の中に延長 6.4km の漁港施設を有する広範な漁港であり、

簡易調査を行った結果、以下に示す事項が明らかになった。 

① 陸上からの目視調査 

漁港施設は、湾に面した水際線に配置（図-2.1 西郷漁港施設配置図参照）され

ているため、陸上からの目視は施設の上部工、及びエプロン部を確認するのみであ

った。 

    

   ②海上からの目視調査 

船舶による海上からの目視調査でも、潮位（潮位差約 40cm）と構造物の高さの

関係から、干潮時でも目視できる部分は上部工のみであり、本体工（鋼管杭）の目

視調査を行うためには、潜水士による潜水調査を行わなければならなかった。 

参考に、図-3.1に沖防波堤 Dの標準断面図を示す。 

 

図-3.1 沖防波堤 D標準断面図 
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1.2 簡易調査と補足調査の比較 

① 鋼構造物 

鋼構造物の腐食状況は、標準的な鋼材の腐食速度よりも、1/10程度とかなり遅く、

最大腐食量も 0.8mmであることから、鋼材の耐力は十分であると推定される。 

海上からの簡易調査では、鋼構造物の目視ができなかったため、補足調査との比較

はできないが、鋼構造物の場合、目視で分かることは鋼材に孔や亀裂がある場合であ

り、健全度を確実に評価するためには、鋼材の肉厚測定を行った上で構造上必要な最

小肉厚を設計計算書等により確認し、耐力の評価を行う必要がある。 

 

② コンクリート構造物 

簡易調査による評価と補足調査結果を含めた総合評価の結果を表-3.1に示す。 

    塩口岸壁では、簡易調査による老朽度ランクが C であり、補足調査による鉄筋

の自然電位測定結果は鉄筋が腐食している可能性が高いものの、塩化物イオン濃度

測定結果では発錆限界値に達しておらず、総合評価は Cランクとなった。 

西郷 1 号岸壁では、簡易調査による老朽度ランクが A であり、補足調査による

鉄筋の自然電位測定結果は鉄筋が腐食している可能性が非常に高く、塩化物イオン

濃度測定結果では発錆限界値を越えており、総合評価は Aランクとなった。    

沖防波堤では、簡易調査による老朽度ランクが C であるにも係わらず、鉄筋の

自然電位測定結果は鉄筋が腐食している可能性が高く、塩化物イオン濃度測定結果

では発錆限界値を越えおり、総合評価は Aランクとなった。 

    これは、沖防波堤がのマウンドが約 1.0m程度沈下していたことやカーテンウォ

ールの大部分か崩壊していたこと及び鉄筋が腐食している可能性が高いのは港外

側であることから、波浪等の外力による損傷に起因することが考えられる。 

-4.0M 岸壁では、簡易調査による老朽度ランクが C であり、補足調査による鉄

筋の自然電位測定結果は鉄筋が腐食している可能性が低く、塩化物イオン濃度測定

結果では発錆限界値に達しておらず、総合評価は Cランクとなった。 

以上より、一部の施設は簡易調査による判定と補足調査による総合評価のランク

に相違があったが、、全体的には、簡易調査による老朽化の評価は、補足調査によ

るものと比較的適合しているものと考えられる。 
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表-3.1 簡易調査と補足調査の比較 

補足調査結果 
施設名称 建設年度 

簡易調査 

による評価 自然電位 塩化物ｲｵﾝ量 
総合評価 

39 塩口岸壁 昭和 57年度 C 
腐食の可能

性高い 
基準値以下 C 

33 西郷 1号岸壁 昭和 50年度 A 

腐食の可能

性非常に高

い 

基準値以上 A 

2 沖防波堤 昭和 53年度 C 
腐食の可能

性高い 
基準値以上 A 

44 -4.0M岸壁 昭和 62年度 C 

腐食の可能

性非常に低

い 

基準値以下 C 
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1.3 老朽化診断マニュアルの適用性 

   老朽化診断マニュアルの適用性について、西郷漁港における簡易調査と補足調査の比

較では、比較的適合しているものと考えられるが、適用性に関する課題・問題点を以下

に示す。 

 

 1.3.1 簡易調査の課題・問題点 

   西郷漁港における簡易調査の課題・問題点は以下の通りである。 

・漁港施設の本体工を確認するためには、海上からの目視調査では、潮位と構造物の

高さの関係から、潜水調査が必要である。 

   ・鋼構造物の老朽度を目視で判断することは困難であるが、標準的な鋼材の腐食速度

（「漁港・漁場の施設の設計の手引 2003 年版」）を用いて推定することができる。

ただし、西郷漁港のように自然条件、構造条件、環境条件によって鋼材の腐食速度

は異なるため、地域特性等を考慮した鋼材の腐食速度を設定する必要がある。 

  ・鋼構造物、コンクリート構造物共に、確実な老朽化予測を行うためには、補足調査

が必要である。 

 

1.3.2 他漁港に適用する場合の留意点 

   ・潮位と構造物の高さの確認 

   ・簡易調査での老朽化予測手法の確立 

   ・鋼構造物の簡易調査結果からの対策工法検討手法の確立 

（老朽化評価手法は、構造計算を基にした耐力評価による） 

・漁港施設の調査、補修に関する事項のデータベース化 
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履歴調査票（鋼構造物） 

調査年月日 平成 19年 2月 
施設管理者 島根県 
漁港名 西郷漁港 
場  所 島根県隠岐郡隠岐の島町 
施設名称 塩口岸壁 
建設年月日 昭和 57年～61年 
経過年数 25年～21年 
供用年月日  

構造形式；桟橋式係船岸 
計画水深：-5.0m 施設構造 
施設延長：154.0m 

潮  位 H.W.L ：+0.410m L.W.L：-0.016m 
平面図 ：   有・無 正面図 ：   有・無 

設計図書 
横断面図：   有・無 計算書 ：   有・無 

鋼材の種類・形状 鋼管杭φ700mm、鋼矢板Ⅳ型 
初期肉厚 t=12mm、t=15.5mm 

有・無 工法名： 
防食範囲  
防食面積  
一般仕様  
防食期間  

塗覆装の仕様

無防食期間  
有・無  
防食範囲  
耐用年数  

防食面積： 
電流密度： 
陽極仕様： 

一般仕様 

陽極数量： 
防食期間  

電気防食 
の仕様 

無防食期間  

防 
 
 
 
食 
 
 
 
工 

電位測定記録 有・無  
実 績  調査実績 

または予定 予 定  
腐食調査 有・無  

施設の稼働状況  
 

特記事項 
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履歴調査票（鋼構造物） 

調査年月日 平成 19年 2月 
施設管理者 島根県 
漁港名 西郷漁港 
場  所 島根県隠岐郡隠岐の島町 
施設名称 西郷 1号岸壁 
建設年月日 昭和 51年 
経過年数 31年 
供用年月日  

構造形式；桟橋式係船岸 
計画水深：-4.0m 施設構造 
施設延長：185.0m 

潮  位 H.W.L ：+0.410m L.W.L：-0.016m 
平面図 ：   有・無 正面図 ：   有・無 

設計図書 
横断面図：   有・無 計算書 ：   有・無 

鋼材の種類・形状 不明 
初期肉厚 不明 

有・無 工法名： 
防食範囲  
防食面積  
一般仕様  
防食期間  

塗覆装の仕様

無防食期間  
有・無  
防食範囲  
耐用年数  

防食面積： 
電流密度： 
陽極仕様： 

一般仕様 

陽極数量： 
防食期間  

電気防食 
の仕様 

無防食期間  

防 
 
 
 
食 
 
 
 
工 

電位測定記録 有・無  
実 績  調査実績 

または予定 予 定  
腐食調査 有・無  

施設の稼働状況  
 

特記事項 
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履歴調査票（鋼構造物） 

調査年月日 平成 19年 2月 
施設管理者 島根県 
漁港名 西郷漁港 
場  所 島根県隠岐郡隠岐の島町 
施設名称 指向岸壁（Ａ-c） 
建設年月日 昭和 63年 
経過年数 19年 
供用年月日  

構造形式；鋼矢板式係船岸 
計画水深：-3.5m 施設構造 
施設延長：86.0m 

潮  位 H.W.L ：+0.410m L.W.L：-0.016m 
平面図 ：   有・無 正面図 ：   有・無 

設計図書 
横断面図：   有・無 計算書 ：   有・無 

鋼材の種類・形状 鋼矢板Ⅱ型 
初期肉厚 t=10.5mm 

有・無 工法名： 
防食範囲  
防食面積  
一般仕様  
防食期間  

塗覆装の仕様

無防食期間  
有・無  
防食範囲  
耐用年数  

防食面積： 
電流密度： 
陽極仕様： 

一般仕様 

陽極数量： 
防食期間  

電気防食 
の仕様 

無防食期間  

防 
 
 
 
食 
 
 
 
工 

電位測定記録 有・無  
実 績  調査実績 

または予定 予 定  
腐食調査 有・無  

施設の稼働状況  
 

特記事項 
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履歴調査票（コンクリート構造物） 

調査年月日 平成 19年 2月 
施設管理者 島根県 
漁港名 西郷漁港 
場  所 島根県隠岐郡隠岐の島町 
施設名称 指向岸壁（A-d） 
建設年月日 昭和 42年 
経過年数 40年 
供用年月日  

構造形式；重力式係船岸 
計画水深；-3.0m 施設構造 
施設延長；30.0m 

潮  位 H.W.L ：+0.410m L.W.L：-0.016m 
平面図 ：   有・無 正面図 ：   有・無 

設計図書 
横断面図：   有・無 計算書 ：   有・無 

コンクリートの 
設計基準強度 

－kg/cm2 
－N/mm2 

鉄筋のかぶり  
実 績  調査実績 

または予定 予 定  
施設の稼働状況  

 
特記事項 
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履歴調査票（コンクリート構造物） 

調査年月日 平成 19年 2月 
施設管理者 島根県 
漁港名 西郷漁港 
場  所 島根県隠岐郡隠岐の島町 
施設名称 -5.0M岸壁 
建設年月日 平成 2年 
経過年数 16年 
供用年月日  

構造形式；重力式係船岸 
計画水深；-5.0m 施設構造 
施設延長；25.4m 

潮  位 H.W.L ：+0.410m L.W.L：-0.016m 
平面図 ：   有・無 正面図 ：   有・無 

設計図書 
横断面図：   有・無 計算書 ：   有・無 

コンクリートの 
設計基準強度 

－kg/cm2 
－N/mm2 

鉄筋のかぶり  
実 績  調査実績 

または予定 予 定  
施設の稼働状況  

 
特記事項 
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履歴調査票（鋼構造物） 

調査年月日 平成 19年 2月 
施設管理者 島根県 
漁港名 西郷漁港 
場  所 島根県隠岐郡隠岐の島町 
施設名称 天神原突堤式岸壁 
建設年月日 平成 10年 
経過年数 8年 
供用年月日  

構造形式；桟橋式係船岸 
計画水深：-5.0m 施設構造 
施設延長：100.0m 

潮  位 H.W.L ：+0.410m L.W.L：-0.016m 
平面図 ：   有・無 正面図 ：   有・無 

設計図書 
横断面図：   有・無 計算書 ：   有・無 

鋼材の種類・形状 鋼管杭φ700mm 
初期肉厚 t=12mm 

有・無 工法名： 
防食範囲  
防食面積  
一般仕様  
防食期間  

塗覆装の仕様

無防食期間  
有・無  
防食範囲  
耐用年数  

防食面積： 
電流密度： 
陽極仕様： 

一般仕様 

陽極数量： 
防食期間  

電気防食 
の仕様 

無防食期間  

防 
 
 
 
食 
 
 
 
工 

電位測定記録 有・無  
実 績  調査実績 

または予定 予 定  
腐食調査 有・無  

施設の稼働状況  
 

特記事項 
 

 
 
 



 

130 

 

  
 
 



 

131 

 

  
 
 



 

132 

 

  
 
 
 



 

133 

 

  
 
 
 



 

134 

 
履歴調査票（コンクリート構造物） 

調査年月日 平成 19年 2月 
施設管理者 島根県 
漁港名 西郷漁港 
場  所 島根県隠岐郡隠岐の島町 
施設名称 西町岸壁 
建設年月日 昭和 48年 
経過年数 34年 
供用年月日  

構造形式；重力式係船岸 
計画水深；-3.0m 施設構造 
施設延長；40.1m 

潮  位 H.W.L ：+0.410m L.W.L：-0.016m 
平面図 ：   有・無 正面図 ：   有・無 

設計図書 
横断面図：   有・無 計算書 ：   有・無 

コンクリートの 
設計基準強度 

－kg/cm2 
－N/mm2 

鉄筋のかぶり  
実 績  調査実績 

または予定 予 定  
施設の稼働状況  

 
特記事項 
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履歴調査票（コンクリート構造物） 

調査年月日 平成 19年 2月 
施設管理者 島根県 
漁港名 西郷漁港 
場  所 島根県隠岐郡隠岐の島町 
施設名称 沖防波堤Ｂ 
建設年月日 昭和 35～40年 
経過年数 47年 
供用年月日  

構造形式；重力式防波堤 
計画水深； 施設構造 
施設延長；116.7m 

潮  位 H.W.L ：+0.410m L.W.L：-0.016m 
平面図 ：   有・無 正面図 ：   有・無 

設計図書 
横断面図：   有・無 計算書 ：   有・無 

コンクリートの 
設計基準強度 

－kg/cm2 
－N/mm2 

鉄筋のかぶり  
実 績  調査実績 

または予定 予 定  
施設の稼働状況  

 
特記事項 
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履歴調査票（コンクリート構造物） 

調査年月日 平成 19年 2月 
施設管理者 島根県 
漁港名 西郷漁港 
場  所 島根県隠岐郡隠岐の島町 
施設名称 -4.0M岸壁 
建設年月日 昭和 62年 
経過年数 20年 
供用年月日  

構造形式；重力式岸壁 
計画水深；-4.0m 施設構造 
施設延長；75.0m 

潮  位 H.W.L ：+0.410m L.W.L：-0.016m 
平面図 ：   有・無 正面図 ：   有・無 

設計図書 
横断面図：   有・無 計算書 ：   有・無 

コンクリートの 
設計基準強度 

－kg/cm2 
－N/mm2 

鉄筋のかぶり  
実 績  調査実績 

または予定 予 定  
施設の稼働状況  

 
特記事項 
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